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まえがき

本書は、 2004年 4月より 2007年 3月までの 3年間に渡って行われた科学研究費補助金

研究「フランスの複雑化する教育病理現象の分析と実効性ある対策プログラムに関する調

査研究J(基盤研究(B) 16330157)の研究成果を掲載した報告書である。

本研究は、三つの視点があるo 一つは、複雑化するフランスにおける教育病理の実態を

探ることである。これは、フランス社会の問題性を摘出するが、この国を理想化したり、

逆に問題視もせずに、等身大の、あるがままのフランス社会を理解しようとしたことであ

る。このような研究態度をとったことは、フランスに照準を当てながらも、実際は、今日

の日本が多く抱えている教育病理の解明と解決の方向性に光を見いだそうとかんがえたか

らである。もう一つは、教育病理とは何か、フランスに即して教育病理を把握しようとし

たことである。だが、それは、「フランス型教育病理Jとしてパターン化することではなく、

教育病理としての一般的現象を把握しようとすることと同時に、フランス的特殊性の有無

を探ることで、あった。三つ目は、フランスがこの教育病理に格闘しし、かなる対策を講じて

いるかを明らかにすることで、あったが、この点の研究は手薄になοている。

研究の前者二つの視点が成功しているかどうか、今後、この研究に携わったものとして

検討していきたい。更に、残された三つ目の視点を更に深めていきたい。

教育病理という大きな壁に挑戦するに当たって、二つの側面から解明の努力を行った。

一つは、「教育病理」が生起している現場・フィールドの調査に取り組んだことである。も

う一つは、私たちのほとんどが教育学研究者であるので、その研究分析・方法論が似たも

のになってしまう危険性を避けるために、フランス社会学の研究者との研究交流を積極的

に持ったことである。ここにお名前を挙げることはしないが、私たちの研究の幅を広げる

ことに大きく貢献していただいた。ここに感謝の意を表したい。そしてこの研究視点の幅

の広がりが「教育病理」の分析を深めることとなった(もちろん、これは、読者の皆さん

が判断することであるが・・・)。

研究を進める中で、十分進めることができなかった点があったり、更に進めてし、かなけ

ればならない課題も明らかになってきた。今後とも精進していきたい。

研究代表者

古沢常雄(法政大学)
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機会均等政策と排除の論理

池田賢市(中央大学)

はじめに

教育に関する機会は、教育への権利保障として、個人の地理的条件あるいは経済的条件

によって何らかの制限を受けるということはあってはならないのであり、したがって、機

会の均等については、少なくとも法的には一定の到達をみているといわれる。フランスの

学校は「ーにして不可分のJ共和国市民を形成する機関である。フランス教育法典は、「国

は、児童生徒に知識を伝達することのほか、これに共和国の価値を共有させることを学校

の最高の使命として定めるJ(し 111-1条)としている。すべての者に共通の知識・技能・感

覚そして価値の共有によって社会的連帯をっくり出す制度的保障が機会均等の原則という

ことになる。この原則ゆえに、個人の特性・属性等による差別なく、教育の機会が保障さ

れることになる。

しかし、学校教育へのアクセスが保障されることと、すべての子どもたちが十分な学習

効果をあげることとは別の問題である。周知のように、プ、ルデューの分析以降、社会的な

不平等の問題が今日まで教育政策上の大きな課題となっている。表現を変えれば、し、かな

る社会的属性にあっても学校教育へのアクセスは保障されるという点でしか教育の民主化

は達成されていないともいえる1)。

本稿では、移民、宗教、障害をキータームとして、この機会均等の原則のあり方を確認

すると同時に、そこに含まれる排除の論理への転換の危険性、そして、ある種の排除によ

ってこそその均等政策は機能しうるという点を確認、していきたい。それがどの程度政策遂

行に際して意識化されているかは別とし、排除への道を含んだものとして機会均等が目指

すべきこととして語られるならば、とくに移民あるいはそこに自らのアイデンティティを

求めようとする者たちの社会的あり方(rフランスJからのまなざし)を重要な要因とする、

都市郊外をおもな舞台とした病理現象は、強化されることはあっても、政策が求める社会

的統合には至ることはないであろう。

1 ZEP政策の問題点

フランスの社会統合にとっての大きな課題のひとつは、移民の存在を教育制度の中にど

う位置づけるかである。国籍に関係なく義務教育の保障が確立しているという点では、あ

えて「移民J(外国籍者とは限らなし、)として彼らをカテゴライズする必要はないのである

が、その生活環境に着目するとき、実質的な平等の確保が問題として浮上する。これを政

策化したものとして、 1981年からはじまる ZEP(教育優先地域)政策がある。

これは、いわばアファーマティブ・アクションとして位置づけられ、教育的環境という

点での地域の特性に着目した補償教育措置である 2)。具体的には、学力問題と ZEP指定と
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が深くかかわっていることはいうまでもないが、さらには、失業率の高さや移民の多さと

いったことも地域指定に重要な条件としてはたらいている。そして、このような地域に対

して、教育予算が多く投入されてし、く o パリ市内の ZEPにある小学校では、外国人(移民)

の子どもたちが全体の 50'怖を超えているところもある。

しかし、 ZEP地域外の学校との格差は、導入後 20年以上が経過した今日でも歴然として

いる。この背後には、つぎ、のような問題点があるのではないか。

ひとつは、フランス社会の外国人(移民)、とくにアラブ系の移民に対する差別問題であ

る。 ZEP指定された地域からフランス人が流出し、結局、失業に悩まされる移民家庭の子ど

もたちだけが残されるような事態も発生する。このような状態を、ゲットーあるいはアバ

ルトへイトと表現する者もいる 3)。

もうひとつは、 ZEPに指定されている地域の特徴が、実はその「劣等性Jにあるのではな

く、その「多様性」にあるという点が、実際の政策遂行の段階で十分に考えられていなか

ったのではなし、かということである。たとえば、パリ地区の ZEPでは、生徒の 80覧が学業上

の成功を収めている学校もあれば、わずか 20怖である学校もある。これは、教授上の工夫の

ほうが子どもの社会的出身や家庭環境よりも、政策的な変数としては、より重要であると

いうことをうかがわせる。

さらに、両者に関連することで加えるとすれば、教員の問題も指摘できる。まず、 ZEP地

域での勤務を積極的にとらえていない教員が多いことは、偏見や差別の結果でもあり、そ

のような地域の抱える「難しさ」のためでもある。また、地域の具体性を基盤とした実践

の取り組みのためには、生徒や家庭に対する教員の好意的な態度が重要であり、ある程度

長期にわたってそこにとどまることが必要となる。それにより、教員相互の連帯・協力体

制がつくられる。その前提の上にさまざまな教授上の工夫が可能となるのだが、実際には、

近年になりようやく実践の交流が重視されるようになってきたとはいえ、まだ成果を十分

に上げるには至っていなし、。

このような ZEPの実態をみるとき、この政策が、学校側の失敗を子どもの側の家庭的あ

るいは社会的な環境上の困難さに置き換えることを可能にしてしまった側面を指摘するこ

とができょう。本来、不利といわれる教育的環境を補うことで学業達成への平等を確保し

ようとした政策であったが、なぜ「不利」なのかが関われることなく、学校と家庭との聞

の文化的距離の程度の問題として学力が議論されることで、フランス社会にある差別問題

が組上に乗らないような制度的仕掛けとして機能してしまったので、はないか。

2 生活リズムとしての問題把握

ZEPは、教育問題を地域という枠でとらえようとしていた。そのことが、特定の地域を

特別なものとして定義し直す結果になるネガティヴな面をもっていたが、一方で、地域全

体の構造のなかで学校の機能をとらえ、子どもの生活実態に迫ろうとした点では、また、

アクセスの保障だけではなく、学習成果における平等性を確保しようとした点ではポジテ
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ィヴな面をもっ。

ZEP政策の開始に平行して、 80年代に入って、「生徒」の背後に隠されていた「子ども」

の存在に注意を払うことによって、子どもたちの人格形成上必要な地域のなかでの芸術・

スポーツ・文化的活動を学校教育に導入することが重要であるとの問題意識が政策化され

てし、く o 地域社会のなかでの子どもの具体的姿に注目した学校と学校外とのかかわりのな

かで問題を扱おうとしたのである o 子どもの生活リズムの再調整(amenagementdes 

rythmes de vie de l'enfant)とし、う、「子どもが実際に生活する場所で、リズムをグローバル

に捉えるJ4)ことを不可欠とする政策意図があらわれたのである。その生活条件、両親の

労働および住宅事情、経済的困難や社会的不平等の影響、彼らのまわりの文化的資源の豊

かさや貧しさ、これらを無視できない重要な教育環境として認識していこうとすることで、

教育のパートナーの再認識、学校の内外を通した一貫した時間空間的な管理を行おうとし

たのである。この点は、もはや教育は学校のみが担うのではなく、「学校教育時間外に実施

される社会・文化活動、とりわけ体育とスポーツ活動の発展を促進し、学校教育を補完す

る必要があるJ5)とした 1984年 12月 13日付通達に確認することができる。

これは、学校教育時間再調整 (AT S : amenagement du temps scolaire)といわれる政

策で、「教育には、学校内での活動の延長上に、あるいはそれを外から補うものとして、教

育効果のある活動を準備しておく義務までが含まれるJ6)としづ発想に基づく o 学校の教

員以外の専門指導員が、ある場合には教員と協力して、ある場合には彼らのみで、学校教

育時間の延長上で、スポーツ・文化活動を組織し、また、授業時間の調整等、各地域の特

殊性に適合した多様性が保障されるようになったのである 7)。

1991年9月 20日付通達(国民教育省、文化・コミュニケーション省、青少年・スポー

ツ省共同)は、社会的、地理的、文化的不平等に対する戦いをとくに強調することで、リ

ズム政策の意図を明確に表現している。この通達は、子どもの生活リズムのバランスのと

れた組織化が、学校教育上、社会生活上、彼らの成熟を実現するために不可欠なことであ

るとした上で、その実現のためには、子どもとその家族の生活条件、彼らの暮らす地理的・

社会的環境の多様性を考慮、した教育空間を倉IJ出し発展させることが重要課題であるとして

いる。そして、子どもたちに期待されることとして、自らの時間を管理し自立性を獲得す

ること、また、個人的・集団的な計画を練りあげていく能力を獲得することが挙げられ、

これを通して学業成功も導かれ、最終的には、将来の市民としての生活の質の改善につな

がっていくととらえている。自らの時間・空間の管理能力と実際生活上での自分の居場所

をみつけることを可能にするリズム政策が、市民性への接近の過程となるといったように、

「移民Jの問題を「市民」というタームでとらえ直そうとしているのである。

しかし、このような具体的な「生活J全体を包み込むような政策は、共和国の理念から

眺めたとき、大きな問題を抱え込むことになる。それは、宗教生活という具体的な実践を

学校制度の中でどう扱うかということである。
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3 スカーフ禁止法

個人を一定の集団の一員としてとらえるのではなく、したがってその「所属Jから導き

出される思想・信条等を括弧に入れた「ニュートラルJ(あるいは抽象的)な個人としてと

らえ、その連帯によって公的時間空間を機能させようというのがフランス「共和国」の原

則(=公私の峻別)である。そして、これはフランスの教育政策の基本でもある。つまり、こ

のような「所属」の排除によって機会均等は成り立っているということである。

これに対して、個人の属性の重要性・問題性を印象づけたのが、イスラームのスカーフ

事件(1989年)、つまり、校内でイスラーム教徒の女子生徒がその宗教を象徴する「スカー

フ」をつけたままでいることの是非をめぐる問題であった。

スカーフを許容するのか、排除するのか、学校現場では混乱を招いていた。そこで、大

統領直属の委員会が発足、 2003年 12月 11日の報告書(委員長の名をとって「スタジ報告J

という)を受け法案が提出され、国会の審議を経て、 2004年3月 15日、学校内での宗教的

標章(シンボル)の着用を禁止する法律が成立した。(条文は次の通り。)

「公立初等学校、コレージz、グすに.13ft¥で、 A室生徒:，vl宗家政iA虜をg立つよ:3/，ご

(ostensiblementノ表fj/jすolJf.(signe.ノ反ぴ波疫のま1tJ1;t~ぎ'Jt ð/Lo。学校斤療は、

懲戒手厳さの実厳jご.~立つで"Æ室生徒とのか訴を庁必クごとを2ぞめ ooJ

「共和国」では、子どもたちを分断するような要素は排除されるべきとする。宗教は、

その分断の危機を招くひとつの重要な要素で、ある 8)。 憲法においても、共和国が「非宗教

的J(ライシテ)であることが確認されており、上の規定は憲法に沿った正当な立法という

・見方は成り立つ。これはまさに、公教育からのスカーフ排除によって、その「市民J育成

機能が果たせるというフランス的平等のあり方を確認していることになる。

4 男女平等の問題

ところで、「スカーフJをめぐっては、 89年の段階では、その議論は「宗教J(ライシテ

の原則をどう機能させるか)に焦点化されていた。しかし、法制化をめぐる 2003年からの

議論では、ここに「女性」の問題(男女平等の実現の方策)が明示的に重ねられてくる。それ

は、スタジ報告の次の記述にもうかがえる。

「このよクと公立法化、 す之会bち公11;ウjごckつでイスタ-Aeftづ第Eにぎ/..，fi守げられ

o緩い説示/よt、ズ;IJ- 7を鍾更すof9fJlJifle-イスタ-Aの家族や絶反jご。l:o!.E;ウの緩

/!té宕つでいo ずイレ.ン外・マジ~:J グティと L でのtÆ.武力ち~~!#すó ごとにと公ooJ

ここには、イスラームという宗教によって抑圧されている女性(その象徴が「スカーフJ) 

を解放するためには、法という強制力が必要である、との認識が示されている。男女の別
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も分断の危機と理解される「共和国Jにあっては、イスラームの女子生徒によるスカーフ

着用は、「宗教Jの上に「男女Jが重なったところに発生した問題となる 9)。つまり、男女

という性による属性によらず平等を確保しようとしたとき、それと同時に、スカーフを排

除することが正当化されていくことになっているのである。

なお、ここには、さらに、彼女たちが移民第二世代であるという社会学的存在特性も加

わる。つまり、旧植民地を起源とする彼女らは、「非西洋Jとして文明化されるべき対象で

もある。ファノンの次の指摘は、この点の説明として的を射ている。(フランツ・ファノン

/宮ケ谷徳三他訳『革命の社会学』みすず書房、 1969年)

r-*をE心主世-3ごと、-*をがEのftIfffiKlJl "ごひさλ，n-3ごと、-*をその身分話ずから家

t-)と-3ごと、ぞれは、芳jご友んでい-3~恵三写のカをfjEßfjす-3ごとであり、月停にアノルジ‘

エグア文化級車専のための三菅原殿、効果助手段を獲得す-3ごとであったのだよJ(19頁)

「グ三一ノル~JJJtt- )だ新 ~t-)アノルジェグア女のーパ -Áið;;， [.これまで扇子会をに維持Lで英

之民族のM歩街角t系をが角t:~、厳かれ、タI~i:ぎかれたアノルジェグア在会の或莱を予f!f~

でt-)-3仲厳)0JJJt ~'fI:ちたグ三一ノル仲厳人 fJal，ごと公った供、 dPfiffの11f1Pi7!t-)ら立っ

たよさとi:dエjご併すられた底、ぞれら一つ一つ民アノルジ‘ェグアl:tfJBをi!iJE~、在局

長ずの強姦~.受1ft- 怖がめたといクことを求Jグティ ;Jに表gt~ でい-3のだよアノルジ、エグ

ア密会l:t、実療、グ三一ノル必勝~'瀞でられ-3/ffニ"~/，ご、主ノ礼の11.乏に従クごとを認め、

広彦事長ずの指導と保護のr"ご、ぞの霊安演を変乏でLよさクことを決震Lたかのよク jごみ乏

-3のであ-30J (22頁)

このような植民地支配の論理の問題性を今日の政策の中に読みとることは困難である。

政策立案側においても、排除の過程が意識化されずにいるということであろう。しかし、

そのことは、必ずしもフランスのネガティブな面のみを際立たせることにはならない。つ

まり、ファノンの語り方をそのまま今日に当てはめるならば、共和国からの抑圧的要素を

逆にたど、つてはぎ取っていくならば、そこには、「純粋なる」イスラーム(そして移民)の姿

が立ち現れるということになる。ところが、現実的には、彼女たちの多くはフランスで生

まれ育っているのであり、その意味ではフランスが祖国であり、国籍もフランス国籍であ

る者も多い。すでにフランス社会の中に組み込まれた存在としての移民そしてその宗教的

特性をし、かに包摂していくかが問題なのである。

5 障害児の統合

繰り返しになるが、フランス共和国は「市民」による契約に基づいて形成されている。

そのための基礎教養を培う機関が学校であり、機会均等が重要なのも、ある一定の子ども

たちの排除があったとすれば、それは契約が成立しない状況を生み出すこととなり、まさ

に共和国の危機となるからである。この観点からは、必然的に、「障害Jを理由にした排除

唱
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をも否定されることになる。 2005年 2月 11日付法律「障害者の権利、機会、参加および

市民権の平等のための法律J(Loi no.2005-102 du 11 fevrier 2005 pour l'egalite des 

droits et des chances， la participation et la citoyennete des personnes handicapees) 

をそのような文脈の中に位置づけることで、移民の社会的統合の問題にとっての意義を引

き出せるのではないか。

この法律により、フランスの障害児教育制度は J原則統合」に向けて動き出すことにな

った。具体的には、障害の有無や種類・程度によって制度的に分離するのではなく、原則

として、今後子どもたちはその居住場所から最も近し、小学校に入学することになる。

この法律の趣旨は、 2005年 4月 15日付通達(no.2005-067、r05年度新学年の準備」。以

下のまとめにおいてはAと表記)と同年8月 19日付通達(no.2005-129、「障害児の学校教育」。

同Bと表記)により明示されている。それをまとめると次のようになる。

まず、障害のある子ども・青少年に対して公教育へのアクセスが権利であること(B)を確

認し、すべての生徒の教育水準の向上には、そのニーズ‘に合った対応を受けられないこと

で学業成功に至ることができない生徒に特別な注意を払うことが必要である仏)とした。

そして、子どもの就学問題についての親の要求に応えることが不可欠であり、地域の学

校への障害児の就学は権利であること(B)を明確にした。

また、障害のある生徒の学校教育は、保障されるべき特別な課題を示すもののようにみ

なすことはできないし、その援助は、教育チーム(=学校全体)に帰されるものであり、生徒

にもたらされる個人的な援助として考えることはできなし、(B)という見方を示した。

さらに、中等教育において学業が続けられるように、また、社会的およびその習得した

技能に見合った職業的統合を促進するように、病気および障害のある生徒が教育を受けて

いる学校の能力を向上させることを重要視している仏)。

このような原則統合の発想は、移民の社会的統合の問題を考える上で、実によいモデル

となる。なぜなら、そこでは、障害児といわれる者たちに対してその特性をいったん括弧

に入れるようにとは要求していなし、からである。そして、その「障害Jが、個人に宿命的

に付着した特性(そしてそのことを原因とみなす問題把握)としてではなく、社会的な関係性

の中で、あくまでも相対的に定義されてくるものだとすれば、フランス「共和国Jが求め

るニュートラルな個人という虚像のもつ不当性を明示できるのである。フランス社会が設

定した枠組こそが、社会的な病理現象の基盤を、少なくともその一部を形成することにな

っているとの認識の重要性を示すことができる。

6 まとめにかえて一排除と包摂の同時性とその克服の可能性

これまで確認してきたように、イスラームのスカーフに象徴される移民をめぐる諸特性

は、いったん「共和国Jの枠組みからは排除されてきた。その後に、機会均等の原則の下、

学校による「均質化Jのフィルターを通ることで再認識され、あらためて価値づけ・包摂

されていくことになる。
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その具体的教育政策として、「共通学力」の要求がある。共和国の存続には、共有領域(了

解事項)をっくり上げてし、く必要がある。 2005年 3月の「学校の未来のための基本・計画法」

(Loi d' orientation et de programme pour l' avenir de l' ecole)は、義務教育期間中

に子どもたちが身につけなければならない知識・能力 (soclecommun)を明示することで、

この使命を果たそうとしている。いわばフランス市民となるための条件が明示されたこと

になる。これを満たすかぎり、たとえば移民の「異文化」は、尊重すべきものとして認識

されてし、く。宗教に関する学習も重要視されてし、く o ここでは、「排除→均質化→包摂」の

プロセスが、学力論として語られることになる。それは、やがて前提としての排除の事実

を認識できないようにしてし、く o

排除されるべき事項は、学校とし、う装置を通して必ず包摂されていくことが、共和国と

しては重要なことである。包摂されずにいること、すなわち、フランス社会の中に独自の

コミュニティがいくつも存在する状態は共和国の危機となるからである。しかし、これが、

とくに多文化状況にある社会で発生しやすい人権侵害へとつながってし、く危険は避けなけ

ればならない。

このような排除と包摂の同時性というプロセスではうまく説明しきれない政策が、障害

児の原則統合ではないか。先の「共通学力」が、障害児への教育にもひとつの指標として

機能していくことで、それに「ついていけなしリことによる新たな排除が考え得るとして

も、移民をめぐる問題とは異なる点がある。それは、障害という特性をそのままの状態で

権利として学校制度に統合していこうとしている点である。確かに、スカーフのように、

校門のところではずすということを、障害という特性に当てはめることはできないだろう。

しかし、逆に、障害と同じように、スカーフもはずすことはできないものではないのか。

障害児原則統合の政策は、このような視点を提供してくれる。それは、「特性Jあるいは「所

属Jをいったん括弧に入れた上での権利ではなく、そのままの状態であることを前提にし

た上での権利(機会均等)のあり方を考える入り口として意味をもっ。

このような意味でその重要性を確認できる障害児教育制度の変革が、具体的にどのよう

に機能しているのか。制度上の整備からまだ時聞が経っていないため、その検証をここで

行うことはできないが、それが、フランス的な機会均等の問題点を指摘する有効な道具に

なることは確認しておきたい。

<注>

1) CROZET， Y. et a1.， Les Grandes (Juestions de 1a societe francaise， Armand 

Colin，2005，p.138 

2) 学業失敗と社会的不平等の解消を具体的な個別地域のなかで考えていこうとする ZEP

政策は、地域での契約に基づいて制度を機能させることになるため、問題解決にあたって

の合意作業に関する地方分権が前提となる。

3) 補償的な教育措置が結局は隔離となっていくことに対する批判は、 70年代にとられた

円
台
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移民の子どもへの「入門学級J(フランス語の集中的学習のための小学校内での特別学級)

の設置をめぐってもなされていた。とくに親からの批判が多かった。その後、この措置は

制度的差別と位置づけられ、政策的には、通常の学級のなかで対応していくことを基本と

するようになった。ただし、現在でも、ごく限られた子どもたちを受け入れる組織として

入門学級は存在している。

4) Comi te interministeriel de l' evaluation des pol i tiques publ iques， Premier 

ministre -Commissariat general du plan， L' amenagement des rythmes de vie des enfants， 

La Documentation Francaise， 1994， p. 19 

5) 特別研究『学校と地域社会との連携に関する国際比較研究、中間資料集 (2.)~国立教

育研究所、 1997年、 240頁。

6) Comi te interministeriel de l' evaluation des pol i tiques publ iques Premier 

ministre-Commissariat general du plan，op.cit.，p.26 

実施に向けた通達は、青少年スポーツ省と文部省とから別々に 2通出されている。

• 1985年2月 19日付通達、第 85-30!B号:r青少年スポーツ省外局による実施要項」

・1985年4月 1日付通達、第 85・126号:r文部省県担当部局による実施要項J

7) 学校外の活動への参加を促すためには、それが無償であることが望ましい。これには

その地方・地域ごとの財政上の問題が絡む。したがって、国が助成金を出し、財政的な裏

づけをすることで、組織化された無料の活動が保障されることになっているのではあるが、

地方自治体が主導権を握る以上、より豊かな学校とそうでない学校とに二分される危険が

あるという点は注意されなければならない。

なお、リズム政策に関しては、拙著『フランスの移民と学校教育~ (明石書庖、 2001年)

の第5章を参照。

8) rフランス共和国は、すべての宗教的、政治的、文化的信念を尊重するが、そのこと

が単なる共存状態に参加しているだけの各コミュニティに国家が分裂してしまうことにな

ってはならない。同じカリキュラムに沿ってすすむことを阻害するような、したがって、

学校に、その意味が学校の共同生活の規則からある生徒を分断してしまうほどのこれ見よ

がしの記号の存在を受け入れることはできない。J(パイル一通達、 1994年9月 20日付通達)

「学校を共同体主義的な要求から保護することによって、法律は、共に生きる意欲のた

めの学校の役割を強化する。すべての子どもたちを受け入れるに適している公立学校を、

宗教的所属の目立つような表明から生じ得る圧力から守ることにより、法律は各人の良心

の自由を保障する。J(フイヨン通達、 2004年5月 18日付通達)

9) その背景にはイスラームへのステレオタイプの認識もある。それは、 1987年に国籍委

員会がイスラームの問題点として、一夫多妻制、男女間の不平等、強制的結婚を挙げてい

たことに典型的に見ることができる。 (KHELLIM. ， Sociologie de l' integration， PUF， 

1997， p. 10) 
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子どもの貧困と教育問題

園山大祐(大分大学)

はじめに

近年、国内外において格差・不平等問題ならびに貧困研究が注目されつつある。こうし

た研究は、イギリスやアメリカでは盛んであったが、フランスにおいてはあまり注目され

てこなかった10 しかし、 EU、OECDによる経済社会調査を始め、 UNICEFの Innocenti

研究所2によって進められた子どもの貧困研究がフランスにおいても話題となり、後述する

CERCの研究班によって 2004年にようやくフランスの実態が明らかにされる3。我が国で

も、大竹文雄『日本の不平等』や、橘木俊詔『格差社会』、橘木俊詔、浦川|邦夫の『日本の

貧困研究』など経済学者の研究や、山田国弘『新平等社会』、吉川|徹『学歴と格差・不平等』、

白波瀬佐和子編『変化する社会の不平等』など社会学研究の成果がみられ始めている。そ

のようななか、庄司・杉村・藤村編(1997)の『貧困・不平等と社会福祉』という福祉の観

点から論じた研究は、先進的である。本書では、庄司による「ひとり親家族Jとの関係、で

論じられた研究や、青木による貧困の再生産について教育の問題に言及している研究は興

味深く、フランスの貧困な子どもの実態に類似した問題を提起している。また、欧米同様

に、貧困から社会的排除4というより深刻な問題について都市社会学と社会福祉学研究者に

よる学際的な研究である岩田・西津(2005)W貧困と社会的排除』などは注目に値する。

しかし、フランス同様に子どもの貧困に関する研究は、限られている5。今日、貧困の問

題は、一部の経済的に貧しい人々のみの問題ではない。より社会包括的な考えの下、雇用

上の不安定および、居住問題、地域のゲットー問題と絡めて、社会不安を巻き起こしてい

る。こうした、社会病理とも言える問題は、教育病理とも無縁ではない。なぜなら、後に

みるフランスの研究結果からも解かるように、親の雇用の安定や、就業状態は、子どもの

教育、生活環境に大きく影響を及ぼし、またその生活圏における社会・文化的環境も、今

日のヨーロッパにおいては階層間の棲み分けが激しいだけに、特定の地域に隔離され、ゲ

ットー化が起きているからである口こうした理由から、貧困と社会的排除は、密接に関連

したこととして、貧困が、社会的不平等、不公平と関係し、連鎖の構造を持つ「貧困の世

1 もっとも代表的な研究として、社会学者セルジュ・ポーガムの一連の貧困研究がある。

Serge Paugam(199I)La disqua五ticationsocia1e，puf. S.Paugam(1993)La societe 
企'8.ncaiseet ses pauvres，puf. S.Paugam(2005)Les formes e1ementaires de 1a 
pauvretlιpuf 
2 Innocenti Research Centre(2000)A 1eague tab1e of chi1d poverty in rich nations， 
Innocenti repo此 card，issue，no1，Unicef 
3 EUの研究については、アジット・ S・パラ、フレデリック・ラベール著『グローパル

化と社会的排除』昭和堂、あるいは小玉・中村・都留・平川編『欧米のホームレス問題』

法律文化社が参考になる。 OECDについては、『図表でみる世界の社会問題』明石書庖が

ある。

4 この社会的排除の exclusionとしづ言葉は、 1974年にフランスの元社会事業担当大臣

R.ノレノワールが記した Lesexc1us， un Francais sur dix (W 10人に 1人のフランス人は排除

された人~)によって広く認知された(Crozet:2005，201)。
5松本伊智郎(2007)r子ども:子どもの貧困と社会的公正JW現代の貧困と不平等』明石書

底、 pp.45-66o小西祐馬(2003)r貧困と子どもJW現代日本の「見えなしリ貧困』明石書底。
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代的再生産」として近年注目されてきた。そのため、フランス国内の優先的な政治課題で

あると同時に、 EUレベルにおいてもニース条約以来、「社会的排除との闘し、」の政策は重

要課題と認識されている。そこで、フランスでも初めてと言って良い子どもを対象とした

貧困研究について、雇用・社会的結束・住宅省の研究グループとして立ち上げられた「雇

用・収入・社会的結束委員会J(CERC=Conseil Emploi Revenus Cohesion sociale)の2004

年の報告書『フランスにおける貧困な子どもたち』を基にまとめる。

本報告書は、次のような構成となっている。

①貧困な子どもとは

②貧困家庭とは

③貧困、家族構成、資本の移転

④貧困な子どもの生活実態

⑤貧困な子どもと学業、進路

⑥金銭的貧困:ヨーロッパ諸国との比較

以下では、特に、第5章の教育問題について取り上げる。

1 .貧困の実態

ここで述べる貧困な子どもとは、貧困な家庭に育つ子どものことであり、金銭的な貧困

あるいは、生活条件の悪さによる。つまり、金銭的というのは、世帯主ないし、共働きの

場合は合計の収入を家族構成員で、割ったときの、子ども一人当たりの金額が、フランスの

平均月収の半分以下に該当する子どもを指す(所得分布の中央値の 50%を貧困線として使

用)。こうした「相対的貧困」の考え方が、今日のヨーロッパで、は主流となっている。橘木・

浦川I(2006:38-9)によれば、貧困の定義を、「貧困とは社会的に決まるもので、あって、絶

対的な最低水準の生活で決まるものではなしリとするイギリスの貧困研究の第 1人者であ

るRタウンゼンドの研究に由来しているえ「すなわち、個人の人が与えられた条件の下で、

社会に参加するにふさわしい生活水準の保証を貧困線としJている。こうしたことから、

OECDでは、中位家計所得の 50%(EUでは 60%)以下の所得稼得者を貧困とみなす考え

方が使われている。フランスでも、こうした考えに即している。以下、本稿では、貧困の

実態について、家族構成、住宅・生活事情を概観した上で、教育の結果に注目しながら、

貧困家庭層における相対的貧困の剥奪の程度について考察する。

まず始めに、フランスの所得分布の中央値である 50%以下の収入についてみてみよう。

1999年の数値でみると月収が 557ユーロ以下の人々となり、約 370万人(全人口の 6.5%)

のフランス人 (18歳未満の人口約 100万人の子ども、 7.8%)に相当する。この月収が 450

から 557ユーロ以下の層に約 70万人の子どもが当てはまる70 逆に言えば、最貧困層と

される子どもは、約 30万人(2.2%)で、 450ユーロ以下の生活を余儀なくされている。ちな

みに、OECDの調査によれば、2000年の数値で日本は全人口の 15.3%、子ども人口の 14.3%

が貧困線以下の所得水準で生活していることになっている(松本:2007，49)。

6 P.タウンゼンド(1974=1977)r相対的収奪としての貧困JWイギリスにおける貧困の論理』

光生館、 19・54頁

7 1ユーロ 140円で計算した場合、 560ユーロは 78，400円相当となる。なお、ヨーロツ

パの基準 (Eurostat)では、平均収入の 60%未満、 670ユーロを最低基準としているため

200万人(15.7%)の子どもが該当すると見積もっている。
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次の表 1では、貧困家庭の収入状況をひとり親と両親を持つ親とで比較したものである。

ひとり親の家族構成は、珍しいものではなくなったが、かれらの経済状況が決して楽では

ないことは、この数値からも裏付けられている。報告書では、北欧諸国と比べてフランス

では、一般に女性の子育て中の支援および社会復帰への仕組みが整えられていないことが

問題提起されている。特に、こうしたひとり親家庭への支援策が不充分とされ、貧困層に

特徴的としている。

表 1.貧困家庭の収入状況 (ε)

ひとり親家族で子ども 1人(14歳以下) 724 
セ 市一一_..._..-一一回開 -一

ひとり親家族で子ども 1人(15歳以上) 835 

両親を持つ子ども 1人 (14歳以下) 1002 
一ーーー一一 “や一一 “一“ .一"“e司..-‘"市町国"・. ー同国司町 ー 値目 ー

両親を持つ子ども 1人(15歳以上) 1114 
ー一一一-一一一……一一"一一一"・..~.-“ 一日間・一一 同・ー田ー

両親を持つ子ども 2人(14歳以下) 1170 
ト一一一一ー回目白 司---.司日目白・4

両親を持つ子ども 4人 1615 

(3人は 14歳以下で、 1人は 15歳以上)

注)税金を差し引し、た後の金額で、住宅手当は含まれている。

出典)CERC(2004)p.40 

表2においては、子どもの年齢構成と貧困家庭に属する比率を示している。最初の Oか

ら2歳児の子どもを持つ家庭は 10%いるが、そのうちの 6.2%が貧困家庭に相当する。年

齢が上がるに連れて、貧困家庭に属する比率も上がっている。

表2.子どもの年齢構成と貧困率

年齢構成の比率 貧困家庭に属する比率

Oから 2歳 10 6~2 

3から 5歳 14 6.4 

6から 10歳 28 7.7 

11から 15歳 32 8.2 

16から 17歳 16 10.5 

出典)CERC(2004)p.41 

表3.家族構成比

構成比 貧困家庭に属する比率

ひとり親子ども 1人 5 IO~ 

2人以上 18 16.8 

両親子ども 1人 10 4.8 

2人 24 5.0 

3人 17 5.8 

4人以上 26 17~3 

出典)CERC(2004)p.43 

表3からは、家族構成のなかでも、ひとり親が、全体の 23%であるのに対し、貧困家庭

属するひとり親家庭は、 27%と増えている。また、両親を持つ場合も、子どもの数が4人

門
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以上と多くなると、貧困度が 3人のときの 3倍近くになる。

では、そうしたひとり親家庭の雇用状況についてはどうなっているか表4でみてみよう。

失業者が貧困家庭は、非貧困家庭の 3倍近いことや、正規雇用者が 13%と極端に減少する

ことが解る。職業階層についても、従業員と労働者が 83%を占めている。学歴上も無資格

者が半数以上と多い。また、国籍についても、非 EU幽出身が貧困家庭で 12.8%と多くな

っている。

表4. ひとり親家庭の雇用状況

全体 非貧困 貧困

就業中 83.8 86.3 67.4 

失業中 14.5 11.6 32.4 

正規雇用 51.6 57.7 13.0 

非正規雇用 17.7 17.0 22.0 

職業階層(従業員、労働者) 67.2 65.3 83~O 

学歴(無資格) 32.1 28.2 5'l~3 

EU圏出身 94.2 95.3 87.2 

非 EU圏出身 5.8 4.7 12 . .8 

出典)CERC(20O4)p.45 

表 5では、 4人以上の子どもを持つ親の就労状況と学歴、国籍について貧困家庭とそう

でない家庭を比較したものである口ここでも、貧困家庭における就労状況の悪さが顕著で

ある。両親共に失業中の貧困家庭は 47.8%と非常に高く、学歴も低く、非 EU園出身者が

多いことが解る。

表 5. 両親を持つ4人以上の子どもを持つ家族

全体 非貧困 貧困

両親、共働き 26.5 30.9 3.9 

両親、片方のみ 60.1 62.3 48:3 

両親、共に失業 13.4 6.8 47:S 
職業階層(従業員、労働者) 67.2 65.3 83_~P I 
学歴(無資格) 43.0 38.0 69.1 

EU圏出身 78.0 82.0 57.0 

非 EU圏出身 22.0 18.0 4P~O I 
出典)CERC(2004)p.46 

ここで、表 6に世帯主の国籍別に貧困状況を示した。非 EU圏とは、その多くがアフリ

カの旧植民地からの外国人労働者であるが、特に、ここでは、 EU圏に生まれるか否か、

つまりヨーロッパ系かどうか、あるいは移民の第 1世代か第 2世代以降(この場合出生に

よる帰化が認められる)かということも含めて検討してみたい。全体的に、右の列に移る

に従って貧困の比率が上昇する傾向にある。特に一番右の列の非 EU圏出身者(全体の

25%)については、全体平均の 2倍から 4倍に推移することが解る。なかでも、最終資格

については、パカロレア以上を持つ世帯主の貧困率が 5分の 1以上と高くなっている。こ
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うした学歴を持つ非 EU圏の出身者に対する差別(おそらく雇用差別)が歴然として数値

に表れている。

表 6. 世帯主の国籍による貧困率

全体 EU圏出身者 非 EU圏

EU圏生まれ 非 EU園生まれ 出身者

全体 7.8 5.9 11.3 25.9 

構成 100 66 9 25 

18歳未 1人 6.8 5.6 11.0 25.8 

満の子 2人 6.4 5.2 9.2 25.4 
どもの 3人 7.8 5.9 10.8 21.3 
数

4人以上 17.1 11.9 19.2 31.2 

ひとり親、就業 7.2 6.3 7.0 23.4 

ひとり親、失業 27.8 25.8 35.6 36.5 

両親、共働き 1.9 1.7 3.0 7.8 

両親、片方 8.3 6.4 10.4 20.3 

両親、失業 44.1 40.0 49.6 50.2 

無資格 16.7 13.4 18.5 28.6 

BEPC，CAP，BEP 5.4 4.8 11.8 17.6 

バカロレア以上 3.1 2.0 6.2 20.9 

注)BEPC=中学校修了証、 CAPニ職業適任証、 BEP=職業教育修了証

出典)CERC(2004)p.4 7 

表 7. 生活・住宅環境

項目

住 次のうち、 2つ以上該当:浴室、シャワ一室がない、お湯が出な

い、洗面所がない、暖房システムがない、湿気が多い

宅 過密な住居人員

カラーテレビがない

環 次のうち、不足しているものが 1つ以上ある:冷蔵庫、洗濯機、

皿洗い機、乾燥機、電子レンジ、ビ‘デオデッキ、ハイファイ装置

境 自動車を所有していない

収入不足のため、次のうち 2つ以上の節約を強いられている:

?自 室内温度の維持、新しい服を買うこと、 2足以上の靴を所持する、

肉ないし同等のものを 2日に 1度口にする

友人あるいは親を招くことができない

費 プレゼントを贈ることができない

旅行に出かけることができない

預金では日常の出費をカバーしきれない
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次のうち、 2つ以上の困難を抱えている:支払いの滞納、

当座貸越、収入の 4分の 1を越えた返済

貯金できない

注) (A) 平均収入の 10分の 1の層

出典)CERC(2004)p.80 

次に、生活・住宅状況についてみてみたい百絶対的な貧困と言われる収入の少ない人を

一番右の列 (A) に示している。ここで重要なことは、貧困とは、必ずしも経済的な理由

だけではないことである。そのため、ここでは生活状況に注目してみた。まず、収入の低

さと連動しているのは、住宅事情では、過密な暮らしぶりである(41%)。消費についても

その傾向が現れた結果である。特に旅行などは、賀沢と考えられている。ただ、住宅や環

境の設備面など、ほとんど変わらない項目もみられる。

以上から、貧困家庭の実態は、ひとり親で、子どもが多く、失業中で、非正規雇用で、

従業員ないし労働者で、非EU圏出身者で、住宅環境も過密な状態であるとしづ特徴が際

だ、って顕在化している。

2. 貧困な子どもと教育

ここでは、貧困層の子どもの教育の実態について明らかにしていきたい。

最初に、職業階層(職業カテゴリー)毎の学力について述べたい。職業階層が下に行く

に連れて点数も下がる。また、小学校 3年の CE2から中学校第 1学年の第6級の 3年間で

管理職、自営業の数学を除いて、すべての階層で下がっている。

表 8. CE2と第 6級入学者の社会階層と学力テストの結果 (100点満点)

CE2 第6級

仏語 数学 仏語 数学

上級管理職、自営業 79.8 173.8 78.0 74.9 

中開業者 77.4 171.7 73.4 70.5 

事務職員 73.0 69.5 69.5 164.9 

職人、商人 74.3 68.5 67.9 66.5 

農業者 73.2 69.0 68.7 64.5 

労働者 67.5 163.4 63.0 59.1 

働いていない人 60.3 i 54.4 59.2 53.7 

平均 72.0 67.1 68.5 64.6 

出典)CERC(2004)p.95 

次に、フランスの学校では留年制度があるので、それを基に学習の遅れについてみてい

きたい。中学校への入学が遅れている比率は、貧困家庭が倍近いこと、特に、最貧困層と

最富裕層の下位 20%と上位 20%の差は、歴然としている。この点は、労働者と管理職とい

う職業階層においても同様な結果となっている。

表 9.第6級における留年
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留年率 Odd-ratio 

貧困 44.5 2.5 

非貧困 23.4 1 

最貧困層(20%) 41 5.1 

最富裕層(20%) 12 1 

労働者 31 4.2 

管理職 9.6 1 

出典)CERC(2004)p.96 

表9の結果は、中学校最終学年の第 3級においても、当てはまる結果となっている。表

10では、より詳細なデータで証明されている。留年の年数(1年か、それ以上か)、貧困

層の十分位層の第 1、第5と第 10の比較、また国籍毎の比較も明らかにされている。そ

の結果、最貧困層(56.1)、労働者(45.6)、EU外国籍(54.4)と全体平均においても際だ、って

貧困者が多いことがみてとれる。

表 10. 第3級進学者における留年

留年 Odd-ratio 

全体 1年 2年以上 全体 1年 2年以上

貧困 55.9 42.1 13.8 2.5 1.7 3.4 

非貧困 34 29.5 4.5 1.0 1.0 1.0 

最貧困層(10%)* 56~1 42.3 13.8 7.5 5.1 7.8 

(50・59%) 36.5 31.5 5 3.4 3.2 2.6 

最富裕層(10%)安 14.5 12.5 2 1.0 1.0 1.0 

労働者 45..6 38.8 6.8 5.4 4.8 4.0 

事務職員 40.4 34.4 6 4.3 4.0 3.5 

職人，商人，工場長 32.4 27.8 4.6 3.1 2.9 2_6 

農業者 30.3 26.9 3.4 2.8 2.8 1.9 

中開業者 28.1 24.1 4 2.5 2.4 2.3 

管理職 13.5 11.7 1.8 1.0 1.0 1.0 

EU内 EU内出生 34.9 29.9 。 1.0 1.0 1.0 

国籍 EU外出生 34.4 30.5 3.9 1.0 1.0 0.8 

EU外国籍 54A 42.0 12.4 2.2 1.7 2.7 

注) *印の最貧困層とは、収入の下位 10%を示し、最富裕層とは、上位 10%を示す。な

おその第 5・十分位層を 50・59%と表した。

出典)CERC(2004)p.97 

表 11では、第 3級進学者と親の学歴をクロスしたものである。先述したように親の学

歴が低いほど留年するリスクが高まる。特に、父親より母親の学歴により 5齢、相関がみら

れる。逆に両親の学歴が高等教育段階以上になると関係がない。こうした親の影響の強さ

は、家庭での学習支援の時間にもみられ、より親の学歴が高く、収入が多い家庭の方が子
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どもの学習を支援していることが解っている(CERC:102-3)。

表 11.第 3級進学者の留年と親の学歴

留年 Odd-ratio 

全体 1年 2年以上 全体 1年 2年以上

父 無資格、小学校 54.0 43.5 10.5 7.1 5.6 5.8 

親 CAP，BEP，BEPC 36.5 31.0 5.6 3.5 3.2 2.9 
の ノミカロレア 22.4 19.3 3.1 1.8 1.7 1.6 

~ ノくカロレア+2 14.1 12.1 2.0 1.0 1.0 1.0 
歴

母 無資格、小学校 55~9 43.9 12.0 8.6 6.1 9.2 

親 CAP，BEP，BEPC 36.9 31.5 5.4 4.0 3.6 3.9 
の バカロレア 21.8 20.0 1.8 1.9 1.9 1.3 
ρ子4弘・

ノくカロレア十 2 12.9 11.4 1.5 1.0 1.0 1.0 
歴

出典)CERC(2004)p.102 

以上の点をまとめると、貧困な子どもの学業達成は、学年の進行とともに、深刻化して

いて、留年の年数も多くなっていること、また無資格で離学していくか、低い資格を取得

して卒業していることが解る。

表 12.貧困な子どもの学業達成

貧困 非貧困

11歳(第6級)の留年率 44 23 

15歳(第3級)の留年率(1年) 56 36 
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11 (2年以上) 15 4 

17歳の不就学率(無資格) 12 3 
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11 (最終学年あるいは高等教育機関に進学) 18 38 

出典) CERC(2004)p.106 

おわりに

以上の統計から、次のよう事実が判明するo 17歳で無資格のものは、おおよそ同年齢層

の4%を占め、うち 30%が 10分の 1の収入層に属することになる。逆に言うと、最貧困

層にあたる 10分の 1の生活収入のレベルの人は、 17歳で無資格となる可能性が 3倍高ま

ることになる。また、 17歳の無資格者の半数は、貧困層といわれる収入層の下位 20%に
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位置する。

また、貧困家族の多くが、移民の家庭である。これらの家族のフランス社会への統合が

難しいことを表している。就職、住宅などにおける差別を軽減することが優先課題である。

こうした差別は親(大人)の生活状況を不安定化し、その差別をみて育つ子どもは、社会

に失望し、学業不振、不登校へと悪循環な連鎖を起こす。そのためにも、差別の連鎖を断

ち切る必要がある。

子どもの貧困との闘いは、社会正義という観点からも重要で、社会的結束(cohesion

sociale)の進展のためにも大きな課題である。貧困家族に生まれることが、社会から排除さ

れる危険や、経済的に貧困な大人になる可能性を拡大する。ゆえに、学業不振への闘いは

最重要課題と考える。

さらに、報告書では、ユニセフの報告書(Innocenti:2000)に言及した上で、フランス

の今後の重要な政策課題として、北欧に倣ってより税制の見直しおよび社会保障制度を充

実すべきとし、特にひとり親(母子世帯)世帯に対する対策が喫緊と述べている。そして、

こうした子どもの生活、将来を脅かす貧困の最たる原因が失業にあるとすれば、子どもが

貧困な状態にあるとされる家庭の多くは、その保護者が、保育と職業のバランスが保証で

きないことにある。低年齢の子どもの子育てを支援する職の在り方が関われている。

青木紀 (2003、2007)の提案するように、「見えなしリあるいは「見ようとしなしリ貧困

について明らかにしてし、く必要がある。こうした貧困が世代的に再生産され、固定的なも

のとなり、社会的にも排除されるか、周縁化されることは、避けなければならない。フラ

ンスにおいても、資格社会の浸透は、すさまじく、急速であり、近年のヨーロッパ市場に

おいては競争も激しくなっている。こうした流れから、一度はずれた人が、社会復帰でき

る仕組みが必要である。
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フランスにおける義務教育の揺らぎ

ー脱学校化 (descolarisation) を中心にー

藤井穂高(東京学芸大学)

はじめに

義務教育は教育制度の基本である。それは学校体系の上で基礎段階に位置づくことのみな

らず、一人ひとりの子どもにとって、義務教育の修了がその後の人生行路を大きく左右す

ることを意味する。義務教育でのつまづきが、その後の進学、就職等において、いかに障

害となって立ちはだかるかは容易に想像できる。

わが国の義務教育は、類型的に見ると、就学義務型であるが、年齢主義を採っている。し

たがって、実質的な自動進級制に象徴されるように、課程終了時に義務教育の成果を保証

する仕組みがない。ところが、近年では、改正教育基本法に「義務教育の目標Jが新設さ

れ、中教審答申「新しい時代の義務教育を創造するJ(2005年 10月)では、義務教育の「結

果を検証し質を保証するJことが提言されるなど、義務教育の「出口Jに関する改革が企

図され始めた。

一方、フランスの義務教育は、教育義務型であるが、実質的には就学義務型に近く、小学

校第 1学年からの落第が物語るように、課程主義をとっている。コレージュ(前期中等教

育機関)終了時には、国の試験を受けて前期中等教育修了国家免状 (DNB) を取得するこ

とにより、義務教育の修了が保証される。

そのフランスにおいて、 1999年に、国民教育相、法務相、都市担当相等の省庁関連携に

よる、 descolarisation(脱学校化)に関する大規模な研究プロジェクトが立ち上げられた。

このテーマはまさに義務教育修了前の無資格での離学を「脱学校化」といういささか刺激

的な言葉により問題化するものである。 10を超える研究グループによる報告書が 2002年及

び2003年に発表され、そのまとめは DominiqueGlasman et Francoise包uvrard(2004)として公

刊された。

そこで、本論では、こうした報告書を素材として、 descolarisationの意味、その文脈、含

意の 3点について整理・分析し、今日のフランスの義務教育の問題構成の一端を明らかに

したい。

1 descolarisationの意味

( 1) descolarisationの広がり

まず、 descola・isationとは何を指すのか、この言葉の内実、その類似概念をめぐる研究か

ら見てみよう。

先の研究プロジェクトのまとめ役である Glぉmanによると descolarisationとdecrochage(意

欲後退)としづ用語が用いられるようになったのはそう古いことではない。無資格での離

学や義務教育終了前での学習の中断は、最近の現象ではないが、こうした生徒に対する制
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度的関心の上昇は 1990年代後半以降であり、そうした生徒が desco加 ise 学校離脱生徒)

と呼ばれるのは 1999年以降である (DominiqueGlぉman2004:14)。

Hugues Lagrange et Suzanne Cagliero (2001 :3) は、 descolarisation現象の包括的な定義を提

案することは困難であるとしたうえで、次のように、中心から周辺へいくつかの場面を分

けることができるとしている。

①一定の時点で、一度も教育機関あるいは CNED(国立遠隔教育センター)に登録したこ

とがない学齢期の少年

②就学したことはあるが、一定の時点で、し、かなる教育組織にも登録していない少年

③教育機関あるいは CNEDに登録しているが、一定の時点で、 1ヶ月以上欠席している

(CNEDに課題を提出していなし、)少年

④一定の時点で、 12ヶ月以上通学しているが、それ以前に、医師の診断書など正当な理

由なく、 1ヶ月以上欠席したことのある少年

⑤一定の時点で、前年度の同月と同じあるいはそれ以上の欠席数となる少年

(⑤の基準は、 descolarisationとabsenteisme(不登校)の接続点となる)

Luc Machard (2003 :31・35)によると、 non-scolarisation(不就学)は次の通り 3種に大別す

ることができる。

①フランス圏内で一度も就学したことがないもの (populationsascolarisees) 

不法滞在者の子ども、ニューカマー (primo-arrivants)がこれに当たる。

②突然のあるいは漸進的な dおcolarisation

このタイプはさらに次の 3種に分類できる。

a)家族の意思によるもの

たとえば、出身国での結婚、家事や姉妹の世話に専念、宗教的(セクト的)理由、児童労

働などである。

b)生徒と学校との困難な関係に由来するもの

不登校から徐々に離脱へ、退学者が再修学するまでの長い期聞がその例である。

c)危険な状態にある家庭に由来するもの

社会福祉の対象になるような問題がこれに該当する。

③ scolarisationとnon-scolarisationの境界にある状況

CNEDへの登録は不登校の状態を隠蔽する場合がある。あるいは障害児への教育でもこれ

に当たる場合がある。

Luc Machard(2003 :36)はまた、 perdusde vue (見失われた者)の多様な状況を次のように列

挙している。

旅回りの芸人の子ども

非正規の状態にある外国出身の子どもあるいはニューカマ一

フランス語圏外の子ども

非合法の工場で働くために 12、13歳で学校を辞める外国出身の子ども(特にトルコや

アジア出身の少女)

複数回の退学処分を受け、居住地から遠い学校に割り当てられ、再修学までの期間が長

いもの

危険な状態にある子ども(不良グループ、対抗グループの存在)
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金になる仕事にかかわる非行少年

社会化の困難を抱える少年

CNED(国立遠隔教育センター)に登録しているが学習状態が疑わしいもの

特殊教育諸学校への入学を期待されて、進路指導をされたもの

家庭で義務教育を行うことを申告した家庭の子ども(非合法労働、セクト)

こうした多様な子どもたちが、 1つのカテゴリーにまとめられている。

Jacquline Costa-Lascoux (2002:9・11)は descolarisationの近接あるいは類似概念の整理を試

みている。ここでは、 absenteisme(不登校)、 decrochage(意欲後退)、必mobilisation(意欲

喪失)を見ておきたい。

①absenteisme (不登校)の定義

ロベールによると、 absenteismeとは、「ある場に存在することを要求する仕事への出席の

欠知。しばしば欠席するものの態度」である。他の定義では、意図的に欠席を繰り返すこ

とが absenteismeの特徴とされる。また、仕事の場における頻繁で正当な理由のない欠席を

指すともいわれる。こうした定義は、欠席が事実を示し、 absenteismeが態度を示す点を除

いては、欠席と absenteismeを区別することがしばしば困難であることを示している。

Absenteismeも次のように多様な形態をとって表れる。

・よく区切られた absenteisme 自分の都合であちらこちらと授業を欠席する場合0

・慢性の absenteisme 継続的で繰り返される。

・動機の欠如による absenteisme 学校の意義を見失う 0

・安楽による absenteisme バカンスの前後などに多い。

・あいまいな absenteisme 10分以上遅れての出席、保健室登校へといった状態を指すo

・授業からの排除授業に出席しないため教員により排除される。

absenteismeは不調 (malaise)の徴候であり、より深い困難、危機の兆候である。

②decrochage (意欲後退)と demobilisation(意欲喪失)

decrocherとdemobiliserは、注意の中断という意味では同じである。 Demobiliserは本来「復

員Jを意味し、広くは、何かを行う動機(意欲)を失っていることを指す。学校との断絶

の明瞭な観念である。一方、 Decrocherは、ある活動の一時的停止あるいは何かにもはや注

意を向けないことを指す。断絶というよりも中断を意味する。

demobilisation は比較的最近の現象である。 1960年代に開始された制度の民主化と大衆化

の予期せぬあいまいな社会的帰結である。特に慢性的な不登校により表される、学校から

身を引くタイプであり、学校の意義の喪失とその正当性の危機の帰結である。一方、注意

力散漫で動機を欠く意欲後退の生徒はいつの時代にもいる。

Decrochage現象の制度的定義である「ある課程に対応した免状を取得する前の同課程の

(履修の)中断Jは、その複雑さを考慮、に入れていない。また、「無資格で初期学校制度を

去るもの」という社会学的定義も不十分である。心理学的には、通常の学校制度の学習目

標から「逃げ出す s'evaderJ ものとされる。 Decrochagescolaireという用語が公式文書に表

れるのは 1998年以降である。

( 2) descolar・isationの社会構成主義的理解

descolarisationは社会問題である限り、社会構成主義的アプローチも可能である。

可
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たとえば、 ArletteMeunier. Laurence Proteau et Claude Thiaudiとre(2004:73-74) によると、

descolarisationは、思考と実践の新しい範蒔であり、「問題Jの人々を受け入れる空間に組み

入れられる「社会的構成物Jとして分析することができる。 descolarisationの構成と再定義

のプロセスは、個人を再分類し、その囲い込みのための担い手を特殊化し、評価を確立し、

行政の規範を定義するなど、それを引き受ける空間の組織を通して観察される。こうして、

この人々に関する「知識Jが練り上げられ、この新しい「ハンディキャップ」の処遇方法

が構成され、複数の制度にかかわる専門の体制が整えられる。こうした観点からは、「新し

いものは何もない。 descolarisationは不適応の政策史に含まれる」と判断される。

また、 BertrandOeay (2003 :20) は、 descolarisationの非常にあいまいな性格について言及

した上で、 rdescolarisationの概念の実践的な長所は、一つの分析に属さないカテゴリーをた

だ一つの名称、的カテゴリーに寄せ集めることJであると評している。

2 descolarisationの背景

次に、 descolarisationが「問題」としてクローズアップされてくる文脈をいくつか見てお

きたい。

(1) 3つの文脈

先述の通り、無資格での離学や義務教育終了前の学業中断は近年の現象ではないが、こう

した問題への制度的な関心は 1990年代の後半からである。Dominique01ぉman (2004:14・15)

によると、その文脈として次の 3点が挙げられる。

①無資格の青少年の社会的職業的参入問題

経済の晴れ間の時期にあっても縮減困難な若年失業者問題の核心として、無資格の青少年

の問題が浮かび上がってくる。

②学校が直面した要請

1989年新教育基本法により、「国は、今後 10年間において、同一年齢層のすべての者が、

少なくとも職業適格証又は職業教育免状の水準に、かつ同一年齢層の 80%の者が、パカロ

レア水準に到達することを目標として定めるJ(第3条)と規定されたことにより、「すべ

てのものに最低資格」を保証する責務が学校に課せられる。

③公的秩序の関心

さまよう青少年の危険について、問題認識の当初は国民教育省の問題であったが、徐々に

内務省の問題へ移行してし、く o descolarisationが社会問題あるいは都市問題としてとらえら

れるようになる。

(2)就学率の上昇の限界と条件としての新自由主義

このうち、②については、 HuguesLagrange et Suzanne Cagliero (2001:3) が次のように分

析している。 descolarisationという問題は、無資格で離学の増加によるものではない。とい

いうのも、 10歳から 16歳の就学率は 1950年の 22%から、 1975年の 75%、1995年の 98%

へと増加し、無資格での離学も、就学率の上昇にともない、 1980年代の初めから割合と絶

対数の両方で減少を続けているからである。それは、青少年をできるだけ先まで、特に 80%
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の者をパカロレアにまで導くという基本理念の下で問題化した。この理念は、直接的に、

ほぼ全員の修学を望ましいことと前提し、画一的な規格 (nonneunifonne) を要請する。無

資格でしかもしばしば法定年齢前で離学する周辺の存在が関われたのは、 18歳以下の未

成年の就学が実際に年齢層の全体にかかわるときである。問題は、まさに、就学率が限界

に至ったときに出現したのである。

さらに、その背景として、新自由主義の傾向を指摘することができる。より少ない費用で

より多くの効果を求める国家の「現代化Jにおいては、地方分権、結果の義務、質、評価

がキーワードとなる。経済的合理化の論理が行政活動の組織に導入され、それは「危険な」

人々の再定義を必要とする。こうして、「失敗した生徒Jのとなりに、 descolari誌の席が設

けられる。この「学校の使えない(=雇用不能な)人 Onemployablesd百cole)Jは学校的秩

序に統合されるための基礎的属性も持たないと位置づけられることになる (Arle悦 Meunier，

Laurence Proteau et Claude Thiaudiとre 2004:74) 0 

(3 )公的秩序の関心と「責任者としての街」

③の公的秩序の関心については、 FrancoisSicot et al. (2002:4・12) も、 descolarisationとい

う範鳴がまずは公的秩序の維持、すなわち、壁の外の社会秩序を口実に、学校の壁の中に

生徒を維持するという関心に由来するものであると指摘する。脱学校化から生じる不安と

いうテーマは、困難な青少年に対する介入部門、すなわち、国民教育のみならず、青年司

法保護 (PJJ)、児童福祉支援 (ASE)、医療・教育部門の全体に広がってゆく o

さらに、 descolarisationと「街J(Ia rue)の関係については、パリ第 5大学・心理学研究

所の研究が注目される (GERPAs.d.: 32-35)。同調査は、パリの 7校のコレージュにおいて、

学校離脱生徒 (descolarises)、不登校生徒 (absenteistes)、大きな困難を抱えてはいるが登校

してきているもの(ぉsid凶)の 3つの分類に該当する 13'"'-'15歳の生徒を対象に、なぜ閉じ

ような学業失敗の状態でも学校にとどまるものとそうでないものに分かれるのかが問われ

た。その結果、家庭にも学校にも表現の場を見い出せない生徒は、街で、形成される仲間集

団にのめり込んで行く。この街頭での仲間集団へののめりこみ方が学校離脱生徒とそれ以

外を分ける。街頭で形成される集団にのみ属していることが学校離脱生徒の特徴である。

不登校生徒は、部分的に学校内の集団に属し、部分的に街の集団に属している。そして、

登校してくる生徒は街の集団にも属しているが、大人の関わる集団(地域のスポーツや余

暇のクラブ)にも属している。学校内では、教職員から情緒面の養育 (nourrissageaffectif) 

を受けることができる生徒である。

Jocelyne Leydier， Helene Mouchard-Zay et Emmanuel Mourlet (2002:4) は、ストラスプール

のある少年のことば「ノイホーフにいる限り、成功はないだろう」を引用して、この印象

的な言葉は、恐ろしく簡潔に、失敗の不可避性の責任者としての街を表現していると述べ

ている。

3 descolar・isationの合意

最後に descolarisationの含意をいくつかまとめておきたい。

第 1は学校教育への示唆である。 JacquelineCosta-Lascoux et Olivier Hoibian (2004:91・92)
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によると、 descolarisationについては 2つの解釈が可能で、ある。 1つは、欠席に対する法的

アプローチである。行政は欠席を記録に記載し、就学義務を家庭に呼びかける。出席管理

が優先事項となり、欠席の様式がより細かく整えられることになる。もう 1つは、

descolarisation概念を、子どもの教育への基本的権利の原則に対する違反ととらえるアプロ

ーチである。この場合、見方は大きく変わり、関心は、生徒の意欲後退の態度よりもむし

ろ、教育的使命を達成するための学校の力量に向けられる。

第 2は、義務教育違反への対応の強化である。 2003年に国民教育大臣、家族担当大臣、

学校教育担当大臣宛に「義務教育に対する違反J(Luc Machard 2003) という報告書が出さ

れた。報告書の課題は「義務教育違反を改善するために、家庭を支援し責任を持たせる方

策を検討するJことにあった。この背景には、 2002年 8月 29日付法律「圏内の治安のため

の基本及び計画法J(La loi n02002・1094d'orientation et de programmation pour la securite 

int剖 eure)の成立がある同法の付帯報告書は「非行への移行を容易にする原因になる学校で

の不登校と闘うために、義務教育を尊重しない親に対する制裁を強化する。授業時間内の

生徒を受け入れる公共の場の責任者あるいは、同じく授業時間内に違法に生徒を雇用し報

酬を与えるものに対しても同様である。この観点から、国民教育の役務、司法機関、内務

省の諸機関の連携を拡大し、発展させる。Jと述べている。

第 3は、親に対する支援の強化である。たとえば、 2001年 6月に学校教育への随伴支援

に関する国の憲章 (Chartenationale de l'accompagnement a la scolarite)が定められた。それに

よると、随伴支援とは、「学校での成功のために子どもたちが必要とし、彼(女)の家庭的

社会的環境においては常にあるわけではない支援と資源を提供することを目的とする活動

の総体」と定義される。

第4は、連携と規格化の問題であるロフランスにおいても地方分権化の基本的な政策動向

の中で、省庁間の連携が求められている。不登校の場合は、若年司法保護 (PJJ)がこの連

携の中心になる。学校と司法の連携は、不安定 Onsecurite治安の悪さ)を国の優先事項に

上げようとする共通の政治的イデオロギーに含まれる。学校の無秩序と社会の無秩序の結

びつきの共通理解は教育・司法ルートの強化を正当化し、態度の規格化 (normalisationdes 

comportements) を主要な課題とする。 (ArletteMeunier， Laurence Proteau et Claude Thiaudiere 

2004:78・79)

おわりに

わが国の義務教育が、その成果(あるいは反対に問題)が見えにくい仕組みであるのに対

し、課程主義の典型とされるフランスでは、問題が顕在化する。この意味で、フランスの

descolarisation研究は示唆的である。

その一方で、その対応は関係機関との連携、親への支援が中心となっているように見える。

特に、 d白colarisationと街との関係は明らかであるとすると、こうした対策の方向性は首肯

できるところであるが、一方で、底なしの泥沼に踏み込む感も否めない。今日までさまざ

まな取り組みが行われてきており、その成果の検証は、今後の課題としたい。
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職業資格取得前の青年をめぐる問題

一国民教育省調査報告書『資格取得前の離学』についてー

夏目達也(名古屋大学)

はじめに

青年の失業問題は、世界の多くの国で、重大な社会問題になっている。ヨーロッパの旧西

側諸国では 1970年代から問題が発生しており、その後もほぼ一貫してかれらの失業率は

高い水準にある。この問題は、教育をはじめ、都市問題、移民問題、治安問題等々多様な

問題と密接に関連しており、きわめて複雑な様相を帯びている。各国政府は、この問題を

重要な政策課題として位置づけ、さまざまなアプローチを用いてこの問題に取り組んでき

ている。

フランスもまさにその国の一つである。フランスでは青年の失業問題が深刻化したのは

1970年代末と他のヨーロッパ諸国と比較して若干遅かったとも言われるが、その後は年

による多少の変動はあったとは言え高い水準で推移してきた。現在もその状況は基本的に

変わっていなし、。 2005年現在の全体の失業率は 9.8%であり、とくに 15"'" 24歳の青年に

限ってみると 21.4%という高い水準にある(I'e阻tde I'Ecole no.16， edition 2006)。フラン

スでは、 2005年秋に、パリ郊外で一部の若者が、いっこうに改善しない失業問題やそれ

に伴う経済的・社会的条件の劣悪さに抗議して、大規模な暴動を起こした。その後も、新

規採用の若者についていわば試周期間を設けその期間内の解雇を容易にする施策をめくやっ

て全国的な抗議行動が発生し、政府が取り下げる事態になった。これらのニュースはわが

国でも大きく報道され、フランスにおける青年の失業・雇用問題の深刻さの一端が知られ

ている。もちろん、政府もこのような事態に手をこまねいているわけではない。 1970年

代末からさまざまな施策を講じてきた。現在も、国民教育省だけではなく、関係各省庁に

より取り組みが実施されている。

本稿では、このうち国民教育省の政策を取り上げることとし、政策立案に向けて基本デ

ータの収集目的で行われたと思われる調査報告書『資格取得前の離学~ (Ministere de 

l'education nationale， de l'enseignement superieur et de la recherche， 2005， Sortie sans 

qua/ification， Ana/yse des caωes， des evo/utions， des so/utions pour y remedier， 2005年)を取り

上げる。

1 .報告書の構成

本報告書は、国民教育省視学局が 2005年に発表したものである。報告書の分量は全体

で 65ページという比較的小さなものである。しかし、問題の広がりやそれに対する取り

組みの広範さを反映して、その内容は多岐にわたっている。報告書の構成は、次ページの

表に示すとおりである。
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表:国民教育省視学官報告書『資格取得前の離学』の構成

序
第 1章 資格未取得前離学をする青年向けの継続的指導と現在の文脈での限界

1.1 定義
1.2 危機にある青年の特定と指導体制:学校が用いている方法

1.3 資格取得前離学をする青年の数と継続的指導:

1.4 地域圏レベルでの調査と継続的指導を組織することの必要性

第 2章 修学忌避と資格取得前離学の状況にある青年たち

2.1 修学忌避

2.2 すべての段階で観察される現象

2.3 学校からの「断絶Jの要因:内的要因と外的要因

2.4 含みのある要因:職業リセと見習訓練における不適切な進路指導の影響

第 3章防止策と救済策

3.1 進路指導・配分に関する活動

3.2 大規模な再活動をもたらす都市の活動

3.3 基本的な学習に関する活動

3.4 生徒に対する見方を変える新たな教育実践の実施

3.5 資格取得教育の活動と職業世界を発見する活動

3.6 教員チームと管理職チームのための活動

3.7 経験の共有化
3.8 防止策と救済策に関する「就職支援グ、ノレープJの重要な役割

3.9 資源を有効に活用するために活動の一貫性が必要

3.10 地域圏・県における国の出先機関の活動計画で十分考慮、されていない目標

第4章先進的な取り組み

4.1 資格取得前離学: アプローチを変える

4.2 学校:資格取得前離学の継続的指導の一貫性の水準

4.3 大学区レベルで、の先進的取り組み

4.4 国民教育省:省庁監視策の中核

第 5章 生徒の進路・経路:資格取得意欲喪失は運命ではない

結論

提言

附属資料

2.資格取得前離学に関する調査の概要

序では、この報告書の実施経緯や概要を紹介している。国民教育省総視学局の総合的活

動計画の一環として、「資格取得前離学J(les sorties sans qualification) が調査された。調

査の内容は、資格取得前離学をした青年のプロフィール、資格取得前離学を防止したりす

でに離学して困難な状況に陥っている対象者を救済するために、大学区および県レベルで

実施されている先進的な取り組み、各学校が行っている活動状況などである。調査の方法

は、いくつかの地方の教育行政当局、学校長や各校の活動責任者、関係各省庁の地方機関

の責任者、関連機関等に対する聞き取り調査を主体としている。

西暦 2000年までに、同一年齢層の全員になんらかの職業資格を取得させるという政府

の目標は現在も実現していないが、その原因とともに、未取得者削減の方策等について分

析することが、本報告書の課題であること指摘している。

次に、資格取得前離学に関連する問題状況を概観している。国民の教育水準の全般的向
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上はヨーロッパ全域でみられるが、資格水準の低い人々の状況が不安定化するという現象、

具体的には失業率の増加、いわば資格インフレの状況(低度の資格で間に合う仕事に上位

資格をもっ人が就いている)などが発生している。不熟練職ポストが増加しても、低度資

格の人たちがそのポストに就けないという問題が生じている。

同一世代の全員に資格を取得させるという目標は、最低限の知識・技能を全員に保障す

るという目標とセットになっている。ある研究によると、資格取得前離学に対するフラン

スの取り組みは、交互教育や就職支援が中心で、それと比較して教育を保障するという取

り組みは不十分である。資格取得前離学を減らすという目標は、資格水準の全般的な向上

と連動すべきであるが、現状ではそのようになっていない。後期中等教育修了レベル以下

の資格取得者のうち、継続教育を受けられる人はわずか6%にすぎず、これは同修了レベ

ル資格取得者の半分以下である。

3. 報告書の概要

3.1 r第 1章 資格未取得離学の青年に対する継続的指導と現在の文脈での限界J

ここでは、まず「資格未取得離学Jに関する定義を示している。ヨーロッパ諸国では、

「資格未取得」の公式の定義に対する対応はまちまちで、国により公式定義を定めていた

りいなかったりする。たとえば、フランスのほか、オランダ、フィンランドにはあるが、

スペインにはない。また資格のレベルも多様である。義務教育修了後の教育への進学が可

能になる修了証という意味であったり、後期中等教育段階の修了証で、あったり、さらに就

職や徒弟制度従事を可能にする修了証で、あったりする。

この報告書で用いる「資格未取得」とは、 CAP(職業適任証)や BEP(職業教育修了証)、

バカロレア資格をもたないことをさしている。ただし、 CAP、BEP、パカロレアを未取得

と一口に言っても、資格取得に必要な学校教育の最終学年に到達する前に離学した者(修

学放棄)と、最終学年まで在学しながら最終試験で、不合格になった者(試験不合格)とを

区別する必要があること、 1989年および 1993年の法律における「資格未取得Jの用語は、

前者Jの状況をさしていることを明らかにしている。

資格未取得の状況に陥りやすい、いわば危機にある生徒の状況を改善するために、コレ

ージュやリセなどの中等教育段階の学校が取り組んでいるが、その状況について以下のよ

うに紹介している。広範にかつ積極的に取り組んでいるのはコレージュであり、そこでは

①生徒指導主任教員 (CPE)と担任教員の関係の強化、②管理職チームへの外部専門家(看

護婦、社会福祉専門員)の参加、③教育関連諸機関との連携強化、④生徒の状況把握のた

めの生徒や家族との会合の開催等が行われている。

リセでは「就職支援グループJ(Les groupes d'aide a l'insertion， GAIN) が組織されてい

る。これは、学校生活や個人生活(社会、家庭、健康問題)で困難を抱える生徒を対象と

している。①生徒の抱える困難の実態を把握すること、②早期の離学を減らすこと、③生

徒にもっとも適した救済策を実施することを目的に、問題によっては外部の専門家とも連

携して生徒の支援を行う。このグループを組織していない学校もあるが、なんらかの形で

同様の取り組みを行う学校は多い。

指導・支援の前提として、離学の可能性のある生徒を早期に発見することが重視されて

おり、そのためにさまざまなツールが開発、使用されている。①自己診断テスト、②困難
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を抱える生徒の行動特性一覧、③進路指導センターによる進路計画アンケート等である。

また、無資格 (decrochage)に陥る危険性の有無を見極める基準として、欠席 (L'absenteisme)

と行動上の問題点(困難な生徒は注目すること、考慮すること、話を聞くこと、評価され

ること、悪条件に置かれないことを求めている)である。

これらの取り組みを成功させるためには、①教員の強い責任感の発揮、②生徒の継続的

観察、③入学初期の段階での教員チーム・教員間の協議・検討、④担任教員による生徒情

報の集中化・生徒指導主任との協議、⑤「就職支援グ、ノレープJによる保護者との協議・必

要に応じて進路指導の修正等が不可欠となっている。

資格未取得者の調査・統計に関する問題も存在する。そもそも、資格未取得者の範囲を

どのように設定するかという問題もある。学校を離学した後に 1年以内に、見習訓練に入

り職業資格の取得をめざす者は、資格未取得者とみなされないが、おなじ職業資格をめざ

す場合でも職業訓練プログラム(理論教授を受けながら、企業での労働に従事するシステ

ム)に入る者は資格未取得者と見なされる。

また、教育機関を管轄する省庁間の連絡・調整という問題もある。国民教育省管轄の学

校を出た後に、農業省等の管轄の学校に入る青年の動向が必ずしも正確に把握されていな

い。統計を作成する責任の分担も、固と地方との間で必ずしも調整されていなし、。

3.2 r第2章 修学忌避と資格取得前離学の状況にある青年たち」

この章では、まず「修学忌避J(decrochage) の問題を取り上げている。修学忌避は「学

校およびその環境の危機」と呼ばれる現象の中心的問題であるが、その状況はきわめて多

様で把握することが難しい。そもそも用語の定義も暖昧なままである。「退学を繰り返し、

道から外れた者」としづ意味で使用されることもあるし、「最終試験に失敗した後学校か

ら離れた者Jという意味で使われることもある。

生徒の状況は多様であるが、大きく以下の4つのカテゴリーに分類することができる。

①目立たない者:学力的には問題だがまじめなタイプ。行動に特に問題がなく、ただ学

校の成績が悪い青年でもっとも数が多い。

②意欲をなくしている者:成功に必要な能力はありながら、勉強しない者。

③成績の悪い者:成績が平均してきわめて悪い状況にある者。

④不適応な者:学習面でも行動面でも問題を多く抱えている者。

青年の状況は多様であり、問題の現れ方も複雑である。もっとも顕著に表れるのは修学

忌避である。これは多くの青年に共通する現象であり、遅れを取り戻すことが次第に難し

くなるという点で重要な問題である。学校からの断絶 (rupωre)、学業放棄 (abandan) も

同じく重要問題であり、コレージュ、リセ、職業リセ、見習訓練のそれぞれの場所で発生

している。コレージュで学業放棄をする生徒の割合は大学区により異なるが、通常の第4

学年でみると 7.5...... 15 %、学業不振の生徒が多く学ぶ特別クラスでは 20......40 %である。

第2、第 3学年でも学業放棄の生徒はおり、 4""5%である。職業リセでは、学業放棄は

主として第 1学年で発生している。 CAP準備課程と BEP準備課程で異なるが、前者が 20

"" 25 %、後者が 9""15%である。普通・技術リセでは学業放棄の生徒の割合は4""5%

程度であり、コレージュや職業リセほど多くはない。見習訓練の場合には、企業での労働

への不適応から、最初の 2か月間にもっとも多く学業放棄が発生している。しかし、その
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実態は把握するのが難しい。

このような学業放棄は、学業困難だけが理由ではなく、多くの要因が関係している。こ

れらの要因の影響は多様であり、学校だけでは対処できない問題も少なくない。コレージ

ュの生徒の場合には家族的な問題が抱えていること、リセでは、コレージュの進路指導で

不本意な進学先に割り振られたこと、見習訓練では従事する仕事があわないことなどが主

な理由になっている。

生徒のかかえる諸困難や離学という問題は、学業困難にのみ関連するのではなく、多く

の複雑な問題と密接に関連している。コレージュ段階では家族問題、職業リセでは進路指

導の問題、リセでは第 1学年での修学などである。

学校制度に関連する問題として、学校の文化や雰囲気、教育の進め方などが原因になっ

ている。困難を抱える生徒の指導を行う能力を学校が十分に備えていないことが理由にな

っている場合もある。また、コレージュの最終学年の進路指導で、不本意な進学先を学校

から押しつけられたと感じることが原因になっている場合もある。

生徒の学習能力や勉学意欲の不足も要因になっている。コレージュでは、しばしば深刻

な学業不振に陥っている生徒もいるが、彼らは学業放棄に走りやすい。職業リセでは、不

本意な進路指導・進学によって教育内容が期待はずれなどが理由になっている。学校の教

育や雰囲気、生徒の勉学意欲などが内的要因とすれば、家族や各種社会的な問題や、心身

の健康上の問題、経済的な問題は外的要因である。これらの問題も無視できない。

コレージュ終了時の進路指導が、学業放棄を防ぐために重要な役割を担っている。リセ

や職業リセへの進学に向けてコレージュで行われる進路指導の現状について、以下のよう

な問題がある。第 1に進路指導に関して生徒の意思が尊重されないことであり、第2に定

員優先で生徒が入学後の教育に必要な能力があるかどうかが考慮、されないことである。

職業リセでは、生徒の要望に対応して専攻領域・コースを設置すること、最初の 2年間

の課程(とくに BEP課程)に、職業パカロレア準備課程への進学にむけた準備教育の機

能を持たせることが必要である。

3.3 r第3章防止策と救済策」

この章では、資格取得前離学を防止するために各学校段階で実施されている対策や、離

学した青年を救済するための施策について概観している。この章には多くの紙数(報告書

全体の約 3害IJ)が害IJかれており、資格前離学に関する取り組みの現状が具体的に示されて

いるD

3ム1. 資格取得前離学の防止策

資格取得前離学者に関する取り組みは「就職支援グループJ (MGI)が中心で、それ以

外の活動はまだ少ないうえに、これらの活動が資格取得前離学を防止する効果をもち得る

かどうかを評価・測定することが困難であることを指摘している。

コレージュで行われる進路指導に関する取り組みが不十分で、生徒の意欲を喪失させ、

学業失敗や学業放棄を引き起こしている。学校に通っていない青年を職業リセに入学させ

る活動が各地で実施されているが、入学後のケアが不十分で、 9月の入学後 1か月で早く

も怠学する生徒もいる。これまでの活動は、すでに必要性が繰り返し指摘されてきたこと

をただ繰り返しているだけにすぎず、問題の解決に有効と思われる進路指導教育や、職業

円
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-教育の選択を容易にする情報は不足したているところに原因がある。

観察行動は、長期欠席の防止策を目的として、各大学区でもっとも普及している。

いくつかの大学区では、長期欠席対策県監督委員会を設置して、関係機関との連携によ

り対策を検討している。パリ地域では、長期欠席から立ち直った経験のある先輩が、後輩

に自らの経験を語らせる試みをしている。また長期欠席対策のガイドを教員向けに作成し

ている地域もある。学校レベルでは、長期欠席防止のために出席確認、を行ったり、欠席者

には家族に通報している。データを集めることにより、長期欠席の生徒を特定したり、当

該の生徒や家族との対話を行っている。生活指導担当教員には、特定時間に限って欠席す

る生徒と一貫して欠席する生徒を区分すること、校長には時間割が長期欠席を誘発してい

ないかを監督することが求められている。

このほか、修学忌避の傾向にある生徒や、とくに修学に困難を抱える生徒に対して重点

的な活動も行われている。後者に関しては、新たにフランスに到着した生徒に対して、フ

ランス語能力等を測定し、それに見合った対策(通常のクラスに入れるか、特別クラスに

入れるか)を講じている。滞在許可証を持たない生徒に対しても対策が講じられている。

事態を改善するための新たな教育実践も各地で追求されている。実験的な試みとして下記

のようなものがある。

・生徒の学習進路を個別化し、新たな実験的な教育方法を実施する 0

.リセと地域の関係を強化する。

-学校内あるいは地域の学校間で、多様な実践者との共同活動を導入する。

・学校への生徒の帰属意識を高めるために、生徒の受入・継続的指導の活動を実施する。

・学業困難な生徒の社会性を高め、自己理解・自己可能性を深めるための活動を実施す

る。

・生徒の能力に応じた個別教育・支援により、学習や支援活動に対して積極的にさせる。

このほかにも、生徒の実情に応じて個別の時間割やプログラムを編成する例は多い。こ

れにより、企業実習を行ったり、進路計画を立てたり、離学の防止を図ったりする。また、

学校が地域の社会人向けに開講している継続教育を、資格取得前離学の青年に実施する例

も、パリ地域にみられる。また、交互教育進路指導・就職支援 (DIPAC) もある。これは

コレージュに在籍する年齢 14歳以上で学習意欲回復が必要な生徒を対象とする活動で、

職場を体験させるとともに、職業教育の必要性を理解させるというものである。専門家と

の面接を通じて個別カリキュラムを編成し、それに従って企業実習や職業リセ・見習訓練

での授業を受ける。一般の生徒を対象に計6時間の「職業発見」を選択科目として解説し

ている。

さらに資格取得試験に失敗した青年の再度挑戦を可能にする活動も行われている。しか

し、早期離学の青年向けの対策を学校が講じても、青年たちは在学期間中に受けた学校の

イメージが悪く、これらの対策に参加しようとしない。学校のイメージを払拭する努力が

必要という。

3ふ2 対策をめぐる教員たちの取り組みと問題点

校長の中には、資格取得前離学の生徒の問題は「就職支援グループJの仕事であり、自

分たちの責任と感じない者もいる。しかし、多くの大学区では、管理職研修に問題の生徒

に対する継続指導への取り組みを加えている。さらに、「就職支援グループ」は、主任生

。。
内
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活指導教員、担任教員、進路指導君セラーに対しても責任の意識を喚起している。

ある大学区では、担当となった教員が学校に対して、活動内容に関するアンケート調査

を実施し、これを通じて教員の問題意識の喚起を図っている。また職業リセを主な対象と

して、生徒の修学忌避問題への対策を教員チームに提案したり、彼ら自身で対策を検討す

ることを促している。しかし、教員養成機関(教員教育大学センター、 IUFM) における

この種の取り組みは遅れている。いくつかの大学区、県、学校では、独自に教育実践の刷

新に取り組んでいる。これらの実践のデータベースをつくり、経験を多くの教育関係者が

共有できるようにすることが必要になっている。

3ふ3 予防と救済に関する「就職支援グループJの基本的役割

すべての大学区で、「就職支援グループ」は資格取得前離学の青年に対して、資格を取

得させるべく活動を実施している。しかし、せっかく指導をしてもすぐに「就職支援グル

ープ」に戻ってくる青年が多い。

「就職支援グループ」の全国活動報告書 (2003年)によると、公立の中等教育段階の

学校(コレージュ、リセ、職業リセ)のうち 29%が離学防止の組織をもっている。同組

織の設置率を学校種別にみると、職業リセは全体の 58.4%、リセは同 27.2%、コレージ

ュは同約 25%である。「就職支援グループ」の活動の半数以上は相談受付と再挑戦促進で

あるが、これらの実施率は大学区によって 20'"'-'88 %と開きがある。これらは初期教育へ

の復帰である。必ずしも学校教育とは限らず、自分たちの状況に合っているからとの理由

で、「就職支援グループ」独自の教育を希望する青年も多い。

就職までの継続指導の実施率は平均で 15.5%程度であり、その内容は主として地方主

導捕捉教育 (FCIL)のプログラムである。

各地域での取り組みについての視学官の感想は以下のとおりである。

①支援活動への個人の積極的参加がもっと評価されるべきである。

②企業研修で青年を受け入れる大小企業の参加が注目される。

③支援活動に青年を参加させる手続きが明確な規則によっていない。希望しない青年ま

で参加させており、混乱を生じる可能性がある。

④困難地域内にあっても支援活動対象外の学校の校長・副校長はあまり関与していな

い。視学官の指導も弱い。

⑤支援活動に参加した青年に対する継続指導が十分に行われていない。そのために、支

援活動の評価を行えていない。

その他の学校は問題のある生徒を支援活動実施校に送るだけで支援活動実施校に協力し

ていなし、。そのために支援活動実施校は孤立している。

3.4 r第4章先進的な取り組み」

第4章では、資格取得前離学を減少させるための先進的な取り組み事例を紹介するとと

もに、その問題点を指摘している。

資格未取得離学は、すべての大学区で優先課題に位置づけられているが、問題が正確に

把握されているか、実際に実施されているは定かではない。資格取得前離学の生徒が地理

的な移動をしていること、外国籍であること、進路変更を繰り返していることを考慮する

と、資格取得前離学の現実に近いイメージをつくることがまず重要であり、そのためには
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できるだけ現場に近い場所、つまり各学校で個別指導や追跡指導を行うというアプローチ

が重要とし、う o

3.4.1 資格取得前離学の対策とその留意点

資格取得前離学の対策は、まず離学しそうな生徒の観察と特定を教員チームが行うこと

始まる、というのが関係者の一致した意見である。離学しそうな生徒の主な兆候は、欠席、

クラスでの問題行動、危険な行動の 3つである。入学以前に、すでに留年を繰り返してい

ることも重要な指標である。当該の生徒を特定するためには、以下の方法がもっとも効果

的である。

①小学校とコレージュ問、コレージュとリセ問、リセと職業リセ問の連絡を密にして、

生徒の問題状況の把握と対策の検討を迅速に行う。

②半日ごとの欠席者のチェックと家庭への迅速な連絡を行うこと。これにより学校レベ

ルで、の迅速な対策が可能になる。

③担任教員、校長、副校長、生活指導主任教員を中心とする教育チームの連携を行うこ

とo 教育チームを厳格に定期的に開催することと、必要な手段を与えることが重要で

ある。

④自分の希望以外の進路を余儀なくされた生徒について、職業リセで注意を払うこと o

CAP準備課程 1年での調査によれば、離学した 55%の生徒が進路指導に対して問題

を抱えていた。彼らが納得するような進路指導を行うこと、生徒の気持ちを尊重する

ことが重要である。

しかし、いかに学校が対策を講ずるのに適しているとしても、真の対策を講ずるのは難

しい。問題を抱える生徒の特定が難しい。特に女子の場合問題が潜在化する場合が多く、

より難しい。また、問題行動は一気に吹き出す前に、個人の中で少しずつ進行する。

時期としては学年末が重要で注意が必要である。学年、学校、教育制度、住居等が変化

する。これらの問で関係者の注意が払われないと、大きな空間が生じる。在学の全期間に

わたって生徒に個別指導を行う体制が、現在の学校制度には備わっていなし、。そのため、

個々の学校の教育チームは大量の時間とエネルギーを投下しているのに、離学の状況の把

握やその対策が不十分に終わっている。今後対策を講ずるうえで、以下の点が重要である。

①入学直後、とくに最初の 2か月間の生徒の観察を行うとともに、その結果を教育チー

ム全体で把握すること o

②教育チームは、生徒一般を対象とするのではなく、とくに緊急の対策を必要とする生

徒に優先的に取り組むべきである。

③会合を定期的に開催し、必要ならば2週間に 1度開催すべきである。

④生徒に自らの計画を作成させることに活動の中心を置くこと o 個人の計画は意欲回復

にとって重要であるが、それには個人の健康問題なども関係している。まず、健康問

題への配慮を行うこと o

企業等での研修も修学忌避の重要なきっかけになり得るので、注意が必要である。

家族が抱える様々な問題に対する注意も必要である。単身、病気、雇用の不安定などで

ある。適切な対策を講じるためには、生徒の抱える多様な問題への配慮を行うこと、社会

福祉関係職員との連絡をとることが、教育チームに求められる。

さらに、離学後の生徒の状況の把握や継続的な指導に、学校が取り組むことが必要であ
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る。農業省管轄の学校では、すでに実施している。国民教育省管轄の学校で、この課題に

取り組み、離学後 3年間は資格を取得できたかどうかを把握することが必要である。

青年の社会的・職業的な参入支援を教育界と経済界が連携して実施したり、政策の評価

を行ったりするために、関係省庁間で取り組みの調整を行うことが必要である。

3.4.2 教育行政の役割

修学忌避問題に取り組む最適な場所が各学校レベルであるとしても、

資格取得前離学を防止するうえで、大学区も重要な役割を担っている。学校段階間の調

整や、固と地方公共団体問の調整を行うことが重要である。特に離学問題に対する取り組

みとして、以下の点が重要である。

①学校校長の指導力を発揮させ、とくに問題状況の情報を定期的に報告させること。

②視学官団の活動を活性化させること。

③多様な学校聞の関係を調整し、情報を共有させること o

④地域圏レベルで、問題を分析するとともに、地域圏内の大学や教員養成機関と連携して

対処すること o

⑤教育行政と一般行政の連携により政策を立案・実施すること。

資格取得前離学問題は、教育だけではなく社会問題でもあるため、対策は多くの省庁と

の連携・共同作業が必要である。省庁間での共同の政策立案・遂行に関して、国民教育省

の役割は大きい。

3.5 r結論J

「第 5章 生徒の学習経路:退学は運命で、はない」で、調査を通じて聞き取り調査を行

った青年の何人かについて、個別事例を紹介している。

それに続く「結論Jでは、報告書で指摘した問題状況をふまえ、改善のための検討課題

を指摘するとともに、具体的な改善提案を行っている。

教育制度の現状は、資格未取得の青年を大きく減らすようには十分組織されていない。

対象の青年を特定したり、早期離学を防止したり、離学後に困難な状況に陥った青年を救

済することができていない。

リセ進学に向けたコレージュの進路指導が重要な原因となっており、改善が必要である。

学校など現場レベルでは積極的な取り組みがみられるが、行政をはじめ関係機関間の連

携が不十分である。

青年たちに対する聞き取り調査の結果、資格未取得は大きな社会的な問題(収入の不足、

家族への支援の欠如、住居の欠如等)困難さと関連していること、それにもかかわらず当

の青年にとっては、資格の取得は優先課題と認識されないこと、したがって資格を取得さ

せるためには、まずこれらの状況への取り組みが必要である。

3.6 資格取得前離学を防止するための「勧告」

これらの内容をふまえたうえで、今後の対策として以下のような勧告を行っている。

<勧告 1> 資格取得前離学への対策における学校役割を強化する。

学校は退学に取り組むためにもっとも適した場所である。それゆえ、下記のことに努め

る。

4岨
玄



-修学期間中、学習指導の対象とする生徒の特定を行う 0

.離学の可能性の高い生徒に早めの対策を講ずる。

• GAINの内部にあってもっとも困難な場合について指導するo その際教員チームの意

欲向上を図ること。

・離学時期の段階や資格取得の有無に関係なく、離学した青年を 4年間指導すること 0

・個別指導・教育支援の多様化の実践によって、生徒を総体として理解すること。

<勧告2> 共通の中核的知識・能力との関係で、基礎的な知識を青年に習得させるため

の手段を、あらゆる段階で強化すること o

・小学校及びコレージュでは、教育上の成功を実現するために個別プログラムを用いて、

予防的に取り組みを行う。

・職業リセや見習訓練生養成センターでは、通常とは異なる様式の教育を発展させるこ

とにより取り組みを行う。

• MGIおよび他の救済策の枠組みでは、新技術や言語のように、新しく多様で、かっ活

性化させる内容に基づいて取り組みを行う。

潜在的に離学の状況にある青年が、資格水準を上昇させるために不可欠なステップとな

る一般教養を、つねに豊かにで、きるようにする。

<勧告3> 教育と資格の提供を適合させる。

CAP取得後の就職が減少していることは、とくに適応教育クラス (SEGPA)の生徒に

とって進路に関わる問題になっている。

それゆえ、以下のことが必要である。

・この CAPが適応教育クラスで提起されている職域と一致すること。

・能力基準がコンピテンシーに基づいているかぎり、困難な状況にある生徒が一般教科

の中に含まれる要求水準を減じることなく、彼が保持するコンビテンシーを表現でき

るように、修了証の再定義を行う o

一方、生徒が職業計画を追求したり、多様な雇用状況に適応できるように、職域の広い

CAPを創設することを検討する。

<勧告4> 進路指導・学校配分の手続きを改善する

・職業リセでは、離学を避けるために、進路指導の見直しを提案するために、第 1回の学

級委員会(入学後の進路選択について提案を行う)に先だっ学年の最初の時期を重視す

る。この時期に進路カウンセラーが職業リセにいることは重要である。

・職業リセへの入学者配分の方法について見直しを行う。空席状況だけではなく、生徒の

希望や、その希望と生徒に提案される進路との一貫性に対して配慮する。

・生徒の進路指導や配分先として、職業訓練を検討する。たとえば、職業リセだけでなく、

農業リセ・見習訓練生養成センターが提案する教育なども検討の対象とする。

く勧告 5> 大学区の経験を相互に分かち合う。

ミッションは、このことに関連して、現在の INNOSCOPEの基礎の上に、「無資格での

離学Jの概念、を考慮したデータベースの構築を推薦している。

また、各大学区が、特任官 (r無資格での離学J(ある大学区がそうしているように)

を任命するよう、ミッションは提案している。また、彼らの実践を報告・比較したり、彼

らの経験(その評価によれば、この経験によって無資格での離学の現象は減少している)
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を相互に交換するために、最低年 1回は責任者が参集することを提案している。

<勧告6> あらゆる段階で、教育上の成功のための支柱である、資格取得前離学を根絶

する政策に基づいて、教育制度の枠組みを動かす。

・無資格での離学を減らすために能率的な政策や戦略の創設・継続的追求のための教育の

枠組みをつくる。

・この目的を大学区の計画や学校の計画の中心に置く。

・無資格を避けるためにクラスの教育活動の特別施策に向けて、視学団を動かす0

・IUFMで教員養成教育を受けている教員に対して、無資格になる潜在的可能性のある青

年を特別に指導できるように準備させる。

く勧告7> 地域圏レベルの機関を創設する。

・地方の自由と責任に関する 2004年 8月 13日付け法律により、青年向けの職業訓練に関

して組織化および財政の大部分を担うことになった地域圏のイニシアティプの下に、す

べての教育ノ《ートナーを結集させる。さらに、地域圏は青年の情報・受入、進路指導の

一部に関しても担当する。地域圏は、資格取得前離学の青年の特定や継続指導に関する

各種のイニシアティプの調整を行うとともに、さらに資格を求める 16-.. 25歳の青年に

関する地域データベース作成を開始する役割を担う。

く勧告 8> 省庁間特任官の創設を検討する。

省庁間特任官の創設は、国民教育・高等教育・研究省、農業・水産省、運輸・観光・海

洋省、雇用・社会的統一・住居省を結集し、無資格での離学の対策を検討することを目的

としている。その創設は、また 16-.. 25歳の青年の利益になるよう、社会的排除と失業状

態の原因である無資格での離学を根絶するという強い意志を示す、統一的でかつ首尾一貫

した国の政策の立案に向けて、すべての教育の活動家を動員することを目的としている。

4. まとめ

職業資格や修了証はまっとうな社会生活を営むうえで必要不可欠である。これを取得で

きていない青年の割合は過去 20年間に確かに減少したとはいえ、それをなくすという政

策目標の達成には依然遠いのが実情である。

本報告書では、その青年たちがどのような状況に置かれているか、それがどのような原

因によって発生しているか、それに対して青年にもっとも近い学校現場でいかなる活動が

実施されているか、それにより事態が改善されているかどうかなどを扱っている。

資格取得前離学という問題の一因には学校で、の勉学のつまずき(小学校でのそれ)が大

きい。つまずきの結果として留年を重ねるうちに、学校や学習への関心を失い学校から離

れ、結果的に資格を取得できない、そのことが継続教育の機会を制限し、資格取得をいっ

そう困難にしている。とはいえ、その根源には多くの社会的・経済的事情が関係している。

地域の経済状況、家庭の状況(移民、単親、経済的困窮等)であり、本人に自覚、努力や

責任のみに帰することのできない深刻な問題がある。これらの問題への解決の展望を抜き

にして資格前離学問題の理解やその解決策を検討することはできない。この報告書は、そ

の当然のことを改めて指摘しているが、管轄事項との関係で教育行政や教育機関の取り組

みに限定して検討している。その範囲内に限定しでもなお、資格取得前離学の防止や救済

のための取り組みはまだ一部の先進的な学校・教員レベルにとどまっており、教育行政・

司
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一般行政レベルで、の意識化や取り組みが大きく遅れていることを明らかにしている。巻末

に示された筆者である視学官による改善提案をみても、過去に提案されてきたものが多く、

今更ながらにと感じるものもある。それだけに問題の根源は深く、事態改善のための有効

策を見いだすことが困難な課題であることを、改めて教えているように思われる。

【参考文献】

ONISEP， 2005， De l'ecole a l'emploi， ONISEP (Alternatives Economiques pratique nO.17 2005) 
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h抗p://www.insee.仕/合'/nomdef metldefinitions/html/zone-urbaine-sensible.htm 2006.9.11 

http://www.inegalites.企/spip.php?article312 2006.9.11 
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フランスの若者の社会的異議申し立て

古沢常雄(法政大学)

2005年の晩秋と 2006年春のわずか半年の聞に 2回にわたって、若者を中心とした「過

激な運動」が展開された。この 2つの「運動」は、事態の発生状況は異なるが、ともにフ

ランス社会が若者を暖かく迎え入れない事態、社会の閉塞状況に対する若者の異議申し立

てであった。若者が希望を持ってフランス社会の中で生活することが困難だとは、以下の

ような状況である。 1)若者の高い失業率、 2)フランス国籍を持つ、移住労働者の第 2・第

3世代の若者に対する差別、 3)r人間らしい労働Jtravail decent (英語の decentwork)の切

り下げ、 4)解消しない「階級社会」制度、 5)若のもの不安をかき立てる、弱肉強食を徹底

化する新自由主義の浸透による格差社会化の進行、等々である。フランスの若者の出口の

ない閉塞感が持続する限り、こうした「運動」はいつ再発するかわからない。フランス社

会は「移民家庭の若者が安定した雇用に就けない」状況を「時限爆弾Jbombe a retardement 

(後述するステファヌ・ボーの用語)を抱えているといえよう。ここでは、 2つの「運動J

について述べ、その社会的・歴史的意味について考えたい。

1. 2005年晩秋の事件

2005年 10月 27日夕方、サッカー*1)の試合の見物から帰宅しようとしていた、パリの

東北東 20Km郊外のクリシー・ス・ボワ Clichy-sous-Bois市に住む3人のアラブ系・黒人系

の若者が、警官に呼び止められた。警官による身分検査・尋問は、差別的・屈辱的な場合

が多く、そのことは彼ら有色若者たちに周知のことで、あった。若者たちは、この尋問から

逃げるために変電所にかけこんだが、そこで、 15歳と 17歳の若者が感電死し、もう一人

の若者は瀕死の火傷を負った。ニュースでこの死傷事件を知った若者たちは、怒りと、抗

議から警官と衝突を起こした。内務大臣サルコジは、彼らをラカーィユ racaille(r社会の

屑・ごろつき・ろくでなしJの意。)と蔑んだ。この言葉は、人間の尊厳を最高度に疑める

蔑称、軽蔑的用語、差別用語であり、政治家としては禁句であるはずのきわめて刺激的な

言葉を使った。亡くなった若者と同じ境遇にいる若者たちが抗議のため、車・パスに火を

つけ、公共建造物を襲った。この事件がフランス全土に、ヨーロッパ各地に広がった。

年齢層別人口 Clichy-sous-Bois市 全国平均

75歳以上 2.40% 7.70% 

60・64歳 6.60% 13.60% 

40・59歳 22.90% 26% 

29・39歳 29.50% 28.10% 

0・19歳 38.60% 24.60% 

失業率 23.50% 12.90% 

一家の平均収入 16，202 Euro 20，363Euro 

* 1 )フランス語ではおotball (発音はフット

ウボノレ〕、日本で言うフットボーノレは、フランス語では

アメリカン・フットポールを指す。因みに、国際主之主

一連盟の略称 FIFA(Federation Internationale de Football 

AssociationJは h且凶比である。フランスではいたると

ころで、子どもも若者も興じている、熱中度で言えば、

日本の野球に相等するスポーツである。

* 2 )クリシー・ス・ボワについて (Ville de 

Cl ichy-sous・Bois市の HomePageより)

人口:28，274人 (1999年。 1990年より 94人増:ほとんど変化なし。
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男女比は、男 49.40%、女:50.60%。

上の表に見られるように、市の特徴は、人口構成では、圧倒的に青年・少年が多く、失業率におい

ても、家族の収入においても、全国平均より劣悪であることである。失業率は全国平均の 2倍に近

い。収入は8割である。(統計は 1999年らしし、)また、フランスの rwikipediaJで rClichy-sous-BoisJ 

を検索すると、交通機関については、 rnn'y a aucune station de Metro ni du RER a Clichy-sous-Bois， la 

station la plus proche est RER E Gare du Raincy -Vil1emomble -Montfermeil. Le seul transport direct a 

Clichy-sous・boisest l'autobus 601ab. (クリシー・ス・ボワには、地下鉄の駅も RERの駅も無し、。最も

近い駅は RERE線のリアンシ一、グィノレモンブノレ、モンフェノレメーノレで、ある。クリシー・ス・ボワ

への直通する唯一の交通機関は、パスの 601ab線である。)とある。この市は、「陸の孤島」である。

この一連の事件は、 12月中旬に収まった。その約 1年後、フランスの主要な新聞社の一

つ「ル・モンドJ社 LeMondeが刊行する隔月刊雑誌"M加 ierede voir" W ものの見方~ 2006 

年 10・11月号 (5-6頁)は、この事件を次のように総括している。事件(若者の暴動)はフ

ランスの 200の都市に広がり、 1万 1千人の警官が動員され、 1万台の車が燃やされ、学

校・幼稚園・体育館が壊され、その損害額は2億 5千万ユーロ(350億円弱:1ユーロ =140

円換算、 2005年 12月の為替相場)に達し、 5.200人が召喚され、 600人が刑務所送りにな

る、と。

フランスの主要な通信社AFP(Agence France Presse、アー・エフ・ベ一、一般にこのア

ルファベットを英語読みにしてエー・エフ・ピー)は、 105年 11月 6日に放火された自動

車の数Jを各県ごとに掲げたイラストを提供している (htto:/Ibretagne丘ir-ni丘V.com/ によ

る)。このイラストは、フランス本国の県数 95の内、 3分の lを超える 34県で発生し、こ

の日だけでし274台が燃やされたことを示している(イラストは、ロランス・ソパデュ)。

ル・モンド社の『ものの見方』

誌は、この事件を暴動 emeuteと呼

び、その原因に「新自由主義の締

め付けJausterite neoliberale、「都

市化による差別」、「旧植民地から

の移住者の子どもたちに対する差

別」、「若者に対する軽蔑と警官の

暴力J、1(右翼勢力のみならず)左

翼勢力から(も)放置された地域

の政治的砂漠」を挙げている。 25

歳以下の若者の失業率は 23%前

後を上下しているが、移住労働者

家庭の若者の失業率はそれよりもさらに高いと指摘している。

2006年 10月 24日の「ユマニテJL'Humanite紙は、ナント大学の社会学教授ステファ

ヌ・ボーStephaneBeaudとの対談記事を掲載している。そこでの見出しは、彼の言葉を

とり、「彼らに用意されている未来に対する民衆階級の若者の反乱首volteJとなっており、

この反乱は、「郊外問題ではなく、何よりも経済的・社会的問題」だと位置づけている。「反
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乱J(r暴動」ではなく)に参加した若者たちについて分析している。逮捕され、法廷に連

れ出された「反乱」参加者は、学校から最も脱落(中退)した laplus descolarisお若者

でも、最も非行に走った laplus proche de la delinquance若者でもない。彼らは、「中退

した若者、臨時職員(派遣職員)interimaires、不安定就業者precaires、徒弟 apprentis、

高校生、さらに、 BTS高等技術免許Brevetde technician superieur (パッカロレア取得

後2年間の教育終了後に獲得)を目指す学生、大学第 1期課程の学生で、あったとしづ o

2. フランスにおける失業

ここで、フランスにおける移住労働者とその二世・三世の就労問題に触れたい。

2004年のフランスの人口は、約 6，000万人である。そのうち、移住労働者は 160万人ほど

で、総人口の約 2.5%強を占めている。

下記の表によれば、 1992年に、永住労働者流入数が前年よりも急増し、 4万 2000人と

なっているが、それは次の事情による。

2期目に入った大統領ミッテラン (PrancoisMaurice Adrien Marie Mitterrand、1916年 10

月26日・1996年 1月8日)の外国人労働者移住制限の緩和策によるもので、あったが、また、

ミッテランのもとで、 1991年 5月、ロカール首相の後を受けて、フランス史上初の女性首

相クレソン(臼ithCresson、 1934 年 1 月 27 日~)が誕生したものの、その人種主義的発言

(日本については「日本人はウサギ小屋のような小さなアパートに住み、 2時間もかけて

通勤しているJr日本人は黄色いアリ (fourmisjaunes) Jなどと発言、イギリスについては

「イギリス男はゲイだJと発言し、新聞紙上を賑わした)が問題視された。さらに、社会

党政権の中で農産物問題で激しい農民の抗議運動(例えば、国道に牛乳を流したり、ジャ

ガイモなどを放置し、交通麻療を起こした)が起こり、地方選挙で、社会党が敗北し、そ

の責任を負う形で 1992年4月に辞任し、新たに社会党のベレゴボワ (PierreBeregovoy， 1925 

年 12月 23日ー1993年 5月)が首相に就任した。こうした、政治上の不安定さの渦中に例

外的に増加したといえる。そして、ベレゴボワの辞職の後、保守政権に移行した 1993年に

は改正移民法(パスクワ法)および国籍法の修正によって、強力な入国規制と外国人の大

幅な権利制限が行なわれた。

【表リ外国人労働者数の推移

出典:労働政策研究・研修機構、海外労働情報「フランスの移民政策J

!外国人労働者数の推移 -!l州 叫 1判例 19941 州 判 例 1州 叫
!永住労働者流入数(万人) 2.6 i 4.2 2.4 1.8 1.3 1.1 1.1 

‘ 

0.4 ! !一時滞在労働者流入数 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 

!外国人労働者総数 間 61 151.8 154.2 159.4 157.3 160.51 ぺl刈 15941

型主型自[6.2L 61 6-' 
6.1

1 
63| 竺し631 61いfC3

表にあるフランスにおける労働者全体に占める外国人労働者の割合である 6%は、ヨーロ

ッパにおいては必ずしも多いわけではない。ちなみに、スイスは 17.80/0、 ドイツは 8.8%、
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イギリスは 4.0%、イタリアは 4.1%である (2000年)。この数字は、フラ以スにおける外

国人労働者が多すぎることを意味するものではない。むしろ、フランスにおける保守政権、

反 EU、移民排斥を強行に唱える国民戦線党首ル・ベン(Jean-MarieLe Pen 1928年6月 28

日-)ら極右勢力の台頭に伴って、作為的、意図的に誇張されたものといえる。

次に、フランスにおける失業率*について見てみよう。

$以下の表は、 EU(欧州連合)の統計によるものである。

【表E】 ドイツ、フランス、イギリスの失業率 (15歳-74歳)

1996 1997 1998 1999 ~001 ~003 2∞5 2006 

EU (15∞untries) 10.1 9.8 9.2 8.5 7.6 7.2 7.5 7.9 8.0 7.9 7.4 

Germanyドイツ 8.~ 

Franceフランス 9.4 

United Kingdomイギリス

【表皿】年齢別失業率 (25歳以下、 25歳以上)

Fr蜘~州l叫。ゅ。~叫叫叫oゆ06
Less伽n25 years (25歳以下)

ドU(15 countries) 1121.3121.5120.81刈刈刈15.2115.8116.51吋吋16.1

ドer剛山 R吋凶~叫刈叩 61 12 .8 1 叫 14.6115.0114.81ω
france フランス ~叫8.5 1刈5.6l叫o.ll叫9.71 20.7 1坤2.71 23. 1
F仏~μn同鴫峨1唱唱聡.u齢附l但e friDl叫3.7113.1112.7112.1111.7112.0112.2112.11ωfi4.i

25 years and over (25歳以上)

ドU(15 co叩 tries) 11 8.11 8.21 8.11 7.71 7.11 6.41 6.01 6.31 6.71 6.81 6.61 6.2 

permany 川 11 6.81 7.31 7.91 7.71 7.11 6.61 6.51 7.11 8.11 8.61 8.61 7.4 

~ω フランス 11 9.21 9.71 9.71 9.51 9.01 7.91 7.21 7.41 8.11 8.11 8.11 7.9 

~附 11 7.11 6.61 5.51 4.91 4.71 4.11 3.81 3.91 3.61 3.31 3.31 3.8 

【表N】OECD失業率統計 (2007年 05月。 OECDの統計一覧より)

Coun町 2004 2005 2ω6 

Fran印フランス 9.6 9.7 9.4 

Germanyドイツ 9.5 9.5 8.4 

Japan日本 4.7 4.4 4.1 

United Kingdomイギリス 4.7 4.8 5.3 

United States米国 5.5 5.1 4.6 

EU15:欧州連合 15カ国平均 8.0 7.9 7.4 

OECn ・Europe 8.9 8.6 7.8 
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以上の統計を見ると、フランスの失業率が相対的に高いが、突出しているわけではない。

しかし、 25歳以下の若者の失業率はやはり突出している。この若者たちが、フランス社会

に受け入れられていないと感じ、また、考えるのは、当然であろう。失業の実態とそこか

ら生まれるこの感覚が、 2005年秋から春にかけてのこつの異議申し立ての「運動」の底流

となった。(なお、日本の失業率について、障峻淑子は次のように言う。 r2002年 4月の

失業率は過去最高の 375万人。すでに失業率は、ほぽ 5.5%に達している」障峻淑子『豊

かさの条件』岩波新書、 2003年、 3頁。さらに「就職できなかった若者達はどうするか。

正規社員として採用されなかった若者達は、生きていくために、フリーターとして働

くo ・フリーターとは、一種の形を変えた失業形態にほかならないのだ」同書、 8-9頁。)

高失業率は、すでに触れたように移民全体に及ぶものの、彼らの出身地によってその失

業率は異なる。宮島喬によれば(参考文献2一108頁)1999年の時点で、「スペイン、イタ

リア、ポルトガルが 6%であるのに対し、アルジエリア、モロッコ、 トルコでは、なんと

四倍以上の 25-26%に跳ね上がっているo ・・ Jo さらに、氏は指摘する。 2001年の資料

では f15-24歳人口の失業率は、フランス人女性では、 22%、同男性では 16%に対して、

外国人女性では 22%、同男性では 27%と大きな内部差が認められるo ・・右の数字には

カラクリがあって、フランス人のなかの非ヨーロッパ系の出自のものを取りだせばもっと

数字は跳ね上が(る)J。次節で触れる人口学者トッドは郊外の「惨憎たる場所では、家長

の失業率が 35%に達し、雇用における人種的差別を受けているJ*と指摘している。

*2005年 11月 12日のル・モンド紙

3.移住労働者、その二・三世の若者の生活

移住労働者とその家族の圧倒的部分が居住するところは、都市郊外(フランス語で、パン

リューbanlieu) の新興住宅地(シテ cite) の中心に建つ、 HLM(アッシュ・エル・エム、

habitation a loyer moder・er低家賃集合住宅」の略)と呼ばれる、 10から 20階建て、中には

20--25階建ての 1960年代以降に建てられた亘くて直層の盤家賃集合住宅(締麗に言えば

公団住宅)である。これが 5棟 10棟と、郊外都市の中心部分に建ち、そこには一応生活が

成り立つようスーパーマーケット、郵便局、美・理容底、カフェ、花屋、クリーニング底、

銀行、等々がある。だが、このスーパーマーケットはチェーン庖系列があり、独占的・排

他的に経営している。

* (クリシー・ス・ポア市の中心で 2005年 10月末の事件で亡くなった若者が住まっていたシェーヌ・ポ

ワンチュ LeChene Pointu ( r尖った樫の木Jの意。〕地区のスーパーマーケットとして、フランプリ Fr釦 prix

という、フランスではカルブール Carrefourグループに次ぐ第二位に位置するカジノ Casinoグループに

属するスーパーマーケットのチェーン庖)

失業中の大人や失業して、行くところのない若者のたまり場はキャフェ(喫茶庖)であ

る。水たばこを回し飲みしたり、(賭け)トランプをしたり、無為に時間をつぶすことにな

る。

ここに住んでいて、運良く就職ができても、都市(パリ)にでかけることはない。パリ

と郊外の聞に工業(工場)地帯があり、労働者はそこに吸収される。 HLMのあるパンリュ

ーからパリに出るには、パスに乗り、郊外電車に乗り継ぎ小 1時間あるいはそれ以上かか

Q
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る。

これは職住接近を原員Ijとして、通勤時聞が短いフランスでは、ある人たち、すなわち HLM

に居住することを余儀なくされている人々にはそれ自体が差別的*に映る。

ホ2005年 11月 12日町ノレ・モンド紙の記者は、フランスの階級絡監のめりょうを社会的断絶 rracture

socialeと表現し、「支配階級に対する労働 民衆階層の離反 alienation(疎外)はm大させるばかりであるoJと宮い、

対談者 EmmanuelTodd( 1951年、ブランス国立人口学研究所資料局長、人類学者 ー歴史人口学者)に対し fアランスの郊

外における暴力は、この離反(疎外)の結果であるか」と聞い、 トッドは「近年、 7ランスの政治生活は、外国の観

察者を次第に樗然とし、冷笑的にしたー迎の破局のでしかなし、Jと述べ、「民来階層は、競争にs[jかれた世界における

失業、賃金破泌を意味する現状に対して怒っている.・・・ 私は、若者の反乱 revoltcは平等への希望国pirationa 1 'egalite 

と読みとっているj と賠る.

(上の写真は 2007年 1丹、クリシー ・ス ーポアの「尖った柏の木J地区で僚影.ベランダに見える丸いものは衛星

放送受信のテレピアンテナ.右側の写真の、建物の奥の外側に見える丸い『突起jもアンテナである.左側の写真の、

右側の外壁の窓に紙態とおぼしきものが垂れ下がり、干されている.この点、日本に似ている.ヰイティプ ・フレン

チはベランダや恕から主(J)を干す習慣はない。)

この郊外の中心部の HLMの周りには、パリが狭くてパリ市内に住い(アパノレト7 ン

appartement)を持てない中産階層で収入が直い人びとが住む盤照住宅 ・一戸建てがあり、

交通の不便を忍んで、あるいは、都市の喧喋を避けて住んでいるが、この人びととシテの

人びととは(階層が異なるので)交流がない。

夕方、郊外の RERエノレ ・ウー ・エノレ (ReseauExpress Regional 首都圏高速交通網])

の駅には、黒い肌 (アフリカ系)や浅黒い肌(アラブ系)の人々が続々と降り立つ。日本

からパリ (シヤノレノレ=ド=ゴーノレ/ロワシー空港)に到着し、郊外高速屯車 問 Rに乗って

-50 



パリ・北駅方面に向かうと途中駅に「展覧会(展示場)公園駅JPark des Expositionsがあ

る。夕方、この駅を通ると、こうした光景にぶつかる。彼らは、ここからまたパスに乗っ

て、更に郊外の HLMの「我が家」にもどる。パスはクリシー・ス・ボアにも通じている。

フランスの南西部に位置する、ジロンド河に面した港町ボ、ルドー crエセー(随想録)~の著者

モンテーニュ [1533年一 1592)年もこの市長を〔嫌々 〕務めたことがある。)でも、この構図は同じである。

2003年 12月から営業開始し、その後、年を追って路線を拡大しているボ、ルドーの市内電

車(路面電車)は、以前は、パスのみが唯一の交通手段で、あった郊外パンリューにも通じ

た。 A線の終点の一つ、ロルモン Lormont・Lauriersには、市内中心部からジロンド河にか

かるポン・ド・ピエール Pontde Pierre (r石橋」の意)を渡って、約 20....30分で到着する。

ここにも HLMが林立する。この終点からまたパスに乗る人もいる。電車は新しく、快適

であるが、市内に行くには時間がかかる。

さて、郊外 Banlieuあるいは Citeに住む移住労働者の子どもたちの学校教育の状態につ

いて触れたい。 2006年 10月24日付けユマニテ紙上で、社会学者のステファヌ・ボーは、

この地域の生徒の心の中のありょうを次のように述べている。 r(この地域に住む〕若者た

ちは、他の〔地域に住む〕人たちと同じ武器(=能力〕を持っていると判断されていない

という感情を持っている。そこから、写真なしの履歴書を送ったり、あるいは自分の名字

〔例えば、アラブ系の氏〕を隠そうとするよう不安が生じている。近年、こうした差別は、

卒業証書を持つ若者よりも持たない若者により重くのしかかってきている。このことが、

学業継続の意味についての疑問を待たせているo ・・ ZEP(教育優先地域〕の教師たちは

『子どもたちは、自分の兄たちが卒業証書を持っていても、価値ある仕事に就職できてい

ないということを知っているので、学業に熱心に取り組んでも報われることは無いという

感情にきわめて早くから同化しており、教師は、こうした子どもたちに学習させることに

多くの困難を持っている』と証言している。Jr小学 1年ですでに始まっている学業の遅れ

echec scolaireは大量で、社会的に大きな分け目を作っている。民衆階級の生活条件、生存

条件の悪化が家庭内での学習支援 soutienscolaireをますます困難にしている。J子どもたち

が「学校教育Jから学んでいることは、「教育」に未来の希望と夢を託すことができないと

いうことであろう o

4. 若者の反「初期雇用契約JCPE運動

2006年春の事件は、政府の「雇用政策」に反対して大学生・高校生が全国的に大規模デ

モを展開した、労働者の支援を受けた運動で、あった。政府の「雇用政策Jとは、「初期雇用

契約J(Contrat PremiとreEmbauche、イニシャルをとって CPE) とし、う、 26歳以下の若者が

就職する場合、 2年間は正規採用ではなく、企業は、理由さえ示すことなく解雇を合法と

する立法、に反対する運動で、あった。

まず、フランスの現行の雇用契約法がどのようなものか、見てみる。雇用には、大きく分

けて 2つある。

口無期限雇用契約 (coI) (Contrat Ouree Indetermine) -この契約は、労働者の社会保障

の積立金、雇用保険負担など、企業の負担が大きい事と、解雇する場合の手続や雇用違反

に対する制裁が厳格である。労働者の権利が確保されるに対して、企業の負担が大きく、

企業は労働者の雇用に慎重となる。
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口期限付雇用契約 (CDD)(Con甘atDuree Determine)一この契約は、学生を雇う場合や、

労働者・従業員の病欠・入院や出産休暇中の代わりの労働者・季節労働者を雇用する場合

に適用される。この場合、労働者にとっては、賃貸住宅への入居が制限されたり、ローン・

クレジットの契約ができないことが多く、労働者には安定した生活を確保しにくい。

フランス政府は、高い失業率を解消するには、新規雇用に際して、企業の雇用負担を軽減

する、つまり、労働者側の権利を軽視・不安定化する策を探った。これが、 CPE政策であ

った。

この初期雇用契約 (CPE)について、いささか紹介しよう。この契約は、

1.従業員数 20人以上を雇用している企業が 26歳未満の者を「期限を定めず」に正規

雇用する場合に適用される。

2.雇用における試用期間を 2年間とし、その期間中は、何ら理由を明示せずに、企業は

解雇が可能だとする。

3. 4ヵ月以上働いてから解雇された場合には「失業給付Jが支給され、さらに月 460ユ

ーロ (65，000---70，000円)の給付金が 2ヵ月間支給される。

4. 2ヵ月目から「職業教育への個人の権利J(Ie Droit Individuel a la Formation、イニシャ

ルをとって DIF) という職業についての知識を学び、養成講座を受ける権利を得る。

失業率の高いフランスで雇用の柔軟性を増して、雇用の増加をはかろうとするものとい

うのが、保守政権・経営者団体の言い分である。それは、まさに「人間らしい労働Jtravail 

decent (英語の decentwork)の切り下げを図る新自由主義の雇用政策であり、若者(の労

働力)を使い捨てにする政策、尊厳を持つ人聞を「もの」のように使い捨てにする政策で

あった。授業放棄・バリケードスト・街頭デモ等、 1968年の学生運動の再来を思わせる

反対運動の結果、政府はこの法律の修正を余儀なくさせられた。

以下、高校生・学生の CPE反対運動の様子を記す。

(資料は、 Rioux，Didier (sous la dir. de)， L'annee 2006 dans Le Monde， Eds. 

Gallimard， 2007、および、労働政策研究・研修機構の海外労働事情の「フランス

社会の苦悩と雇用問題の構造Jによるところが多い)

2006年 1月 16日、 ド・ヴィルパン首相が、 「失敗した労働分割*partage du travailの論

理Jを絶つとして、 CPE制度の創設を発表し、 1月31日に国民議会(下院)において CPE

導入に必要な「機会均等に関する法案」の審議が開始された。フランス最大・最強の労働

組合CGTが法案反対の運動joumeed'actionを展開した。本格的反対運動が展開するのは、

2月以降、特に 3月になってからである。

本「労働分割」は直訳である。英語の work-sharingワークシェアリングに相当。英語には別訳に「パートタイ

ム化、仕事の分かち合い」がある。 r広辞苑』第 5版には「雇用の確保を図るために、労働時間の短縮・均

等化、残業の削減などによって、総量の決まった佐事を多くの人で分ち合うこと。 jとある。work-sharingbased 

on socia1 solidarity r社会連帯に基づくワークシェアリングJという成句がある(r英辞郎~ )。

2月7日、学生・高校生自治会と労働組合 (CGT，CFDT，FO，CFDT，FSU，UNSA)などが

呼びかけた CPE導入反対のデモが始まる(第 1回全国統一デモ)が、学生と労働者の運動
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は合流しなかった。主催者側は、 40万人が参加したと発表。2月 9日CPE関連法案が下院

で可決される。フランスの小・中・高校の冬休みは、 パリ・ボノレドー地区は、 2月 4日か

ら20日まで、その他の地区も 1週間あるいは 2週間遅れで始まった。パリの高校生自治会

の2月 13日から 2月 20日までを運動週間 semained'actionとするよう呼びかけた。レンヌ

第2大学、 トクルーズ、第 3大学の大学生自治会は、大学占拠を行い、他の大学のこれに続

いた。3月 2日、フラ ンス全学連 UNEFは、フランス全 84大学のうち、 13大学がストラ

イキ決行中と発表する。

3月7日、フランスの 160の都市で学生や労働組合員 100万人が参加(主催者発表)す

るCEP反対デモが展開された(警察発表は約 40万人の参加) (第2回全国統一デモ)0 3 

月 8日の夜、 CPEに反対する学生約 200人がパリ大学ソルボンヌ校を占拠する。これは、

1968年の 5月革命以来初めてのことである。 この占拠を とお して学生は、CPEの問題性を

社会にアピールすることに成功し、以後、学生による大学占拠は全国に拡大する。だが、

占拠の翌日 3月9日、 CPE制度導入の法的手続きが国会で採択されてしまう。3月 11日明

け方、治安当局が機動隊を突入させ、催涙ガスなどを使用して、 300人の学生によって 3

日間占拠されていた ソルボンヌ校から学生を排除した。この際、警察側の 11人と学生 l

人、報道関係者 1人が負傷したという。治安当局は、以後 1カ月以上にわたり、大学の建

物および、その周辺部をバリケードで封鎖した。以前、 学生も一般人も学生証、身分証明者・

パスポートを提示すれば自由に入構(入校)することが可能で、あったが、2007年 l月現在、

一般人の入構は不可能である。

ブログ (http:llmalicieuse.exblog.jp/i241)より

見出しに rCPEに反対する火曜日のストライキ」 と付

けたこのイラストは、 AFPの 2006年 3月6日に配信さ

れたもので、 3月 7日(火)に予定された CPE反対す

る全国 135のストライキ greveの規模を示すものである。

. ANPE :Agence nationale pour l'emploi国立雇用局

. France Telecomフランス電信電話公社

. EDF-GDF : Electricite de France-Gaz de Franceフランス

電力ーフランスガス会社

. SNCF : Societe nationale des chemins de fer fr釦 caisフラ

ンス固有鉄道、 TGV新幹線、 Corail旅客列車=快適な

Confo口鉄道 railの意。珊瑚 corailとの掛詞。

. RER :Resaeu Express R匂ional首都圏高速鉄道網=

パリ近郊鉄道 2RERAsur 5は、 A線は 5本のうち 2

本がストのため運休の意

3月 12日、 ド・ヴィルパン首相が、 TF1のニュース番組で「採択された法律は、適用さ

れる Jと、 CPE 撤回し ないことを強調する一方、 「誤解 malentendusJ と「無理解

incomprehensions Jを取り除くため、若年者の雇用の「新たな保障策 nouvellesgarantiesJ を

講じることについて労働組合・使用者団体と協議することを提起した。

3月 15日、約 50大学が CPEに反対してストライキに突入している 中、 84大学中 46大

学の学長が「危機からの脱出」を政府と学生団体に呼びかける (17日には、学長が首相に
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CPEの延期を申し入れる。)0 16日、フランス全土で 25万人(警察発表)から 50万人(主

催者発表)の高校生 ・大学生が、 CPE撤回を要求してデモンストレーションを展開する。

3月 18日、フランス全土で、 三回目の CPEに反対する抗議デそが行われる (第3回全

国統一デモ)。抗議デモには、高校生や大学生、労働者、サラリーマン、子どもの将来を

心配する親など、労組等主催者側の発表で 150万人(警察発表で 50万人)が参加。

ι旬、d

[3月 18日、 フランス各地で新雇用促進法の撤

回求める 50万人がデモを実施 (2006年 3月 18

目、ロイター/ViclorTonc川、))この写真の左側

ゐγζ f'~/'h

COntri!' le 

CPe I 

は、 rCPE(初期服用契約[法))を引き下げよ」、

真ん中oコプラカードは、 CPEに語呂をあわせて

CPEとは「不安定 ー排除の契約j に他ならない

とのプラカードで、右側は「高校生は CPEに反

対」と脅かれている.プラカードに密かれてい

るUNLはUnionnationalc des lyc白nsの略鰭で

「全国高校生迎合j である.

19日、パリ市庁舎の広場で学生約 1，000が大学側の大学閉鎖に対し、年度末試験の中止

の危険があるとして抗議した。3月 21目、4万人の高校生 ・大学生がいくつかの都市で反

対デモを行ったが、その後、ド・グイノレパン首相は、 rCPEの撤回も、延期も、変更 denaturation

もないJと宣言する。3月 23日にも 22万人から 45万人の高校生 ・大学生のデモがフラ

ンス全土で展開された。パリでは、郊外から参加した若者の一部が破事直 ・窃滋行為を働い

た。260人以上が不審尋問に付され、 84が勾留された。3月 27日、ノレ ・モンド紙は、フラ

ンス人の 64%が CPEに反対しているとの調査結果を掲載した。

3月 28目、第4回目 の全国 135か所で大規模ストが展開された(第4回全国統一デモ)。

これは、過去 3回の全国統一デモと比較しても大きなものであった。 100万から 300万の

高校生 ・学生が参加した。国鉄、航空 ・空港職員、地下鉄 ・パスなど公共交通機関、小 ・

中学校、病院、郵便局、電話局、オペラ座など公的 ・私的企業のあらゆるセクションで実

施された。インターネットのブログ[1ltto:llmalici即 日目blo!!.io/i241)には、次のような記

事(概略)が掲載されている。 rSNCF(国鉄)では、新幹線の 2/3、中距隊列車の 40%、

近距離列車の 51%が運休。パ リの地下鉄と RERは7害l運休。エーノレプランスは午前中全

便欠航、あるいは、 3害IJ欠航など。郵便職員は 14.7%、教員は 27.28%、学校職員は 42.72%

(内訳は職業高校 36.83%、普通高校 40.56%、中学 40.56%)がストに入ったという。マ

ノレセーユでは 200，000人強の規模になる。Jデモに乗じて破壊活動するものもいたが、治

安部隊が動員され、その動きは押さえられた。それでも 800人が逮捕された。

3月 29日、国民教育大臣ジノレ ・ドワ ・ロピアン Gil1esde Ribienは、生徒に占拠された

高校 1ycees・中学校 Col1egesを生徒たちの手から取り 戻す(=生徒を校舎から排除する)

ょう、通達を出した。30日、学生・高校生は CPE反対運動の戦術を変え、パリ、マノレセ

ーユ、その他の地域で、道路や鉄道の駅を封鎖した。

3月 31日夜、 シラク大統領は、テレビで、 CPE導入法案に署名することを発表し、あ
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わせて、(1)r理由を示さない解雇Jのできる期間を 2年聞から 1年間へ短縮する、 (2)解

雇する場合には理由を提示するーーという修正案を示し、この修正作業が終わるまで CPE

を実施しないことを明らかにした。野党や労働組合は、 CPE完全撤回の態度は変えない。

4月2日、 CPE導入法案が官報に公示される。

4月4日、 全国 200カ所でデモが展開される(第 5回全国統一デモ)。動員数は、第 4

回全国統一デモと同様。大都市よりも中・小都市でのストライキやデモが増加。警官隊と

の衝突で、逮捕者は全国で約 500人。 4月10日、 ド・ヴィルパン首相は、 CPEの条項を

「困難な状況にある若者の職業参入を促進させる別の方策』に変更することを提案。 12日、

大統領シラクは、 「すべての若者に、授業に戻り、試験に準備する」ょう呼びかける。下

院で、最初の CPEを修正する「企業の活動生活への若者の受け入れJに関する新法案に対

する投票で賛成 151票 (UMP.UDF) 、反対 93票で、可決。

4月13日、新法案が、上院で、賛成 158票 (UMP，UDF) 、反対 123票 (PS，PCF) で、

可決。 UDFは棄権。 4月 18日、 CPE反対運動でストライキを 2ヶ月間継続していた最後

の砦 demiersbastionsのナント大学、レンヌ大学、 トゥルーズ大学で大学閉鎖を解除o 4月

24日、 2ヶ月半閉鎖されていたパリ・ソルボンヌ大学で、閉鎖が解かれる。

全国に広がっていた CPEに反対する学生・高校生の運動は、 83大学がある〔因みにパ

リには 13大学〕が、そのうち 69大学が大学閉鎖を行い、約 1200のリセ(高校)がストラ

イキを打った。高校生も大学生も学年末試験の直前で、あった。下手すると、ストライキ(学

校閉鎖・大学閉鎖)によって期末試験に失敗し、留年するおそれのある中での CPE反対運

動で、あった。彼らの運動は、フランス経済に深刻な影響を与えるもので、あった。こうした

運動の最高潮が、 2006年4月4日の全国統一デモで、政府は、 CPEを引っ込め、新法案の

可決-革新的政党の反対があったがーを余儀なくされ、反対運動は終息に向かった。

この運動の集結した 1年後、 2007年 l月26日のユマニテ紙(第 8頁)は以下の記事を

掲載している。無期限雇用契約 CDIの意味について「無期限雇用契約は、〔労働者に対す

る〕保護契約であるo ・・フランスにおいては、賃金制度の統一的・全体的な構成要素の

一つであるJ、「ニコラ・サルコジ〔この 5ヶ月後、フランス大統領となった〕は解雇権の

自由化を促進する。彼は、初期雇用契約の〔失敗の〕経験から学んで、 2年の聞に正当性

無くしても解雇できる権利の一般化しようと望んでいる。フランス経団連は《企業の法的

安全保障》と名付けるものは、きちんとした商品価値を持った給与生活者〔の数〕を縮小

するo ・・ ~CDI の始めの月に、〔無期限雇用契約と期限付雇用契約との〕分離の不安定を

導入することが重要である、何となれば、中国やインドとの競争に直面しているので、企

業は周期的な活動が必要である。』と大企業の責任者の一人が告白している。」と報じてい

る。

フランスに浸透するグローパル資本主義に備える資本の立場を正直に、そして明確に表

現している。それは、職を求める若者を犠牲にすること、特に差別視されている移住労働

者の次世代・次々世代の若者を犠牲にして、資本の生き残りを図ろうとするもので、この

ような状況が変わらない場合、若者は、出口のない閉塞感から逃れることはない。解放さ

れることのない閉塞感は、またもいつか「時限爆弾」に転化(点火)するかもしれない。

2006年 10月 24日付けのユマニテ紙で、記者の「昨年 11月の暴動 emeutesとCPE反対
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運動に関連があるのか」の質問は、先のボーは、 rCPE反対運動においては、異なる社会

階層の若者間の連帯の願望が表明された。デモを妨害した何人かの破壊行為者を強調する

のは止めなければならない。中間階級の若者と民衆階級の若者は雇用問題において、一緒

に並んで、〔反対の〕拳骨を挙げた一つの世代に属しているという感情において結ひ守ついて

いる。」と述べている。

この半年間に表現されたフランスの若者の「暴動Jr反乱JrデモJrスト」は、進行す

るグローパリズムに取り込まれようとするフランス社会に一世代として抗し、フランスの

保守政権を動かした行動といえよう。

《参考文献》

1. r総特集・フランス暴動一階級社会の行方JW現代思想』臨時増刊号、 2006年 2月

2. 宮島喬『移民社会フランスの危機』岩波書庖、 2006年 11月

3. Rioux， Didier (sous la dir. de)， L'Annee 2006 dans Le Monde， Eds. Gallimard， 

582 p. 2007 

4. その他、インターネットのブログや日本語・フランス語の wikipediaを参考にした。
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フランスにおける市民性教育の活動と若者の社会統合

鈴木規子(金城学院大学)

近年、フランスの学校教育において力を入れられているのが「市民性教育Jである。そ

の教育活動の柱には、「市民教育(公民教育とも言う)J (I'education civique) による知育教

育と道徳教育、そして学校における共同生活に関連した活動、さらに「健康と市民性の教

育のための評議会」が中心となった活動をあげることができる。

こうした背景には、社会的・文化的価値が多様化するなかで、自明とされてきたフラン

ス共和国の価値や、「国民統合」および「市民の資質J(市民性)が社会的に聞い直され、

もはや家庭や社会だけではなく学校においても、子どもたちを「よき市民」として育成す

ることが要請されていることがある。

今日、フランスにおける若者の問題とされている事柄には、まず、若者による暴力や喫

煙や麻薬中毒といった「非市民的な振舞しリ(incivilite)の増加があげられる。 2003・04年に

は中等教育課程において 81.000件以上の暴力行為、すなわち一校あたり 14.4件が報告され

ている。そのうち約 30%が「凶器なしの身体的暴力」、約 25%が「無礼」や「脅し」であ

る一方、 3%と少ないが「人種主義的行為Jや「反ユダヤ的行為Jも起こっている o 次に、

性暴力、麻薬使用・取引や自殺未遂も急増している。 2003年に行われた仏保健医療研究所

などの調査によると、 18歳の高校生の過半数が大麻経験者であることが明らかになってい

る20 さらに、若者のアイデンティティー確立の問題がある。 1989年にパリ郊外の公立学校

で起こったムスリム系女子生徒たちによる「スカーフ着用Jは、「市民性」を社会的に問い

直した事件である。今日、フランスの学校教育に多数を占めている移民の若者たちの間で

は、フランス社会で生きていくうえでアイデンティティーを確立することに非常な困難を

きたしており、その解決への道としてしばしば宗教に帰依する傾向が見られる。これはフ

ランス社会への統合(integration) との関連からも問題が指摘されている。こうした若者の

社会統合の現状が学校に「市民の育成」としづ使命を担わせている。

本稿では、これらの若者をめぐる具体的な問題と、若者の「市民の育成」が学校教育現

場につよく要請されている社会的背景を考えるうえで、その解決策としての市民性教育の

あり方に注目する。そこで、市民性教育の展開や活動、そしてその構図を示すこととする。

1. フランスの若者の社会統合の現状

「市民性教育」の 「市民性J(citoyennete) とは何を意味するのか。政治学・社会学の分

野では一般的に「市民の資格J、「ある政治共同体においてすべての公民的権利を有してい

る者の資格」という意味で用いられている 30 また、今日では「政治共同体への帰属意識」

という側面が強調されており、西欧諸国ではナショナル・アイデンティティや国民統合、「市

民の資質」の観点と密接に結びついている。 4

フランスでは戦後の高度成長を支えるために外国人労働者を積極的に受け入れた結果、

1968年には 328万人もの移民を数えた。当初はヨーロッパ出身者がその大半を占めていた

が、徐々に北アフリカおよびアジア出身者が増加していった。 1974年に政府が新規移民を

円，.
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停止したが、その 2年後には家族再結合が認められた結果、 1980年代初めにはアフリカお

よびアジア出身者は移民全体の 4割を超え、多文化的様相をもった移民社会となった。 5

フランス政府は従来、移民のもつ文化や習慣を捨ててフランス社会への同化 (assimilation) 

を促進する立場をとってきた。しかし 1980年代になると、移民の定住化によって多民族共

存、ムスリムの定着、フランス国籍をもっ移民第二世代の存在に直面し、同化がうまくい

かなくなり、代わって「編入J(insertion)や「統合J(int匂ration)としづ概念が登場した。

「編入」とは、受入れ社会への移民の参加にもかかわらず、文化的・民族的要素の放棄・

変更が必ずしも強制されず民族的・宗教的アイデンティティーを保持することができる。

つまり「同化なき統合」である。しかしこの論理では、移民はアイデンティティーを維持

するものの社会に基盤を築くことができず、受入れ社会から一方的に異質な要素として排

除されかねず、孤立化を招く恐れがある。さらに、「相違への権利Jの論理は国民戦線 (Front

nationaI)によって「フランス人によるフランス」という移民排除の論理として逆手に取ら

れてしまった60

こうした反省から、「編入」から「統合」へ移行してし、く o r統合Jとしづ立場は、 1980

年代後半にロカール首相(当時)のもと設置された「統合高等審議会Jの報告に強く表さ

れた概念である。それによれば、異なる文化的出自をもっ人々が文化的特殊性を否定され

ることなく、「人権」や「平等」といった価値や責任を共有しながら、フランス社会に積極

的に参加するという意味をもっ。 1980年代半ば以降に起こった移民の子ども(移民第二世

代)たちによる「相違への権利J(Ie droit a la di俄 rence)、反人種差別の「平等の歩み」や、

国籍でなく居住要件に基づいて市民権を求める「新しい市民権J(Ia nouvelle citoyennete)な

どの運動は、その理念に基づいている。

だが、こうした移民たちの文化的特殊性の主張はフランスの価値観に問題提起を投げか

けた。とくに、 1989年にパリ郊外のコレージュにおいてムスリムの移民子女によって起こ

った「スカーフ問題Jは、公教育に宗教を持ちこまないとする共和国のライシテ(Iarcite)

の原則に反する事件であり、一部の学校では授業中にスカーフ(ヒジャブ)をとらない女

子生徒を退学処分にした7。しかし同時に、こうした処分に対してスカーフ着用生徒に寛容

な立場からは「信教の自由」および「教育を受ける権利」というフランス的価値に反する

といった意見が表明された。フランス的価値観に則った 2つの主張はフランス言論界を二

分し、移民の社会統合の難しさを露わにした事件である。この問題は2004年3月にようや

く、公立学校で宗教的標章や服装の着用を禁止する法が可決されて収拾した。

今日、若者に占める移民人口の割合は増加し、移民の若者の社会統合は重要になってい

る。移民の若者による公立学校での「スカーフ問題」やイスラム回帰、さらに郊外の暴動

といった問題がたびたび起こっており、「統合」政策の破綻が指摘されている。この統合の

苧む問題は、先述した「統合高等審議会」の報告のなかにすでに指摘されていた。それに

よると、最近フランスにやって来た移民やマージナル化しつつあるフランス人が共生して

いるような地区や団地といった状況では、気をつけていないと、実際の統合は昇進や社会

的上昇のチャンスとしてではなく、反対に「統合すなわち排除」になってしまう恐れがあ

る、というものである 80 2005年秋にフランスの郊外で発生した暴動の波はその予言どおり

に、郊外において統合の破綻によって排除された若者の不満が爆発してしまったといえる。

このように、若者の社会統合が破綻した原因の一端として、従来、学校、職業教育、労
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働組合によって社会化が機能していたが、それが機能不全に陥っている点が指摘されてい

る9。とくに、就学期間の増大によって若者間の横の社会化が、家族、地域の隣人、職場に

おける世代を通じた縦の社会化に取って代わっている。そして、家族の危機や、就学時間

外の社会教育運動などの正当性や影響力が失われていったことが今日、市民性教育を学校

で制度的に行なう要請を強めている。 10 

2.市民性教育の 3つの柱

初等・中等教育における市民性教育は 3つの柱から構成されている。それは、「市民(公

民)教育の教科J、「その他の教科の貢献」、「市民的イニシアティヴJOnitiative citoyenne) 

である o なかでも市民性教育の中心となっているのは市民(公民)教育である。

( 1 ) i市民教育J科およびそれ以外の教科

フランスでは、 1985年に小学校・コレージュにおいて「市民教育」が独立した教科とし

て「復活Jした。その内容は、共和国の教育の重要な一部をなすものとして位置づけられ、

人権教育、国の制度の理解、現代社会への認識と問題意識の育成など、自国の理解および

世界の中のフランス市民を教育するという点を重視している。それは、決してナショナリ

ズムに閉じたものでなく、世界に開かれたフランスとしてとらえられている 120

そして、 1995年の学習指導要領の改訂以降、市民教育には、共和国の価値や概念を知識

として学ぶばかりでなく、それを身につけるために実践する側面を重視した教育活動が導

入される 130 翌 96年には、「市民教育の再活性化Jと位置づけられた「市民性教育」が導

入された。それは市民教育を学校目標の中心に位置づけ、「再活性化」させて、重要な社会

的課題として教育関係者すべてが関わる教育活動である。とくに、「人権と市民性の教育」、

「責任感や市民的義務を身につける教育」、「判断力を養う教育Jが重点目標とされた。 14

こうした流れのなかで、 1998年 7月 7日付通達では、小学校およびコレージュの「市民

教育J科に市民性教育がしっかりと位置づけられた 150翌 99年にはリセにおいても「市民・

法制・社会教育」科 (educationcivique， juridique et sociale)が実施されるようになった 160

また、「市民教育」科のほかの教科も市民育成のために貢献している。そのなかでは、「人

権と市民性の教育」、「個人・集団の責任に関する教育」、「批判的精神の練習や議論の実践

によって判断する教育」という 3つのテーマに基づ、いた授業が行われている。その教育方

法としては「討論J(Ie debat)が積極的に活用されている。 17 

(2 )学習指導要領

現行の学習指導要領 (2002年)から市民性教育を行なう時間をみてみよう。

小学校の基礎学習課程 (cycle2)では、 「ともに生きるJ (vivre ensemble) という名称で

市民教育の授業が設置されており、 「討論Jの時聞が週30分設けられている。

小学校の深化学習課程 (cycle3)では、 「横断的領域J(les domaines transversales)な「市

民教育」の授業が週1時開設置されており、そのうち「討論J形式の「共同生活」という枠

組みが週30分ある。 i市民教育」の授業では、自治体(コミューヌ)、国家(ナシオン)、

ヨーロッパ、世界といった共同体の広がりについて知識を身につけることが目標として定
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められており、共和国に関する知識を身につけるために共和国の大統領や政府の役割、そ

して国会の議長の役割について学ぶことが指導内容とされている。

コレージュとリセに関しては、コレージュでは「市民教育j科、リセでは「市民・法制・

社会教育」科が設置されている。この教科を中心に、人権教育、民主主義、共和国、制度

などを学ぶ。とくにリセでは討論や資料作成など実践を通じて理解を深めている。

(3) r市民的イニシアティヴ」

さらに、生徒に他人を尊重することを意識づけ、責任感を育て、参加型の活動も行なう、

「市民的イニシアティヴJがある 180 1997年 10月 16日付官報「ともに生きることを学ぶ

ための学校での市民的イニシアティヴ」によれば、「市民的イニシアティヴ」は生徒に市民

道徳を自覚させ、暴力や「非市民的な振舞しリ(jncivilite) を予防することを目的としてい

る1¥ r市民性」、「道徳J、「市民教育」、「暴力J、「ともに生きるjといったテーマを中心に

している。その教育活動の手法としては、そのテーマに基づいたキャンベーン週間に教員

と生徒が暴力や「非市民的な振舞しリについて討論したり、裁判所や消防署への訪問や遠

足を企画したり、共同生活の規則を内在化したプロジェクトを共に練りあげたりすること

が意図されている。例えば、「暴力のない日々Jというキャンペーン週間には、生徒たちが

暴力とその予防について討論したり活動を行ったりすることを意図しており、警察、憲兵、

消防員、公共交通機関職員、弁護士や裁判官など、専門家を学校に招いて話を聞いたり対

話をしたりする。これらの外部の専門家を招聴するにあたって、生徒たちが事前準備を学

級で行い、そうした人々が働いている場所にグループで訪問して、実際に働いている人々

に質問して、報告書を作成する、といった教育活動が示されている。そこでは、生徒たち

自身が暴力を意識化し、それを「対話する・書く・作る」といった方法で表現することが

重視されている。 20

3.生徒参加型の市民性教育

そのほかにも、生徒たちが参加して行う活動の場がある。このことについてはすでに別

の機会にその活動事例について報告したので21、本稿ではそのなかでも次の 3つの活動に

ついてまとめることとする。それは、学校や学級の内部の問題に関する生徒たちによる話

し合いの場で、具体的には各クラスで年間 10時開設置された「学級生活の時間J(heures de 

vie de classe)と、各クラスが選出された生徒代表を育成する「生徒代表の養成J(Ia fonnation 

des delegues)である。そして、学校やその周辺における暴力の予防も含めて大きな枠組み

を提示している、「健康と市民性の教育のための協議会J(Ie comite d' education a la sante et a la 

citoyennete: CESC)である。

( 1) r学級生活の時間J

市民性教育を実践するうえで、この「学級生活の時間」が重要な位置を占めている。こ

の場では次の 3つの活動のために活用されていることがわかった。 1つめは、学級内で起

こった生徒同士のケンカや問題について、学級担任の司会のもとで当事者の生徒や回りで

見ていた生徒たちに事情を説明させたうえで、討論形式でこの問題の解決策を考えさせて
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いた。 2つめは、学級担任と生徒指導専門員(conseillerprincipal d'education)が校則の学習に

あてて、学校の制度・規則と共和国の制度・規則を比較しながら説明していた。 3つめは、

学級担任の指導の下、学期末にある学級評議会のための準備にあてられていた220

(2) r生徒代表の養成」

各学級には、国政選挙と同じ手続きのもと立候補をし、選挙キャンベーンを経て、生徒

による投票で選出された、 2名の「生徒代表Jがいる。この生徒代表は、生徒指導専門員23

を中心に行われる「生徒代表の養成Jで責任感やイニシアティヴをとることを学ぶ。そし

て学校内の「生徒代表会議J、「学級評議会J、「懲戒評議会」、「学校管理評議会Jにも出席

して、学級代表として意見を表明する。

各クラスの生徒代表は校長および校長補佐とともに生徒代表会議に出席し、クラスで取

り上げられた問題や、学校側に対する要求を述べ、教員らと一緒に解決策を出し合い、そ

の議論の内容をクラスへ報告する義務があるD 生徒代表は大人の前でも臆することなくク

ラスで出された意見や要望を表明したり、校長らからの回答をクラスに持ち帰って報告し

たりする。その様子は生徒「代表」と校長らの聞に繰り広げられる真剣な「議会」である。

同様に、リセには「リセ生徒生活評議会J(Conseil de la vie lyceenne) がある。

「生徒代表の養成Jのもうひとつの特徴は地域全体でも実施されていることである。コレ

ージュでは市町村が協力して生徒代表が参加する「市議会」が開催される。例えば、リヨ

ン市の「青少年市議会J(Conseil municipal des jeunes) では、市長が議長となり、市役所内

の議事場にて、市内のコレージュから生徒代表が出席して、市に対して議題を出し、皆で

議論し、決定を下すといった活動を行っている 240 リセではその大学区レベルで「リセ生

徒生活に関する大学区評議会J(Conseil academique de la vie lyceenne)が毎年 1日開催され、

リセの各学級代表によって選出された学校代表が大学区全体から集まり、生徒代表として

必要な情報やトレーニングを受けたり市民性教育や「他者の尊重Jを学んだりしている 250

(3) r健康と市民性の教育のための協議会」

「健康と市民性の教育のための協議会J(CESC) は、 1998年 7月 1日付通達「危険を伴

う行動の予防(Iaprevention des conduites a risque) と『健康と市民性の教育のための協議会~J

で示された260 前身の「社会環境協議会J(Ie comite d' environnement sociaI)をより効果的・

組織的にして、青少年の薬物使用など「危険を伴う行動Jの予防のために市民性教育と健

康教育とあわせた予防政策を提案する組織として生まれかわった。

CESCは、近隣の学校関係者(学校管理職、生徒指導専門員、看護師、ソーシャルワーカ

ー)や教育行政官(大学区視学官、大学区本部、国民教育視学官)、地域関係者(警察、憲

兵、市長、市役所、裁判所、司法・法律センター、病院看護師、健康保険金庫など)から組

織されている。 CESCはおおよそ年3回会議を開催し、その活動は市民性教育や健康教育に

関する活動プロジェクトを地域的特性に考慮して作成し、この CESCに参加しているすべ

てのコレージュとリセに提供している。参加している学校はそのプロジェクトを活用して、

市民性教育を学校教育計画に取り入れている。その実施方法としてはおおよそ 2種類あり、

①CESCに参加する学校全体で実施、②いくつかの関心のある学校が連携して実施している。

CESCが提供している活動のテーマには、喫煙、薬物使用、エイズなど健康に危険を及ぼ
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す振舞いに関する教育や、恐喝や暴力、人種や経済的格差や性差などの違いを認め合う社

会的連帯に関する市民性教育があり、そうした活動プロジェクトに生徒たちが参加してい

る。また、とくに学業失敗や暴力の危険を抱えている学校では、しばしば暴力を予防しな

がら規則や規範を遵守する内容が市民性教育の活動の柱となっている。

4.市民性教育の構図

市民性教育について、次のようにまとめることができるだろう。

市民性教育の優先課題は、就学期の全学年で「人間および市民の権利」を教えること、

個人および集団の責任意識を養うことにある。そしてその教育活動プロジェクトは、生徒

各自に自分が生活している世界を理解させ、その行為者であるための知識と能力を獲得さ

せることを目的としている。そのために、生徒たちは「市民教育」科やその他の教科で制

度などの知識を得たり、討論や「憲章」作成を通じて得た知識を実践したりする一方、学

校で生活する一員として「学級生活の時間」や「生徒代表の養成」に参加している。知識

獲得だけでなく、学校生活における参加型活動を通じて生徒たちが学校のなかで校則や共

同生活のルールや道徳を身につけ、責任感をもって自発的に活動する市民意識の育成が行

われている。

市民性教育は「市民教育」とは異なり、一つの教科ではない。そして教科横断的あるい

は学校生活全体で取り組んでいる点に特徴がある。その全体的な構図は、まず、教科とし

ての取り組みとして「市民教育」科を中心に知識と道徳を学び、そして学校生活で起こっ

た問題・紛争は「学級生活の時間Jに「討論」によって解決し、学校全体に関する問題に

ついては「生徒代表会議j などで生徒代表と学校管理者の問で議論を尽くすという姿をイ

メージすることができる。これらの活動を通じて、生徒が学校生活の一員として自分の意

見を表明したり活動に関わったりしながら、責任感を身につけていくのである。

さらに、これらの活動がダイナミックに実践されている背景には、市民的イニシアティ

ヴの活動とあわせて、学校と地域社会との連携のもとに組織されているCESCによって提供

される活動プロジェクトを、学校が学校教育計画に反映させていることも見逃せない。こ

のように、学校生活のなかで市民性教育が「市民教育」科を中心にその他の教科にも組み

込まれる一方、生徒の参加を重視した共同生活の活動に取り入れられている。

つまり、市民性教育の活動の実態は、「市民教育j科を中心とした知識の獲得、および社

会的実践の両面が反映されているのである。とくに、社会的実践を重視した市民性教育の

活動を行ううえで、 CESCの事例は学校と地域との連携の重要性を強調するものである。そ

れは社会全体で生徒たちを「よき市民」に育てる志向に沿ったものといえる。これらの活

動を支えているパートナーが学級担任、生徒指導専門員、学校長、教員、職員、そして親、

地域社会へと広がりをもっている点が特徴で、あるo さらに、市民性教育の実践・習得の場

としての生徒参加型の活動は有意義である。その方法として、ひとつは政治生活における

特別な決定機関を経験すること(例えば市政による青少年市議会の実施)、もうひとつは

学校内部での参加の仕組み(例えば生徒代表の選挙や、学校運営の会議への生徒代表の出

席など)がある。前者は若者を市の運営に結びつける社会的意思の表われであり、後者は

教育制度の刷新とも関連した活動といえる。ともあれ、これらの活動の形態は生徒を社会
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に輩出する育成として、就学期間にすでに学校から地域社会へ広がりをもった生徒参加に

よる市民生活の体験の場となっている。

田 市民性教育の 3つの柱

1. r市民教育」

<授業>rともに生きるJ(基礎学習課程)、「共同生活J(深化学習課程)、「市民教

育」科(コレージュ)、「市民・法制・社会教育J科(リセ)

<方法>討論

<内容>人権教育。制度の理解。世界の中のフランス。

2.".その他の教科(横断的領域)

<テーマ>人権と市民性。個人・集団の責任。批判的精神の練習や議論の実践。

く方法>討論

3~.'~<; 市民的ィ?午ジアテイヂ

くテーマ>暴力。「非市民的な振舞いJ。

<方法>討論。学校外への訪問。学校での共同生活。

回 生徒参加型の市民性教育の活動

①学級生活の時間

<内容>学級生活の問題解決。規則の学習。学級評議会の準備。

<パートナー>学級担任。生徒指導専門員。

⑨学術℃衰の養成
<活動の場>学級生活の時間/生徒代表会議など学校内の会議/

市町村や大学区の会議。

<パートナー>生徒指導専門員

@;~~~ç 
<テーマ>

健康教育・・・喫煙。アルコール。薬物使用。

市民性教育・・・暴力。社会的連帯。

くパートナー>学校内・学校間/教育行政/地域社会

【図 1]市民性教育の構図

(出典)筆者作成。
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本稿では、フランスにおいて若者の社会統合が社会問題化するなか、学校教育における

市民性教育の展開とその特徴についてみてきた。社会に出る手前の若者たちを「よき市民」

として育成するうえで、大人たちが学校という場にとどまらず地域社会と連携しながら、

学校から地域社会に広がりをもった活動形態を生徒たちに提供している構図が見えてきた。

それはもはや学校だけ、あるいは地域だけでは、市民を育成するうえで限界があることの

裏返しでもあるのだろう。とはいえ、市民育成が教育現場や地域社会の大人たちによって

担われていることに改めて注目すべきではないだろうか。昨今、日本の教育界において、

諸外国の市民性教育のあり方に注目が寄せられているが、フランスの事例から学ぶべき点

はまさにこの市民社会の手による市民性育成という点にあるだろう o

最近、フランスにおいても保守系政治家たちによって若者の社会統合の困難さに対して

「上から」統制しようという動きがみられる。そのひとつが市民教育のための国歌の学校

教育義務化である。

その発端は、 2001年 10月6日にパリ市郊外の「スタッド・ド・フランス」で行なわれた

アルジエリアとの初めてのサッカ一公式親善試合での国歌斉唱の際に、フランス国歌の演

奏中に観客の聞から口笛が吹かれてスタジアムが騒然とする事態が起こり、共和国の象徴

に対する侮辱への批判と社会統合の問題が浮き彫りとなったことにある。その後、保守系

政治家たちによる国歌を巡る一連の規制が始まった。 2003年 3月 18日には、 2002年 7月

に採択された「園内治安のための指導および計画法J (LOPSI) を修正した「圏内治安法」

(LSI)が、ニコラ・サルコジ内務大臣によって提出され、採択された。これにより、国旗

および国歌「ラ・マルセイエーズJへの公然たる侮辱行為に対して 6ヶ月の禁固ならびに

7500ユーロの罰金刑(1ユーロ 150円換算で 112.5万円)を課すことが定められた。そし

て 2003年 5月 22日には与党「国民運動連合J (川p)の国会議員ジエローム・リヴィエー

ル(アルプス・マリティム県選出)から小学校における国歌の義務教育化に関する法案が

出された。 27

こうして、 2005年 3月に採択された通称「フィヨン法」と呼ばれる「教育基本法J (2005 

年 4月 23日法)には、その第 26条で教育法典第L.321-3条を改正し、 「国歌及びその歴

史の学習を義務的に含む公民教育を与える」としづ一文が付け加えられた。これをうけて

国民教育省は、 2005年 7月 26日付け通達(第 2005-124号)を出し、小学校(深化学習課

程)の学習指導要領では「生徒は国民共同体への帰属を徐々に意識するようにする。教員

はフランスや共和国の重要な象徴、すなわち国歌、国旗、記念建造物についての意味を生

徒に説明する」ことをより充実させるよう指導している。こうして小学校の市民教育にお

いて国歌の指導が強化されることとなったo

しかしながらフランスの国歌の義務教育化は、国歌という「ナショナルな象徴j の意味

を学ぶことを通じてフランスや共和国への知識や理解を深めることに「市民教育Jの学習

目的がある。日本のように国歌を強制的に歌わせる形式をとった愛国的態度表明の強制を

目的としていない点に注目すべきである。

[注記]

本稿は、鈴木規子 (2005)r健康と市民性の教育のための協議会 (CESC)の活動」、平成 13・15
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および鈴木規子 (2006) rフランスにおける市民性教育の現状と課題一政治・社会学的視点

からの「市民性」概念の整理と現状分析一J~日仏教育学会年報』、 pp.76・86、フランス教育

学会 2006年度研究大会シンポジウムでの報告「フランスの若者の統合Jをもとに、まとめ

たものである。
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学校周辺活動の展開とアニマトウール

岩橋恵子(志拳館大学)

はじめに

本稿の目的は、学校教育の周辺で展開されている‘activite periscolaire ‘と呼ばれる活

動の取り組みとその意味を、その活動の重要な担い手となっているアニマトウール

(animateur) の関わりに着目することによって、教育病理現象へのフランス的対応の一端

を考察することにある。

今日フランスにおける学業失敗や学校離脱など学校をめぐる教育病理現象は、個人や家

庭だけに帰せられる問題でなく、広く社会問題として捉えられ、したがって社会的・地域

的な対応がめざされてきた。そうした諸措置として、例えば教育優先地域 (ZEP)政策や

都市社会開発 (DSU)政策、地域教育契約 (CEL)、学校外教育アニマシオン(AEPS)、地

域ミッションセンター (missionlocale)等々、地域社会との関係、を重視した対策が講じら

れてきたので、あった。本稿で研究対象とする‘activite periscolaire'もまた、そうした取り

組みの一つである 0

'activite periscolaire'とは、学校教育時間外(学校が始まる前の早朝や昼の休憩時間、

放課後の夕方以降など)において、学校教育との関連を重視しながら学校施設の内外で行

われる教育的な諸活動である。その活動の運営機関には地方公共団体(とくに市町村)や

地域のアソシアシオンなどがあるが、それら運営機関の性格にかかわらず活動の主な担い

手として大きく登場しているのがアニマトウールで、ある。だが人々の自由時間に関わる労

働を受け持つアニマトウールは、もともとは学校教育とは関係をもたない領域での諸活動

を担ってきていた。そのアニマトウールが今日なぜ学校教育との関わりの中で活動するよ

うになったのか。またこのことは‘activite periscolaire'のあり方をどのように性格づける

ことになったのだろうか。これらの点に注目しつつ‘activite periscolaire'の展開とその意

味を論じてみたい。

1 子どもの新たな教育的活動領域としての学校周辺活動

従来日本では‘activite periscolaire'は、「課外活動」あるいは「学校外教育」の訳語があ

てられてきた川。だが、課外活動とは、教科外活動とも言われるように、学級活動や学

校行事などあくまでも学校の教育課程を構成するー領域である。つまり学校教育の一環で

あり、その教育の主たる担い手は教員である。しかしながら、‘activiteperiscolaire'は、学

校教育との関係は重視されるが学校教育の位置にはなく、したがって今日その主たる担い

手は教員ではない。この点では‘activ ite perisco laire'は学校外教育の方が近い概念にも思わ

れる。しかし学校外教育とは、一般に学校の外=地域における青少年教育を表す概念であ

り、学校教育と関係、をもたない、いわゆる学校教育以外の活動という意味を持つものであ

り、学校教育に課せられた任務との関連をもっ‘activiteperiscolaire'とは異なる。つまり、

国 tivite periscolaire'は「課外活動Jr学校外教育」のいずれの概念にも合致せず、日本で

の課外活動を含む学校教育と学校外活動との中間に位置し、学校教育との関連を維持しつ

つかっ学校外教育の活動に影響を受けながら独立的に位置する教育活動領域であるといえ

る。つまり‘periscolaire'の‘peri'は‘autour ' r周囲・周辺Jを意味し、学校教育の周辺
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と学校外活動との問の領域を指す。日本では馴染みのない用語ではあるが、あえて「学校

周辺活動」と訳出するゆえんである。そして実は、この学校教育でも学校外教育でもない

独自の領域が設定され活動が展開されている点に、フランスで教育病理問題の克服への志

向の特徴が見出される。つまり、子どもたちが関わりうる活動領域を新たに独立的に創り

出すことによって、今日の問題の解決の一つの道筋を形成しようとしていると考えられる
(2) 

o 

2 学業失敗の社会問題化と学校周辺活動への関心の高まり

学校周辺活動は、すでに 1950年代に「学校教育の補完活動」として行われていた。た

だしそれは個々の教師がそれぞれの意志に基づいて行っていたものであり、制度的なもの

ではなかった (3)。今日のように学校周辺活動が組織的な公的活動として注目されるよう

になったのは、 1980年代に入ってからである。ここではそのことを象徴的に示す次の 3

つの法律に注目しておきたい。

1983年 7月の「市町村、県、州、|及び国の聞の権限配分に関する法律の補完法j では第

2章第2節において公教育の国から地方公共団体への権限移譲を定めているが、その中に

地域社会への学校施設の開放や、地方公共団体が学校教育を補完する教育・スポーツ・文

化活動などを推進する権限について規定されている D ここでは periscolaireの用語そのも

のは使われていないが、地域社会(具体的には市町村など)が学校教育の補完を行うもの

として位置づけられているは)。

次に注目されるのは、 1984年の学校周辺教育アニマシオン (Animations educatives 

periscolaires AEPS)に関わる通達である。それは、「子どもが多様な関心を抱く自らの環

境の知識を深め、表現や組織化能力を発達させることが必要であるJとして、学校教師以

外のアクターの学校教育への関与を推奨するもので、あった{へ

そして 1989年制定の教育基本法は r20世紀のフランスの教育改革の総決算として、そ

の到達点を示すもの」として評価されている法律であるが、その第 1条に多様な段階の教

育とならんで、学校周辺活動が次のように規定された。「教育の公役務の延長としての学

校周辺活動は、とくに行政機関、地方公共団体、アソシアシオンおよび財団の協力の下に

組織されることができるんこれは学校周辺活動が公役務として法的に位置づけられるこ

とになった画期的なものであり、後の活動の展開に大きな影響を及ぼすことになった (6)。

このように法律に学校周辺活動が位置づくようになった背景には、学校をめぐる大きな

変化と問題状況があった。 1960年代から 1970年代の労働市場の激変は、その人材確保の

ため学校システムの変化を促すことになった。そこでは、学校はもはや子どもたちにとっ

て単なる人生の一過程でなく、学業での成功と失敗が職業的参入を大きく左右するように

なり、人生において重要な位置を持つことになる。つまり学校は人生のキャリアを決定づ

け、これまで以上に社会的地位が決定づけられる選別的機能がもたされることになった。

他方、中等教育の統ーを保障した 1975年のアピ改革は結果として学業失敗の大量発生と

いう教育問題を生み出した。、それに加えて 1970年代半ばからの失業者の増大や「貧困の

発見」は、学業失敗の問題を一層可視的にした。学業の結果と社会文化的環境の相関関係

が明らかにされていくと、 1980年代には学業失敗の問題は教育問題にとどまらず、最大

の社会問題のーっとして浮上しそれへの対応が求められるようになった。そこでは学業失
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敗の生徒は、「困難な生徒(elとvesdifficiles) Jではなく「困難な状況におかれている生徒

(elとvesen difficultes) Jとして認識されるようになり、困難を抱える子どもたちに対して

学校だけの対応では十分でないことが広く認識されるようになっていった{ヘ

こうした状況に対して敏感に対応したのは、問題が深刻に現れている地域の住民で、あっ

た。彼らは 1980年代には子どもたちの宿題援助や学習援助のための多くのアソシアシオ

ンを結成し活動を展開していった。とくに移民の多い地域での学業失敗の問題は深刻であ

ったが、 1981年のアソシアシオン法の改正で外国人のアソシアシオンの結成が認められ

たことにより一層アソシアシオン活動が活発になったといわれる (8)。またこれらのアソ

シアシオンを従来から地域で活動していた民衆教育アソシアシオンが支援し関わっていっ

たことも看過できない (9)。このような草の根の学習支援活動の広がりが学校周辺での活

動の認知を無視できないものにしていったことは特筆される。 AEPSに関する通達で教師

以外のアクターの学校教育への関与が認められ、また教育基本法で学校周辺活動の主体と

して行政機関や地方公共団体のみならず、アソシアシオンが位置づけられることになった

のはこうしたことを背景としている。そしてこれらのアソシアシオンの活動の中心的担い

手がアニマトウールであった。

3 社会的労働者としてのアニマトウールの登場

アニマトウールとは、「教育、文化、スポーツを目的とした多様な活動を活性化するた

めの社会的労働者 (travailleur social) Jあるいは「人々の自由時間に働きかける社会的労

働者Jと定義される、専門職形成の途上にある職員である問。その職務領域は「社会、

文化、社会文化などし、かなる領域であるかを問わないJ(11)といわれるほど極めて広く、そ

の領域には学校周辺活動も含まれる。アニマトウールはその重要な担い手となっているわ

けだが、彼らの職務領域は当初からそうで、あったわけではなく、アニマトウール自身が社

会的現実との葛藤の中で自ら選び取ってきたといってよい。

アニマトウールが職業として形成され始めた 1960年代は、学校についてその権威主義

性(社会的不正義の再生産)や知育中心主義(暗記のための課業)などの批判的言説が盛

んに発せられた時代でもある。アニマトウールの活動理念で、あるアニマシオン (animation)

もまたそうした流れの中で生まれたものであり、非指示型教育 (pedagogie non directive， 

「教え・教えられるJ関係の拒否)や積極的教育 (pedagogie active、自発性重視)、理論

と実践の相互作用の重視などの方法を基に、学校では満たし得ない社会文化活動やグルー

プ活動、個々人の興味の表現(芸術的、知的、社会的、教育的、実践的、身体的、精神的

表現など)の自由で自主的な実践を対置した。そして結果的に、「学校システムに背を向

けて活動Jすることになった問。

他方、同年代は福祉国家形成の中で、社会的労働(甘avail social)と呼ばれる社会政策

を担う職種が広がり始めていた時代でもあった。社会的労働とは、「困難を抱えた個人あ

るいはグループに対して、彼らの問題の解決のために、公的・私的機関において認可・合

法化された使命の中で、資格ある人々 (personnes qualifiees) によって導かれる社会活動

の全体Jを意味しており、こうした労働の必要性から種々の国家資格が創設されていった

問。だがこうした労働に対しての批判が少なからずあった。その代表的な批判は、雑誌

『エスプリ』の「なぜ社会的労働か」と題する特集での諸論文である。「社会的労働者の
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仕事は、準医療的なものか、超警察的ものか、共和国の新たな軽騎兵か、保健イデオロギ

ーの司祭かJと問い論じるとき、社会的労働へのその最大の批判点は、階級社会の矛盾の

隠蔽化、管理社会化の促進という点にあった。こうした批判は、アニマトウールの中でも

かなり根強くあり、 1960-70年代には多くのアニマトウールは社会的労働者としての分類

を拒否していたといわれる{ヘ

これらの批判にもかかわわらず、またその後の福祉国家の後退にもかかわらず、「社会

的労働者」は 1980年代以降もさらに増大していった。なかでもアニマトウールの増加は

特筆される(表 1)。こうした増加の背景には、何よりも 1970年代後半から大きく社会問

題化した「新しい貧困 nouvellepauv附 eJあるいは「社会的亀裂 fracturesocialJといった

表現に示されるような社会的危機意識の高まりと、その問題を集中的に表現する青少年の

問題の顕在化で、あった。とりわけ前述したような学業失敗はそのまま資格をもたない若者

の職業参入問題に直結するだけでなく、社会そのものの亀裂とも結びつく青少年のアイデ

ンティティや社会化、地域的連帯などの問題を内包した社会参入の問題とも重なっていた。

新たに現出してきたこれらの問題解決のニーズ‘に社会的労働者が応えることが求められて

いったのである。なかでもアニマトウールがそれらに応えようとしていったことがアニマ

トウールの増大の事実から推し量ることができるが、その要因として社会的危機の動向の

中で、アニマトウールの担うアニマシオン活動の性格が変容していったことがあげられる。

アニマシオンの理念と活動が普及し始めた 1960年代においては、それは「社会活動と文

化活動の交差点Jである社会・文化アニマシオンとして認識されていたが、 1970年代後

半になると、社会問題への対応がアニマシオンにも強く求められ「アニマシオン概念が、

経済的・社会的問題を捉えるため、最初の枠から溢れ出すJのである (15)。さらに他方で、

文化的側面が薄らいでいき、アニマトウールの中で、も社会的労働への批判は急速に弱まる。

こうして i1980年代以降、アニマトウールは社会的労働者に位置付くことを受け入れて

いった」附のである。またそのことは同時にアニマトウールが「困難な状況におかれてい

る生徒たち」に関わっていくことを意味していたが、そこでの活動は学業失敗との闘いと

アニマシオン活動を結合しようとするもので、あった。

印.000

50.倒却

40.国踊

羽.000

20.制加

0 
1910 1笥抑 19鈎

表 1 社会的労働者の増加

一一一 ソーシャルワーカー

特別教育指導員
=-温lCKlICI . 

他の教育指導員

アニマトウール申

生活全般に関する相談員

*アニマトウールについては資格の有無に関係なくカウント可能な相対的な数である。

[出典 apec， les metiers du social， les editions d'organisation， 2000， p.34 ] 
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4 学校周辺活動の 2つの柱
っきそい

学校周辺活動は、個々の活動名称は様々ではあるが川、主に学習随伴活動

(accompagnement scolaire) と学校周辺アニマシオン (animation periscolaire) の2つの活

動を軸に展開されている。学習随伴活動とは、困難な状況にある生徒に対して、学業の成

功に必要な文化の習得や宿題の手助けを学校外において無償かつ少人数で行う学習支援活

動である。その目的は、 1992年に 13の関係省庁および公共機関と 32の全国的アソシア
っきそい

シオンによって取り決められた「学習随伴活動憲章Jによれば「①知識の獲得のための方

法やアプローチを提供すること、②地域など最も身近な所での文化的・社会的・経済的リ

ソースの開放を通して、興味関心を広げ、市民性の学習を促進すること、③個人の自律と

集団的生活能力の強化のために、相互援助や励ましの実践を通して経験や知識を価値づけ

ることJ(18)である。これらに見られる活動の特徴は、「随伴活動」の名にも見られるよう

に少人数で行われ、その活動は学業の習得という点に重点がある。

他方、学校周辺アニマシオン活動は、①現存の制度(学校や家族など)では満足できな

い情報や手ほどきや発見、気晴らし ②芸術的・知的・社会的・教育的、身体的、精神的

な自由な実践 ③人々の関心を呼び覚ます教育方法である問 o 直接的な学業とは区別さ

れる集団活動であり、アニマトウールが歴史的に蓄積してきた活動が基盤としてある。

これらの活動の重点が教育的活動におかれるか文化的活動におかれるかといった違いは

あるが、いずれも子どもの教育を生活全体から捉え、学校時間外の活動が学校教育を充実

させるという考えを基本としている点では共通している o こうしたことから、

accompagment scolaire という学業を意識した表現から (scolaireには学業といった意味合

いがある)、 accompagnementa la scolariteといった学校に通う子どもたちの生活を意識し

た表現が使われるケースも見られるようになっている。またそのいずれの活動においても
っきそい

アニマトウールがその中心的役割を担い、学習随伴活動か学校周辺アニマシオンかの重点

のおき方は地域と子どもや親のニーズ、によって異なってはいるが、一般に両方の活動の要

素を取り入れている。こうした活動はアソシアシオンを基盤に展開され、アニマトウール

はその職員として関わってきているが、今日では地方公共団体の職員としての位置も占め

始めるようになっている。以下、ジュンヌピリエ市とパリ市の学校周辺活動の現状を通し

てみてみたい。

5 学校周辺活動の展開

( 1 )ジュンヌピリエ市の学校周辺活動

パリ市西北部郊外に位置するジュヌピリエ市は、人口 42.700人の中都市であるが、う

ち3分の lが 19歳以下、 4分の lが移民系の人々から構成されている。また 1970年代か

ら低家賃住宅 (HLM)の大型団地が建設され始め、今日では人口の 80%が HLMに居住

している。そしていわゆる「困難な地域 quartieren difficultむと呼ばれる指標である大家

族や片親家庭、外国籍移民が集中している市である。学業失敗が顕著にみられることから

(2004年中学最終試験の合格者は平均6割)、小学校 23校、中学校 3校すべてが ZEPIREP

に指定され、「学業失敗との闘し、」がこの地域の最大の課題のーっとなっている。

こうした課題に真っ先に取り組んだのは住民であり、 1980年代には宿題援助を中心と

するアソシアシオンが地域に多く結成されたといわれる。そしてそれは 1980年代末-..90 
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年代になると、学業失敗との闘いは宿題援助に限られることなく、子どもの好奇心や自律

性、社会性を発達させる文化活動の重要性が意識されていった。またそうした活動によっ

て社会文化的ハンディキャップの克服や学習の動機付けをしていくことが、学校で期待さ

れる知識の不平等を縮小するといった方向が定着していくようになった。「学校で成功す

るために必要な文化的土台が中心テーマとなった」といわれるゆえんである(問。

こうした活動は 1990年代から 2000年に入ると、次のような教育プロジェクト理念の下

で市が多くの部分を引き受けるようになる。「学校時間以外で子どもたちが自分たちの時

間を豊かに過ごすことが、子どもたちの学業の成功のためにも、人格の開花のためにも、

また社会生活の習得のためにも極めて重要であるJ(傍点筆者)。ここでは学業の失敗と

の闘いが、学校周辺活動などの学校時間外における個々の子どもたちの人格的な発達や社

会性の獲得と結びついたものとして捉えられていることが注目される。そしてそれは公役

務として市が積極的に取り組むべきとして次のように述べる。「多様で連帯的で、また各

人の成功に配慮するこの豊かな町で、すべての人々に開かれた公役務の強固で共同の根本

的な教育的価値を通して、子どもたちに対する役割を果たさなくてはならないドヘ

こうして学校時間以外の青少年のための施設が整備されていくことになる。 2006年現

在、市において 7つの体育館とプール、 3つの図書館、 17の余暇センタ一、中学生のた

めのクラブ施設、青少年保健センター、情報・進路指導センターなどが青少年のために整

備されている。また宿題援助のためにそれまで使われていた施設は 2000年初めには学習

随伴活動 (accompagnementa la scolarite) の施設といわれるようになり、アソシアシオン

が運営している施設に加え、市が運営している施設が 5か所整備されている。またこれら

の施設にはアニマトウールが配置され、今日約 400人のアニマトウールが臨時公務員

( vacataire) として働いている問。

学校周辺活動は、余暇センターやクラブ、学校随伴活動施設と呼ばれるそれぞれの各施

設でアニマシオンチームが組まれ、プログラムを編成・運営する。例えば、中学生対象の

「クラブ 11-14J という学校周辺活動およびバカンス中の学校外活動を担当している施設

においては、アニマトウ

ール(責任者)と市の担|月・金 15時 30分'""18時

当職員、臨時アニマトゥ| 英語のワークショップ(歌、手工活動、料理、英作文、

ールと専門的関与者、学| イギリス青年との文通、英語の映画鑑賞)本

習随行活動担当 3名の臨|火・木 15時 30分'""19時

時職員で構成されてい|文化活動(音楽鑑賞、カードゲームなど)

る。そして 2006・2007年|学習随伴活動料 (1時間一独自の文化活動計画 1時間一宿題援助)

度の目標を「①世代間の|水 13時30分'""18時

関係づくりや集団的体験|手工活動、ゲーム、遠足(映画、他のクラブとの交流、

などを通しての、交流、|スケート場、ループル美術館など)、スポーツなどの活動

コミュニケーション 社*夏休みにはイギリス旅行の計画をクラプで実施する。

交性を促進する ②喜び| い学習随伴活動については、中学校と連絡をとりながら行う。

の観念を発達させる

③自律性と市民性を 表 2 学校周辺活動プログラムの一例

のアクセスによって [Club 11・14，Local Thomas Essot， Projet pedagogique，2006/2007より]
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社会性を促進する④創造性と学習を通して人格を豊かにするために、知識を獲得し再活

用をする」ことを設定し、知識の獲得と同時に集団的活動による社会性の発達や文化的活

動を通しての感性の発達などがめざされている。「クラブ 1ト14J の学校周辺活動のプロ

グラムの一例は表2の通りである。活動内容が総合的なものであると同時に、学校教育お

よび学校外教育との連携が追求されている。そして年度末にはこれらの活動についての個

々人の評価が、子どもおよび家族(文化プロジェクトの場合)の出席や、活動開始時と比

べての向上などの指標に基づいて行われることになる{へ

(2 ) パリ市の学校周辺活動

2002年、パリ市は「学校周辺活動向上計画 (planqualite p制 scolaire、PQP)J を発表し、

「パリ市の子どもたちに提供される教育活動の質的向上の強化を学校周辺の時間帯に向け

るJことを政策化した。具体的には「市の教育プロジェクトの中心にアニマシオンを位置

づけ、子どもの受入れの改善と学校周辺教育活動の質の向上に 1000万ユーロを予算化す

るJと同時に、 2000年に創設されたアニマシオンを専門とする「アニマシオン専門職群

(co中sd'animateurs professionnels) Jでの職員採用枠の倍増を実現した(表 3参照)。こう

して多額の予算の財源化と専門的職員の配置を柱に「アニマシオンの真の公役務を提供す

る野心的な政策J(PQP，2002) の実現を図ることになる。そしてアニマシオン活動の中心

的機関として余暇センター (centrede loisirs)および活動内容を特化した余暇センターで

あるリソースセンター (centre de ressources) が「アニマシオンのための新しい方針」と

して次のように位置づけられた。

「身近な公役務機関である余暇センターは、学校時間外に運営され、学校と家庭のそば

で重要な教育的役割を果たす。遊戯的なアプローチ (approche ludique) によって、集団

( collectiviほ)での活動や自律性 (autonomie) の学習や、子どもの開花や自由な表現を促

し、新しい関心領域を発見させ好奇心や創造性を発達させることに貢献する。ほとんどす

べての学校に聞かれた余暇センターとともに、テーマをもった 7つのリソースセンターと、

特別なアトリエを提供する身近なリソースセンター、図書・資料センターによって、パリ

市は大きな可能性を秘めている。J(PQP，2002)例

パリ市の余暇センターは 240か所あり公立初等学校内に設置されている(子ども 50人以

下の規模の余暇センター-90か所、同 50-150人 -129か所、同 150人以上一 21か所)。そしてそこ

に 1，686人のアニマトウール(契約職員も含む)が配置されている。そこで行われる芸術、

文化、スポーツ、野外活動などを中心とするアニマシオン活動プログラムは、アニマトウ

ールがチームを組んで各余暇センター毎に決めている。例えば、パリ第6区の余暇センタ

ーでは、①読書と表現 ②科学と技術の教養 ③文化的活動と観察教育 ④体育とスポー

ツといった大きな方向性の中で、図画、粘土などでの塑像、演劇、ビデオ、ストーリ一テ

ラー、集団ゲーム、自転車などといったプログラムが子どもたちの年齢と噌好に応じて組

まれている。また特別な活動をプログラムに入れる場合は、専門のアニマトウールが派遣

される場合もある(例えば演劇活動では、演劇のリソースセンターから演劇専門のアニマ

トウールが派遣されたりする)。こうした余暇センターのアニマシオン活動に子どもを参

加させている保護者には、批判的で授業の補習を希望する者も 4割程度いる。だがほぼ8

割の保護者がこうした余暇センターでのアニマシオン活動に満足を示しているといわれる
(25) 
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これらの活動への評価はどのような点にみいだされるのであろうか。ここでは 3点指摘

しておきたい。まず第 1に、子どもたちの生活リズムをトータルに捉えることの重要性と

いう点である。学校周辺活動をパリ市が大きく位置づけるようになった背景について、ベ

ルナール・ボ、ナシュー氏(パリ市学校事業局)は「学校が終わった後、子どもたちが自由

時間をどうやって使ったらよし、かを、大人がしっかり関わって支え、方向を与えてやるこ

との重要性」を強調しているが側、子どもは学校だけのリズムでなく、個人のリズム、

社会のリズム、家庭のリズムなど生活全体のリズムといった総合的な視点から、子どもの

発達を促すことが企図され、その中で学校周辺活動が位置づけられているのである。

第2に、学校教育での学習をより確かなものにしたり、補ったりするという点にある。

余暇センターでの活動によって、子どもたちは日常の生活や学校で学んだことを試してみ

たり、表現することで確かなものにできる。例えば学校で学習した言語を余暇センターで

のストーリ一テラーや演劇活動などで定着が図れると考えられてプログラム化されてい

る。さらにアニマシオン活動は、ほとんどグ、ループで、行われており集団学習の意味や社会

性の形成が企図されていることも特徴となっている。

第3に、学校生活を文化的・社会的側面から子どもたちが受入れることができるように

支えるという点である。学校になじめない多くの子どもたち(その多くが学業失敗の状態

におかれている)が抱える問題は、学業以前に家庭での生活文化と学校文化のギャップと

いう点にあることはすでに言われ続けてきたことである。そうした事態に対してパリ市で

は、「控えめな子どもたちにとっては、教室での授業以上に学校周辺活動の時間が大切」

と位置づけられている。したがってアニマトウールの重要な任務の一つは「提供する活動

によって学校の授業に親しめるように援助する」ことであり、そうした活動こそが学業の

成功への導く鍵になると考えられている。「学校周辺活動が様々な場でしっかり行われれ

ば行われるほど、学業失敗とよりよく闘えるJといったパリ市助役の発言はそのことを端

的に物語っているといえよう(へ

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2005年末数 2000・2005年増員数

正規職員(カテゴリーB) o 20 45 25 90 90 

正規職員(カテゴリーC) 887 一13 155 179 203 155 1，566 679 

契約職員 。 150 -100 -50 o o 

70%契約職員 o 400 50 -100 -150 -170 30 30 

総計 887 407 400 4 3 -15 1，686 799 

」 」

表 3 2001年以降の常勤アニマトウールの採用数と身分(パリ市学校教育事業局提供資料より)

C*カテゴリーBは資格水準IIIレベル、カテゴリーBは資格水準Nレベル)
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6 学校周辺活動の意義と課題-まとめにかえて-

学業失敗といった社会問題を背景に学校外活動と学校教育との中間に、アニマトウール

という専門職(形成途上にあるとはいえ)を伴いながら、学校周辺活動という新たな公役

務の領域が発見・創造されたことは、それまで別々の領域の活動として展開されてきたア

ニマシオン活動と学業とを結ぶことを促すことになった。それは学校の側からいえば、「知

育教育」に閉じこもっていた世界から「教育病理現象Jの問題を捉えるために従来の教育

の枠を超え、そのことが市民社会との関わりを創造する活動と労働を求めることになった

といえよう。さらに学校周辺活動は、組織的に学校教育と学校外教育および家庭とを繋ぐ

ことによって、生活全体を見通す視点で子どもの発達を促す可能性を切り開こうとしてい

る点でも注目される。こうした活動が今後どこまでフランスの教育病理現象の克服に有効

なものとなりえるかその展開が期待されるが、その際検討されるべき課題は多い。ここで

は2点指摘しておきたい。

第 1に、アニマトウールの専門性に関わる問題である。アニマトウールは、社会的労働

者としての位置を選び取りながら、多様な社会的ニーズに応えるための活動を引き受けて

きた。学校周辺活動もその一部であり、この活動に対しては「アニマトウールは教師では

なしえなかったことを教育の分野でなしえた」聞との評価もある。だが、アニマトウール

の活動領域の拡大の過程は、他方で労働の細分化と性格の暖味化につながり、専門職とし

ての確立を困難にしている側面も否めない。そのことはジュヌピリエ市で、のアニマトウー

ル 400人がほとんど臨時職員という身分として低い位置にとどめられていることと無関係

ではない。今後、学校周辺活動の発展のためには、パリ市がアニマトウールの正規雇用化

(最も低位のカテゴリー Cでの採用が 90%以上であるとはいえ)を進めている流れに示

されるように、身分保障も含めアニマトウールの専門性の社会的認知が大きく問われるこ

とになろう。その際、今日数十万人が働いているといわれる多様な活動領域のアニマトウ

ール全体の中で、役割の再配分と活動方向の再編が、社会的労働を担うことの意味との関

連の中で改めて再定義されなくてはならないであろう o

第 2に、アソシアシオンの位置に関わる問題である。 1980年代に広がったアソシアシ

オンを基盤にした学校周辺活動は、今日その公役務化が図られている。それによって活動

の予算の確保、施設、職員などの条件整備が進められていることはすでにみた通りである。

だがこれらの動きには、アソシアシオン側から「地方自治体がアソシアシオンの活動を横

領するJとの声もある。また公役務化によって活動の自由に関わる問題が生じるケースも

指摘されている問。だが、これは学校周辺活動の公役務化の動きそのものを決して止め

ることはないであろう o というのは、公役務化の流れの中でより多くの子どもたちがより

条件の整った活動が可能になっていることは否定できなし、からである。

アソシアシオン側から主に指摘されているこれらの問題は、公役務化そのものの問題と

いうよりは、アソシアシオンとの関係性の中で克服すべき課題であると考えられる。アソ

シアシオンの活動から新たな学校周辺活動の誕生の契機が創出されたように、公役務化が

進んだ学校周辺活動にあってもその活動の内実は、アソシアシオンおよびそこに働くアニ

マトウールが自律性・専門性を担ってし、かに創造的役割を果たしているかに大きく左右さ

れる。つまりアソシアシオンは、学校周辺活動の公役務化によって決してその役割が低く

なったのではなく、専門性の実質的内実の倉IJ出と確保、市民社会の強化という課題を背負
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って、ますますその存在意義が問われているのである。一見逆説的であるが、市民社会に

おける活動が活性化することで、学校周辺活動の公役務もまたより充実したものに発展し

ていくという関係性の構築が試されているといえよう。

[注]

( 1 )例えば、手塚武彦『現代フランス教育案内~ (1994年)、油井澄子「学校外教育施

設及び地域社会の教育力の活用一フランスJ~学校外教育施設及び地域社会の教育力

の活用~ (科研費国際学術研究、 1998年)では、「学校外教育」の訳語があてられて

いる。また山田真紀、鈴木規子、ロベール・アッシュ『フランスの市民性教育に関す

る学校調査報告書~ (2004年)では、「課外活動」と訳されている。本稿で用いる「学

校周辺活動」の訳語は、赤星まゆみ氏の示唆によるところが大きい。

( 2) 日本での「学社連携Jや「学社融合」は、学校教育と社会教育(学校外教育)との

関わり方(パートナーシップ)を問う概念であり、独立的な領域を設定するものでは

ない点で区別されなくてはならない。尚、独立的な領域とは厳密な意味で異なるが、

小川|利夫がかつて学校外教育に子どもの発達保障のために、学校教育との連携を視野

に入れた制度的に独自の専門職員を配置することを提唱したことは「学校周辺活動J

との比較において注目される。小川利夫『教育と福祉の理論』一粒社、 1978年。

( 3) Le Grand Robertによれば‘periscolaire'の用語が初めて使われたのは 1957年であ

る。

( 4) Loi nO.83・663du 22 juillet 1983 completant la loi no.83・8du 7 janvier 1983 relative a la 

repartition de competences entre les communes ， les departement， les regions et l'Etat.尚、

本条文は Codede l'Education L216・1および L521・3として規定された。

( 5) La Circulaire du 14 aout 1984 du ministere de l'Education nationale. もっとも当初は、

教師はこれらのアクターが学校に関与することの正統性や能力に疑いを持ちもち、協

力的ではなかったといわれる。

(6) 1989 年教育基本法については小林順子編 ~21 世紀を展望するフランス教育改革』

東信堂、 1997年。法文の引用も本書による。但し periscolaireの訳語など本論文の主

旨に則って部分的に変えた。

( 7) Dominique Glasman， L'accompagnemet sco/aire -soci%gie d'une marge de /'eco/e， puf， 

2001.pp.2ト26.r新しい貧困の発見」については、都留民子『フランスの貧困と社会

保護』法律文化社、 2000年参照。

( 8 ) Judit Vari， Les jeunnes des quartiers face a la politique educative Gennevillers， Cecile Baron 

et alt. La p/ace des jeunnes dans /a cite， L'Hanna悦創1，2005. pp69-80. 

( 9 )そうした民衆教育アソシアシオンには、例えば CEMEA[積極的教育方法訓練セン

ター]、 FOL[非宗教的事業連]}、 PEP[公教育下の子どもたち]などがある。そうした

民衆教育の活動に対して、 ドミニク・グラスマンは「社会の変化や活動様式の修正を

越えたところでの、長い歴史の中で形成された使命への誠実さJであると評価してい

る。 DominiqueGlasman， op.cit.， p.63. 

(10)アニマシオンおよびアニマトウールについては種々の定義・用語解説があるが、こ

こでは、 GastonMialaret (la direction)， Vocabu/aire de /'Education， puf， 1979， p.l7. Philippe 
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Champy et Christiane Eteve (la direction)， Dictionnaire encyclopedique de l'education et de 

la formation， Nathan， 1998， pp.76・78.GeneviとvePoujol et Jean-Marie Mignon， Guide de 

l'animateur socio-culturel， Dunod， 2005， pp.17・39等を参照。

(11) GeneviとvePoujol et Jean-Marie Mignon， ibid.， p19. 

(12) ジュヌピエーヴ・プジョル、ジャン・マリ・ミニヨン著、岩橋恵子他訳『アニマト

ウールを通して見るフランスの生涯学習』明石書底、 2頁、近刊。

(13)そうした職種には、生活全般に関する相談員(coseilleren economie sociale et familiale 

1974創設)・生活援助技能士 (technicien l'intervention social et famille 1967)、 特別教

育指導員 (educateurspecialise 1967)・乳幼児教育士(educateurde jeunes enfants 1974) 

・自律化促進インストラクター(moniteureducateur 1970)、 医療心理士(aide

medico・psychologique1972)、殖産技能訓練士(educateur technique specialise 1976)等が

あるo Jacques ION， Bertrand Rovan， Les travailleurs sc旬以， La decouverte ， 2002，pp.33・34.

( 14) Henry Thery， Le travail social d'animation， Esprit， numero special， avril-mai 1972. 

pp.752-771. 

(15) Jean-Marie Mignon， La lente naissαnce d'une profession : les animateurs ， de 1944 a 1988， 

Universite Michel・de-MontaigneBordeaux-III， 1988， p.253. 

(16) GeneviとvePoujol et Jean-Marie Mignon， op.cit.， pp.20-21. 

(17)例えば aidescolaire 学習援助)、 aideaux devoirs (宿題援助)、 entraidescolaire (学

習相互援助)、 coupde pouce (後押し)、 unpour un (一対一)、 mamies-lecture(おばあ

ち ゃんの読み聞かせ)など多様な名称での活動がみられる。

(18)学習随伴活動憲章については、 Migrant-Formation，n099， 1994， pp.183・188参照。.

(19) Philippe Champy et Christiane Eteve， op.cit.， p.77. 

(20) Judit Vari， op.cit.， p.73. 

(21) Ville de Gennevillers， Le projet educatif de Gennevillers， Organisatew・del'animateur ， 

2007， p.3 

(22) ジュンヌピリエ市青少年課 LydiaRoy氏からの聞き取りより (2007年 2月 19日)。

尚、学習随行活動で採用されるているアニマトウールには、パカロレア取得後 2年以

上の高等教育受けた者であることとジュヌピリエ市の出身者という条件が設定されて

いる。これは、子どもたちが親しみを持ちやすいということだけでなく、地域の青年

が地域活動に参加することにつながっていくことや。地域の青年が職に就いているこ

とが次の世代に展望をもたらすという点から、市の政策として重視されている。

(23) Club 11・14，Lacal Thomas Essot， Projet pedagogique， 2006/2007. 

(24) Marie de Paris， Eleve a Paris，2004/2005 ( 岩橋恵子訳『パリで学ぶ子どもたち~ 2005 

年)、 http://anim-info.mdp/actualite/communique.htm，Plan Parisien pour la Qualite de 

l'Animation Periscolaire. 尚、リソースセンターはその後 2か所が新たにつくられ次の

9か所になった。映像と映画のセンター、造形センター、科学・技術の発見センター

音楽センター、スポーツ・環境センター、情報処理センター、読書センター、教育庭

園センター、市民性形成センター。

(25)“Du nouveau dans les centres de loisirs" le Joumal de P訂 is，16 fevrier 2006. 

(26)パリ市学校事業局での BemardBonnassieux氏からの聞き取り (2006年 3月 13日)。
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(27) 2004年 9月にパリ市学校事業局主催で開催された「アニマシオン職員フォーラム

(Forum professionnel du personnel d'animation) Jでのエリック・フェルランド(パリ市

助役/学校生活・就学リズム担当)の発言。

(28) ジュヌビエーヴ・プジョル、ジャン・マリ・ミニヨン著(岩橋恵子他訳)前掲書、

3頁。

(29)例えば、アソシアシオンのメンバーとして活動していたボランティアが、活動管轄

がジュヌピリエ市に変わる際の活動方針と合致しない理由で、去っていったケースもある

という。 JuditVari (ル・アープル技術短期大学部非常勤講師)からの聞き取り (2006

年 11月 27日)0
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r2005年学校基本計画法」に基づく初等中等教育改革

上原秀一(文部科学省)

はじめに

フランスの初等中等教育は，課程主義の原則に基づく小学校からの原級留置の実施など，

我が国の教育制度とは異なった特徴を有するが，一方で，我が国の高校中退に相当する無

資格離学の深刻な問題を抱えており このため，基礎学力をすべての児童生徒に保障する

としづ先進国に共通の改革課題に直面している。 1989年に制定された教育基本法(通称ジ

ョスパン法)は，無資格離学の解消と後期中等教育の普及拡大に向けた基礎学力向上の取

組を進めてきたが いまだに無資格離学者は年間 6万人を数えており，後期中等教育修了

者数も目標に達していない。

こうした状況の中，フランスにおける初等中等教育改革の新しい基本方針を定める「学

校の未来のための基本計画法J (通称フィヨン法，以下 r2005年学校基本計画法J) 1 } 

が2005年4月に制定され，これに基づく改革が 2006年 9月の新学年以降，本格的に導入

されつつある。同法は，ジョスパン法に基づいて進められてきた教育改革の方向性を見直

し，特に義務教育段階に焦点を当てた改革を進めることで，無資格離学者の解消と後期中

等教育の普及拡大という従来からの目標を達成しようとしている。また，同法には，高等

教育制度に関する直接の規定は設けられていないが，これまで、なかった「同一世代の 50%

を高等教育修了に至らせる」という目標が新たに掲げられている。

ジョスパン法においては，その第 3条で， rフランス国民は，今後 10年間で，同一年齢

人口のすべての者を最低限，職業適任証 (CAP)又は職業教育修了証 (BEP)の水準に，

また同一年齢人口の 80%をバカロレア水準に到達させることを目的と定める。 Jと規定し

ていた。 CAPとBEPは， 2年制の職業高校で取得する職業資格であり，就職に最低限必要

な資格とされている。パカロレアとは， 3年制の高校で取得する中等教育修了資格と高等

教育入学資格を兼ねる国家資格でありパカロレア水準Jはこれを受験する高校第 3学

年への進級を意味する (CAP又は BEP取得後 2年間，職業高校に通ってバカロレアの一種

である「職業バカロレアJ取得することもできる) 0 

2005年学校基本計画法においては，同法に基づく具体的な施策を説明した「付属報告書J

で国は，生徒全員が学校教育終了時に何らかの公認資格を獲得できるようにし，同一

世代の 80%がパカロレア水準に到達できるようにすることを教育制度の目標として定め

る。さらに，国は，同一世代の 50%を高等教育修了に至らせることを，目標として定める。 J

としている。

本稿では，この目標の実現に向けて今後進められるであろうフランスの初等中等教育改

革の基本的な諸方策の仕組みを法令に基づいて確認する。 2005年学校基本計画法において

は，義務教育段階ですべての生徒に完全習得させるべき「共通基礎知識技能Jが初めて制

定され r共通基礎J習得を保障するために教員の資質向上や学校内外における短期集中

的な学習支援策の充実が図られ共通基礎J習得を認証するための「前期中等教育修了

国家免状」の改善が図られる。また，これまで社会的評価が低く不本意進学者が多かった

職業系の後期中等教育の地位向上を目指すとともに，職業高校から短期高等教育への進学
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を促進して，上記の「高等教育修了 50%目標Jに資することとしている。以下，これらの

方策の内容を順次確認していきたい。

なお， 2005年学校基本計画法は，既存の法律を集成して 2000年に成立した「教育法典

(法律の部) Jを改正する法律であり，以下，本文中においても教育法典の条文番号も併

せて参照することとする。

1. r共通基礎知識技能」の制定による義務教育カリキュラムの見直し

2005年学校基本計画法に基づく教育改革の最も重要な点は，義務教育段階のカリキュラ

ム改革にあると言ってよいであろう。これを軸に，教員の資質向上策や児童生徒に対する

個別支援策，前期中等教育修了資格の見直しなどの様々な改革が位置づけられている。義

務教育は，法律(教育法典第L.131・1条)で 6歳から 16歳までの 10年と定められている

が，小学校から原級留置がごく普通に行われているため，教育課程編成上は 5年制の小学

校と 4年制の中学校を合わせた 9年間が義務教育段階に相当すると考えられている。 2005

年学校基本計画法は，小中学校の指導内容のうち，児童生徒全員に共通に保障すべき内容

を「共通基礎知識技能 (soclecommun de connaissannces et de competences) Jとして定める

こととした。これはフランスの教育課程の歴史において初めての試みである。

フランスの初等中等学校の教育課程は，国民教育省令で定められる国の教育課程基準に

従って編成される。国の教育課程基準には，教科別の授業時間配当と各教科の目標及び内

容が，複数学年をまとめた「学習期」ごとに示されている。現行の小学校の教育課程基準

は， 2002年 1月 25日付け省令で定められている。中学校については，授業時間配当は，

第 1---3学年が 2002年 1月 14日付け省令で，第 4学年が 2004年 7月 2日付け省令で定め

られており，各教科の目標及び内容は，一部教科について改訂が行われたが，全教科には

及んでおらず，多くの教科で 1995---1998年版が用いられている。

2005年学校基本計画法は，第 9条で教育法典第L.122・1・l条を新設し r就学を成功裏

に達成し，教育を継続し，人格及び職業に関わる将来を構築し以て社会生活に成功するた

めに習得が不可欠な知識技能全体からなる共通基礎知識技能」を，教育課程基準を定めて

いる省令よりも上位の政令で定めることとし，これに従って教育課程基準を見直すことと

した。 r共通基礎知識技能Jには，①フランス語の習得，②数学の基礎原理の習得，③市

民権を自由に行使できるようにする人文的科学的教養，④一以上の現代外国語の実用，⑤

情報通信に関する日常的な技術の習得という 5項目を含むこととした。

この規定に基づいて制定された 2006年 7月 11日付け政令第 2006-830号においては，こ

れら 5項目に 2項目を加えて，①フランス語の習得，②一つの現代外国語の実用，③数学

の基礎原理及び科学的技術的教養，④情報通信に関する日常的な技術の習得，⑤人文的教

養，⑥社会的公民的技能，⑦自律性及び自発性の全 7項目で「共通基礎知識技能」を構成

した 2)o 政令では共通基礎知識技能」を「社会から疎外されないために義務教育終了

時点で全員が習得していなければならない事柄」と定義し， 7項目のそれぞれを，現代に

おける基本的な「知識 (Connaissances)J ，知識を様々な状況において活用するための「能

力 (Capacites)J ，探求心，自己と他者の尊重，好奇心，創造性など生涯にわたって必要

な「態度 (A抗itudes)Jの組み合わせによって構成している(表1) 3)。

「共通基礎知識技能Jの制定を受けて，国民教育省は，教育課程基準の改訂作業を進め
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表 1 義務教育段階における「共通基礎知識技能」の構成

*以下は， 2006年7月11日付け政令第2006・830号付録に列挙された，義務教育段階における「共通基礎

知識技能」の内容を要約してその全体的な構成を示したものであり，同付録の翻訳ではない。

*7項目からなる「共通基礎知識技能」は社会から疎外されないために義務教育終了時点で全員が

習得していなければならない事柄」として，現代における基本的な「知識J，知識をさまざまな状

況において活用するための「能力J，及び探求心，自己と他者の尊重，好奇心，創造性など生涯に

わたって必要な「態度」の組み合わせによって構成される。

* I共通基礎知識技能」の習得に向けた学習は，各学年，各教科の教育課程基準で具体化される。

1 .フランス語の習得

知識:語索(正確な意味理解)。文法(句読法，構文，接続詞，動詞活用，時制，法)。緩り。

能力:読解(音読，解釈等)。筆記(書写，作文等)。口頭表現。辞書等の道具の使用。

態度:言語表現の正確さの重視。語葉拡大への意欲。読書への関心。会話や討論への積極性。

2 一つの現代外国語の実用

知識・日常的なメッセージの理解・伝達に必要な言語規則(語集，文法，発音，綴り)の習得。

能力:日常的な状況における意思疎通(短文の聞き取りと読解，口頭・筆記による伝達など)。

態度:文化の多様性に対する感受性(外国語使用への意欲と別の思考行動様式への理解)。

3 数学の基礎原理及び科学的技術的教養

A. 数学の基礎原理

知識:暗算，証明，推論の習得。数，計算，データ，関数，幾何及び測量に関わる概念の理解。

能力:小数・分数計算，作図・作表，データ分析などによる数学原理の日常生活への応用。

態度:論理的法則の存在の理解。厳密さと正確さ。合理的事実の尊重。推論への関心。

B目科学的技術的教養

知識:宇宙，地球，物質，生物，エネルギー，人体などに関わる概念の理解。

能力 観察，実験などによる知的な推論。科学と技術の関係の理解。危険回避への知識の活用。

態度:自然現象の原因への興味と批判的な精神。科学と技術の進歩や環境問題などへの関心。

4. 情報通信に関する日常的な技術の習得

知識 基礎的技術。情報のコード化に関する理解。知的所有権や人権を守るための規則の理解。

能力:データの作成，処理，検索。参考資料の収集。意思伝達と交流。

態度・情報の収集と交換の際の責任ある態度(情報の批判的検討と責任ある情報発信)。

5. 人文的教養

知識:地理的・歴史的な基準の獲得。欧州文化の共有。世界の宗教や政治などの理解。

能力:様々な図表の利用。様々な事象の歴史的・地理的な位置づけ。

態度:文化的な生活への意欲。芸術作品や外国への興味。人間経験に普遍性があるという意識。

6. 社会的公民的技能

A. 社会で生きる

知識:集団規則，行動規範，礼儀の理解。性，健康，安全に関する教育。応急手当の知識。

能力:学校規則の遵守。集団作業。行動の結果の評価。応急手当資絡の取得。交通規則の遵守。

態度:自己，他者，異性，私生活の尊重。争いの平和的解決。他者の豆要性に対する意識。

B. 公民生活を準備する

知識人権宣言J，児童の権利条約J，共和国の象徴，民主主義などに関する理解。

能力:偏見への批判。合理性と権威性の区別。情報やメディアの検討。自己の意見の確立。

態度:権利と義務の意識。公共生活への関心。投票の重要性の認識。市民活動への参加の意思。

7. 自律性及び自発性

A. 自律性

知識:学習過程や自己の長所・短所の理解。企業，職種，資格など経済環境の理解。

能力 学習方法の習得。論理的に推論する力。自己評価。進学先の選択。忍耐力。身体の制御。

態度・学習動機。自信。成功と進歩への意欲。

B. 自発的精神

知識:個人的集団的な計画を実行するのに役立つ他の共通基礎知識技能の内容すべて。

能力:計画，協力者の発見， リスクに配慮した決定，会議開催，作業の優先順位付けなどの力。

態度:好奇心と創造性。目標達成のための動機と決断力。
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ており， 2007年4月以降，新基準を順次公表し，同年9月の新年度から実施する予定とし

ている 4)o

2. r教員に求められる職能」の制定による初等中等学校教員の資質向上

2005年学校基本計画法には， r共通基礎知識技能」を全児童生徒に保障するための教員

の資質向上策も盛り込まれており，これに基づいて養成と初任者研修の内容の全国基準が

新たに設けられることとなった。同法による改革は，義務教育改革に重点を置くものであ

るが，教員資格は，幼稚園と小学校，中学校と高校がそれぞれひとまとまりであるため，

教員の資質向上策は，幼稚園から高校までの全段階の教員を対象に構想されている。

フランスの公立初等中等学校教員は，国家公務員であり，国民教育省による採用試験で

採用される。教員養成は，通常，大学 3年修了者(学士号取得者)を対象に教員教育大学

センター(IUFM) において 2年間行われる。 IUFMの学生は，第 l学年末に教員採用試験

を受験し，合格者は試補教員として採用され，第 2学年において研修を受ける。試補合格

をもって正式に採用された後，最初の 2年間は初任者研修期間とされている。

2005年学校基本計画法は，第 43条Eで教育法典第L.625・1条を新設し，その第2項にお

いて，教員教育大学センターにおいて行う教育は国民教育省令で定める全国大綱基準

(cahier des charges) Jに従うものと定めた。これまでにも，国民教育省の 2002年 4月4

日付け通達第 2002・070号において， IUFM第2学年の教育内容を定める全国大綱基準が設

けられていたが，これをより上位の省令レベルで、全面的に見直すこととしたのである。

この規定に基づいて制定された 2006年 12月 19日付け省令においては，学校段階を問わ

ず初等中等学校教員に共通に求められる職能を新たに 10項目にわたって具体的に示し，正

規採用後 2年固までの教員の養成・研修の内容の基準とすることとした5)oすなわち r教
員に求められる職能 (competencesprofessionnel1es des maitres) Jを， IUFM第2学年(試補

研修期間)において必要最低限の水準 (maitrisesuffisante)で，また，試補終了審査を経て

正規採用された後 2年間の初任者研修において十分な水準 (maitriseapprofondie)で，習得

させるものとしたのである。

「教員に求められる職能」は，初等中等学校の全段階の教員に共通に求められる職能で

あり，①国家公務員としての倫理的で責任ある行動，②学習指導や意思疎通のためのフラ

ンス語の習得，③教科内容の習得と十分な一般教養の保持，④学習指導の立案及び実施，

⑤学級における学習活動の組織化，⑥児童生徒の多様性に対する配慮，⑦児童生徒の評価，

③情報通信技術の習得，⑨同僚との協調並びに保護者及び外部協力者との協力，⑮自己形

成と指導技術改善の 10項目からなる。 10項目のそれぞれについて「知識 (Connaissances)J 

「能力 (Capac泌s)J r態度 (A副知des)Jが具体的に列挙されている(表 2) 0 

3. r教育成功個別プログラム」による短期集中的な個別学習支援の実施

2005年学校基本計画法は共通基礎知識技能」の習得が困難な児童生徒に対して各学

校が保護者と協力して「教育成功個別プログラム (programmepersonnalise de reussite 

educative， PPRE) Jと呼ばれる短期集中的な学習支援プログラムを行うよう定めている。

PPREは，対象となる児童生徒一人一人について学校と保護者の合意文書によって定めら

れる短期集中的な学習支援プログラムである。
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表 2: r教員に求められる職能」の構成

*以下は教員教育大学センター(rUFM) における教員養成の全国大綱基準 (c出ierdes ch紅 ges)

に関する2006年12月19日付け省令」の付録に列挙された「教員に求められる職能」の主な内容を要

約してその全体的な構成を示したものであり，同付録の翻訳ではない。

*10項目からなる「教員に求められる職能Jは， I初等中等教育の全段階の教員に共通に求められる職

能」とし て 知 識J I能 力 態 度Jの組み合わせによって構成される。

*公立学校教員の養成は，主に大学3年修了者(学士号取得者)を対象にIUFM等において2年間行われ

る。 IUFMの第l学年は教員採用試験受験準備に，第2学年は教員採用試験合格者を対象とする試補研

修に当てられる。

* I教員に求められる職能Jは， IUFM第2学年において必要最低限の水準で習得し，試補終了審査を経

て正規採用された後2年間の初任者研修において十分な水準で習得すべきものとされる。

1 .国家公務員としての倫理的で責任ある行動

知識:国や経済の仕組み。教育に関する政策，法令，制度。学校の管理運営。勤務校の特色。

能力・公教育に関する知識の活用。児童生徒の問題の発見と解決。児童生徒の慎重な処罰。

態度:教員の職業倫理や規則の遵守。児童生徒や保護者の尊重。学校外との連携。

2. 学習指導や意思疎通のためのフランス語の習得

知識:高等教育修了程度の言語知識。初等教員については，幼稚園からの言語指導法も。

能力:言語障害の発見。読み書きの発達を促す授業。児童生徒や保護者との明陳な意思疎通。

態度:さまざまな状況での読み書き指導。あらゆる指導状況で児童生徒の言語水準に留意。

3. 教科内容の習得と十分な一般教養の保持

知識:初等教員は全教科の知識。中等教員は担当教科と関連教科の知識。

能力:初等教員は全教科を相互に関連づけて，中等教員は担当教科を他教科と関連づけて指導。

態度:科学的な厳密さ。児童生徒の共通教養の構築に対する参加意識。

4 学習指導の立案及び実施

知識:担当学年の指導目標。教育課程基準。心理学の基礎。教材・教具に関する事項。

能力:法令に基づく目標設定。段階的な指導。心理学の活用。評価結果の活用。危険の回避。

態度:各教科を相lUこ関連付けた指導。教材の質の評価。

5. 学級における学習活動の組織化

知識:集団の管理や対立の解消に関する事項。

能力:児童生徒の参加・協力意識育成。活動に応じた時間・空間の組織。状況に応じた指示。

態度:落ち着いた学習活動を行うための枠組み作り。

6. 児童生徒の多様性に対する配慮

知識:児童生徒の多様性の理解のための社会学・心理学。障害のある児童生徒等の指導法。

能力:児童生徒一人一人の学習ベースの多様性を考慮し，さまざまな特別措置を講じること。

態度:児童生徒聞の平等を守り，児童生徒が自己と他者を尊重するように留意すること。

7. 児童生徒の評価

知識:児童生徒に対するさまざまな評価方法に関する事項。

能力:学習の各時点における評価。児童生徒の自己評価力の育成。修了認定のための評価。

態度・明確で信頼ある関係の下で評価を行う。児童生徒に自分の進歩や努力を自覚させる。

8. 情報通信技術の習得

知識高等教育情報通信技術免状 (C2i)Jの第2水準(教員)。汀利用に係る権利と義務。

能力:学習指導への利用。汀に係る権利・義務の指導や安全教育。自らの知識向上への利用。

態度・ネット情報に対する批判的な態度。児童生徒のIT利用時の思慮深く責任ある態度。

9. 同僚との協調並びに保護者及び外部協力者との協力

知識:保護者団体。外部協力者。国民教育省と他省庁・団体との協定。生徒の就職・進学支援。

能力:学校全体の取組への参加。保護者との連絡。外部協力者と連携した問題解決。

態度:集団での勤務，保護者との対話，外部との協力を重視する態度。

10. 自己形成と指導技術改善

知識:担当教科の教育内容や指導方法の研究の進展状況。フランスの教育政策。

能力:教育学における研究成果や技術革新を利用した教育実践の改善。

態度:知的好奇心を持ち，自らの教育活動を見直す。
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2005年学校基本計画法は，第 16条で教育法典第L.311-3・1条を新設し， r共通基礎知識

技能」の習得が困難とみられる児童生徒に対して，義務就学期間中のいつでも，校長，担

任教員及び保護者の合意に基づいて「教育成功個別プログラム (PPRE)Jを行うことと定

めた。

この規定に基づいて制定された 2005年 8月 24日付け政令第 2005・1013号及び同第

2005・1014号においては，幼稚園及び小学校の組織及び運営に関する政令第 90-788号と中

学校における教育の組織に関する政令第 96-465号をそれぞれ改正し， PPREの実施につい

て基本的な規定を設けた 6)o そこでは PPREの全国実施は 2006年度以降とされ， 2005年

度には小学校 8.500学級と中学校 149校で全国実施に先駆けた実験が行われた。

国民教育省は， 2006年 8月 25日，同年 9月の新年度開始に合わせて教育成功個別

プログラム (PPRE)Jを全国実施する通達を行った7)。そこで示された PPREの実施方法

は，以下のようになっている。

o r教育成功個別プログラム (PPRE)Jの性格:PPREは，義務教育終了までに「共通

基礎知識技能」を完全習得することが困難とみられる児童生徒に対して，短期間，集中

的に特定の学習内容に関する支援を行うものである。対象となる児童生徒一人一人につ

いて学校と保護者の合意文書に基づいて実施される。

O 保護者との合意文書:校長は，保護者(中学校の場合は生徒本人も)との間で実施の

ための合意文書を交わす。この合意文書には，児童生徒の学力状況，中期目標，短期目

標，支援内容とその評価指標などを記載する。この中には，保護者が家庭において行う

学習支援なども含まれる。

O 対象者の決定:担任教員は，国民教育省が提供する全国共通の学力診断ツールや日常

の観察などによって，対象となる児童生徒を発見し，校長に PPREの実施を提案する。

O 実施担当者:小学校，中学校ともに，担任教員が中心となって，生徒指導補助員 8)な

ども活用しつつ，全教員が共同で実施する。また，必要に応じて，学区単位で配置され

ている特別支援教育教員などの協力を得ることもできる。

4. r前期中等教育修了国家免状」による「共通基礎知識技能J習得の認証

「共通基礎知識技能」の習得の認証について， 2005年学校基本計画法は，従来から行わ

れてきた「前期中等教育修了国家免状 (Diplomenational de brevet，以下 rDNBJと略記)J 

の取得試験を活用することとしており，これに合わせて同試験の制度も改正される。 DNB

は，中学校卒業程度の学力を認証する国家資格として国の出先機関が授与してきたもので

あるが，その取得は後期中等教育への進学の要件とはされておらず，また就職に最低限必

要な職業資格とされる職業適任証 (CAP)や職業教育修了証 (BEP) よりも低い水準の資

格である。このため，例年の取得者数は， 1学年約 80万人いる中学生のうち約 60万人と

なっている。 2005年学校基本計画法の規定に従った新しい DNB取得試験は共通基礎

知識技能」の習得に相当する水準で合格できるものに改められ， 2007年度末の 2008年試

験から実施されることとなっている 9)が，すでに 2006年試験と 2007年試験でも実施規定

に一部修正が加えられている。

DNB取得試験は， 1987年 1月 23日付け政令第 87・32号10) と「前期中等教育修了国家

免状の授与方法に関する 1999年 8月 18日付け省令」に基づいて実施されている。 DNBは，

-84一



県レベルに置かれた国民教育省の出先機関で、ある大学区視学官が，中学校 4年生を対象に

毎年試験を行い，合格者に授与する。筆記試験 3科目(rフランス語J r数学J r歴史地

理公民J)と平常点評価 9科目(rフランス語J r数学J r第一外国語J r生物地学J r物
理化学J r体育スポーツJ r芸術(美術及び音楽)J r技術J r第二外国語J 1 1) )の成

績によって合否判定が行われる。各科目は 20点満点で採点され，全科目の平均が 10点以

上で合格となる(平均点算出に際しては配点指数coefficientJ と呼ばれる仕組みで重要

科目に重み付けが行われている) 0 筆記試験の問題とその採点基準は，中学校第 4学年の

教育課程基準に準拠して，数県ごとに置かれた国民教育省の出先機関である大学区総長が

決定するo

2005年学校基本計画法は，第 32条で教育法典第L.332・6条を新設し， DNBに初めて法

律レベルの根拠を与え，これを「共通基礎知識技能」の習得を証明するものと規定した。

同時に r共通基礎知識技能」に含まれない，体育スポーツや生徒の能力・興味に従って

履修する科目，学校での生活態度も評価の対象とすることと定めた。また，成績優秀者に

は「特記評価 (mention)Jを与え，後期中等教育進学後に特別の奨学金を給付することと

した。

この規定に基づいて， 2005年度末の 2006年試験からは， 12点以上 14点未満の受験者に

「良(ぉsezbien) Jが， 14点以上 16点未満の受験者に「優 (bien) Jが， 16点以上の受

験者に「秀(悦sbien) Jが特記評価として与えられることとなり， r秀」又は「優」の特

記評価を受けた者で，家庭の収入が国の奨学金の受給資格を満たす者については，後期中

等教育進学後に特別奨学金を給付することとした 12)o また，同年から，平常点評価につ

いて，自由選択科目(rラテン語J rギリシャ語Jなど)を新たに採点対象とし，合格点

である 10点以上の場合に平均点算出の際に考慮することとした。自由選択科目には， 2005 

年度に新設された自由選択教科「職業体験J1 3) も含まれている。 2006年度末の 2007年

試験からは，平常点評価の対象がそれまでの第 3，4学年から第4学年のみに改められると

ともに，生活態度を評価する「学校生活評点 (notede vie scolaire) Jの第 4学年における

得点も採点対象に含まれることとなった 14)o 前述した通り，新制度による DNB取得試験

は， 2007年度末の 2008年試験から実施されることとなっており，そのための法令改正が

準備されている。

5.後期中等教育改革一一技術職業教育の地位改善を通じた高等教育修了率の向上

中学校の課程を終えた者は， DNB取得試験の合否に関わらず後期中等教育への進学が認

められ， 3年制の高校や 2年制の職業高校などで，パカロレア(後期中等教育修了資格と

高等教育入学資格を兼ねる国家資格)や職業資格(職業適任証 CAP又は職業教育修了証

BEP)の取得に向けた学習を行う o

国民教育省は成績不振者の進学先」としづ印象を持たれることの多い技術職業教育

の評価向上に向けて，特定分野の拠点校に対して「専門職業高校 Oyceedes metiers) Jの

呼称を与えることで，企業に対する認知度を向上させ就職率改善を図る取組を， 2002年か

ら行ってきた。この取組は，これまで同省の通達 15)に基づいて行われてきたが， 2005年

学校基本計画法によって教育法典に正式な根拠条文が置かれることとなり 16) これに基

づく 2005年 11月 10日付け政令第 2005・1394号によって制度が整備された。同省は， 2006 
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年 1月， 2002年から 2005年までの間に「専門職業高校Jの呼称使用を認められた学校の

一覧表を公表した。

技術職業教育は，高校，職業高校及び見習技能者養成センターにおいて行われている。

高校では，技術教育課程において修業年限 3年で、技術ノ〈カロレア取得に向けた指導が行わ

れる。職業高校では，通常 2年で職業資格の取得に向けた指導が行われ，希望者はさらに

2年の学習を行うことで、職業パカロレアを取得できる。高校と職業高校には， 2年制の高等

教育課程(中級技術者養成課程 STS)を置くこともできる。見習技能者養成センターでは，

センターでの教育と企業での実地訓練を合わせて，職業資格取得に向けた指導が行われて

いる。

「専門職業高校Jの呼称は，職業高校が特定分野について CAP取得課程から高等教育課

程までを備えている場合に，これが特定の産業部門の職業教育を行う拠点校であることを

示す呼称である。各校の申請に基づいて，数県ごとに置かれた国民教育省の出先機関であ

る大学区総長による審査を経て， 5年間の期限付きで使用が認められ，実績評価に基づい

て更新される。

2006年 1月 19日付け省令において公表された「専門職業高校」一覧表によると， 2002 

年 2月 1日から 2005年 9月 1日までの聞に，職業高校1.716校 (2003年)のうち 270校が

呼称使用を認められた 17) 0 r専門職業高校Jは，各校の判断で「ホテル・レストラン専

門職業高校Jや「木工専門職業高校Jなど専門分野名を冠して表記することができる。一

つの学校が複数の専門分野について申請を行うこともでき 三つの呼称の使用許可を受け

ている学校もある。

こうした「専門職業高校」の呼称制度のほか，選抜制の短期高等教育機関である「高校

付設中級技術者養成課程 (STS)Jについて，職業ノ〈カロレアを優秀な成績で取得した生

徒を優先的に入学させる制度も導入された。 2005年 8月 26日付け政令第 2005・1037号は，

STSに関する 1995年 5月 9日付け政令第 95・665号を改正し，職業パカロレア試験におい

て20点満点で 14点以上の成績を収めた受験生に優先的に STSに入学する権利を与えると

いう規定を設け， 2006年試験から実施することとした。

おわりに

以上のとおり， 2005年学校基本計画法に基づく諸施策の実施に向けた法令整備は，法制

定後，計画通り着実に進められてきている。小中学校の全課程を「共通基礎知識技能」に

基づく新教育課程基準で学ぶのは， 2007年9月の小学校入学者からである。彼らが中学校

4年で「前期中等教育修了国家免状 (DNB)Jを受験する 2016年 5月，このときに同一世

代の 100%がDNBを取得できるようになっているであろうか。また共通基礎知識技能J

の全員への保障ははじめにJで見た職業資格 100%，パカロレア水準 80%，高等教育

修了 50%という目標にどのようにつながっていくであろうか。 r共通基礎知識技能」の習

得状況について，政府は 3年ごとに国会に対して報告を行うことと定められている(教育

法典第し122-1-1条第 4項) 0 2005年学校基本計画法に基づく取り組みの実効性は，この

枠組みの中で評価されることとなるであろう。児童生徒全員に基礎学力を保障するという

義務教育の役割を我が国において考える上でも，フランスの「共通基礎知識技能」は一つ

の参考となるであろう。今後，フランス政府自身による客観的な指標を用いた分析にも着
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目しつつ， 日仏比較による我が国の状況の反省を行うことができるのではないだろうか。

注

( 1) LO 1 no 2005・380du 23 avril2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de 1百cole。文

部科学省『フランスの教育基本法一 r2005年学校基本計画法Jと「教育法典」一』

(国立印刷局， 2007年)において，同法の解説，同法による「教育法典Jの改正箇

所の新旧対照，同法に基づく具体的施策を説明した付属報告書の全訳などを行ってい

る。その他，同法については，以下の文献がある。藤井佐知子 rr学校の未来に関す

る国民討論」を展開一フランスで教育基本法改正の動き始まる一J W内外教育~ 2004 

年 2月 20日。藤井佐知子「共通基礎学力の確実な習得を目指して一フランスで新し

い教育基本法制定一J W内外教育~ 2005年 5月 27日。赤星まゆみ「フランスの教育

改革と学力モデル」原田信之編『確かな学力と豊かな学力一各国教育改革の実態と学

力モデルー』ミネルヴァ書房， 2007年， 105---128頁。小野田正利，園山大祐「フラ

ンスにおける「知識・技能の共通基礎Jの策定の動向J研究代表者山根徹夫『諸外国

における学校教育と児童生徒の資質・能力』国立教育政策研究所， 2007年， 31---61 

頁。文部科学省『諸外国の教育の動き 2003~ ， W諸外国の教育の動き 2004~ ， W諸

外国の教育の動き 2005~ ， W諸外国の教育の動き 2006~ (し、ずれも国立印刷局)。

( 2) 2005年学校基本計画法は共通基礎知識技能」を定める政令の制定に際して，政

府から独立した「教育高等審議会 (HautConseil de l'education) J (2005年 11月設置)

への諮問を政府に義務づけている。同審議会は， 2006年 3月 23日に政府に提案を行

い，政府は，これに基づき，今回の政令を制定した。教育高等審議会， Recommandations 

pour le socle commun (2006年 3月 23日)ロ同政令は，教育法典に第 D.122・1---122・3

条などを追加するものである。小野田正利と園山大祐の前掲論文に「共通基礎知識技

能」の全訳が掲載されている。

( 3) r共通基礎知識技能Jで求められる水準は，通常の教育内容よりも基礎的なものと

定められている。例えば「②一つの現代外国語の実用Jについては， 6水準からなる

ヨーロッパ共通の外国語能力枠組みの上位 5番目 (A2) の水準としている。学校教

育における外国語教育に関する 2005年8月22日付け政令第2005・1011号においては，

義務教育終了時点における第一外国語の到達目標を，同能力枠組みの上位4番目 (B1)

と し て共通基礎Jにおいて求められる水準よりも高く設定している。

( 4) BOEN numero hors-serie no 5 du 12 avril 2007 (共通基礎知識技能の実施:第 1巻初

等学校の時間配当及び学習指導要領) 0 BOEN numero hors-serie no 6 du 19 avril 2007 

(共通基礎知識技能の実施:第 2巻 中学校の数学，生物地学及び物理化学の学習指

導要領)0 BOEN num白・ohors-serie no 7 du 26 avril 2007 (共通基礎知識技能の実施:第

3巻 中学校の外国語の学習指導要領) 0 

( 5)教員教育大学センター(IUFM) における教員養成の全国大綱基準に関する 2006年

12月 19日付け省令 (MENS0603181A) 0 2005年学校基本計画法は r教員養成の全

国大綱基準」を定める省令の制定に際して，政府から独立した「教育高等審議会J(2005 

年 11月設置)への諮問を国民教育省に義務づけている。同審議会は， 2006年 10月

31 日に同省に提案を行い，同省は，これに基づき，今回の省令を制定した。教育高

円
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等審議会， Recommandations pour la formation des mai甘es(2006年 10月 31日) 0 

(6) これらの政令の条文はほぼすべて， 2006年 5月に教育法典(命令の部)に法典化さ

れた(第 0.321・1--321・17条及び第 0.332・1--332・15条) 0 

( 7) 2006年 8月25日付け通達第 2006・138号(この政令は， BOEN no 31 du 1 er septem-

bre 2005に掲載されており， BOEN no 32 du 7 septemb問 2006で一部訂正されている)。

(8 )生徒指導補助員(ぉsistanぉ d'education) は，パカロレア(中等教育修了資格と高等

教育入学資格を兼ねる国家資格)取得を条件に 3年以下の契約(計6年まで更新可)

で中等学校が雇用する学校職員(中等学校が雇用し初等学校に勤務させることも可)

であり，奨学金を受給している大学生が優先的に採用される。初等学校，中等学校及

び寄宿舎において，生活指導，学習指導補助，障害児補助，コンビュータ利用補助及

び課外活動指導のいずれかの職務に，フルタイム又はパートタイムで従事する (2003

年4月30日付け法律第 2003-400号， 2003年6月6日付け政令第 2003-484号) 0 

(9 )国民教育省， Oossier de presse -rentree scolaire 2006， 30頁。

(1 0) 2006年 5月に教育法典(命令の部)第 0.332・16--0.332・22条に法典化された。

(1 1) r第二外国語」を履修せず，その時間を「技術」に当てる生徒もいる。この場合，

「技術」の配点が高くなる。

(1 2)特記評価については， 2005年 8月22日付け政令第 2005・1010号による政令第 87・

32号の改正(第 6・1条の追加。 2006年5月に教育法典第 0.332・20条に法典化)。奨

学金については， 2006年 6月22日付け政令第 2006-730号。

(1 3) r職業体験 (decouve巾 professionnelle)Jは， 2004年の教育課程基準改訂で 2005

年度から中学校第 4学年に新設された自由選択教科。各教科における進路指導を補う

かたちで，生徒に職業の世界により広く目を開かせ，進路計画の検討を助けるために，

様々な職種に関する調査や職場見学などの活動を行わせる。通常週 3時間であるが，

深刻な学習困難児については週 6時間とすることもできる(この場合，指導は主に職

業高校において行われる)。

( 1 4) 2006年 5月 10日付け政令第 2006・533号による政令第 87・32号の改正(第 4条に

「学校生活評点Jに関する第 2項を挿入。 2006年 5月に教育法典第 0.332・17条に法

典化)及び 2006年 6月 1日付け省令 (MENE0601428A) による 1999年 8月 18日付

け省令の改正。 r学校生活評点Jは， 2005年学校基本計画法により新設された教育

法典第 L.332-6条に基づき，中学校全学年の生徒を対象に，出席，校則遵守，学校生

活への参加など生活態度全般を評価するもので，毎学期末に校長が担任教員の提案及

ぴ生徒の監督を行う生徒指導専門員 (CPE)の意見に基づき点数を決定する。

(1 5) 2001年 12月 17日付け通達第 2001・261号。 2003年 2月 27日付け通達第 2003-036

号。

(1 6) 2005年学校基本計画法第 33条により教育法典(法律の部)第 L.335・1条に追加さ

れた第 3項及び第 4項。なお，これらの条文は， 2006年 5月に，教育法典(命令の

部)第 3編第 3章第 5節に「第 l款 「専門職業高校」の呼称J (第 0.335・1--0.335-4

条)が設けられたのに伴い，削除された。

(1 7) 2002年 91校， 2003年 46校， 2004年 69校， 2005年 64校の計 270校。このほか，

2006年4月 13日付け省令において， 19校が追加された(各校の許可年度は不明)。
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フランスにおける大学評価追跡調査にみる大学改善の新動向

1.フランスにおける大学評価と追跡調査の試行

(1)フランスの大学評価

服部憲児(大阪教育大学)

1980年代のフランスにおいては、大学に多大な機能不全があるとして、その生産性の

低さ、教育と研究における使命実行の不十分さが指摘され、その非効率性に対して厳しい

批判が起こっていた。当時は EC統合が現実味を帯びてきた時代であり、フランス国内に

おいてはその主導権争いも絡んで国際的な経済競争力の増強が国家的重要課題となり、科

学技術や経済の発展に貢献する人材の需要が高まってい時代であった。ところが、教育面

では、大学に登録したものの、特に第 1期課程において離学する者が多く、社会的に必要

とされる人材養成を十分に行っていないこと、研究面では、大学教員の半数近くの者の研

究活動が有名無実化していることに対して批判がなされた。国際競争の激化の中で、グラ

ンゼコールや CNRS(Centre national de la recherche scientifique :国立学術研究機構)とと

もに、人材の養成や研究開発において重要な役割を果たすべきことが大学に期待されてい

るにもかかわらず、環境の変化に対応した変革ができていないために動きの激しい社会に

遅れを取ってしまったといったことが指摘された 1)。このような中、 1984年の高等教育基

本法に基づいて、大学の第三者評価機関である全国大学評価委員会 (Comite national 

d百valuation、以下 rCNEJ)が設立され、外部から大学評価を実施することによる大学改

善が図られた。

CNEが行う主な活動内容は、大きく分けて、 (1)主として個別大学の評価を実施して報

告書を作成し公表すること、 (2)これら評価結果をもとに国の大学・高等教育政策への改

革提言を行うこと、の 2点である。このうち前者については、①個別大学の評価(第 1回

評価)、②個別大学の第 2回評価、③学問分野別評価、④テーマ別評価を行ってきた。と

りわけ中心は①および②の個別大学評価であり、 1986年に最初の個別大学報告書が刊行

された後、グランゼコール等の高等教育機関も含めて年に 1-- 15校の範囲で評価報告書

が刊行されている。第 2回目の個別大学評価は 1994年に開始され、 2004年中までに 15

の大学・高等教育機関で実施されている。また、 2004年には第 3回目の個別大学評価も

一部で始まっている。

(2)追跡調査の試行

当初は4年周期で各大学の評価を行うことが予定されていた。しかしながら、個別大学

評価に必要な作業量とそれに充てることのできる人員との問に大きな聞きがあり、 1大学

当たりの評価に要した期間は、当初予定されていたものを大幅に上回ることとなった。そ

のため、第 1回評価が終了してから第 2回評価が実施されるまでにかなりの聞が開くこと

1)石村雅雄「フランス全国大学評価委員会活動下の大学教育改革についてJ京都大学高等教育教授システム開発セン

ター『京都大学高等教育研究』創刊号 (1995年)59頁、本間政雄「フランスにおける大学評価の新展開J民主教育

協会 rIDE現代の高等教育JNo.401 (1998年)44頁。
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になり、実際には第 1回評価と第 2回評価の間隔は平均で約 10.3年となってしまった。

そのため、一般に大学側で第 1回評価に直接携わった者、特に管理職にあった者は、第 2

回評価の際には通常その職を退いており、全く新しい者が担当することになるのである。

したがって、第 1回の評価報告書において行った大学に対する CNEの勧告は第 2回の評

価が行われる頃には忘れ去られてしまい、大学評価が大学改善に活かされないケースも少

なくない。

CNEによる勧告が忘れ去られることは、必ずしも大学側の改善意欲の低さのみによる

ものではなく、 10年周期の評価という方法論上の問題に起因する部分も大きい。したが

って、評価が「忘れ去られる」ことはフランスにおける大学評価全体の課題といえる。そ

のため CNEは、評価を大学改善にとってより有効なものとするためには、それを「記憶

に残す」ことが重要であると判断し、大学評価の 2年後にそれに基づく改善の進捗状況を

検討する追跡調査を 2004年から試行することとなった。

また別の要因としては、 CNEの個別大学評価およびそこでなされる勧告には強制力が

なく、大学改善の決定打になりにくいという批判が国民教育省を中心に出されていること

から、これに応える必要もあった。この「評価と決定の独立性」に関しては、初代 CNE

委員長のローレン・シュヴ、アルツも、それが大学による CNE評価の受容をもたらしてい

る一方で、不都合な面も持ち合わせていることを指摘している九さらに、追跡調査は「大

学運営ならびに省との契約政策の一環として作成される計画に対して、 CNEが実施した

機関評価および表明した勧告の影響を測定すること J3)、すなわち当該大学の改善に対す

る評価の影響を明確にすることも目指している。

以下、本稿においては、この追跡調査を手がかりに、とりわけ学生減少期を迎えた 90

年代後半以降における大学の改善に向けての取組を考察することとする。その際に、サン=

テチエンヌ大学、ブルターニュ=南大学、ランス大学の 3大学を事例として取り上げ、個

別大学評価報告書と追跡調査報告書の比較対照を行う。また、これらを手がかりとして、

大学評価を通して問題状況の改善を図るという手法のフランス的特質を明らかにする。

2.追跡調査の方法

追跡調査は、各大学の評価報告書刊行の 2年後から開始されることになっている。ただ

し、試行段階ということもあってか、下記大学においては追跡調査の開始時期がこれより

も遅くなっている場合もある。追跡調査の実施は、原則として当該大学の評価者の中から

3名程度が担当することになっている。例えば、ブルターニュ=南大学の追跡調査の場合、

A. Cheminat (CNE付顧問・評価追跡調査担当)、 J-Y.Merindol (CNE委員)、 P.Maussion 

(特命官)の 3名で構成される追跡調査委員会が、 2003年 11月 20日・ 21日に同大学執

行部との作業会議に訪問している九

追跡調査は、現在は数校程度で試行的に実施している段階であり、 2004年にはブ、ルタ

2) Laurent Schwartz， "L'evaluation"， Pierre Merlin & Laurent Schwar包， Pour la qualite de l'universite francaise， Press 

Universitaires de France， 1994， p.l 02. 
3) CNE， Nouveaux espaces pour l'Universite: Rapport au president de la Republique 2000-2004， 2005" p.85. 

4) CNE， "Suivi des evaluations， l'Universite de Bret砲ne・SudヘBu/，加的、 no.45‘2004‘p.1.

-90-



ーニュ=南大学、ランス=シャンパーニュ=アルデンヌ大学、ピカルディ=ジュール・ヴ、エ

ルヌ大学、リモージュ大学、サン=テチエンヌ=ジャン・モネ大学、エクス=マルセイユ地

区の 3大学(第 1・第 2・第 3) において行われた。

今後の方法論等についての詳細な議論はまだ十分になされていないが、 CNEの評価以

降の改善あるいは改善計画における勧告の位置付けを分析すること、 CNEによる評価の

有効性と妥当性を測定すること、大学側の過重な作業を避けて「軽微な」方法で実施する

ようにすること、契約政策に活用できるような形で実施すること等を基本方針としている

"。そして、これらによって、全学政策の戦略的基軸の実行における大学への支援、体系

的で継続的な内部評価プロセスの導入の奨励を行うことを目指しているヘ

追跡調査の手順は以下の通りであるヘ

① CNEと大学との間で資料を交換する。

② CNEが任命する 3名の派遣団が現地(大学)を訪問する。

③派遣団が報告書を作成する。

④同報告書が CNEによって承認される。

⑤同報告書が大学学長に送付される。

⑥学長の回答を伝えるための会合が開かれる。

⑦大学側の回答を付した最終報告書が刊行される o

①の段階で最初に交換される資料として、 CNEからは当該大学の政策または活動の事

項リストを総合的に捉え直した書類が送付される。これは、追跡調査が CNEの勧告の進

捗状況をみるものであるから、基本的には当該大学の評価報告書の抜粋のようなものとな

っている o 参考までに、ブルターニュ=南大学に送付された書類の和訳を、例として文末

に掲載しておく(表 3)へ大学は、この書類に基づいて、 CNEによる評価以降の関係す

る数値の変化ならびに全学契約において採用された戦略的選択の論証的提示を行うことに

なる。既に調印されている場合には 4年制契約における勧告の考慮に言及することも求め

られる。これらは利用可能な文書・データ・指標に基づいて行われるものであり、追跡調

査は、大学が進捗状況を「証明」することを基本として行われることになっている。

②の段階で行われる CNEの現地訪問に際しては、 CNE派遣団と大学の執行部との間で

作業会議が開かれ、「対話」を通して作業が進められる。必要に応じて学外者(地方公共

団体関係者、経済界関係者など)をこの会合に参加させることもできる。この点について

の判断は大学側が行うことになっているヘ

⑦に示される追跡調査の報告書は 15頁程度であり、認められる成果および大学が行っ

たCNE勧告の活用について記載がなされる。そこには個別大学評価報告書と同じように、

学長による大学側の返答も合わせて掲載される o 例として、サン=テチエンヌ大学、ブル

ターニュ=南大学、ランス大学の 3大学の追跡調査報告書の目次を示すと表 1のようにな

5) CNE， op.cit.， 2005， p.9. 

6) CNE， ibid.， p.85. 

7) CNE， ibid.， pp.9・10.
8) CNE， ibid.， pp.86-88. 

9) CNE， ibid.， p.85. 
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る lヘ

表1.追跡調査報告書の目次例

サン=テチエンヌ大学(全16頁) ブ、ルターニュ=南大学(全16頁) ランス大学(全16頁)
ーーーーーーーーーーーーーー回ー圃嗣司ーーーーーー--間同 『ーーーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--曲目 -----ー四ーーーーーー司・・ーーーーーーーー---ーー

1.管理運営 1.大学の管理・樹蒜・運営 1.大学運営と遠心傾向対策

0評議会の機能 (J)管理 (1)機関およひ精成部局の運営

2 パートナーシップ (2)評議会 (2)全学計画の活力

3.国際関係、 (3)運営 (3)受入・コミュニケーηン政策

4.明確な全学政策に役立つ管理 (4)大学の構造化 (4)URCAと地方公共団体

(J)運営道具の作成 (5)大学の二極化 2 管理運営

(幻人材管理 (6)構成部局 (J)構成部局聞の格差縮小・再編

(3)遺産管理 (7)研究の構造化 (2)付加時間の制御

5. IUTサン=テチエンヌ校の統合 (8)所属意識と全学政策の発達 (3)教員・事務系職員の管理

6 教育 2.協議機関 (4)キャンパスでの受入条件

(J)学生数 (J)方針評議会 3.学生数

(2)教育提供 (2)近隣大学との関係機構 (1)学生数

(3)学生数の少ない教育 3.管理運営 (2)地方分散したキャンパス

(4)ロアンヌ・キャンパス (j)共通業務局・全学業務局 4.教育提供

(5)教育の評価 (2)予算・会計の概況 (J)課程間の学生数均衡化

7.継続教育 (3)公的パートナーの支援 (2)教育提供の変化

8.学生生活 4.教育 (3)第1期課程での失敗対策

(1)大学生活への学生参加 (j)学生数の変化 5.研究

(2)キャンパスの委員会 (2)情報提供・進路指導政策 (J)研究チーム

(3)対学生サービス 5 教育提供 (2)博士教育センター

9.研究 (J)法学・経済学・経営学 (3)研究の活用

cl)博士教育センター (2)文学・人文科学・社会科学 (4)結論

(2)勤甘における受託研究グパハープ (3)理学・科学技術部門 6 共通業務局

(3)専門地保 6.技併斑期大学部 (J)学生スポーツ実践

(心「光学・視覚J抱長 (J)IUTヴァンヌ校 (2)継続教育

(5) rスポーツ・健康J処長 (2)IUTロリアン校 (3)資料収集方法

(θ 「出或開発」地長 7.継続教育 (4)追跡調査・言時ま板

(7)研究の活用 8.研究 結論

(8)研究の運営 9.学生生活 学長の返答

結論 10.資料収集政策

学長の返答 結論

学長の返答

3.追跡調査の事例

追跡調査の対象となる項目は、表 1からも分かるように、 CNEの評価報告書において

勧告された事柄であるから、管理運営、教育、研究を中心に多岐にわたっている。また、

当然ながら具体的な内容は大学ごとに異なる。以下ここでは、上記表 1にある 3大学(サ

ン=テチエンヌ大学、ブルターニュ=南大学、ランス大学)の追跡調査について事例的に

考察することにする III。

10)CNE， "Suivi des evaluations， ('Universite Jean Monn巴tde Saint-Etienne"， Bulletin， no.49‘2005， CNE， op.cit.， 2004(Bulletin， 

no.45)， CNE， "Suivi des evaluations， ('Universite de Reims-Champagne-Ardenne"， Bul/eli凡 no.43‘2004.

11)これら 3大学は資料上の制約から選ばれたもので、追跡調査報告書とその直前の個別大学評価報告書の双方ともを

入手できた大学である。したがって、典型例とはいえないが、追跡調査が未だ試行段階にあり少数の大学でしか実

施されていないことから、例として参照するのには問題ないと考える。
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(1)サン=テチエンヌ大学の追跡調査

サン=テチエンヌ大学は、 CNEとの作業会議用の資料として CNEの勧告とその後の対

応について一覧表を作成している。その主要部分示したものが表 2ωである。ここでは、

これを中心に必要な部分を追跡調査報告書で、補いながら、同大学の追跡調査の結果をみる

ことにする。これによれば、 3分の 2以上の事柄について改善が行われており、 CNEの

勧告を受けて何らかの対応を実施したのは 13項目中 9項目、検討中の項目は4項目とな

っている。追跡調査の時点で実施しないことを決定していた項目はない。なお、同大学の

個別大学評価報告書は 2003年に、追跡調査報告書は 2005年にそれぞれ刊行されている。

まず、勧告に対して対応がなされた項目について、その勧告と改善策を対照させてみる

と以下のようになる。

①「時として議事日程が長すぎて、学外構成員のような何人かのメンバーのやる気をそい

でいる」という管理評議会に関する CNEの指摘については、「年度当初における会議日

程の公表および会議回数の減少」という対策を取って委員のやる気を維持しようとしてい

る。

②国立サン=テチエンヌ技師学校とのパートナーシップについての勧告に対しては、現在

では同校が博士教育センターに組み込まれていることでそれが図られているとともに、

同校校長に対して連携の依頼を行っているとしている。

③教務・大学生活評議会の会議時間の短縮という勧告に対しては、議題についての事前の

議論と準備を学長補佐局で行うこと、および、会議の終了時刻を前もって定めることで

これに応えている。

④同じく教務・大学生活評議会が十分に「学生生活の問題を十分に扱っていないので、全

体としてその役割を果たしていなしリという指摘に対しては、 2004年度より学生副学

長および学生代表会議の実施方法が変更となり、学生代表との協議より必要な措置を講

じる予定であるとしている。

⑤ロアンヌ・キャンパスにおける学生数の激減に対処すべきという勧告に対しては、実学

的な AES(Administration economique et sociale :経済・社会管理)コースの拡充、アカ

デミックな法学コースの定員削減、理学コースの教育内容の実用化によって学生数の確

保を期している。

⑥大学のコミュニケーションの充実については、コミュニケーション特命官である学長室

長とコミュニケーション業務局の使命をきちんと区別するための業務再編を行うととも

に、新たなウェブサイトが設置された。

⑦大学の事務組織について「事務系職員に関して再編成がなされていない」という指摘に

ついては、 2003年と 2004年に再編成が行われるとともに、医学部研究グ、ループで、の 3

つの学内配置転換が実施された。

12)CNE， op.cit.， 2005 (Nouveaux e司pacespour /'Universile)， pp.89・90.

q
d
 

Q
d
 



③国際関係に関して「学生の流動性を奨励・組織化する努力がなされなければならなしリ

という勧告に対しては、国際的開放を全学政策における大学発展の強力な基軸と位置づ

けて様々な活動に着手しており、国際協定の 95%以上で積極的な関係作りや交流が行

われている。学生の国際的流動性に関しては、 ERASMUS関係のものを中心に、とりわ

け双務協定の発展により増加を示している。 2002年度には 224名の学生が関係してお

り、その約半数は ERASMUSの一環である。また、外国で実習を行った学生は、 1999

年度の 207名から 2002年度の 299名へと増えている。交流協定数が増加し、国外で実

習を行った学生は 50%近く増加している lヘ
⑨国際言語・文化センターの活動に対する懸念(協定の内容、交換の少なさ)に対しては、

留学生に対する同大学の魅力を高めるための事業の一部をなす受入・付添支援の一環と

して、チューター制や個別調査と並んで、同センター内での語学教育の充実に取り組ん

でいるヘ

次に、改善を検討中の項目について、勧告と検討事項を対照させてみると以下のように

なる。

①とりわけ博士教育センターでの教育に関連して、サン=テチエンヌ大学の学術政策が不

明確であるという指摘がなされている。この点については、博士教育センターは4年制

契約の枠内で同大学の学術政策に依拠しているとしたうえで、研究テーマの選択および

研究奨励金の配分手続きについての再検討が進められていることが示されている。

②価値増進委員会の新設についての勧告に対しては、商工活動業務局評議会の新設計画が

進行中であることが示されている。

③ IUT Onstitut universitaire de technologie :技術短期大学部)サン=テチエンヌ校が全学の

指示に従わない独立的・鎖国的存在であるとしづ指摘については、管理運営の現代化を

通して大学本体との一体的運営が志向され始めており、継続教育・経験知識認証や資料

収集における協力、管理ソフトウェアの共有化が進行している l到。

④ IUTの教員および事務系職員の人事管理が他の部局と異なっているという指摘につい

ては、教員=研究員の採用・昇進および事務系職員の人事管理が、全学の学術政策と一

貫する形で進められるようになってきているへ

以上に示したように、 CNEの勧告や指摘を受けて何らかの対応がなされた事柄は、例

えば会議に関する改善のような比較的容易に取り組めるものだけではない。ロアンヌ・キ

ャンパスの学生減少への対策のように、かなり大がかりな作業を伴う改革も短期間に取り

組まれていることが分かる。また、何らかの対応をした事柄の中には、追加の対応を検討

中のものもある。

13) CNE. op.cit.. 2005 (Bulletin. no.49). pp.3-4. 

14)CNE. ibid.. p.4. 
15)CNE. ibid.. p.5. 

16)CNE. ibid.. p.5. 
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表 2.大学評価時におけるCNEの 勧告とその後の大学の対応の対照表

CNE勧告の追跡調査用にジャン=モネ・ド、ウ・サン=エテエンヌ大学によって作成された表の一部

(CNE報告書の注釈、サンニテチエンヌ大学による返答)

大学評価時のCNEの考察 着手または実現された活動 検討中または実施せず

管理運営(19-20頁) 年度当初l、おける会議日程の公表および会議回数の

減少

WJJli1.厳重 CNEI立、時として議事日程が長すぎ
て、学外構成員のような何人かのメンバーのやる
気をそいでいるζとを指嫡している。

がニt..古シタ-:CNE峰、サンニT子エンヌ文学 博士教育セン宮 崎、サン"'Tチエンヌ大学、鉱業

の学術政策がと.こで決定されるのかを知りたいと 学校、国立サン=テ子工ンヌ技師学校によって構成

いう問題を提起している。学術評議会なのか、相暗 されており、そのためいかなる場合においてもサン

士教育センヲ なのか、参加している6つの共同 =テチヱンヌ大学の学術政策を決定することはでき

研究単位評議会なのか、あるいは学外なのか。 ない。清士教育セン5-1立、 4年制契約の大きな選
択の自由の枠内で学術審議会によって決定される
サン=テチエンヌ大学の学術政策に依鈍している。

テマの選択および給付金の配分手続きの再検
討が進行中である。

〆¥Q-jけーシ";/:;f:&Jtずシzテチエ二ン.xl.teiP'学lXe現在国立サン"'Tチエンヌ技師学校l立博士教育セン

の';1M ヲーに統合されている。

国立サン=テ子エンヌ技師学校長への依頼を実施し
た。

サン=テチエンヌ大学出版活動の促進

ilI.i6~R/I::td)lIiifl 簡エ活動業務局評議会新設計画が進行中。

.6-文学三世彦s.::t(21頁):CNEは会議時間 終了時刻を記鉱した召集案内 今後、全学社会委員会二学生生活委員会のいくつ

が余りに長いと考えている。 -f南佐局における謙事日程の議論と準備 かの問題が、教務・大学生活評議会によって有効
と認められる。規約の変更がζの方向で明確にな
されたn

教務・文学生活評議会が学生生活の問題を十分 学生副学長および学生代表会議は、 2004年度より実
に扱っていないので、全体としてその役劃を果たし 施方法が変更となる。取られる措置は、来るべき時
ていないとCNEは考えている。 に、これら学生代表との協議より必然的に生じる。

IUT (21頁および33頁)CNEI立、 IU丁、とりわけサ 付加時間の新規適用において教員が規約上のス
ンヱチチエンヌ校が「権力に従わない勢力」として振 告ッフとして扱われることに注意しなけれlまならな

る舞っていると見なしている。 い。

付加時間の管理レベルにおいて、 IUT教員が「規 35時間勤務の一環として可決された条文は本学全
約上のスヲッフ」ではなく、「その他の自由契約書」 体で適用される。社会的点検の一環として、その

カテゴリ に分類されている二と、また事務系ス 現場での実施を確認するために、二れからは点後
5ッフが二の機関の他のスヲッフと同じ形で管理さ が行われなけれlまならない。
れていない二とも驚きである。

CURd)疹在 (22頁):CNEIま変化および学生数の 本年度中に教育提供を再検討するための考察が行わ
』倒的な減少を懸念している。 れ、 AES')サンス第3学年を設置し、法学の定員を大

幅削減し、技師学校への入学準備となるように理学
DEUGの内容を修正した。目視l立学生数のレベルで定
められた。

ずIシ=テチzニ〆X文学のコ'~.::z.ーケーショシ (23 学長室長とコミユ←ケーシヨン業務局の使命をきちんと
頁) 区別するための業務再編。

新たなウェブサイトの設置。

文学d)_6I11M (23-24頁):CNEI立、事務系職 指標の設定を伴う作業が進行中である。
員に関して再編成がなされていない二とを強調して 2003年と2004年に再編成が、また医学部研究グルー
いる。 プでの3つの学内配置転換が実施された。

l!/16111l (24頁):CNEI立、学生の流動性を奨 全学政策の強力な基軸をなす進行中の問題。 ドゥ ・パパン・キャンパスでの国際関係共通業務
励・組織化する努力がなされなければならないこと 局との再編計画が二の問題に対する再横討をもた
を強調している。 らすかもしれない。

国際言詰・文化セン5 国際言語・文化セン CNEの診断l立以下の二とを強調している
ヲ の活劃l立CNE慣I1の疑問を促した。 一内容のない協定。

交鎮の少なさ。

また、「全学問分野における国際的流動性を奨励し組
織化するために、国際関係に関する努力がなされな
ければならない」と結論付けている。

検討中の項目についても、勧告を受けて何らかの対応がなされつつあることが分かる。

順調に進めば、改善が実行された項目へと移行していくものと推察される。もちろん、何

らかの対応が実行されている事柄も含めて、それらが十分なものか否かという問題はある

が、 CNEの勧告および追跡調査の実施が、少なからぬ比重で大学が改善に着手するイン

センティブになっていることは明らかであろう。

戸、υハ司
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(2)プルターニュ=南大学の追跡調査

ブルターニュ=南大学については、サン=テチエンヌ大学のような主要項目の一覧表が

公表されていない。そのため、ここでは少し対象を限定し、教育関係の事柄を中心に同大

学の評価報告書と追跡評価報告書を比較対照することとする。ここで取り上げる勧告は以

下の 5点である。なお、同大学の個別大学評価報告書は 1999年に、追跡調査報告書は 2004

年にそれぞれ刊行されている。

①学生に対する業務の質を向上させること o

②学生数の減少に対応すること o

③学生の生活環境の見直しを行うとともに、所属意識を高めること o

④ IUFM Onstitut universitaire de fonnation des maitres :大学附設教員養成センター)

と関係を強化すること。

⑤新たな学科よりも既存のものの強化を優先すること o

第 1の勧告は学生に対する業務の質の向上である D この点についての対策としては、個

別大学評価時点で、第 1期課程の学生に対する支援措置、一般教育と職業教育の聞の移行

制度、困難な学生の追跡調査が、既に全学政策の一部として計画されていた l7)0 これらは

「大学で、の失敗対策Jとして、 DEUG(Diplome d百tudesuniversitaires 訴前rales:大学一般

教育免状)進学が不適切で、あったと判断される学生が、適合する STS(Section de techniciens 

superieurs :中級技術者養成課程)等へ進路変更できるようするものである。具体的には、

DEUGで困難に陥っている学生に対して、最終的に新たな進路を選択可能にする進路指導

=強化課程を用意することによって行われており、毎年約 80，.....， 90名の学生がこの措置を

享受してる。さらに、次に述べる学生数減少対策とも関わって、実際にこれら学生が進む

ことになる職業教育コースの拡充が図られている。学生に対するこれらの業務に関しては、

「学生受入、失敗に対する闘い、就職支援の措置に対する積極的支援、ならびに、とりわ

けCROUS(Centre regional des auvres universitaires et scolaires :地方大学・学校厚生事業

センター)とのパートナーシップの下で諸業務や社会政策を発展させる」ことが、 2004

，.....， 2007年計画においても継続して含まれている lヘ
第 2の勧告は学生数の減少への対応である。これはフランスの大学全体に共通の問題で

あるが、ブルターニュ=南大学のようなこれからイメージ・アップを図らなければならな

い新設大学にとっては、より深刻な問題である。実際に、同大学でも教育提供は増強され

ているのに学生数は低下傾向にあった。そのため CNEは、適切な規模での教育提供を行

うために、大学区本部とともにパカロレア取得者の流量予測分析を行うことを勧告した l針。

この分析自体は実施されなかったが、学生数減少に対しては 2つの対策が取られることと

なった。 1つは高校に対して積極的に教育の宣伝を行うことであり、もう 1つは第 2・第

3期課程を中心に教育提供を魅力的なものとすることである。前者は、高校最終学年との

17) CNE， /'Universite de B，引'agne-Sud，ゆ99，pp.85-86. 

18) CNE， op.cit.， 2004 (BlIl/etin‘no.45)， p.6， p.14. 

19) CNE， op.cit.， 1999 U'Universite de Bretagne-Sud>， p.86. 
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接触強化と、高校生に適合したコミュニケーション手段の設定とを基本路線に、高校の校

長に対する情報提供会議(校長の 80%以上が出席上高校教員と大学教員のテーマ別の作

業会議、高校での説明会やフォーラムへの参加、各キャンパスでの「オープン・キャンパ

ス」の開催などを行っている。後者については、一般教育コースよりも職業教育コースの

発展を優先事項とし、 DESS (Diplome d'etudes superieurs specialsees :高等専門教育免状)、

職業リサンス、 IUT、IUPCInstituts universitaires professionnalisees :大学附設職業教育セン

ター)を拡充している。この方針は 2004'"'"'2007年の全学計画においても継続されている。

これらの政策により、近隣大学の大部分が大幅な学生滅を経験している中で、 1998年度

と2002年度の間で全体として約 8%学生数が増大するという成果がもたらされた 20)。

第 3のものは学生生活に関するもので、学生の生活環境の見直しを行うとともに、所属

意識を高めることが勧告された 21)。この点に対しては、ブ、ルターニュ演劇センタ一、主要

キャンパスのあるロリアン市とヴ、アンヌ市、 CROUS等との連携強化により、文化活動の

面で学生に対して様々な優遇措置(観劇優待席、学生会館の提供など)が講じられたり、

体育・スポーツ活動業務局によって多くの屋外活動が提供されたりしている。施設・設備

面では、障害のある学生が利用しやすいように建物を改修したり、社会的活動のために大

学の施設・設備を利用に供したりもしている。大学の管理運営への参加については、ヴ、ア

ンヌまたはロリアン・キャンパスの一方に学生副学長、もう一方に学生学長補佐を置いて

おり、評議会選挙への投票率も上昇してきている。学生生活に関しても、 CROUS とのパ

ートナーシップの下で諸業務や社会政策を発展させることが、 2004'"'"' 2007年全学計画に

継続して盛り込まれている却。

第4に、特に理学・科学技術部門の物理学・応用コースについて、応用物理学の中等教

員免状への準備教育を編成するために IUFMと関係を強化することが勧告されたへ IUFM

との連携強化に関しては、追跡調査では不十分とされたが、理系学際リサンスに学校教員

志望の学生を受け入れ、準備教育を行っている。この IUFMとのパートナーシップも 2004

'"'"' 2007年全学計画に継続して含まれている判。

最後に、第 5の勧告として地方分散に関する事柄がある。ブルターニュ=南大学はヴァ

ンヌとロリアンの大学拠点連合から誕生したという歴史的経緯もあり、これらそれぞれを

母体とする 2つのキャンパスの二極分化傾向が大きな課題となっている。そのような状況

において、さらにキャンパスを分散化させることで大学の統一性や構成員の所属意識の稀

薄化が懸念される中で、また先に示した学生数減少という傾向の中で、 CNEは新たな学

科よりも既存のものの強化を優先することを勧告していたへしかしながら、ブ、ルターニ

ュ=南大学は、 CNE勧告に反してポンティヴィ・キャンパスで IUT学科と職業リサンスを

新設した。これについては、同キャンパスはブルターニュ地方中央部に存する唯一の大学

キャンパスであり、道路整備や医療地区の設置ならびに大学の発展を通して「この地域の

20) CNE， op.cit.， 2004 <Bullefill， 110.45). p.6. 

21) CNE， op.cit.， 1999 U'Universite de Bretagne-Sud)， pp.85・86.

22) CNE， op.cit.， 2004 (Bullefin， 110.45). p.13. 

23) CNE， op.cit.， 1999 U'Universite de Bretagne-Sud)， p.39. 

24) CNE， op.cit.， 2004 <Bulletin. 110.45)， p.9， p.13. 

25) CNE， op.cit.， 1999 U'Universite de Bretagne-Sud)， p.48. 
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過疎化と戦うという意向を国およびプ、ルターニュの地方公共団体と共有しているJ26)とい

うのが大学側の言い分である。また、地域振興への協力により、大学に対する地域の経済

界の支援を期待している。このような大学側の主張に対して CNEも一定の理解を示し、

追跡調査報告書では「大学が利用できる戦術の幅を評価するJ27)としている。

以上、教育関係の項目を中心に、ブルターニュ=南大学の個別大学評価における勧告と

追跡調査におけるその後の進捗状況の評価との関係をみてきた。多くの勧告は実行に移さ

れるか、実行されつつあるかであったが、全てが完全に実行されたわけではなく、むしろ

意識的に CNEの勧告に反する行動を取っているものすらあった。しかしながら、追跡調

査においてなされた「対話Jにより、大学はその意図を明確に伝え、 CNEもこれに一定

の理解を示している。このようなことを含みつつも、 CNEは追跡調査報告書の「結論」

部分において、新設大学である同大学が着実に進歩していることを追跡調査を通して確認

したと総括しているお}。

(3)ランス大学の追跡調査

ランス大学についてもは、やはりサン=テチエンヌ大学のような主要項目の一覧表が公

開されていなし、。そのため、ブルターニュ=南大学の場合と同様に少し対象を限定して、

同大学の評価報告書と追跡評価報告書を比較対照することとする。評価報告書において指

摘された中核的課題の 1つが学生数減少およびそれに関連する問題であり、この点に関す

る勧告に焦点を当てて考察することとする。なお、同大学の個別大学評価報告書は 1999

年に、追跡調査報告書は 2004年にそれぞれ刊行されている。

フランスでは 90年代後半からバカロレア取得者数が減少に転じており、そのため多く

の大学において学生数の減少が課題となっている。ランス大学でも事情はこの通りである

が、同大学に特徴的なことは第 2・第 3期課程における学生の「流出」による減少である。

すなわち、ランス大学で第 1期課程を終えた後にパリ、ナンシー、ディージョンの大学で

の学業継続を希望して移動する学生が多数おり、第 1期課程と第 2・第 3期課程との聞に

学生数の不均衡が生じていることが大きな問題となっていた。 CNEはこの問題に対して、

焦点を絞ったより魅力的な第 2・第 3期課程教育の実施を勧告した。また、とりわけ理科

系コースの職業教育化を充実させること、就職に対する配慮を行うことも勧告しているぺ

① CNEの勧告に基づく改善

ランス大学は、このような CNEの勧告に概ね従っているぺ第 1に、第 3期課程に関

して 2000"-' 2003年契約の中に高度職業人の養成を目的とする DESSの免状新設が組み込

まれた。この結果、ランス大学の評価が行われた 1999年度において 528名であった DESS

の学生数は、 2003年には 844名へと 50%以上の増加を記録した。また、登録者の 55% 

は大学区外の出身者(うち 130/0は留学生)となっている。この問、研究志向の DEA

26) CNE， op.cil.， 2004 (Bu/letin， no.45) ， p.16. 

27)CNE， ibid.， p.13. 

28)CNE， ibid.， p.13. 
29) CNE， I'Universile de Reims ・Champagne-Ardenne，1999， pp.95・98.

30) CNE， op.cil.， 2004 (Bu/letin， no.43) ， p.14. 
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(Diplome d'etudes approfondies :研究深化免状)の学生数は横這い(約 250名)、博士課程

の学生数も微増 (400名強)であるので、職業志向の DESSの増強が第 3期課程学生の絶

対数増大の主たる要因となったことが分かる。

第 2に、第 2期課程については、職業リサンスや IUPの新設により職業教育コースが

拡充された。これも 2000-.， 2003年契約の一部をなすもので、 15の職業リサンス(うち 10

は科学技術領域)と 2つの IUP(芸術・文化職と材質工学)を新設している。これら新設

された職業教育コースへの登録者数は、第 1・第 3期課程分も含めて 853人 (2003年度)

となっている。中でも職業リサンスの拡大は著しく、2000年度の 81名から 2003年度の 387

名へと 5倍弱の増加となっている。さらに、欧州標準の 3-5・8 (LMD) 制への移行に伴

う教育再編の一環として、新たな職業リサンス・マスターの創設を計画し、第 2・第 3期

課程における職業教育コースの発展を継続させる方針が採られている。この他にも、附属

高等包装・梱包技師学校を大幅に拡充して 2000年度の 40人から 60人へと 500/0増とし、

技師養成を強化している。また、 IUFMとの積極的なパートナーシップにより、教員採用

試験への準備教育も職業教育の一環として強化されており、 2002年度には 335名の学生

に対して各種中等教育教員への準備教育を行っている。

第3に、勧告に従って学生に就職支援対策の充実が図られており、 2004-.， 2007年の全

学計画においても継続している。これに該当するものとしては、付添指導の措置・方策と

しての職業計画の作成指導、ポスト・雇用供給に関する情報提供、就職支援室の設置であ

る。この他にもいくつかのコースにおいては就職調査が導入されており、追跡調査におい

ては、これを職業教育コース全体に拡大することが CNEから求められている刊。

②自発的に実施した改善

学生数減少に対するランス大学の対応は、第 2・第 3期課程の充実という CNEの勧告

の実行だけではない。 CNEが明らかにした様々な現状に端を発するものではあるが、第

1期課程を中心とする学生に対する付添指導の充実という戦略を自発的な形で、取ってい

る。 1999年の大学評価の際に、いくつかのコース (AES、文学、歴史学、地理学、言語

学など)の第 1期課程での合格率の低さが指摘された。第 1期課程での合格率を高めるこ

とは、第 2・第 3期課程の学生数増加にも繋がることから、上述の各種職業教育コースの

充実の基礎をなすともいえる。ランス大学は、 2000-.， 2003年契約中にこれを改善するた

めに、講義の 2分割、演習グ、ループ規模の縮小、チューター制の導入などの措置を実施し

た。

これらの他に、この大学に独特な「学生リレー」と呼ばれる措置が実施されている。こ

れは、やむを得ない事情により演習に欠席したり、試験を受けなかったりする学生を支援

するためのもので、欠席の理由を学生に尋ねて激励するための電話連絡、第 1学期末試験

を受けなかった場合には郵送での連絡を行うというものである。例えば、法学=経済学=AES

では、 243名の学生が電話によるフォローアップを享受した。学生集団がますます異質に

なって、選択した教育の継続にバカロレア資格が適合していない場合があるにもかかわら

31) CNE， ibid.， pp.7・12.
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ず、このフォローアップ措置の導入によって、合格率上昇と中退率減少の傾向が見られた。

非常に有益な進路変更が可能になっているとして、 CNEも追跡調査で高く評価している
32) 

o 

以上、ランス大学について、主要課題の 1つである学生数減少をめぐっての CNEの勧

告と同大学の対応を中心に見てきた。ランス大学の対応は、この問題に関して個別大学評

価において CNEが勧告した第 2・第 3期課程教育の充実をほぼ忠実に実行するとともに、

一歩進めて第 1期課程における学生付添指導を強化するものであった。特に後者は、学生

個人に対する丁寧なフォローアップを行うもので、フランスの大学においては画期的な措

置といっても過言ではなかろう。追跡調査における CNEの総括は、この問題も含めたラ

ンス大学の改善努力全体を高く評価しているぺ

4.追跡調査の有効性

追跡調査はまだ実施され始めてから間もないので、それが個別大学の改善をどの程度促

進するのかを見極めるには今後の動向を見守る必要があるo しかしながら、 CNEは追跡

調査を試行するに際して、「大学評価の 2年後に追跡調査があるので、大学もそれを目標

に対処するのではないかJ34)と効果に期待を寄せているo 実際に、上に事例的に示した 3

大学については、個別大学評価における CNEの勧告の大半は実行されているか、あるい

は検討中であった。中には勧告に反するような方策が取られる場合もあったが、大学側に

明確な理由があり、追跡調査においては CNEが理解を示す形となっていた。また、ここ

では取り上げなかった他の追跡調査対象大学でも、 CNEによる評価とその後の改革に一

定の連続性があること、勧告をもとにした改善が進められていることが確認されている。

さらに、未着手あるいは検討中の事柄についてはその再認識の場となり、今後の取り組み

の再動機付けあるいは促進要因となることも指摘されているぺ

この追跡調査は、 PDCAのマネジメント・サイクルに当てはめて考えると、 iC (check) J 

の部分に相当する o そして、各大学の対応を iA (action) Jと見なすことができる。さら

に視野を広げてフランスの大学評価制度全体で見ると、個別大学の第 1回評価が最初のサ

イクルの iCJ に、第 2回評価が 2回目のサイクルの iCJ に、追跡調査は 3回目のサイ

クルの iCJ に相当することになるo 最初のサイクルと 2回目のサイクルの聞が平均 10

年であるのに対して、 2回目のサイクルと 3回目のサイクルの聞は原則 2年であるから、

評価と改善の距離も大幅に接近することになると期待される。

理論的には、この追跡調査においては、「対話の精神」を基礎に置きつつも、そこに「証

明の論理」が付加されている。本稿の前半部分で示した追跡調査の手順を図示すると、下

図のようになる。そこから分かるように、調査対象大学において実地調査が行われる際に

設けられる CNEと当該大学の執行部等との聞の「面談等」や、「学長の回答」を伝えるた

めの「会合」においては、 CNEと大学の間で勧告とその後の対応や報告書を巡って直接

32) CNE， ibid.， p.9. 

33)CNE， ibid.， p.12. 

34)2005年 3月 8日に CNE本部にて実施した面接調査における BrunoCurvale氏 (CNE特命官)の発言。

35) CNE， op.cit.， 2005 (Nouveaux espaces pour /，Universite)‘pp.IO-I1. 
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的に「対話」がなされる。また、大学と CNEの間では「書類交換Ji派遣団訪問Ji書類

・データ・指標等の送付Ji報告書送付」といった様々な遣り取りがなされており、これ

も機関問の一種の「対話」と見なすことができる。さらには、追跡調査報告書にも記載さ

れる「学長の回答Jは、紙上での「対話」と解することができる。

図.追跡調査の過程における「対話Jと「証明J

<大学>

，rt:捗状況の提示

⑨ 

<CNE> 

-データ・指標等の途付- I、、③報告書の作成

く二〉 「対話の4仲 J
〆、
、

崎、-- ~ 

ノ④報告書の承認

⑦最終報告書の刊行

) ...証明の論理」

一方で、追跡調査の過程においては大学が行う作業が相対的に重要とされている。すな

わち、大学は CNEの勧告とその後の対応に関する一覧表を作成したり、面談時や報告書

の作成に必要となる「書類・データ・指標等」を提示することになっている。かくして大

学は、 CNEに対して評価後の改善の進捗状況を自らの手で「証明」することを求められ

ているo

追跡調査では、大学評価後の自らの改善状況を明示し(i証明の論理J)、それを基にし

て両者が議論等を行って(i対話の精神J) 報告書という結論を導き出していくという手

法が取られている。かくして大学は、追跡調査の過程を通して改善の道程を確認できると

同時に、大学の取り組みに関する対外的説明責任を果たすこともできるのである。
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表3.ブルターニュ=南大学の追跡調査実施時lこCNEから送付された資料

はじめに

以下にリスト化されている諸点は、ブルターニュ=南大学の 1999年評価報告書から抜粋されたものである。

これらは、分析され、 CNEの指摘または勧告の対象となった問題を再掲するものである。

CNE勧告の追跡調査の実行は、このリストに基づいて行われる。これら勧告の考慮、の仕方を説明し、あるい

はそうでない場合には大学の選択を論証し、全学計画において勧告が占めている場を明確化し、記録された成

果や変化を証明するのは、大学側の仕事である。

教育

1. 字企業の変危

一一学生のリクルート政策。

一一第 l期課程におけるリクルートーーパカロレア取得者数の予測分析

2. 法学V1ffð字学jご$ilプ-31i~提供

一一法学リサンスを強化し、さらに限定的な専攻を選択すること。それは、大幅な多様化よりも卓越性を優先

し、ブルターニュ=南大学が提供できない専門領域は他所で見付けるという考えを、学生が受け入れるもの

である β2頁九

3. I護軍営学:;IUP 

一一法経学部への附属向4頁フ。

一一「情報学・統計学・経営学」専門拠点の枠内で発展すべく協力すること。

一一法経学部の周囲への開放。

4. 弛彦tiJI事長嘗.JJti綾'JIUP 

一一選択肢の妥当性、同一 IUP内での様々な専攻の分かり易さと一貫性 β5P)。

一一大学の他の構成部局、とりわけ法学、経済学、経営学にこの IUPを開放する必要性 (36頁)0

5. 必~J古学j 抱夜

一一選択肢の質と独自性に基づいて、全学的戦略の中に「歴史学J拠点を上手く統合するように注意すること。

6. 9#系暴f"!亨
一一「物理学・応用」コース。学生数の変化、 IUFMへの開放、 DESS(高等教育専門免状)の設置(39頁)。

7. IUT 
-IUTグァンヌ校

一一内部組織を変更して、 4学科間での資源分散および共働作用を改善すること(42長九

一一 IUTロリアン校

一一学科新設よりも既存の学科の発展を優先すること{初頁九

一ー産業界とのパートナーシップおよび大学の他の構成部局との関係を強化すること{初戻入

8. 持昔話若者1J'

一一継続教育開発局の位置付け、ならびに、 IUTを含むブルターニュ=南大学の構成部局全体の全体による発展

という特殊な任務の管理に注意すること。また、継続教育の管理運営の軽微な機構の質を維持することの6

頁九

研究

一一研究グ、ループの認知を可能にする学術的戦略の選択、および、大学が定める専門拠点の枠内でのその調整

(54頁丸

一一教員=研究員の採用政策およびそれらに供される研究に打ち込む可能性。展開される研究テーマを有するポ

ストの概要の適合、教育負担と管理責任の配分 β4、55頁フ。

学生生活

一一学生に対するスポーツ・文化活動の提供{旬、 64、85P)。

一一キャンパスの二極性およひ・分裂を克服しての統一的高等教育機関への所属意識 (66頁九

運営

一一運営計画の構築および全学業務局の地理的再編

ーー予算・会計手続きの実施または明確化を継続し、そのことに関して構成部局にきちんと情報提供すること

(77、 78P)0

一一会計官の責任と財務局の責任を分離すること自8P)。

一一当初予算を適切に調整し、修正予算の決定を増やさないよう注意すること (78頁九

一一地方公共団体に、運営費支出に対する支援の解除を、予定されていた 5年よりも長い期間に害IJり振っても

らうこと(73頁九

一一要望はあるが費用のかさむこ極化について、とりわけ関係する過剰経費の評価を可能にするように、予算

分析能力(計器板)を発展させること(72頁入

一ーより自発的な資料収集政策および資料収集機能に特化された場
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一ーカの散在、すなわち資料収集の細分化の危険性や図書館の分散を避け、共同図書館の資料収集共通業務局

への統合および教員グループと図書館員グループのより良い共同を促すことの3頁九

一一資料収集委員会を有効に機能させること t切頁λ

大学の管理運営

1. 1FJ.!l 
一一これまでは理系・技術系の優越が特徴であった機関運営への学問分野全体の参加、とりわけ人文・社会科

学および法学の参加の6、87頁九

一一 IUTの大学内への統合 (67頁九

2. 111，議・決定線局

一一大学とそのパートナ一、とりわけ経済界代表者との聞の協議機関を設置すること。それは方針評議会に代

わるもので、プルターニュ=南大学の未来に関する予測的考察がそこで建設的な形で行われる (68，69、86

Jf)。

大学の機構

一一特に、研究と教育が 2つの異なる構成部局に所属している科学技術部門において、構成の一貫性を改善す

ること。研究管理の共通業務局を設置し、研究活動を各 UFRに附属させること (70、86頁λ
一一機構聞の共働作用および相互扶助を容易にする専門拠点を登場させること。

一一非常に不調和な IUPの組織を再考し、それを UFRに統合すること{加戻入

ーー共通業務局を設置すること俗6戻入

一一大学共同体の構築を可能にするために、大学の二極化が「統合されたJ大学の発展や統一的アイデンテイ

ティーの出現を妨げないようにすること (86・3克j。

一一学問分野問、異なる機構問、キャンパス聞の相互作用を奨励する、あらゆる組織または率先行動を優先す

ること (86頁フ。

一一大学の「本分Jについて聞い、大学の使命の実現に適合する選択を行うこと (87頁入

一一ぼやけたままの全学計画をきちんと明確にすること。それは、 2つの地域圏一一プルターニュおよびペイ

・ドゥ・ラ・ロワールーーを考慮しなければならない大学および経済の文脈の中で、特徴がはっきりして

いないの7質入
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はじめに

フランスにおける新政策評価制度下の教育行政

一学校の自律性拡大による成果向上一

藤井佐知子(宇都宮大学)

1990年代以降、フランスでは行政改革が進められてきたが、 21世紀になって更なる進

展をみせている。それは、 2001年 8月に成立した「予算組織法J(Loi organique relative 

aux lois de finances，LOLF)が定めた新しい予算編成方式と政策評価制度に基づくもので、

全行政分野が予算編成の段階で各事業区分の目的とその業績達成度を測る指標を設定し、

それらすべてが国会において費用対効果、効率性の観点から徹底的に審議されることとな

った 1)。この新しいシステムの下で、公共政策は全領域にわたって業績達成度評価型の政

策評価を受けることとなり、公共経営は、従来のく規範とルールによる管理>からく目標

と成果による管理>への完全移行が図られることとなった。

業績や成果による統制は、一般に NPM(ニューパブ‘リックマネジメント、新公共経営)

理論として知られており、イギリス、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドでは

広範囲に公共部門に取り入れられており、特に教育分野では、成果主義型教育管理として

積極的に推進されているが、フランスの今回の改革では、英米にみられるような競争原理

や市場原理とリンクさせる方向性は採っていなし、。政策の成果や効率性を重視し、そのこ

とについてのアカウンタピリティを果たすことを求める、という点に焦点化されているの

である。学校との関係で言えば、英米では、学校選択制という市場的競争や成果契約によ

る教育の民間委託等が推進されているが、フランスではそうした手法は一切とらず、学校

の自律性と責任の拡大という視点から成果向上を図ろうとしており、その政策手法は対照

的といえる。

本稿は、予算組織法 (LOLF)の学校教育行政における適用状況を概観し、成果主義が

フランスの教育政策遂行においてどのように捉えられ、推進されようとしているかについ

て検討しようとするものである。

1 .予算組織法 (LOLF) と業績評価制度

2001年 8月 1日に制定された LOLFは通常の法律の上位に位置する「組織法Jであり、

2006年予算 (1月 1日開始)から全面実施された。その中心は、従来省庁別に計上されて

いた支出志向予算を、政策の目標及び成果との関係付けで作成する「業績測定方式Jのプ

ログラム型業績予算に変更する、というものである。具体的な内容は以下の通りである。

①「目標Jを設定して「成果Jを目指すという予算編成の考え方に立ち、行政活動単位

を「ミッション missionJ一「プログラム programmeJ- rアクション actionJの三

層構造とし、予算をプログラム単位で作る(プログラム型業績予算)。

②予算項目を抜本的に見直して大くくり (100-150単位。単位=プログラムの数。 2007

年度は 131)にし、行政目標毎とする。またその予算単位毎に責任者が命じられる(管

理者の施策に対する責任の明確化)。

③個々のプログラムに対する業績目標 (objectifs)・指標Gndicateurs)の設定と、年次成
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果計画 (projetannuel de performances:PAP)ならびに年次成果報告 (rapportannuel 

de performances:RAP)の作成・提出を義務付ける(業績達成度評価)0PAPは、毎

年の予算法案本文に付属書として添付され、国会の承認を得なければならない。

これらから明らかなように、 LOLFは予算制度改革であると同時に政策評価制度改革

でもあった。従前の政策評価は、事前-中間一事後のエバリュエーション (evaluation)

型評価で、成果との関係は問われなかったのであるが、今回の改革では、行政活動は数

年間単位の戦略的な目標に基づいて実施されることになり、さらにその評価が、①社会

経済的効果、②サービスの質、③管理の効率性、の 3つの側面から行われることとなっ

た。その際の基準は自ら設定した指標であり、ここにいわゆる業績達成度型の政策評価

制度がはじめて導入されたのである。この結果、各省庁は、予算を有効活用して結果を

出したことについてアカウンタピリティを果たすことが求められるようになった。この

政策評価の仕組みそのものは、部局単位の中期政策目標の設定と、それを細分化した部

門単位ごとの測定指標と目標値の設定、その実績公表とモニタリング、という点におい

て英、米、豪、ニュージーランドの 4カ国と共通の基本骨格を採用している。

国民教育高等教育研究省は、 LOLFについて、公共管理様式を根本から変革するもの

だとし、それを「より民主的jで、「より効果的」だと捉えて次のように説明している 2)。

民主性については、予算が活動 (action)毎に配分されることになったため透明性が格

段に高まるとともに、その使途が国民に明瞭にわかるようになった点、また、以前は新

規事業(予算全体のわずか 6%程度)についてしか予算案審議をしなかった議会がすべ

ての事業の審査を行うことになった点、そして行政活動が明確な指標に基づく評価の対

象となり、自らの説明責任を果たすことが求められるようになった点を挙げている。

効果については、まず行政活動ごとの目標とその達成に必要な資源 (moyens，人員と

予算)があらかじめ定められることになり、行政サービスの成果 (performance)が具

体的に測定されることになった点を挙げている。この場合、与えられた資源の範囲で目

標が達成されれば公共政策は効果が高い、ということになり、ここに真の f業績・成果

の文化J<culture de la performance> が誕生した、と述べている。これまでサービス

の質をあまり関われることがなかった行政活動が、少ない資源でし、かに成果をあげられ

るかが問われるようになったのである。そしてさらに、責任者への責任の付与と自治の

拡大を挙げている。これは現場主義と呼ばれるもので当事者の責任の下で自律的に成果

をあげていくことが期待されていることを意味する。

もう 1点注目されるのは、予算執行、行政活動の効果とともに、効率性 (efficience)

の追究という、フランスの公共活動にはなじみの薄い観点が投入されている点である 3)。

質の高いサービスを提供する、という成果主義にプラスして、無駄な資源をカットして

合理化をめざすという、対費用効果の観点が含まれているのである。フランス史上初め

て公的領域にこうした観点を用いた背景には、 1つには、財政赤字の縮減という一大目

的があった。 LOLF制定の端緒となった 1999年 1月に出された国民議会のワーキング

グループの報告書において、公的支出の効率性をし、かに高めるかという課題が強調され、

国の機能を改革し、国民負担と財政赤字を制限するには公的支出の効率性を高めるため

の改革が必要だと論じている 4)。その結果LOLFは、人件費以外の予算の流用を原則自
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由にして予算の弾力化を図り、政策責任者には事業目的を効率的に達成するために執行

にかかる広範な裁量を与えるとともに、事業区分責任者との協議に基づいて、各々の現

場の特性に応じた予算活用を促すことにした5)。

11.予算組織法 (LOLF)下の教育・研究予算と政策評価の枠組み

( 1 )国民教育高等教育研究省所管のミッション・プログラム・アクション

2007年度には合計 34のミッション(歳出項目)が設けられ(うち 8つが 2つ以上

の省で 1つのミッションを共有する省間ミッション)、その中で「学校教育

(Enseignement scolaire) J と「研究及び高等教育 (Rechercheet enseignement 

superieud Jが国民教育高等教育研究省所管である。両者とも省間ミッションである。 2

つのミッションのプログラム(事業区分)と担当省、予算は以下の通りである。

ミッション及びプログラムの名称(太字がミッション) 予算額(ユーロ)

学校教育 58，981，518，615 

公立初等学校教育(国民教育高等教育研究省) 16，129，661，728 (16，057，963，548) 

公立中等学校教育(国民教育高等教育研究省) 27，878，837，331 (27，676，122，901) 

児童・生徒の生活(国民教育高等教育研究省) 4，794，607，644 ( 2，993，869，701) 

私立初等中等学校教育(国民教育高等教育研究省) 6，835，903，116 ( 6，105，536，940) 

国民教育に係る政策の支援(国民教育高等教育研究省) 2，065，119，618 ( 1，326，211，677) 

農業技術教育(農業漁業省) 1，277，389，178 ( 859，332，960) 

研究及び高等教育 21，284，230，138 

高等教育及び大学における研究(国民教育高等教育研究省) 10，659，314，223 ( 8，092，355，625) 

学生の生活(国民教育高等教育研究省) 1，846，909，704 ( 73，000，068) 

領域横断的な科学技術研究(国民教育高等教育研究省) 3，839， 171，484 ( 300，000) 

環境・資源に係る分野の研究(国民教育高等教育研究省) 1， 163， 116，925 ( 0) 

宇宙研究(国民教育高等教育研究省) 1，261，054，058 ( 0) 

危険・汚染に係る分野の研究(環境省) 276，843，057 ( 0) 

エネルギーに係る分野の研究(経済財務産業省) 659，299，297 ( 0) 

産業研究(経済財務産業省) 576，470，182 ( 0) 

運輸・設備・居住に係る分野の研究(運輸設備観光海洋省) 378，021，473 ( 0) 

(民生と軍事の)双方に係る研究(国防省) 198，000，000 ( 0) 

文化研究及び科学的文化(文化通信省) 150， 184，520 ( 34，273，153) 

農業に関する高等教育及び研究(農業漁業省) 275，845，215 ( 158，935，032) 

一般予算歳出総額 343，310，055，443 

表注:2006年 12月 22日付け政令第 2006・1669号より作成。予算額の欄の括弧内の数値は，人件費の上限

額であり，予算額の内数である。

出典:文部科学省『諸外国の教育の動き 2006~ 2007年6月、 81頁。
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各プログラムの構成要素であるアクション(活動事項)は、「学校教育」の場合それ

ぞれ次の通りである(農業技術教育は除く。なお国全体で 2007年度には 620のアクシ

ヨンが設けられている)。予算はこのアクション毎に人件費、経常経費、投資的経費に区

分して割り当てられている 6)。

0公立初等学校教育・・・「就学前教育Jr初等教育Jr特別な教育ニーズJr教員養成J

「代替教員Jr学習指導の経営と管理Jr各種職員」

0公立中等学校教育・・・「コレージュの教育Jrリセの教育Jr学校教育としての職業

教育Jr見習訓練Jrリセのパカロレア後教育Jr特別な教育ニー

ズJr就職指導Jr情報と進路指導Jr成人の継続教育と VAE(経

験知識認証制度)J r教員養成Jr代替教員Jr学習指導の経営・指

揮・管理Jr各種職員JrEPLE(公施設法人)への補助金J

0児童・生徒の生活・・.r学校生活と責任への教育Jr学校保健Jr障害児支援Jr社会

福祉活動Jr児童・生徒の受け入れとサービスJ

0私立初等中等学校教育・・・「就学前教育Jr初等教育Jrコレージュの教育Jrリセの

教育Jr学校教育としての職業教育Jrリセのパカロレア後教育J

「学校教育の特別規程Jr児童・生徒のための社会福祉活動Jr学

校運営Jr教員の養成・継続教育Jr代替教員Jr学習支援J

0国民教育に係る政策の支援・・・「教育・研究政策の運営と実施Jr評価と統制Jr通
信Jr法的査定Jr国際活動Jr人的資源、政策Jr教育政策支援機

関Jr支援体制、情報システム、不動産Jr認証Jr学校輸送j

(2 )各プログラムの目標と成果指標

各省は予算案審議にあたってプログラム毎の年次成果計画 (PAP)を作成して国会に

提出するが、そこには、プログラムとそれを構成するアクションの現況・課題の説明

(presentation)があり、その後にプログラムの目標の具体的説明とその達成状況を測る

成果指標が示されている。プログラム「公立初等学校教育Jの場合、目標 1r初等教育

期間中にすべての児童に基礎的能力を身につけさせるJの具体的説明は概略次の通りで

ある。

「これは本プログラムの中心であり、共和国の学校に対する国民の切なる願いでも

ある。本目標はアクション 1と2に関わる。設定した指標は生徒が獲得する能力

に関わるものであり、これは社会のニーズに応えるもので非常に重大な意義を持つo

特にそれは、フランス語と数学、外国語(特にドイツ語)、そして情報技術の習得に

力点を置く。そのために新しいアプローチ法が重要となる。それは情報通信技術の獲

得の測定 (mesure)であり、明確な基準に則って実施される。フランス語と数学は、

共通基礎知識技能 (soclecommun)が示す小学校修了段階の基準とこれを具体化し

た学習指導要領、外国語はヨーロッパ共通の外国語能力枠組みの Alレベル、情報通

信技術は「情報技術免状JのB2iレベルに準拠して測定する。J

また、他の目標と指標は次の通りである7)。

目標 1 初等教育期間中にすべての児童に基礎的能力を身につけさせる
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指標 1-1 小学校修了時点でフランス語と算数の基礎的能力を身につけている児童の割合

指標 1-2 1年以上遅れてコレージュ第一学年に進学する児童の割合

指標 1・3 外国語においてヨーロッパ共通の外国語能力枠組みの A-1レベルに達する児童の割合

指標 1・4 ドイツ語を学習している児童の割合

指標 1・5 小学校修了時点で f情報通信技術免状 (B2i)Jレベルに達している児童の割合

指標 1-6 留年者の割合

目標 2 困難な地域の児童と特別な教育ニーズを持つ児童の学校で、の成功を拡大する

指標 2・1 フランス語と数学の基礎的能力を獲得している者の割合の ZEP-REP (優先教育地

区・ネットワーク)地域とそれ以外の地域の格差、 f成功希望ネットワーク(Reseaux

"Ambition reussite")J (注参照)地域とそれ以外の地域の格差

指標 2-2 最低 1年以内にコレージュ第一学年に進学する児童の割合の ZEP-REP地域とそれ

以外の地域の格差、「成功希望ネットワークJ地域とそれ以外の地域の格差

指標 2-3 要支援児童の割合の ZEP-REP地域とそれ以外の地域の格差、「成功希望ネットワー

クj地核とそれ以外の地域の格差

指標 2・4 小学校児童における障害児の割合

注) r成功希望ネットワークJは、 ZEP指定校の中で特に困難なコレージュー校と複

数の小学校を一つのグループとし、そこに手厚い人的措置を施して ZEP政策の効果を

高める目的で 2006年度から開始された。初年度は 249校のコレージュと 1600校の

小学校が指定を受け、ベテラン教員 1000人、学習指導補助員(主に大学生)3000人

の加配のほか、フルタイムの学校看護師を各コレージュに配置することとした。

目標 3 質の高い教員の潜在力を活用する

指標 3・1 5年間に視学から監督を受ける教員の割合

指標 3-2 国の優先事項に割り当てられる教育時間の割合

指標 3-3 小学校教員のうち外国語教育に携わる者の割合

指標 3・4 AIS(学校適応・統合)担当職員の専門職化にかかわる教育費の割合

指標 3・5 代替教員の配置率(産休・育休)

指標 3-6 代替教員の活用率

目標 4 教育管区の均衡化に向けた整備の促進

指標 4・1 均衡化予算を受けた大学区の数

指標 4-2 学級担任をできる教員の潜在数

上述の目標 1の具体的説明からも明らかなように、これらはすべて 2005年成立の新し

い教育基本法 cr学校の未来のための 2005年4月 23日付基本計画法」、通称フィヨン法)

8)が掲げた教育方針に則って作られている。ブイヨン法は初等中等教育改革に関する規定

を中心とし、くすべての生徒の学業成功を導く>ことを主目的に制定された。そしてそれ

を実効ならしめるために、すべての者が義務教育段階で、身につけるべき知識技能を「共通

基礎知識技能 (soclecommun) Jとして定めた 9)。これに関して本プログラムの管理責任

者である学校教育局長デバッシュ (R_Debbasch)は、 PAPの冒頭で次のように述べてい

る。

「本プログラム「初等学校教育Jの年次成果計画 (PAP)は、すべての児童生徒が自ら
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の才能を発展させ人格的職業的完成をなすのに不可欠な共通の基礎的知識技能を獲得す

ることを保障することを教育システムの使命とした「学校の未来のための 2005年 4月

23日付基本計画法Jの実施の枠内に位置づく。この共通基礎知識技能の構築における初

等学校教育の役割は決定的であり、初等学校の重要課題は、すべての児童に読み書きと基

礎学習を徹底させることである。J10) 

プログラム「公立中等学校教育」の第一番目に掲げられた目標も「大多数の生徒を義務

教育の修了時に期待される知識レベルまで導き、かっ相当する資格を取得させるJとなっ

ており、すべての者に「共通基礎知識技能Jを習得させる、という現下の最重要教育施策

の実行がメインに据えられていることがわかる。

このように LOLF、導入後は、予算案編成時に制定される年次成果計画 (PAP)の策定段

階において現下教育政策の実行計画が現状分析をもとに綿密に練り上げられ、その計画の

達成目標が明記されることになったので、あるが、注目すべきは、その達成度測定のための

指標毎に予測と目標値が設定されている点である。上記の f公立初等学校教育Jの指標の

うち、数値が記入されているものは以下の通りである。

指標 1-2 1年以上遅れてコレージュ第一学年に進学する児童の割合

2004年 2005年 2006年 2007年

実数 予測実数 予測 予測 目標値

19% 17.8% 17% 16% 16% 

指標 1・4 ドイツ語を学習している児童の害1]合

2004年 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測 実数 予測 予測 目標値

11.3% 11.3% 11.39% 11.7% 12.1% 13.6% 

指標 2・4 小学校児童における障害児の割合

2004年 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測 実数 予測 予測 目標値

1.4% 1.6% 1.7% 1.8% 1.8% 2% 

指標 3・1 5年間に視学から監督を受ける教員の割合

2004年 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測 実数 予測 予測 目標値

71.3% 69% 72% 74% >80% 

指標 3-2 国の優先事項に割り当てられる教育時間の害1]合

2004年 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測 実数 予測 予測 目標値

37% 37% 40% 38% 39% >40% 
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指標 3-3 小学校教員のうち外国語教育に携わる者の割合

2004年 2005年 2006年 2007年

実数 予測実数 予測 予測

年
一
値
一

m

m
一
標
一
似

初
一
目
一
〉

指標は、過去の実績を基に当該年度の予測と 2010年の目標値を定め、決算時にその達

成状況が評価されるとしづ仕組みであり、 LOLFの政策評価制度の側面を示すものである

(ただし、他国と同様、目標の設定が当該年度の予算配分額の水準を直ちに決定したり、

目標の実績が機械的に次年度の予算要求・査定に反映される仕組みにはなっていなし、)0 r手

段の文化J(culture de moyens) を「結果と業績の文イヒJ(culture de resultats et de 

performance)に変革しようとするねらいは、この数値目標の導入に端的に現れている。

78% 73.2% 75.7% 80% 

( 3)行政改革としての LOLF、

LOLFは行政改革の手法としても注目すべき仕組みを導入している。それは、利用者

指標 3・4 AIS(学校適応・統合)担当職員の専門職化にかかわる教育費の割合

2004年 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測実数 予測 予測 目標値

23% 23% 21% 24% 24% >25% 

指標 3-5 代替教員の配置率(産休・育休)

2004年 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測 実数 予測 予測 目標値

90.87% 91% 91.7% 91% 91.5% 93% 

指標 3・6 代替教員の活用率

2004年 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測 実数 予測 予測 目標値

78.58% 80% 78.8% 82% 83% 90% 

指標 4-1 均衡化予算を受けた大学区の数

2004 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測 実数 予測 予測 目標値

15 17 17 19 21 30 

指標 4-2 学級担任をできる教員の潜在数

2004年 2005年 2006年 2007年 2010年

実数 予測 実数 予測 予測 目標値

81.97% 82% 82% 82% 82.4% >83% 

'
E
i
 

噌

E
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(usager)のニーズに的確に応えて質の高いサービス提供に努めるために、現場に近いと

ころに責任主体を置き、彼らに大幅な自治を認める、という点である。財務省が LOLF普

及のために設置した HP に掲載されている WLOLF、実用ガイド~ (Guide pratique de 1a 

LOLF，2006)は、第 4部を「新しい公共管理 (Lanouvelle gestion publique) Jとし、次

のように述べている。

「管理者に自由と新しい責任を与えることによって、 LOLFは、国家を根本的に現代化

(moderniser)する。成果 (performance)を中心に置き、現場とサービスの実態に

直接関わることを特徴とする新しい公共管理は、利用者、納税者 (contribuable)そ

して市民(citoyen)に利益をもたらす間断なき進歩のダイナミズムに行政全体を引き入

れる。J11) 

ここで言う「利用者Jにもたらす利益というのが、利用者が自分たちのニーズに合った

質の高いサービスを受けることが出来るということを意味しており、それを可能にするの

は現場の実情にマッチした行政施策であり、そのためには管理責任者に責任と自由裁量を

与えることが不可欠、と考えられている。ここから LOLFは、国家を中心としながら地方

レベルで、多くの責任が果たせるための新しい責任体制を次のように構築している。

注:BOP(Le buget operationnel de prograrnme) :プログラム実行予算

UO(L'unite operationnelle) : BOPの事業実施単位

官BOPは一つまたは複数の UOによって執行される。

一般行政の場合、 BOPは固と地域圏 (region)で分担するが、国民教育行政(ミッショ

ン「学校教育」と「研究・高等教育J)の場合は、国と大学区 (academie)で分担してい

る。その分担の仕方はプログラムの種類によって様々であり、また事業単位も県レベルま

で下ろしているものと、国が一括しているものとがある。例えばミッション「研究・高等

教育Jの 12のプログラムのうち第一番目のプログラム「高等教育及び大学における研究」

は、 BOPの一部を大学区に委譲しているが、それ以外のプログラムでは国のみであり、そ

れに伴って第一、第二プログラム以外の UOは国のみとなっている。他方、ミッション「学

校教育Jでは、プログラム「私立初等中等学校教育」の BOPが国のみに割り当てられ、

国が一元的に予算・業務管理をしているが、それ以外の 4つのプログラムでは BOPは国

と大学区で配分、 UOは国と大学区、県の三者となっている。これは、予算権限は国と大

学区が分担して持ち、業務は、国、大学区、県が分担担当していることを意味している。

なお、事前の支払命令のない報酬費の支出は「大学区 UOJが管理し、他の支出は大学区

総長の決定の下で「県 UOJが管理することとなっている。

こうして、各大学区はプログラムとその構成要素であるアクションごとの予算計画を立
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て、国と同様の指標を用いて年次成果計画を作ることとなった。また「大学区 BOPJ (大

学区に割り当てられたプログラムの予算)の責任者は、その業務執行に最適な執行単位

(UP)を大学区と県の双方に割り振ってプログラム管理を的確に行い、国レベルで、定めた

指標とその目標値の達成に貢献しなければならなくなった。

大学区の役割は従来より格段に強まったといえるが、いま現在のところ思うような進展

はみられていないとしづ。国民教育総視学局(IGEN)と国民教育行政総視学局(IGAENR)

が 2005 年~6 年に共同で、行った大学区実施状況調査によれば、肝心の大学区当局が LOLF

下で果たすべき新しい任務を理解できておらず、①教育システムの成果の測定の条件であ

る予算と戦略の連携がうまくいっておらず、両者がぱらぱらに捉えられていること、②プ

ログラムの責任者と BOPの責任者の(管理上の)対話が不足していること、③LOLFが

もたらした新しいマネジメントに不可欠なツールが欠落していること、の 3点を指摘して

し、る 12)。

E 学校現場への LOLFの適用 -学校の自治と責任の拡大-

( 1 )目標管理手法の導入

LOLFが用いている具体的手法は、マネジメント理論としての「目標管理手法Jである。

担当者が自ら目標設定し、自己統制しながら仕事を進め、その結果を目標の達成度という

観点から評価するという手法であり、メリットは、評価のための指標と数値目標を掲げる

ことによって成果が明確に測定できること、他者によるノルマで、なく自己統制によって行

うことで業務意欲が高まること、等によって経営戦略の実行・具体化の容易化と業績の向

上、組織風土の改革、メンバーの意識改革が図られる、という点にある 13)。近年日本で

も業績評価ツールとして再注目を浴び、企業のみならず役所の人事評価や政策評価等に取

り入れられており、新しく始まった学校の教員評価システムでもこの手法が使われている。

LOLFは、国の政策評価ツールとしてこの目標管理手法を取り入れ、それを、責任者の

責任と自治の拡大によって実効性あるものにしようとしている。今回この考え方はそのま

ま学校教育機関にも適用されており、国民教育省側は、学校の自治と責任の拡大を LOLF

の具体化として捉えて推進しようとしている。フランスの学校自治と責任の拡大は、 1980

年代後半以降、「学校教育計画J政策として取り組まれており、今回その刷新が行われた。

(2 )学校教育計画 (projetdモcoleou dモtablissement)の再定義

projet d'etablissementは、今日フランスで、は組織のマネジメントツールとしてよく知ら

れており、最近では病院において、組織計画の効果的活用による業務改善や成果向上が大

きく取り上げられている。周知のように教育分野でも 1989年「新教育基本法Jがすべて

の学校に学校教育計画(小学校は projetdモcole、中等学校は projetd'etablissement)の

策定を義務付けて学校の自律的経営の柱に据えた。学校教育計画に盛り込まれている、現

状診断→基本方針の決定→アクションプログラムの策定→実践→評価という自己評価を組

み込んだマネジメントサイクルの実行により、学校が教育の質的向上という今日的任務を

達成しうる自律的責任組織に変貌することが期待され、その要に「学校教育計画Jが位置

づけられたのである。ところが実際にはこれは現場ではうまく機能せず、教育の質の向上

に貢献するといった理想にはほど遠い現状で、あった 14)。
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ブイヨン法は、すべての子どもに基礎学力を保障する、という目標達成のために、学校

をその推進主体として重視する姿勢を取り、その中心である学校教育計画に関して次のよ

うな規定を設けた。

第 34条①「公立の幼稚園、小学校及び中等学校においては、教育共同体の代表者は、

学校教育計画を策定する。この計画は、幼稚園及び小学校においては学校評議会が、

中等学校においては管理評議会が、 3年から 5年の期間について採択するものとし、

その学習指導に関わる部分に関しては、幼稚園および小学校にあっては学習指導チー

ムの、中等学校にあっては学習指導委員会 (conseilpedae-oe-iaue)の提案に基づい

て採択する。J

②「学校教育計画は、国の教育目標及び教育のプログラム (desobjectifs et des 

programmes nationaux)に関する各校個別の実行方法を定め、かつ、これに寄与す

る学校教育活動および学校外教育活動を定める。この計画は、すべての幼児児童生徒

の成功の保障のために、およびそのための父母の参加のために実行される方策および

手段を定める。この計画はまた、成果 (resultatsatteints)の評価方法を定める。j

③大学区当局の事前許可を条件として学校教育計画は、教科教育、学際的活動、学級

又は学校の学習指導組織、教育制度の協力者との協力、外国の学校との交流又は姉妹

提携等に関する 5年以内の実験 (exoerimentations) を定めることができる口

この実験は、毎年の評価の対象とする白

④教育高等審議会 (HCE)は、毎年本条を適用して実施する実験に関する総括報告書

を作成する白

注)2000年 6月よりすべての教育関連法令は「教育法典Jの中に集成され、本条項は「法律の部J

第 4編 f学校教育機関Jの第 0章「共通規定」第 L.401・1条となった。改正前は小学校に関して

は第 L411-2条、中等学校に関しては第 L421・5条に定められていたが、それらを一本化し、第

O章を新たに起こして移動した 15)。下線は、内容的に新規の規定。

第一項ではまず、学校教育計画が机上のペーパーになりがちな弊害を避け、より現実的

な規定として、代表者による策定と期間の提示を行っている。そして第二項においては、

新法の中心目標であるすべての児童生徒の成功の保障にそのねらいを焦点化している。改

正前は初等、中等学校とも「この計画は、もっとも恵まれない家庭の出身の(幼児児童)

生徒を引き受けるために実行する個別手段を提示するJと規定していたが、これを児童生

徒のく成功の保障>としづ言葉に置き換え、ブイヨン法の最重要目標に一致させているD

さらに成果の評価方法の記載を求めるなど、実効性をもっ学校教育計画にしようという意

図がうかがえる。

新法制定に伴い、学校教育計画の実施に関して定めた「地方教育公施設法人に関する

1985年 8月 30日付政令Jを改正する政令が 2005年 9月 9日に出され、その運用の指針

を定めた同年 9月 30日付通達l6)は、上記の新しい学校教育計画に関する規定について、

「学校教育計画が再定義されたJと述べ、「学校教育計画は、目標 (object首位とアクショ

ンプログラムの形式で各校個別の実行方法を定める」と説明しているo これに関して

Dalloz社の「教育法典jのコンメンタールは、新規定の((des objectifs et des programmes 

nationaux"は、従来と違う意味で使われていると説明している。新規定のそれは LOLF
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流(lolfienne)であり、 programmeは LOLF制度における年次成果計画 (PAP) に記載

されるプログラム、 objectifsは各プログラムの目標のことを指す、と述べ，その根拠とし

て上記通達の文言を挙げている 17)。

明らかにここでは、国の目標と事業実施機関である学校の目標の連鎖、ならびに各レベ

ルにおける評価の徹底によって確実な目標達成を目指すという、目標管理の考え方が採ら

れている。加えて通達は、学校教育計画に重点をおくことで学校の自治を発展させること

が重要だとしており、各学校が児童生徒の学業成績の向上のために新設の「学習指導委員

会Jを中心に自律的に活動していく、と述べている。これは、これまで停滞していた学校

教育計画を核とする自律的学校経営の推進を、教員の専門性に依拠して進めていこうとす

る重大な指針の提示と捉えることができょう。学校への成果主義の投入は、関係者の共同

決定とマネジメントサイクルによる自律的経営という学校教育計画の従来の捉え方に、教

師や教員チームの専門性重視という新たな観点を付与したのである。これまで不十分だと

言われていた教員の連携や協働を推進し、それが専門的力量を発揮することによって学校

教育全体の効果を高めていこうとする志向性であり、これが成果主義の投入によってもた

らされたという事実は特筆される。通常、競争原理を伴う成果主義は、組織成員間の協働

の基盤を掘り崩すという弊害を合わせ持つが、フランスの場合は、教育政策の最重要課題

である一人ひとりの成功を導く=学業成績の向上という目標達成に学校教育計画のミッシ

ョンを定めたことにより、教員の主体性と協働を新たにクローズアップさせたのである。

その際、第三項に規定された「実験Jは、個々の学校が自校の特性にあった革新的なや

り方を積極的に認めることで、学業成績の向上という目標を自律的かつ効率的に達成させ

ようとの趣旨で設けられており、学校の自律性の一層の拡大とそれによる効果向上が同時

に目指されている。目標管理のベースにある自己統制による業績向上という考え方が適用

されているのがわかる。

( 3)大学区と学校の聞の「目標契約」

LOLF、は新たに「目標契約(contratd'objectiD Jとしづ仕組みを導入した。これは国が

定めたプログラムの目標とその達成に向けた指標・数値目標の設定、という原則に則って

当局と事業単位 (UO) が契約を締結して、その契約に業績指標と経費分析を盛り込むも

のである。この手法が学校教育機関にも取り入れられ、ブイヨン法は以下のような規定を

設けた。

第 36条「学校と大学区当局の間で締結する目標契約について、関係地方公共団体に通

告した後に、決定する。J(管理評議会の新しい権限) (現在は「教育法典」第

L.421・4条)

また附属報告書も次のように記している。

「予算組織法は、大学区と学校の聞の目標契約において明確に定められる教育目標に応

じて、中等学校により大きな予算権限を与えるであろう。中等学校は、この新しいイニ

シャティブを、より効果的な (plusefficace)組織実現のために利用しなければならな

し、。J

目標契約を学校で取り入れる意義は、目標設定とその達成度の評価によって着実な成果

が期待でき、さらに経費分析をセットにすることによって効率化が図られる点にある。上
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でみた学校が行う「実験Jと同様に、学校が自律的に教育成果向上のための実践を重ねて

いくことを奨励しているが、契約政策は、公施設法人である中等学校に予算上の裁量権を

与え、目標管理手法によって着実な成果を上げさせる、というより徹底した成果主義の考

えが貫通されている。

この構想は、「新教育基本法Jに代わる新法制定に向けて 2003年 4月から始まった国

民討論 (DebatnationaI) 18)においてすでに示されていた。国民討論では教育の現状につ

いての総合的な分析と改革論議がなされたが、学校経営に関しては教育の成果向上を支え

る条件的側面として重要視され、討論の総括である『テロ一報告~ 19)が示した 8つのアク

ションプログラムの中の第 5番目にく学校の活動能力と責任を強化する>が挙げられ、概

略次のように述べられていた 20)。すなわち、すべての生徒の成功のためには、学校の適切

な運営が重要な条件となる。そのためにはまず協働による教育実践が不可欠で、具体的に

は中等学校に学習指導委員会 (conseilpedagogique)を設置する。また、学校とその責任

者の活動能力を向上するためにく目標と評価による運営>を導入し、生徒の特性と学校教

育計画に応じて予算を配分する方式を導入する。これは具体的には、学校と大学区と地方

行政当局の間で結ぼれる三者契約 (contorattripartite)という形で定式化される。ここに

は自己評価と教員評価が組み込まれる。

この提案は上でみたように法文化され、 2005年9月9日付政令は 1985年政令第 2条に

次の文言を追加した。

「大学区当局との聞に締結される目標契約は、固と大学区の方針を満たすために学校

が達成すべき目標を定める o さらにその目標の達成度を測ることができる指標

{indica teurs)を示すこととする。J

こうして目標及び指標の設定と経費分析を特徴とする LOLF型の契約政策の学校版が

開始されることになった。 LOLFの根本にある成果主義の考え方は、このようにして学校

運営のあり方に大きな影響を与えている。学校は、成果向上を実験や契約政策によって具

体的に結果として示していく必要に迫られるようになったのであるが、それは、学校同士

や教員同士を競争関係、におくことによってではなく、教員の専門的自律性に基盤を置く学

校の自治と責任の拡大によって追求されるべきものと捉えられている。

おわりに

学校の自治と責任の拡大は、 1989年の現代化政策 (modernisation，行政改革)におい

て教育分野が自ら定立した方針で、あった。現代化政策では、行政活動の質を高めるために

効率性の追求、利用者の利便の向上、職員の責任強化を基本方針とし、さらに評価の実施

と公表を課題に挙げていた。教育分野ではこれを受けて、教育サービスの質的向上の原動

力となる個別学校に着目し、各学校が自己責任体制を築いて自律的に経営し、質の高い教

育を実践していくという方針を決定した。その際のシンボルとされたのが「学校教育計画J

で、あった。学校教育計画は、国家的目標を尊重する義務と多様な児童生徒や環境に対応す

る必要性を有しており、この両者が結合することによって個々人の教育レベルを可能な限

り引き上げ、すべての者の成功の保障という目標達成が可能となるからである 21)。

LOLF制定による行政改革第二段が打ち出した成果主義と目標管理手法は、以上の路線
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をさらに後押しする方向に作用した。つまり、現場の裁量と責任の重視という考え方は学

校の自治と責任の拡大という方向性に重なり、目標管理による成果向上という狙いは、目

標契約という新しいタイプの経営戦略を生み出した。そして生徒の成功を導くキーパーソ

ンとしての教師の力量とその協働が改めて自律的学校経営の主人公に位置づけられたので

ある。以後、国民教育省はこの路線の現場での浸透をめざしており 2007年新年度準備の

ための通達は LOLFに触れて「年次成果計画 (PAP)の目標設定は、公共支出の効果的活

用を可能にし、新しい教育予算は、各人が効果の高い学校システムを享受するのを可能に

するJと述べ、「量の論理から、目標と達成手段、当事者の責任を強調する質の論理に切り

替えることが重要だJと指摘している。そして「成果の文イ七Jはまずもって教育行政担当

者と学校の責任者が身につけるべきものだとしている。そして年度重点施策の説明のトッ

プである「すべてのものの成功一教育システムの最優先事項Jの中では、大学区は新しい

目標による行政運営と結果の評価に力を入れなければならないこと、学校は、生徒の成功

のために与えられた新しい自治を最大限活用すべきこと、特に生徒のパフォーマンス向上

のために「実験」を積極的に行い、また大学区との目標契約に重点的に取り組み生徒の成

功に焦点化した目標設定と適切な指標の設定の必要性を促している。さらにこれらの評価

の重要性にも触れ、自己評価と同時に外部評価を受ける体制整備の必要も指摘している 22)。

LOLFによって教育界に正式に導入されることになった成果主義と目標管理の手法によ

って、各学校がどこまで自律的に成果向上を果たしていけるのか、今後注目していかねば

ならない。その際、大学区の果たす役割に注目していく必要があるだろう。 2006年から始

まった「現代化監査 (auditsde modernization) Jが大学区行政について行った監査結果

(財務省監査局、国民教育総視学局、国民教育行政総視学局の合同ミッション)によれば、

①大学区予算 (BOP)がいまだ十分作られていない、②設定されている目標と指標が多す

ぎて成果向上の測定には結びついていない、③成果に重きをおく運営 (pilotagede la 

performance)のための道具(outils)が開発されておらず、それが国との対話において話題

になっていない、④園、大学区とも行政組織が成果主義の願いに応えていない、という 4

点を現状として報告し、大学区予算が透明で完全なものとなり、自治的になること、変化

を先導するのに有効な指標を選定すること、成果の統制と評価に関する組織をっくり、管

理上の対話を構造化すること、プログラム責任者の責任を明確にすることによって教育シ

ステムのマネジメント様式を刷新し、成果の管理を行うのにふさわしい段階を組織するこ

と、を提言している。これらが実際にどのように動いていくかを見定める必要があろう。

注)

I)LOLFを教育の視点から論じたものに次の文献がある。大場淳「フランスにおける国家

予算制度改革と大学への影響一自律性拡大と評価制度整備に向けて-J~大学論集』第

38集、広島大学高等教育研究開発センタ一、 2007年 3月、 103・124頁。本稿では LOLF

に関してこの文献のほかに次の文献等を参考にした。栗原毅『ユーロ時代のフランス経

済』清文社、 2005年、 Guidepratique de 1a LOLF (財務省 HP)，2006. 

2)フランス国民教育高等教育研究省 HPの説明項目「教育システムJの 1項目「財政(Les

Finances) Jの説明文書。
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3)この点については、注 1) の文献に詳しい。

4)財務省『公会計に関する海外調査報告書(フランス)~ 2003年。

5)LOLFの広報 HPは、この公的支出の効率性実現の一つの事例として国民教育の分野を

取り上げ、次のように説明している。毎年パカロレア試験には 50万人の受験者がおり、

約 500人のフルタイム職員が動員されるが、この間、通常の授業が行われにくくなり、

人的にも財政的にも高くついている。このため、試験組織をシンプルにし、通常の授業

への影響を少なくすることを目指して、①全国共通の試験問題データバンクを作る、②

新しい試験の前に環境アセスメントを行う、③6月に試験を集中する、④審議センター

の数を減らす、の4つの措置を施す。このことによって試験の際の動員数を減らすこと

ができ、 300のポストが空き 160万ユーロが節約できる。 Guidepratique de 1a LOLF 

(財務省 HP)，2006，p.58. 

6)Proj忌tde 10i de finances pour 2007ぐenseignement solaire弓 2006.9，pp.ll・12.

7) Op.cit.，pp.17・18.

8)LOIル.2005・380du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour 1'avenir de 

1'eco1e. 

9)次の文献がフィヨン法の成立経緯、同法の解説、同法による「教育法典」の改正箇所の

新旧対照、同法に基づく具体的施策を説明した付属報告書の全訳などを行っている。文

部科学省『フランスの教育基本法一 r2005 年学校基本計画法J と「教育法典J 一~ (教

育調査第 136集)、 2007年 3月o また、同法に基づく改革の進捗状況については、次の

文献を参照されたい。上原秀一 rw共通基礎』による学力改革推進一学校基本計画法に基

づく教育改革・仏JW内外教育~ 2007年 6月 15日。

10)注 6)の文献、 pp.16-17.

11) Guide pratique de 1a LOLF (財務省 HP)， 2006，p.49. 

12)Inspection generale de l'education nationale et Inspection generale de 

l'administration de l'Education nationale et de la Recherche. Mise en auvre de 1a 

LOLF: La construction des budgets operationne1s de programme academiques， 

Rapport NQ2006-038， Juin 2006. 

13)目標管理に関する文献は多いが、さし当たって次のものを参照した。五十嵐英憲『新版

目標管理の本質』ダイヤモンド社、 2003年、『最新人事考課制度一人が育つ評価システ

ムと目標管理の実務研究』労務行政研究所編集部編、 2006年。

14) rほとんどが共同決定されておらず、断片的計画の寄せ集めで構造化されておらず、実

行に移される計画はきわめて少なく、行政に対する単なる決意表明になっている。J

(1998年国民教育行政総視学報告書)あるいは、「組織内部の連携や共同作業を欠いた

活動計画の羅列に過ぎず、継続性がなく評価も行なわれていなし、。Jr取り組むべき課題

は、①学校運営並びに個々の領域の目標を明確に定め、これを活動に具体化し、結果を

評価するようにする、②各学校が自らの決定を明確化し、その効果を測れる指標を持つ

こと、③大学区当局は学校の政策に教育的支援を行い、行政上の監督(結果)を効果的に

行なうこと、である。J(同 99年報告書)など。

15) r教育法典(法律の部)Jの新旧条文対照表が注 9)の文献に載っている。

16)Circulaire No.2005-156 du 30・9・2005..B.O..No.36 du 6 octobre 2005. 
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17}Code de 1education， Dalloz，2007，pp.295・296.

18}拙稿「学校の未来に関する国民討論Jを展開一フランスで教育基本法改正の動き始まる

-J ~内外教育~ 2004年 2月 20日D

19}Pour 1a reussite de tous 1es e1eves， Rapport de la Commission du debat national sur 

l'avenir de l'Ecole presidee par Claude Thelot， oct.2004. 

20} Op.cit.，pp.92・105.

21)現代化政策に関しては次の拙稿を参照されたい。「フランスの教育改革の潮流と課題-

<現代化>による教育と教育行政システムの刷新-J~アソシエ』御茶ノ水書房、 2002

年、 62'""'73頁。

22}Circulaire No.2007-011 du 9-1・2007，<P凶parationde la rentree 2007>， B.O.，No.3 du 

18 janvier 2007. 

23)Inspection generale de finances， Inspection generale de l'education nationale et 

Inspection generale de l'administration de l'Education nationale et de la Recherche， 

Rapport sur 1e pi10tage duξysteme educatJf dans 1es academies a 1ゆreuvede 1a 

LOLF(Mission d加 ditde modernization)，mars 2007. 
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〔翻訳〕体罰の時代 Le Temps des Chatiments co叩orals

古沢常雄(法政大学)

〔著者について〕

これは、 CARON，Jean-Claude : Le Temps des Chatiments corporals (ジャン=クロード・キ

ヤロン「体罰の時代J)の翻訳である。

原典は、・Milleans d百cole-De Charlemagne a Claude Allとgre'dans le Collection de l'Histoire， 

No. 6， octobre 1999， 114 p. (A4判)の 58・59頁である。この雑誌は、歴史学研究誌ではなく、

歴史学研究の成果を普及する大衆的歴史雑誌である。

氏は、 1955年生まれ。 1989年に歴史学博士号取得。フランシュ=コンテ〔ブザンソン〕

大学講師を経て、現在、クレルモン=フェラン第二大学(プレーズ・パスカル大学)の現

代史教授。 r1848年革命史・ 19世紀諸革命史研究会J会長 Presidentde la Societe d'histoire de 

la revolution de 1848 et des revolutions du XIXe siecle)で、以下のような主要論文・著書があ

る。

* Jean-Claude C訂 on，Generations romantiques -Les etudiants de Paris et le Quartier Latin 

(1814・1851)，Paris， Armand Colin， 1991， 435 p. (著書)

* (( Les jeunes a l'ecole : collegiens et lyceens en France et en Europe. Fin XVIIle-fin XIXe 

siecle >>， dans Giovanni b立iet Jean-Claude .s辿旦i旦(Sousla_direction de)， Histoire des jeunes 

en Occident， Paris， Seuil， coll. (( L'Univers historique >>， 1996，2 vol. de 379 a 409 p. 

* Jean-Claude Caron. A 1百colede la violence -Chatiments et sevices dans l'institution scolaire 

au XIXe siとcle，Aubier， 1999， 337 p. (著書)

*αGouverner et sanctionner les jeunes elites -La grande enquete disciplinaire de 1853・1854

dans les lycees >>， in Pierre c坐2笠ιJean-Noelb些 etPhilippe .s笠単豆 (dirよLycees，lyceens， 

lyceennes・ Deuxsiとclesd'histoire， Institut national de recherche pedagogique， 2005， p. 

381・395.

〔本文〕

19世紀、体罰ーしばしば残忍で、あったーは、教育 enseignementの構成要素をなして

いた。〔本論はJ20世紀の末まで長く続いた体罰の実際についての調査報告である。

学校の記憶では、〔体罰はJ19世紀あっては、とかく痛ましいもので、あった。パルザ、ツ

ク [Balzac，Honore de， 1799・1850Jは、まさに、へら[(箆)。昔、生徒の手を罰として打つ

のに用いた木や革〕を受けようとしている生徒の、「ノレーブ、ル宮殿からグレーブ広場〔パ

リ市庁舎〕に行く途中で〔眼にしたと〕同じような刑罰Jを思い起こさせる原注1)。アルフ

オンス・ドデ(ドーデー)[Alphonse Daudet， 1840-1897Jについて言えば、彼ら、生涯《残

忍・冷酷な》体罰によって刻印される幼いヌマ・ルメスタン (NumaRoumestan、小説『ヌ

マ・ルメスタン~ (1881年)の主人公の名)を描いている原注2)0 ((・-省略・・》
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ジュール・ヴァレス(JulesVallお， 1932・1885) からエミール・ゾラ (EmileZola， 1840・1902)

まで、マクシム・デュ・シャン (MaximeDu Champ)からアナトール・フランス (Anatole

France， 1844・1924)まで、回想 memoiresと思い出 souvenirs、また自伝的小説も、繰り返し

繰り返しその問題を提起する教育的暴力 violencepedagogiqueを描写している。暴力は生

徒同士のそれのみならず、知と権力の保有者すなわち教師が発する暴力でもある。

問題は学校についての《黒い伝説))legende noireに一撃を食らわすことではなく、教育

制度の主要な矛盾として現れている暴力を問いただすことである。ギゾー (Guizot，Fr加 cois，

1787・1874) からフェリ (Fe汀y，Jules， 1832・1893J までは、学校は社会的暴力を根絶するこ

とを目的とする教育の使命 missiond'instruire et d'eduquerを持っていると理解されていた。

罵晋雑言 injure・喧嘩そして(心の?)バリケードに対する、知識 savoirと礼儀作法(マ

ナー savoir-vi vre の教育が使命とされた)。道徳の名目で民衆を家畜化し (domestiquer、

飼い慣らさ〕なければならないので、それだけ一層、道徳は民主主義の欠如、さらにいつ

までも続く不十分さを隠さなければならないということを含んでいる。

ところで、ある種の教育方法 methodespedagogiquesは、一一定の割合で、多様な強さで

一、暴力について、徐々に、気付き、言い表し、告発するそうした暴力の形式を立ち上げ

ている。古文書館は、私たちが日常的な体罰を見逃しているから、一般に、特異なケース

の史料しか保存しない。

19世紀中期まで、多くの場合、子どもを感情に支配された生き物 etrede passionと見な

し、そこから十分な教育上の結論を引き出し、そうした見解を強化していた。イタリアの

著名な犯罪学者チェザーレ・ランプ、ローゾ (CesareLambroso. 1835・1909) のずっと前に、

生来の運命と遺伝の影響に結びつけられた、犯罪を起こす子どもの問題が出されている。

子どもは、その精神構造によって原始社会文明に結びついている(エルンスト・ルナン

Emest Renan， 1823-1892)、犯罪に対する生得的な傾向を持っている(ポール・モロー・ド

ゥ・トウール PaulMoreau de Tours， 1896・1976)、そして、各局、動物性を指摘する。こう

した考えの社会的権現は、その性的属性と同様に、危険性を深刻化する。貧困階級出身の

少女は、もっとも危険だとされる。

それゆえ、社会は、これらの存在から理解される唯一の言葉を使用しても騰路するよう

なことはない。家庭ないし学校での体罰が、社会の基本原理を構成する。かくして、

((pedoplegie)) *ーあるいは、身体による教育 pedagogieーが正当化される。懲戒規則

rとglementsdisciplinairesは、 1806・1808にかけての「大学J(ナポレオン学制〕の創設以来、

こうした体罰の使用は、 1834年に制定された規定を定めたギゾーを経て、フェリにいたる

まで、公式的には禁止してきた。 1834年の規定の第 29章はきわめて明確に以下のように

定めている。「生徒たちは決して殴られることはなしリ。 1887年にもまた以下のような規則

が定められている。「し、かなる体罰であっても加えることは絶対に禁止される」。教育実践

の永遠性〔体罰が禁止されても続いていること〕について雄弁に物語っている。

*仏和辞典には掲載されてない単語(造語)0pedoは「児童J

の意、 plegieは f叩く Jの意。とすれば、『子どもを叩くことJ

その上、この規則上の防御手段〔体罰禁止規則〕に対しては、初等教育の良質部分を担

っていたキリスト教学校修道士会 Freredes Ecoles chr白iennes*のような学校の実践家たち

が実施していたので、体罰が頼みの綱だと正当化するもう一つの文書が存在していた。そ
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れが教育書中の本当のベストセラーで、 1811年から 1903年の聞に 9回も再版された『キ

リスト教学校運営規則~ Conduite des ecoles chretiennesが、とりわけ〔罰として生徒の手を

打つのに使う木や革で作られたしゃもじ形の〕箆(へら)白ruleを含めて、実行される賞

罰体系を築いた。

*フランスの司祭・教育者ジャン=パテイスト・ド・ラ・サール(Jean-Baptistede La Sa1le)が 1684

年に創設したカトリック修道会。 1685年のルイ 14世によるナントの勅令の廃止により、プロテス

タントへの弾圧が強まる。カトリック側はプロテスタントの改宗にカを注いだ。その一環の改宗工

作としての民衆教育に力を注ぐ。ラ・サールの教団もこの文脈で理解することが重要。

学校についての記憶において、箆〔へラ〕は特別な位置を占めている。箆は、し、かなる

場合でも〔子どもに〕直接鞭打ちをしない教師の手を代行した。我慢して受け入れねばな

らなかった。薄くて幅の広い革の切れ端で作られたこの箆 palette、バルザックの言葉を借

りれば、「父親の最後の説得手段Jくl'ultimaratio patrum>は、一般には、手に加えられた。

また、背丈の低い木の枝を束ねて作った鞭 vergesや、革や麻の細いひもで作られ、時に結

びによって強化された鞭 fouetも見られる。手の他に、お尻と背中が、体罰が加えられた

身体の部位である。

同じく、シンボ、ル的な罰 punitionssymboliquesがある。罰せられるのではないが、身体

が肉体的拘束の対象となるものである。罰として食事を与えないこと tablede penitence、

校庭にチョークで号|し、た円の中で不動でいること、際限のない罰課、過ちを犯した生徒が

木製の積み木の上で立ち続けるといった罰、木製の角棒定規の上に脆くこと、生徒が足を

半分曲げたままでいる「太股」の罰、これは時に、それぞれの手に数冊の本を持たせ、そ

の手を腕組みさせて片足で行わせることもある。

宗教団体立学校 ecolesconfessionnellesで盛んに行われたのは、地面にキスをさせる〔罰

としての〕義務、時として、地面に舌で十字の印をなぞらせる罰義務もあった。授業中ず

うっと犯人〔生徒〕に足柳をはめて入れておく車輪のついた一種の艦(牢屋)の、本物の

稼働式の牢獄prisonsmobilesをも目にする。

教育的暴力 violencepedagigique賛成派に対して、子どもについてのもう一つの概念が、

この 19世紀の中頃に現れてくる。ラプレー、エラスムス、ロッ夕、ルソーの後継者であ

るこの概念の信奉者にとって、子どもは、大人と同じ敬意をもって考察することが望まし

い、理性的存在である。第2帝政下で、エルンスト・ルグヴェ (ErnestLegouve， 1807・1903，

詩人〕が次のように言明しているo r父親による子どもの教育と、子どもによる父親の教

育という、二重の教育Jの時代がきた。体罰については、「それは、もう私たちの時代の

ものではない。それは、兵士をサーベルのひらで殴りつけ、水兵を〔古綱の切れ端で作っ

た懲罰用の〕鞭garcetteで打ち据え、子どもを罰用の箆 feruleで打ち据え、召使いを杖 canne

で打ち据え、農民を足蹴にし、妻を乗馬用の鞭 cravacheで打ち据えるような粗野な時代の

残浮である。」原注 3)

罰用の箆 ferule、鞭 fouet、独房入り cachotといった〔刑罰の〕野蛮さを告発し、シンボ

ル的な罰を弁護し、学校共同体の外部で犯罪者に一時的に加えられる象徴的〔実質を伴わ

ない〕刑罰 punitionssymboliquesのために論陣を張る衛生学者の提言によって強化された

この思潮は、一般的には、世俗的な起源 l'originelaiqueを持ち、プロテスタントの中に広

く根を下ろした人類愛 philanthoropieによって結ぼれていた。というのも、たとえ唯一で
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はないにしろ、最初の敵対者はイエズ、ス会士 jesuite、フエタールじいさんへ修道士的re

である。教育的暴力の告発は、世紀を越えた学校戦争guerrescolaire [公立学校の教育内容・

運営を巡る宗教団体と政教分離論者との論争〕の文脈の中に十分に書き込まれる。

* (pere fouettard、顔を真っ黒に塗り、足先まで黒い服を着た想像上の人物で、悪い子を
鞭で懲らしめる、ヨーロッパの fなまはげJか ? フエ fouetは鞭を意味する〕

かくして、 7月王政期 (1830・1848)から、さらにまた、第2帝政期 (1852・1870)から、

公教育大臣は、残酷さ cruaute、折櫨 sevices、さらに、拷問 supplice を引き起こす罰

chatimentsを根絶するために取り組んだ。実際に危険であるよりも、むしろより背徳的で

心理的外傷を与えるような、暴力のある種の形態が、それが社会の道徳化や自己統御

controle du soiに反していくだけに、さらに糾弾されるべきものとして出現れしてきた。つ

まり、その形態とは、生徒の口の中に唾を吐くことやインクを浸した棒を生徒の口の中に

差し込むことや、さらに、ゴミを食べるように生徒に強制することといった事実である。

それ故、体罰を加えるものを処罰することは、もはや問題ではなくなった。むしろ、重

傷を負わせたり、更には、犠牲者を死に至らしめるような不道徳な暴力を加えたものを処

罰することが問題となった。すなわち、子どもをめった打ちにしたり、家畜を殺したよう

な綱で、足を縛ったり、金物で耳を引っ張ったり、ねじったり、牛を追い立てるのに使う突

き棒のように先を細くした棒を使用するなどの暴力である。

教育的暴力事件を学級から法廷に引っ張り出すために、教育的暴力事件は、いくつかの

障害を乗り越えなければならない。まず、事件は公にしなければならない。子どもの怪我

や、肌着に血痕を見付けるので、母親が仲立ちの役を果たし、父親が告発者の役割を果た

す。こうした行為は危険や脅威がつきまとう。学校での事件を公にすることは、噂の種に

なったり、学校で発生した暴力だとしているが、本当は彼自身が張本人だと告発されたり

することを忍ばなければならない。告発することは、とりわけ、紛争となりうる、しかし

それは付随的な権力開闘争一村長 maireの権力とか司祭の権力の、あるいは、宗教にかか

わる・政治にかかわる・訴訟にかかわる・学問にかかわる、異なった権力間闘争ーを始動

させることとなる。

このことは、メーヌ=エ=ロワール県〔フランス西部の県、県庁所在地アンジェ Angers

から 90km、隣県ロワール=アトランティックの県庁所在地ナントから 50kmJ のトルフ

(Torfou)村の小学校教師マリー・アガトン修道士のよく知られた訴訟事件で明確に示さ

れている。この事件は、多数の児童に対する身体的暴力と性的加害によって有罪とされた

事件で、最終的には 1861年に、強制労働 15年の刑に処された。公教育大臣ルラン [Gustave

Rouland， 1806一1878、在位 1856-1863J は、この地方の学校に確固として根を下ろして

いる〔キリスト教〕教会が不満を抱くことを気遣って、裁判の進行の遅れと大学区視学官

の意外な抵抗にいらだ、っていた。

というのは、この訴訟事件に賭けられているものは、非常に重大で、あったからである。

暴力をふるう教師を告発するということは、公教育大臣の権限下ある学校を告発するとい

うことである。さて、ところで、ジュール・フェリー〔の教育大臣就任〕の直前に始まっ

た学校戦争guerrescolaire [学校・教育を巡る国家・世俗権力とカトリック教会との対立〕

の中で、宣伝パンフレットは、敵対者〔の立場〕弱めることのできることすべての食欲に

なる。こうした状況においては、訴訟は、決して司法の場にのぼってこない。結局のとこ
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ろ、当然、訴訟は、「犯人」の告発だけでは終わらなかった。

子どもの唯一の証言は、なんら司法的価値を持たない。逆に、子どもたちの多くはその

証言の信頼性について尋問に付された。さらに、いくつかの訴訟事件で、は、〔子どもの〕

苦しみよりもスキャンダルの方を好む地域社会の中で沈黙を守ることを強いられた、と言

うことを私たちに教えてくれる。裁判所はしばしば、専門家たちが対決する闘技場と化す。

しかし、告発はさらに、政治的意志を引き出す。 1860年代、政治的意志は、教員の古い

〔教会の支配下にあった〕身分に反対する戦いの戦列にたった本物の十字軍参加者、世俗

の〔教育〕回復運動 reconquistalaiqueの本物の英雄であるルランやド、ユリュイ Duruy(Yictor， 

1811-1894、教育大臣 1863-1869)のような教育大臣から放射されていた。

学校と暴力。すでに 19世紀、二律背反するこの一対の言葉は同時代人を驚かせていた。

寛容の敷居は低くなり、受容された合意は明白に不寛容となった。少なくとも理論上にお

いて、身体が無傷であることが当然のこととして尊重することを認めさせる社会において、

学校がこの規則を犯すことを誰が受け入れようか?

(原注)

原注 1)H. de Balzac， Louis Lambert， Paris， Gallimard， 1984， pp. 57・58(premiere edition 1832) 

パルザック『ルイ・ランベーノレ』、初版 1832年、 (邦訳 wパルザック全集~ (21 

巻〉東京創元社、 1975年)

原注 2)A. Daudet， Numa Roumestan， Lyon， Editions Jacques-Marie Laffont， 1981， p. 66 (premiere 

edition 1881) ドデ『ヌマ・ルメスタン』

原注 3)E. Legouve， Les Pとreset les enfants， Hetzel， 1867， t. 1， pp.351・52，p.75 ルグヴェ『父親

と子ども』
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フランス教育病理用語集

Absenteisme scolaire不登校 ・怠学

Accompagnement scolaire 学習随伴活動

Beur ブール(移民第二世代)

Chomage 失業問題

Comite d'education a la sante et a la citoyennete 健康と市民性の教育のための協議会

Contrat de responsabilite parentale 保護者責任契約

Cours particuliers 塾 ・家庭教師

Des∞larisation脱学校化

Disp町 itedes conditons de la vie par region 地域間格差

Dispositif relais 復帰準備中継措鐙

Drogue， Toxicomanie 麻薬問題、麻薬中毒

Echec scolaire 学業失敗

Echec (des etudiants dans I'enseignement superieur) (大学生の)失敗/不合格

Ecole de la deuxieme ch加 ce，E2C セカンドチャンススクーノレ

Educateur(trice) 教育者、教育指導員

位ducationa la citoyennete 市民性教育

Evaporation 蒸発

Foulard islamique イスラームのスカーフ

Handicap 障害

Hymne national 国歌

ldentite アイデンティティ

lllettrisme 非識字(状態)

lmmigre 移民

lnscrits p訂 defaut 不本意就学

lnsertion sociale et professionnelle 職業・社会への参入

lntegration統合

Non-diplomes 資格来取得者

Professionnalisation 職業教育化

Redoubleηlent 溶第

Sedimentation 沈殿現象

Sortie sans qualification 資格取得前隊学

Suicide，probleme mental 青少年の自殺、心の悩み

Tabagisme，Alcoolisme タノくコ中毒、アルコール中毒

Trouble de compo巾 ment，Conduct disorder行為障害

Violence scolaire 校内暴力

ZEP /REP 教育優先地域/教育優先ネットワーク

制度解説:フランスの高等教育制度

フランスの大学における学位 ・資格





Absenteisme scolaire不登校・怠学

【定義} 学校を無断で欠席する生徒の増加傾向とその現象形態が多様化している。 r不
登校・怠学Jと呼ばれるこうした現象は、教育法典第L.131-8条において「子どもが、 1

か月に半日を 4回以上にわたって正当な理由も正当な弁明もなく授業を欠席したとき」と

定義されている。但し、何が<正当な理由・正当な弁明>であるかについての統一された

基準があるわけではなく、学校によって異なっている。

【現状】国民教育省が 2004-2005年度に行った中学・高校段階での不登校の実態調査によ

ると、全体で月により 2.3'"'-'6.0%の生徒が不登校・怠学に該当している。該当生徒の割合

は、高校で1.7'"'-'4.8%の範囲で、職業高校で 5.1'"'-'12.8%の範囲で、中学で1.2'"'-'2. 6%の

範囲で推移している。該当生徒の割合が高い上位 10%の学校に置いて 6.8'"'-'16.2%の高い

範囲で推移しているのに対し、該当生徒がいない学校も少なくなく (2004年 9月には約 3

割)、不登校・怠学が特定の学校に集中しているのがわかる。職業高校では 30%に達して

いる高校もあり、進路指導の不足を示すものとして問題の深刻さが指摘されている。半日

の無断欠席を月に 10回以上行う「深刻な不登校・怠学(I'absenteismelourd) Jに該当する

生徒の割合は 1%程度となっている。

R.Ballion等は、不登校・怠学の生徒には次のような様相がみられることを論じている。

①勉学のモチベーションの喪失(l'absenteismede motivation) 、②学校のプレッシャーや

ストレスによる息切れ(I'absenteismede respiration)、③高校生の場合は経済的理由からの

ノ《ート労働の従事(I'absenteismeeconomique) 、④主に週末や休み明け時の家庭の事情

(I'absenteisme du samedi matin) 、⑤消費者の立場から登校が重要か否かの自由な判断

(I'absenteisme de consumerisme、これには宗教的信念によるものも入るとされる)、その他

にも⑥強請や嫌がらせからの回避などがあるといわれる。

【背景と要因】 不登校・怠学の背景や要因については、次のような点が指摘されている。

①学業上の困難(学業の遅れや落第など)である。そのことによって学習意欲が喪失し、

学校から遠ざかり恒常的な不登校になるというものである。しばしば言われる非行と不登

校とのつながりについては統計的には必ずしも密接な関係があるとはいえず、むしろ学業

失敗が不登校の核心であることが指摘されている。

②社会文化的環境が及ぼす影響である。特に家庭の影響は大きく、家庭の困難(両親の

失業や長期の病気、離婚や死別、家庭崩壊)はもちろん、親が学業がない場合子どもの勉

強をみれないことや、学校と家庭の価値観や文化環境の聞の大きなギャップが子どもを学

校から遠ざけることが確認されている。

③学校教育上のファクターによるものである。進路指導における問題(希望のコースに

進めなかった場合など)、学校運営の問題(時間割との関連や、教師との関係など)が不

登校につながっていることも指摘されている。

【対策】 近年「不登校との闘いを強化するJための様々な対策が講じられているが大き

くは次のような 2つの方向がある。第 1，こ家族に対する支援や情報を提供し責任をもたせ

ることで不登校を予防するというものである。具体的には学校と家庭の密接な関係づくり

や困難な家庭の親の責任を支える「保護者支援活動 (modulede soutien a la responsabilite 

parentale) Jの実施 (2004'"'-'2006年)や「保護者責任契約 (contratde responsabilite p訂 en凶le)J 

(2006年'"'-')など家族支援への配慮が強化されることになった。だがこれらの支援措置に
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もかかわらず状況が改善しない場合には、家族手当の給付ストップ (2004年まで)や刑法

上の罰則として最大 750ユーロ(約 9万円)以下の罰金が科されることになった。第2に

欠席の厳格な点検と細やかな指導により、不登校生徒に対する教育的な対処をするという

ものである。そのため教師・校長・生徒指導主任専門員 (CPE) はもちろん看護士やソー

シャルワーカー、地域のアソシアシオンなど学校のパートナーの協働による指導が重視さ

れるようになっている。

【参考文献】 ① Bemard Toulemonde (dir.)， Le systeme educatif en France， la Documention 

Francaise， 2006，②Bulletin Officiel， no.14 du 1 er avril 2004. ③ Note d'information， 2006ふ

④Patrice Heurre， L'absenteisme scolaire， Hachette， 2006. 岩橋)

Accompagnement scolaire 学習随伴活動

【定義】困難な状況にある生徒に対し、学業の成功に必要な文化の習得や宿題の手助けを

学校外において無償かっ少人数で行う学習支援活動をし、う o

困難な状況にある生徒への支援という点では 1970年代に登場した soutienscolaireと類似

しているが、 soutienscolaireがあくまでも学校教育の延長で教師が行う補習指導であるのに

対し、 accompagnementscolaireは学校の枠を超えて多様な関係者(保護者、アソシアシオ

ン、教育指導員、アニマトウールなど)が実施する支援活動である。また学校外で多様な

関係者が関わる点で学校周辺余暇活動 loisirsperiscolaire とも類似しているが、 loisires

perisco lairesが学校教育内容とは直接関係しない文化・余暇活動をその活動内容とする点で

異なっている。

【歴史】従来、家庭で子どもの学習を支える営みは私的な活動として行われてきたが、 1980

年代になってそれは社会的に学習随伴活動として展開されるようになった。こうした活動

は地域で生まれ、アソシアシオンやボランティアの活発な運動によって促されたものであ

る。その直接的な背景には、 1970年代から深刻な問題として浮上した学業失敗がある。つ

まり学業失敗は単に個人の努力の問題でなく社会的・文化的な問題であり、したがって学

校だけが生徒の困難や不平等に立ち向かうのでなく、学校のパートナーとなる多くのアク

ターとともに克服していくことが志向されたのである。もっとも当初学校は、これらのア

クターが学校教育に関与することの正統性や能力に疑いを持ち、協力的関係になかったと

いわれる。協力関係が築かれるようになったのは 1990年代に入ってからであり、 1992年

に 13の関係省庁と 32の全国的アソシアシオンの調印によって制定された学習随伴活動憲

章(Chartede l'accompagnement scolaire)が学校と地域のアクターとの繋がりを広げたと評さ

れている。

活動対象児童は、開始された頃は小学校中学年の生徒に限られていたが、徐々に小学校

低学年生徒や中学生そして高校生にまで拡大されていった。活動期間も、近年の学校開放

措置によって、学校開校時だけでなくバカンス中も行われるようになってきている。また

地域的にも、いわゆる恵まれない地域 (quartierdefavorise)だけでなく、多くの地域に広が

ってきており、学習随伴活動は活動主体とともに活動時空間も発展がみられる。

【現状と課題】 活動は主に学校や公共施設、社会・社会文化センターや一般家庭の住居

などの民間施設を使って展開されているが、その活動には 2つのタイプがある。一つは学

校教育に沿った活動で、教師によって求められる宿題をすること、今ひとつは就学に必要
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だが家庭では困難で提供されてこなかった、より遊戯的な活動や表現活動、言語活動、発

見活動、目覚まし活動などである。これらの活動は多くの場合、アソシアシオンやボラン

ティア、社会的労働者 (animateur.educaterurなど)が担っており、指導担当者は学習随伴

活動指導員 (accompagnateur) と呼ばれる。組織形態は、集団的 (5---15人の生徒)ある

いは個別的 (1---3人の生徒)に行われる。その活動内容は、地域によって「学業 scolaireJ

に強調がおかれるか「文化活動 ouvertureculturelle Jにおかれるかは異なっているが、基

本的に保護者や生徒の要求に従ったものとなっているといわれる。

だが、実際に指導にあたるアニマトウールには、夜間の宿題や学校の勉学のあり方に批

判を投げかけ、より遊戯的でより動機づけられたアプローチを重視する傾向があり、学業

を重視しがちな教員や保護者との間で対立がある場合もある。こうした対立は、学業成果

の効果を重視する評価や、即時的な学業成果でなく他の指標での評価(例えば社会性の評

価や学校と家庭の関係、の改善など)を重視するといった評価の揺れの原因ともなっている。

【参考文献】 ① Dominique Glasman， L'accompagnement scolaire -Sociologie d'une marge de 

l活cole， PUF，. 2001，②L百cole quel avenir ? regards sur l'actualite no.310， avril 2005. la 

doumentation仕ancaise. ③ L'accompagnementscolaire， Migrants ・Formation，no.99， 1994. 

④Dictionnnaire encyclopedique de l'education et de la formation， Nathan，2004. 岩橋)

Beur ブール(移民第二世代)

【定義】 beurとは arabeの音節を逆にすること (a-ra-beu→ beu-ra-a、再度これを逆

さにして rebeuという言い方も同じ意味で使用されている)で生まれた造語(スラング)で

あり、旧フランス植民地である北アフリカ諸国(モロツコ、アルジエリア、チュニジア)か

ら移民してきたフランス在住アラブ系の者たちの子どもの世代(第二、第三世代)を指す。

1980年には存在していた言葉であり、すでに辞書にも掲載されている。なお、ここから、

beuretteという女性名詞も生み出されている。

【背景】 フランスは古くから移民の国であり、したがって、移民「第二世代」はつねに

存在してきた。にもかかわらず、アラブ系に対してこのようなスラングが一般的に使用さ

れるようになった背景には、フランス社会が、その多文化状況下でかかえる移民(およびそ

れを起源とする者たち)の社会統合の問題(→int令ration)がある。

そもそも問題となっている「第二世代J自身は移民(→immigre)ではない。フランスで生

まれ、フランスの教育制度の中で教育を受けてきたフランス市民である。しかし、その存

在に対して、中立的な表現であるとして、行政的にも「移民を起源とするフランス人

(Francais issu de l'immigration)J とし、う表現が使われることがある。ここには、同じフラン

ス人の間に何らかの区別を設けようとする政策的意図があらわれているといえよう。ブー

ルと呼ばれる「第二世代」は、つねに社会問題の主役を演じる者として認識されており、

ブールという用語自体が、実際には、都市郊外(banlieues)の住民(の問題)を表現するときに

使われることが多い。このこと自体に、フランス社会の彼らへのきわめて消極的で差別的

な認識を感じ取ることができょう。

【問題点】 しかし、同時に、ブールという言葉は、自らの文化的アイデンティティ(→

identite)を確認・主張する際にも用いられるようになっている。それは、現代フランスの

サブ・カルチャーを理解するための有力なカテゴリーともなっているのである。実際、音
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楽や文学等の芸術分野におけるばかりでなく、テレビやラジオ、またインターネットを通

じて、プールとしての情報発信も盛んである。このような「プール文化」は、彼ら・彼女

らが「二つの文化Jをもっ存在で、あることを基盤にしている。

このように、プール自身が社会の中でひとつの文化を形成し、それが新たなアイデンテ

ィティのよりどころとなっているのであるが、そもそも差別的意味の強いこの言葉を逆手

にとってポジティブに捉え返そうという現象の中に、たとえば失業率が平均を大きく上回

っていることにあらわれているように、ブールに対する社会的差別の深刻さをみなければ

ならない。失業は、貧困の問題(→pauvrete)を生み、それは子どもたちの学業失敗(→echec

scolaire)にもつながり、厳格な資格社会(学歴社会)のフランスにあっては、このような問

題は世代をこえて連鎖していくことになる。ブールの存在が、都市郊外を主たる舞台とす

る暴力問題(→violence)と重ねられて認識されることが多いが、それが社会問題として語

られていくときに フランス側からの一定の枠組が用意されていることに注意する必要が

あろう。ひとつは、「外国人嫌い(xenophobie)Jに象徴されるようなイデオロギー的な枠組

であり、また、フランス文化とアラブ系文化との間にある差異(とくに宗教)を強調するこ

とでプールの不適応を文化決定論的に捉えようとする枠組、そして、その生活環境からブ

ールの行動を理解しようとする枠組である。最後の枠組だけが、科学的であると同時に、

問題解決への道をさぐる有力な視点を用意することになるだろう。つまり、都市郊外の「暴

動Jは、抑圧され出口の見いだせない彼ら・彼女らからのフランス社会への異議申し立て

として捉えるべき側面があるという視点である。

【参考文献]①GUENIF-SOUILAMASN. (sous la direction de)， La republ ique mise a nu par 

son immigration，La fabrique，2006 ②GRESH A.， L 'is/am，/a Repub/勾ueet /e monde， 

fayard，2004 ③SOUILAMAS N.G， Des ~beurettes> aux descendants d' immigrants 

nord-africain~ Grasset& Fasquelle，2000 (池田)

Chomage 失業問題

【定義】労働市場に参入(就職)する意思をもちながらも、なんらかの理由により職が

得られず、職業に従事できない状態をさす。就職の機会は、時代の経済状況等にも規定

されるが、職業資格等の取得状況、個人の社会的環境等にも大きく規定される。

【解説】フランスで青年の失業問題が社会問題として顕在化したのは 1980年前後であり、

以後今日に至るまで一貫して大きな社会問題となっている。 2005年現在のフランスの失

業率は 9.8%であり、フランスはEUの平均 8.8%を上回っている。年齢別にみると 25歳

未満の青年が最も高く、これから労働市場に参入しようとする層の就職が困難になって

いる。

経済変動の影響も無視できない。資格調査研究センター (CEREQ) の調査 (1992年、

1998年、 2001年の学校離学(修了を含む)者の離学後 3年間の失業率の調査)では、 01

年の離学者は離学後 1年目の失業率が最低で 22.6%(その逆は 92年離学者は 38.4%)で

あった。 92年、 98年の離学者とも時間の経過とともに失業率が低下したのに対し、 01

年の離学者は低下率が小さい。92年離学者の場合 1992年 11月38.4%から 95年 3月 16.8%

へ、 98年離学者の場合 98年 11月 29.5%から 2001年 3月 10.9%へと減少したのに対し

て、 01年離学者の場合、 01年 11月の 22.6%から 04年 3月の 16.6%の減少に止まってい
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る。さらに、離学時点で取得した資格別に失業率をみると、下記のようである。

98年離学者 01年離学者

無資格 29 39 

CAP ・BEP準備課程中退 20 31 

CAP ・BEP 12 14 

パカロレア非取得 11 17 

技術・職業バカロレア 6 11 

高等教育 1・2年課程中退 9 18 

高等教育 2年課程修了 4 8 

第 2期課程修了 7 9 

第 3期課程修了・グランゼコール 4 9 

全 体 10 16 

取得した資格や修了したレベルによって失業率は大きく異なっており、資格未取得で

あったり資格の水準が低いほど失業率が高くなる傾向がある。仮に就職できたとしても、

無資格や低水準の資格の取得者は給与やその他の労働条件の面で、それ以外の者と比較

して不利な扱いを受ける。長期間の学校教育を受け、高度な資格を取得すれば就職が保

障されるわけではない。事実、高等教育機関の修了証を取得しでも失業する者も少なく

ない。しかし、職業資格取得の有無が職業生活や社会生活の条件に大きく影響すること

が明らかである以上、最低限 CAP・BEP(最も基礎的な職業資格)を取得させること、

その前提として中等教育を保障することが課題になっており、歴代政府もこれに努めて

きた。

【参考文献】①CEREQ， CERE BREF，. nO.214， decembre 2004.②C.N.Drancourt， L.R.Berger， 

Lesjeunes et le travailI950-2000， PUF， 2001.夏目)

Comite d' education a la sante et a la citoyennete， CESC 健康と市民性の教育の

ための協議会

【定義】「健康と市民性の教育のための協議会」は、 1998年7月1日付通達「危険行為の予防

および健康と市民性の教育のための協議会」で示された。これは危険な行為や麻薬依存な

ど、学校内外での若者の健康教育および市民性教育(→educationa la citoyennete)の予防教

育を実施するための実践的機関である。学校が周辺地域と協力して学校内部での予防活動

を組織するために、教育共同体、生徒、親、自治体、医療保健関係者、文化・社会的関係

者などの外部パートナーが連携して関係強化を図ることが狙いである。すべての学校がこ

の協議会に参加することになっている。この組織の中心はあくまで学校であり、コレージ

ュやリセの校長を議長として関係者が協議を行ない、園、国の主導ではなく、地域特性を

考慮、しながら独自に活動プロジェクトを立案し、それを提携する学校が実施する。

協議会が掲げる目的として、次の 6点があげられている。

1、生徒を責任のある、自律した、予防行為者にする。

2、麻薬依存や危険な行為の予防を行う。

3、学校内外で若者をフォローアップする。

4、社会的に認知されない(maトetre)兆候を示している生徒に助けの手を差しのべる。
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5、家族との関係を強化する。

6、社会的排除に反対する行為者を支持するように教育する。

協議会の役割を定めた教育法典L.421-8条によれば、協議会は排除(exclusion)をなくそう

としているアクターを支えること、また現場において教育施設と最も問題を抱えた親や、

排除をなくそうとしているその他のアクターとの連携を強化することを使命としている。

学校教育計画と連携しながら、協議会は学業失敗対策(→echescolaire)、家族との関係改

善、社会的・文化的仲介(mediation)、危険行為および暴力の予防に関するイニシアティヴ

に貢献することが求められている。

【解説】この協議会の前身は「社会環境協議会J(Ie comite d' environnement sociaI)である。

当時はリセやコレージュの問で管理職、生徒指導専門員 (conseillerprincipal d'education)、

アシスタント・ソシアル(ぉsistantsociaI)など学校スタッフが出席した協議会において、

青少年の薬物使用、喫煙、エイズなど健康教育を中心としたテーマを扱っていたが、それ

をより効果的・組織的にして、危険行為の予防のために健康教育と市民性教育とあわせた

予防政策を提案する組織として生まれ変わった。そして協議会の構成員も現在では、教員

や看護士なども加わった学校スタッフのほかに、教育行政(大学区本部、大学区視学官、

国民教育視学官)、自治体、警察、憲兵、裁判所、学校医療センター、健康保険金庫、青少

年の文化・スポーツ活動を行っているアソシアシオンなど地域の教育・社会的組織も参加

している。

協議会では予防教育活動のプロジェクトを作成し、それを協議会に参加しているすべて

のコレージュとリセに提供する一方、学校はその中のすべてあるいはいくつかのプロジェ

クトを学校教育計画に取り入れて実践している。実践方法には、①協議会に参加する学校

が連携した取り組み、②学校ごとの取り組みがある。また、プロジェクトの内容は全国一

律ではなく、地域によって現れる問題が異なっているように、地域の現状に即した中身と

なっていることが特徴的である。

問題点もある。第 lに、同通達の実施は 100%ではなく、協議会への参加は学校全体の 7

割 (2002年 5月 2日付官報による)に留まっており、また地域や学校によって取り組みに

差がある。第 2に、学校が協議会の奨励する活動を実施しても、生徒が活動の意味を意識

化してないことが多い。第 3に、協議会の奨励する活動が市民性教育の観点からよいもの・

必要なものであっても、現実的には学校時間内で実施する時間を確保することが難しい。

教育法典に定められたように、協議会の役割は若者の喫煙、飲酒、麻薬の中毒が深刻化

している今日、ますます重要になっている。協議会は健康・性教育ならびに危険行為の予

防の役割に対して、学校教育に掲げられた教育活動の計画作成を提案するための再考・観

察・監視の機関として、その貢献が求められている。

【参考資料】①Circulairedu 1 er juiller 1998， Pr・eventiondes conduites a risque et comite 

d' education a la sante et a la citoyennete. ②B.O. NO.18 du 2 mai 2002， Politique de sante en 

faveur des eleves.Code de l' education， article L-421-8. ③鈴木規子「健康と市民性の教育のた

めの協議会(CESC)の活動J(HI3-15年度科研費補助金基盤研究 (C)1研究成果報告書， 2005

年)， pp.59-69. (鈴木)
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Contrat de responsabilite parentale 保護者責任契約

【概念】 「保護者責任契約 (contratde responsabilite parentale) Jは，保護者が親権に伴う

責任を十分に果たさないために，児童生徒が学校内外において無断欠席，授業妨害その他

の問題行動を起こした場合に，公選県知事(県議会議長)が保護者に提案してこれと契約

を結び，保護者に対して親権に伴う責任を再認識させると同時に，この責任を果たす上で

必要な教育，社会福祉，児童保護等に関わる様々な支援策を定めるものである。無断欠席

については大学区視学官(県レベルの国民教育省出先機関)が，学校内の問題については

中等学校長が，その他の問題行動については市町村長，家族手当支給組織の長又は官選県

知事(国の出先機関)が，公選県知事に対して保護者責任契約の締結を提案することがで

きる。

保護者責任契約の締結が正当な理由なく拒否されたとき 又は契約締結後に保護者の責

任放棄が継続するときは，公選県知事は，次の措置を講じることができる。マ当該児童生

徒に係る家族手当の支給組織に対する支給停止の依頼，マ刑事訴訟案件として地方検察局

に付託，マ当該児童生徒に係る家族手当の支給先を保護者以外の有資格者に改めるよう児

童裁判所に付託。

【解説】 2005年 10月の大都市郊外における若者の暴動事件への対策のーっとして，同年

12月にドピ、ルパン首相が提案した。 r機会均等のための 2006年 3月 31 日付け法律第

2006・396号」により根拠法令(社会福祉事業・家族法典第 L.222・4-1条)が新設され， r保
護者責任契約に関する 2006年 9月 1日付け政令第 2006・1104号」に基づき 2006年 9月 2

日より実施された。 2006年 6月 7日付け「ノレ・モンド」紙によると保護者に対する罰則と

して家族手当の支給停止を用いることについて，疑問視する声もあり 県によっては「保

護者責任契約」を実施しない場合もあると言われている。

【文献】①機会均等のための 2006年 3月 31日付け法律第 2006-396号(10)0 ②保護者責

任契約に関する 2006年 9月 1日付け政令第 2006・1104号 (JO)。③LeMonde (2006年 6

月 7日)0 上原)

Cours particuliers 塾・家庭教師

【概念】日本語の「塾」や「家庭教師」に相当する補習産業を表すために，社会学者のド

ミニク・グラスマンは有料補習授業 (coursparticuliers) Jという概念を用いている。

「有料補習授業」は，楽器やスポーツなどの「習い事 (epanouissement)J ，民間団体や市

町村が学業失敗の解消のために提供する「無料補習授業 (accompagnementscolaire又は

accompagnement a la scolarite) J ，パカロレアを取得せずに高校をやめた者にその取得を支

援する「予備校 (boitesa bac) Jなどと区別される。グラスマンによれば，塾・家庭教師

産業は，かつては大学生や教員が余暇を利用して個人的にごく小規模で、行っていたが， 1990

年代を通じて劇的に拡大し，一つの産業部門にまで成長したという。

【解説】塾・家庭教師利用の規模を量的に示す研究は存在しないが， 1989年から 1992年

にかけて 9，400人の高校生を対象にローヌ=アルプ地方で、行われた調査によれば， 20"""'" 

25%の生徒が各調査年に塾・家庭教師を利用しており，各調査年のいずれかにこれを利用

したことがある者を合計すると 36%に上る。この調査の後，補習産業が 90年代に急成長

していることから， 2005年現在ではさらに多くの割合に上ると推測される。
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上場企業のアカドミア社 (Acadomia)は最大手であり， 2003年度には国内 65都市にお

いて 6万人近くの生徒を指導し，売り上げは過去 5年間で年平均 40%の成長を記録してい

る。このほかの業界大手としては， 2003年度に 300%の成長を記録したキープスクール社

(KeepschooI)のほか，コンプレチュード社 (Completude)や CPS社といった名が挙げら

れている。また，米国で 1，000の学習塾を経営するシルパン社もフランスに進出し (Sylvan

France) ， 2006年度には学習塾を 7か所から 50か所に拡大する見込みと言われる。

この急成長について，グラスマンの報告書は，家計に課される所得税の税額から塾や家

庭教師の授業料の半額相当を控除する制度が 1990年代に導入されたことによって説明し

ている。これにより 1時間 15--30ユーロ(約 1，950--3，900円)といわれる塾・家庭教師

の授業料(週 1--2時間程度の利用が平均的)が半額となるため，それまで富裕層に限られ

ていた塾・家庭教師利用が中間層にまで、広がった。ただし，そもそも所得税の課税対象と

なっていない世帯は，この減税措置の恩恵を受けることがなく，授業料を満額支払わなけ

ればならない(栗原によれば フランスでは 所得税額がゼロとなる世帯が多く，全世帯

の約半数に上る) 0 

国民教育省の独立評価機関「学校評価高等審議会 (HCEE)Jは，グラスマンの報告を

受けて， 2005年 5月 r学校のために児童生徒が学校外で行う学習Jと題する意見を発表

し，学習困難に個別に対応するための公的な無償の措置が不十分であると指摘し公共

サービスがその教育的使命を保障できない限り，市場がそれを行い，不平等を強める」と

の意見を示している。

なお，授業料の半額相当の税額控除制度は， 1991年 12月 30日付け 1991年度補正予算

法第 9ト1323号第 17条Wによって新設された租税一般法典第 199の 16条 (Article199 

sexdecies) を根拠法令とするが，同条は， 2006年 12月 30日付け 2006年度補正予算法第

70条 Iによって改正され，対象が所得税納税者以外にも拡大された。すなわち，従来の所

得税税額控除 (reductiond'impot sur le revenu)の制度に加え，所得税課税対象以外の者で夫

婦共働きの家庭に対する還付金 (creditd'impot sur le revenu)の制度が設けられ，従来の制

度と同様に塾・家庭教師費用の半額相当が還付されることとなった。

塾・家庭教師の費用に関する所得税税額控除と還付金の制度は，家庭における雇用を促

進するための補助の一環であり，塾・家庭教師のほかに，庭仕事や子守，老人介護など様々

な仕事が対象となっている。

【文献】①DominiqueGLASMAN， Le travail des e/eves pour /'eco/e en dehors de /'eco/e， Rappo目

的 blia la demande du Haut conseil de 1百valuationde 1活cole(2004年 12月)。②Liberation 2005 

年 4月 27日o ③Le Monde (2005年 5月 2日)0 ④学校評価高等審議会 Letravai/ des e/eves 

pour /'eco/e en dehors de /'eco/e， Avis du HCee No.l5 (2005年 5月) 0 ⑤栗原毅『ユーロ時代

のフランス経済~ (清文社， 2005年， 414頁) 0 上原)

Descolar・isation脱学校化

【定義】 無資格での離学や義務教育終了前での学習の中断は、最近の現象ではないが、

こうした生徒に対する制度的関心の高まりは 1990年代後半以降であり、そうした生徒が学

校離脱者 (descolarise) と呼ばれるのは 1999年以降である。学校離脱は、学校への不適応

の一種であるが、包括的な定義を行うのはきわめて困難である。むしろ、この概念の実践
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的な長所は、一つの分析に属さないカテゴリーをただ一つの名称的カテゴリーに寄せ集め

ることにあるというものもいる。類似あるいは近接した概念として、常習欠席 (absenteisme)

脱落 (decrochage)、意欲減退 (demobilisation)などがある。

【現状】 非就学 (non-scolarisation) の諸相は 3種に大別される。第 1は、無就学者

(populations ascolarisees)、すなわち、フランス圏内で一度も就学したことがないもので、

不法滞在者の子ども、ニューカマーなどが該当する。第2は、学校離脱 (descolarisation)

のもので、さらに、①家族の意思によるもの、たとえば、出身国での結婚、家事や姉妹の

世話に専念、宗教的(セクト的)理由、児童労働、②生徒と学校との困難な関係に由来す

るもの、たとえば、欠席常習から徐々に離脱、退学者が再就学するまでの期間が長い場合、

③危険な状態のある家族に由来するもの、たとえば、社会福祉の対象になるような問題に

分けられる。第 3は、就学と非就学の境界にある状況であり、たとえば、 CNEDへの登録

は不登校の状態を隠蔽する場合があり、障害児への教育もこれに当たる場合がある。

学校離脱が注目されてくる背景として、次の 3点を挙げることができる。第 1は、無資

格の青少年の社会的職業的参入問題であり、経済の晴れ間の時期にあっても縮減困難な若

年失業者問題の核心として、無資格若年層が焦点化された。第 2は、学校が直面した要請

である。 1989年に制定された新教育基本法は「すべてのものが最低資格を取得する」こと

を目標として掲げており、 20歳までの修学が一般化するなかで、学校からの離脱者が注目

されてくる。第 3は、流浪する青少年の危険に対する公的秩序の関心である。このため、

問題認識の当初は国民教育省の問題であったが、徐々に内務省の問題へ移行してし、く o 社

会問題あるいは都市問題としての学校離脱という認識である。

【対策】 都市問題として学校離脱がとらえられるならば、その対策も省庁関連携を必要

とする。特に治安問題が前面に出てくると、若年司法保護 (PJJ) との連携が重視される。

また、学校への随伴支援 (accompagnementa la scolarite) も求められる。 2001年 6月の学

校随伴支援憲章によると、学校随伴支援とは、学校での成功のために子どもたちが必要と

し、彼(女)の家庭的社会的環境においては常にあるわけではない支援と資源を提供する

ことを目的とする活動の総体である。あるいは、中継教室もその対策として挙げられる。

【参考文献】①LucMachard 2003 Les manquemen岱 al'obligation scolaire.②Dominique 

Glasman et Francoise包uvrard2004， La descolarisation， La dispute.③Groupe d' Etudes et de 

Recherches en Psychologie de l'Adolescent Universite Rene Descartes -Paris 5 Institut de 

Psychologie， s.d.Processus de descolarisation totale ou partielle chez les 13・15ans，④Bertrand 

GEAY(2003) La construction institutionnelle de la αdescolarisatioll>>， Ville-Ecole-Integration 

E吋eux，no132. (藤井穂)

Disparite des conditons de la vie par I・egion 地域間格差

【定義】経済的・社会的・文化的条件などが地域により異なっており、地域住民の生活

の多様な側面に影響が出ている状態をさす。

【解説】フランスは、大都市とその郊外とを比較すると、多くの面で大きな格差が存在

する。一般に大都市中心部には比較的裕福な市民が住むのに対して、郊外には貧困層の

住民が多く居住する。たとえば、困難都市地域 (zonesurbaines sensibles. ZUS)や教育優

先地域 (ZEP) なども大都市郊外に多く存在する。
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地域住民の置かれた困難な条件を考慮、して、都市政策を優先的に進める対象として規

定された地域を指す。 1996年 11月 14日付け法律により実施された都市政策では、困難

地域を ZUSのほかに都市再活性地域 (zonesde redynamisation urbaine， ZRU)と都市 地

域 (zonesfranches urbaines， ZFU).を設定している。後者は、住民 1万人以上で、社会条件

に恵まれない地域であり、とくに①失業率、②無資格での早期理学者の割合、③青年の

割合、④住民の財政力の基準に基づいて設定される。

これらの地域には、社会的に多くの問題を抱えている。とりわけ、他の地域の住民と

比較すると、失業率は高い水準にある。

ZUS 

全体 20，7 

男全体 19，3 

15・24歳 36，2 

25・49歳 17，8 

50-59歳 12，9 

女全体 22，4 

15・24歳 40，8 

25-49歳 20，9 

ZUSを有する

都市の ZUP以外

10，3 

9，9 

24，0 

8，7 

7，2 

10，7 

21，6 

10，3 

ZUSのない

都会と農村

8.4 

6.9 

17.0 

5.6 

5.8 

10，2 

24.1 

9.2 

50・59歳 15，4 10，7 10，2 

これによると、 ZUSのない都市と農村地域では、失業率に大きな差がみられる。年齢

や性別にかかわらず全体でみると、 ZUSのない都市と農村地域では 8.4%であるのに対し

て、 ZUSでは 20.7%という状況である。さらに、 25・49歳の男性の失業率は 5.6%に過ぎ

ないのに対して、 ZUSのそれは 17.8%にも達する。このような状況を多少とも改善する

ために、これらの地域に進出した企業に対して優遇税制を適用している。

いうまでもなく、この地域間格差の背景には、地域住民が抱える社会的・経済的・文

化的条件の面での多くの困難がある。貧困層や移民が多く、企業の採用にあたって不利

な扱いを受けることが少なくない。そのことがさらに事態を深刻化させている。

【参考文献】 http://www.insee.fr/fr/nom_ def _ met/ definitions/htm l/zone-urbai ne-sens ib le. 

htm 2006.9.11②h口p://www.in句alites.仕/spip.php?a口icle312 2006.9.11 夏目)

Dispositif relais 復帰準備中継措置

【概念】 「復帰準備中継措置Jとは，コレージュ(中学校)に適応できず他の生徒の学習

の妨げとなる暴力的な中学生を一時的に受け入れ，通常の学級への復帰を支援するための

措置である。当初復帰準備中継学級 (classesrelais) Jとして， 1998年 6月の通達に基

づき設置が進められていたが， 2002年 10月には，これと同様の措置が「復帰準備中継教

室 (ateliersrelais) Jとして民間団体との協定に基づいて開始されたD このため， 2003年 5

月の通達以降は，両者を合わせて「復帰準備中継措置」と呼ばれている。 2006年 8月 21

日付け通達により，同制度の運営方針が改めて示されている。

2006年 8月 21日付け通達によると， r復帰準備中継措置Jは，生徒の学校脱落(decrochage

scolaire)や社会的孤立化 (marginalisationsociale)に対する対策として構想されており，大
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学区視学官(県レベルに置かれた国民教育省の出先機関)の責任で，コレージュ付設学級

として校舎内又は校舎外に設置され，地域内の複数のコレージュから生徒を受け入れる。

受入期間は r学級」の場合，数週間から数か月とされ年を超えてはならないことと

されており r教室Jの場合， 4週間で 3固まで延長可とされている。教員 (enseignants)

や教育指導員 (educateurs)，アニマトウール(釦imateurs)などで指導チームを編制して，

6--12名の生徒を指導することとされている。復帰準備中継措置への受け入れは，懲罰と

して受け取られるべきではないと考えられており，生徒及び保護者の同意を条件に大学区

視学官が決定することとされている。

【解説】 2003年度には，全国に 322の復帰準備中継措置が設置され(うち「学級」が 255，

「教室」が 67) ， 5，300人以上の生徒の指導が行われた。 8割が男子生徒であり，平均 1

年 9か月の学習の遅れ(原級留置)が見られた。在籍期間は平均 3か月でか所当たり

年間受け入れ人数は平均 17人である。年間を通して在籍する生徒は少ないため，同時に在

籍する人数の平均は， 11月から 5月までで 5--8人となっている。受け入れ生徒の 81%が

13--15歳となっている。 2002年度の調査によると，復帰準備中継措置を終えた生徒の進路

は， 69%がコレージュに復学， 13%がコレージュ以外の進路， 2%が進路なし， 15%が不明，

となっている。

【文献】①1998年 6月 12日付け通達第 98-120号 (BOENno 25 du 18 juin 1998)。②1999

年 10月 4日付け通達第 99・147号 (BOENno 35 du 7 octobre 1999)。③2000年 9月4日付

け通達第 2000・141号 (BOENno 32 du 14 septembre 2000)。④2002年 10月 2日付け協定

(BOEN no 37 du 10 octobre 2002)。⑤2003年 5月 16日付け通達第 2003・085号 (BOENno 

21 du 22 mai 2003)。⑥2003年 12月 17日付け協定変更 (BOENno 3 du 15 janvier 2004)。

⑦国民教育省， Le suivi et le devenir des elとvesaccueillis en clase-relais， Annee scolaire 

1999・2000(Ies dossiers 143， 2003年 5月)。③Noteevaluation 04.08 (2004年 8月)。③Note

evaluation 05.13 (2005年 11月)0 ⑨2006年 8月 21日付け通達第 2006・129号 (BOENno32 

du 7 septembre 2006) 0 

→absenteisme， descolarisation， educateur(trice) (上原)

Drogue， Toxicomanie 麻薬問題、麻薬中毒

【概要】麻薬には、マリファナやハシュシュなどの大麻系や、コカイン、幻覚剤、催眠剤、

アヘン系などがあるが、いずれも習慣性常用によって中毒症状を引き起こし、本人自身の

健康問題だけでなく、犯罪につながるものである。近隣国のオランダやベルギーなどでは

大麻については合法とされているが、フランスでは使用はもちろん勧誘、輸送も禁止され

ている。特に大麻(cannabis)は、若者の問での服用が年々増加しており、低年齢化が深刻な

問題となっている。

【解説】失業と貧困と絶望の中で、人は何かにすがり、それを求めることで一時的な快楽

を得ることによって、現実のつらさや厳しさを忘れ去ろうとする志向を持つことがある。

麻薬は、そのための主要な手段の一つであるが、常用することによる習慣化、噌好的濫用

によって、人間的としての廃疾状態にはまるだけでなく、時として錯乱状態の中から他者

に対する殺人的暴力にいたる。麻薬不法売買取締本部(OCRTSIS)が 2003年に職務質問をお

こなった約 11万人のうち、単純使用が 9万人、転売9千人、圏内密売 9千人、国際密売千
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人とされている。

パリ郊外や大都市近郊の一定の場所には、将来に展望をもてなくなった青年たちがたむ

ろしながら時間をつぶすたまり場があり、そういった場所に時折出入りすることによって、

麻薬取引の場面に遭遇するだけでなく、やがて引きずり込まれるようにして麻薬という魅

惑の世界に入ってし、く。失業と貧困は、若者については暴力と麻薬に、年老いてくればア

ルコールへと走らせることが、フランスの長い社会問題の一つである。

若者に限定していえば、薬物および麻薬の中心は大麻である。特に 1990年代以降、急速

に使用率が急増し、 2002年の調査では、月に 10回以上の常習型は、 18歳から 25歳までの

青年の 6 %に達している。麻薬中毒統計局が 2004年に公表した数値では、 10代後半の青

年の約半数が、少なくとも一度は大麻を摂取したことがあると回答し(17歳の男子で 53%、

女子で 47%)、初めて大麻を経験した平均年齢は 15歳とされている。年齢が進むに連れて

常習者は減っていくが、女性よりも特に男性において使用率が高い。国民全体では 450万

人、うち 45万人が日常的に使用しているとされ、フランス人は、誰もが一生の聞に一度は

大麻を経験しているといわれる。

対策のための固などの組織としては、麻薬対策省庁問委員会(Comiteinterministとrielde 

lutte contre la drogue)、麻薬および薬物中毒対策本部(MILDT)、麻薬および薬物中毒観察機

関(OFDT)、薬物中毒国立資料センター(CNDT)などがある。麻薬取締りに関する法律は、

1970年 12月 31日付け法律第 70・1320号が基本となっており、単純に服用しただけでも 1

年の懲役または 3.750ユーロの罰金であり、服用を勧誘した場合には、最大で罰金が 10万

ユーロと懲役5年、これが 15歳未満の未成年に対しておこなった場合には、 15万ユーロ

および7年の懲役となる。しかしフランスにおける悩みの一つは、圏内で一定の法的措置

をとったとしても、近隣諸国からの持ち込みゃ栽培がいっこうに減らないことである。

学校における麻薬を含めた中毒症状の問題は、ようやく近年になって本格的な対策がと

られようとしている。特に学業成績との関連、つまり学業失敗(echecscolaire)や怠学

(absenteisme)と、タバコや酒の常用や麻薬摂取との相関関係、があることが指摘され、国民

教育省は、学校教育課程中において、若者がタバコ、アルコール、大麻その他の非合法物

質の服用を防止すること、そのような危険性がある場合には早期に発見することが学校の

使命とする 5カ年計画 (2004-2008) を策定している。

喫煙や飲酒も同じであるが、こういった学校在学中の生徒の薬物使用などの問題行動を

予防するために、学校および大学区や自治体、地域の教育・社会的な諸国体によって構成

されている「健康と市民性の教育のための協議会(CESC，Comited'education a la sante et a la 

citoyennete)Jが設置されている。この協議会には生徒代表も参加することによって、青年

自らがこの種の問題に自治的に取り組む狙いを持たせている。ここが予防教育活動プロジ

ェクトを策定し、この協議会に参加しているすべてのコレージュとリセに提供され、学校

の中だけでなく地域との連携を図りながら、市民性の育成を含めた暴力追放、薬物中毒予

防などの実践が展開される。

【参考文献】①Dominiqueet Michele Fremy，Quid 2006，Robert Laffont，pp.150・153.②

E.E.Gabriel，B.Pinter et M. Tessier，L' ecole elementaire enfin expliquee aux parents，Hache悦e，2006.

③鈴木規子「健康と市民性の育成のための協議会(CESC)の活動J2005年、 59・69頁(平成

13一15年度科研費補助金基礎研究(C)(1) Wフランス共和国の小学校「プロジェ」とコレー
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ジュ「学級生活の時間」に関する調査研究~ (研究代表者:新井浅浩)最終報告書)

(小野田)

孟checscolaire 学業失敗

【定義】学業失敗は、学業成功 (reussitescolaire)と裏表の関係、になる。学業成功とは、標

準年限以内で各学校を卒業し、高い水準の資格を得ることを指す。この学業成功と失敗を

分けるのは、学校が設定した一定の水準に子どもが到達したか否かにある。実質的に自動

進級制になっている日本とは対照的に、フランスの義務教育は、一定の課程を修了しない

限り進級できない、いわゆる課程主義の原則を採っている。したがって、すべてのものを

課程修了にまで導くという理想と、すべての者の課程修了を可能にするほど要求水準を下

げるわけにはし、かないという現実との緊張関係が絶えず存在する。そして、学業失敗とは、

この「期待される成果と獲得された成果との隔たりJに他ならない。「失敗」の熔印を押さ

れた子どもとは、「制度が、教育課程に基づいて、獲得すると想定した新しい知識・技術を、

予定された期限内に獲得しなかったものJである。

つまり、学業失敗/成功は、子どもの心理的特長ではなく、子どもの実際の能力とも観

察可能な成績や行動とも異なる。また、子ども間のさまざまな相違だけでは説明できない。

学業成功/失敗は、学校制度により、それ固有の評価基準と手続きに従って作られる表彰

である。したがって、「学業失敗が存在するためには、制度が成功あるいは失敗を宣言しな

ければならず、また、それで十分である」とするものもいる。

【現状】学業失敗という問題は、以下の各要素から構成される。

①落第 学業失敗は、最初に、小学校での落第という形で現れる。落第したものは落第

を繰り返すこと、その時期が早いほど危険が高まることが 2つの「法則」として広く認め

られている。また「社会階層との強し、関連もっとに指摘されている。

②「進路指導J 進路指導」には、通常の意味のほかに、職業教育系統の「格下げさ

れたコースj への進級を余儀なくされることも含まれる。コレージュでの「進路指導Jに

おいて最も重要な基準は、子どもの年齢である。したがって、落第は「進路指導」を経て、

格下げされたコースへの進級につながる。

③無資格での離学から失業へ 落第、「進路指導Jを通過したものは、無資格のまま社会

に送りだされる場合が多い。フランスは学校体系内に職業教育を発展させた数少ない国の

ーっといわれるにもかかわらず、このコースに進むものは無資格での離学により職業参入

の困難さを思い知らされ、失業の危険にさらされる。

このように、目に見えない選別のプロセスは、学業失敗というフィルターを通して、統

計的データを持って顕在化される。

【課題】小学校 1年生での落第については、保育学校への就学年数で差があることが確認

されている。つまり、保育学校への就学年数が長いほど、小学校への適応がスムーズとな

り、落第率が下がる。一方、義務教育終了段階での無資格で離学は大きな社会問題となっ

ており、義務教育の出口段階での学力保障のために、地域や関係機関との連携が模索され

ている。

【参考文献】①藤井穂高(I994)r現代フランスにおける初等教育改革の論理一一JW教育

制度学会紀要』創刊号②Eric PLAISANCE et al. 1989 : L' echec scolaire. Editions du CNRS. 
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③Philippe Perrenoud 1995 : La fablication de l' excellence scolaire， Librarie DROZ.④Marcel 

Crahay 2003 : Peut-on lutter contre l' echec scolaire?， 2e ed.，de boeck. (藤井穂)

孟Echec(付de“se“仙tれu凶E川diant“sdans l' enseignemen凶lts叩upμe釘釘r

【定義/概念】バカロレア取得後に大学へと進学した場合、まずは 2年後に取得可能と

なる資格である DEUG(大学一般教育免状)を目指すことになる。しかしながら、その

取得率は決して高いものではなく、分野ごとに差はあるものの、全国平均で約 50%であ

る。逆を言えば、 DEUG取得できずに、すなわち何ら資格を取得することなく大学を離

れている者が約半数に上っている。その全てが学業上の理由によるわけではないが、こ

れらの者の多くは大学において「失敗」したということになる。もちろん失敗は、大学

に限らず短期高等教育機関の IUT(Institut universitaire de technologie :技術短期大学部)

や STS(Section de techniciens superieurs :中級技術者養成課程)でも起こりうるが、失敗

率の高い大学におけるそれが問題の中心となっている。

【解説】 1980年代中頃には、高等教育全体の離学者のうち約 30%が何の資格・免状も取

得しなかった。このうち大学離学者については、免状を取得できなかった者は 3分の 2

にも達していた。 1990年代における第 1期課程修了者は大学・コースにより差はあるも

のの 5割程度であり、 2000年においても DEUG合格率は全国平均で約 50%であった。大

学第 1期課程において「失敗Jが多い理由については、学生急増期にバカロレアを取得

していれば原則として入学選抜のない大学に大量の学生が殺到したこと、それに伴う教

育条件の劣悪化があるとされている。そのため、学生に対する個別的な指導や支援を行

うことで、失敗を防ぐことが全国的に試みられている。

合格率の詳細を見ると、分野別では法学系で 35%、文学系で 60%、理学系で 41%とな

っている(ただし、 3年後での合格率は全体で 67%、法学系で 55%、文学系で 80%、理

学系で 72%となる) 0 所有しているパカロレアの種類との関係で見ると、大学に進学し

た技術パカロレア取得者のうち 2年間で DEUGを取得する者の割合は、法学分野では

6%、文学分野では 30%となっており、普通パカロレア取得者の合格率に比べて著しく

低くなっている。伝統的な講義中心の教育を行っている法学系において、また長期教育

には不向きとされる技術ノ〈カロレア取得者が、大学の特に第 1期課程において失敗し易

し、傾向にある。

→evaporation (蒸発)、 sedimentation(沈殿現象)、 inscritspar defaut (不本意就学)

【参考文献】①CNE，Ou va l'universite?， 1987.②CNE， Nouveaux espaces pour l'Universite: 

Rapport au president de la Republique 2000・2004，2005.③S. Lemaire， "Les bacheliers 

technologiques dans l'enseignement superieurヘEducationet formations， nO.67， mars 2004.④服

部憲児「フランスにおける大学第 1期課程改革の方向性一職業教育化と教育の適性化に

焦点をあてて-J関西教育行政学会編『教育行財政研究』第 22号 (1995年)0 ⑤服部憲

児「フランスにおける大学第 1期課程改革の課題-C悶(全国大学評価委員会)の大学

評価との関連で-J Wフランス教育学会紀要』第 11号 (1999年)0 (服部)

Ecole de la deuxieme chance， E2C セカンドチャンススクール

【概念】 「セカンドチャンススクールJは，欧州連合 (EU)の事業として 1997年に開始
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された無資格若年失業者への再訓練機関である。当初， EUの試験事業として開始された

セカンドチャンススクールは， 1997年から 2000年までの聞に 11か国 13都市に設置され，

このーっとしてフランスにも 1997年 11月にマルセイユ校が開校した。 2004年には，フラ

ンスでは 8校のセカンドチャンススクールが 1.500名以上の 18--25歳の若者を受け入れて

いると言われている。

【解説】セカンドチャンススクールは，フランス国内では，各地の商工会議所や地方公共

団体が中心となって設置する非営利団体としての法的位置づけが与えられている。費用は，

主に地方公共団体と企業による負担や EUからの補助金で賄われており，国の補助金はほ

とんどないと言われる。国民教育省は， 1999年 5月に行った中等学校退学防止策「新しい

機会 (NouvelleSChanceS) Jプログラムにおいて，セカンドチャンススクールの振興を施

策の一つに位置づけたが，具体的には各地方公共団体による EU補助金の申請を支援する

とするのみで、あった。

一方， 2005年度から，無資格若年失業者の再訓練のために「国防省セカンドチャンスセ

ンター (centreDefense 2e chance) Jの設置が進められている。同センターは， 2005年にド

ビルパン首相が雇用対策の一環として提案したものであり，国防省が雇用省の予算を用い

て実施している。同施策は， 18--21歳の無資格失業者を 6か月契約 (2年まで更新可)で

軍施設に受け入れ，軍隊式の生活を通じた学力回復と生活習慣改善により，企業への就職

や職業資格取得のための見習訓練の開始などを目指させるものである(軍関係への就職も

可能)0 18歳の誕生日までに 1日間の参加が全国民に義務づけられている「国防準備招集

日 (JAPD)Jなどを通じて入所希望を受け付け，入所時に各自の就職希望に基づく学習計

画を定めることとされている。 2006年内に 20か所を設置し， 6，000人を受け入れる予定と

されている。

【文献】①LeMonde (2005年 10月23・24日， 2006年7月 11日)。②欧州委員会 Secondchance 

schools: The results of a European pilot project (2001年 3月 30日) 0 ③「新しい機会Jプロ

グラムに関する 1999年 5月 17日付け通達第 99・071号 (BOENno 21 du 27 mai 1999)。

(上原)

Educateur( trice) 教育者、教育指導員

【概念】 原意としては、子どもや青年の教育 (education: instructionが主に知育に力点が

あるのに対し、 educationは媛けを含む徳育に力点がおかれる意味合いを持つ)について個

人的に任務と責任を担っている人を意味し、その限りで人生最初の educateur(教育者)は

両親である。だが複雑化する教育・社会問題を背景に、その任務と責任を職業的に担なう

educateur (教育指導員)と呼ばれる多様な職種が生まれ、近年急速に定着してきている。

その呼称にもかかわらず教育指導員は、国民教育省管轄下にある教育職員とは明確に区別

される。そして多様な教育指導員の職種は身分も労働の場も管轄機関も異なっているが、

社会(Iesocial-共同的福利的営みとしての人間生活)の領域で働く教育職 (professions

educatives) という点で共通した労働を担うと考えられている。

【解説】 教育指導員の主な職種には次のようなものがある。

特別教育指導員(EducateurSpecialise) :身体的・心理的・社会的ハンディキャップや不

適応の問題あるいは参入の困難を抱える青少年の教育と成人の支援を行い、彼らが自律性
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を回復し維持できるようにすることを職務とする o 1967年特別教育指導員国家免状

(DEES)が国民教育省によって創設されたことが始まりとされる。近年ではそれらの職務

は、地域開発政策との関連を重視しながら行われるようになってきている。現在約百，000

人の ESが、民間団体や地方公共団体(社会医療部門のカテゴリーB) で働いている。

幼児教育指導員(Educateurde Jeunes Enfants) :就学前の 3.......6歳の幼児の目覚まし

(I'eveil) と全面的で調和のとれた発達を促すための専門家である。 1973年に、雇用・連

帯省による幼児教育指導員国家免状 (DEEJE)が交付されることになり、それまでの幼稚

園教師が担っていた就学前知育教育(I'instructionprescolaire)から、就学がうまく行くのに

必要な社会性 (socialisation)の獲得を促す役割に重点がおかれるようになった。 EJEは現

在約 10，000人いるといわれるが、その 98%が女性である。主な労働の場として保育所

(creches)や子どもの家(maison d'enfants)、病院、図書館、玩具ライブラリーなどがある。

青少年の司法上の保護のための教育指導員(Educateurde la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse) :児童保護の立場から、非行少年の社会復帰のための役割を担う法務省職員であ

る。社会適応において困難な未成年者を対象とし、家庭や社会との正常な関係、を再構築す

ることを助けるという点では特別教育指導員と類似するが、 EPJJが対象とする少年は犯罪

を犯しているという点で、異なっている。したがって、刑法に則って保護観察や拘置所での

社会復帰準備のための教育活動なども行う。 2003年現在 3.730人の EPJJがいるが、そのう

ち 1，000人以上は 1998年以降に採用された者であり、近年急増している。彼らが現場で関

わっている青少年は約 10万に達している。

特別技術教育指導員 (Educateurtechinique specialise) 職業技術指導の専門家であると

同時に、適応困難あるいは障害をもっ青少年・成人に職業的技量を伝え職業的適応を促す

専門家でもある。その活動は、自律と参入、労働社会への統合が目指される。 1976年に特

別技術教育指導員職適性証 (CAFETS)が創設され、今日 ETSの数は約 3，000人である。

スポーツ関係教育指導員 (Educateurter・riorialdes activites physiques et sportives) 行

政・社会・技術・教育計画を下、公共スポーツ施設で行われる身体・スポーツ活動や、野

外活動およびスポーツ活動を行う青少年グループの指導を行なう。また大学区視学官の認

可を条件に小学校において身体・スポーツ活動を補佐する職務も担っている。

これら教育指導員の多くは、福祉国家形成の中で社会サービスに関わる職として誕生し

たが、今日では「排除との闘しリや「社会的紐帯」を創造する職としてより社会の回復を

意識した職として位置付いており、 2003年現在教育指導者の数は 10万人以上にのぼって

いる。

【参考文献】 ①Jacques ION， Bertrand Rovon， Les travailleurs sociaux， 2005 La Decouvert. 

②ONISEP， Parcours construire son avenir・lesmetiers de l'animation et du social-， 2005. ③ 

V eronique Freund， Le metier d百ducateurde la PJJ， La Decouverte， 2004，④Daniel Verba， Le 

metier d百ducateurde jennes enfants， La Decouverte， 2006.⑤Francis Oudot， Dictionnanire de 

l'education， CNDP-CRDP， 2004. 岩橋)

孟ducationa la citoyennete 市民性教育

【定義】 1985年に小学校・コレージュにおいて「市民教育(公民教育ともいう)J(education 

civique)が独立した教科として「復活」したが、これをさらに再活性化するため 1996年に
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「市民教育の活性イじ」として市民性教育は打ち出された。その目的は、社会に出る前の子

どもたちを学校において「市民になる」ょう育成することにある。

市民性教育の優先課題は、就学期の全学年で「人間および市民の権利」を教えること、

個人および集団の責任意識を養うことで、その教育活動計画の目的は生徒各自に自分が生

活している世界を理解させ、その行為者であるための知識と能力を獲得させることにある。

市民教育と異なり、市民性教育は一教科ではなく、教科横断的あるいは学校生活全体で

取り組んでいる。教科としては市民教育科を中心に知識教育と道徳教育を学ぶほか、学校

生活で起こった問題・紛争を解決するために「討論」形式をとりいれたり、生徒代表の養

成など学校生活全体で取り組んだりすることが特徴である。

学習指導要領から市民性教育を行なう時間をみると、小学校の基礎学習課程 (cycle2) 

では、 「ともに生きるJ (vivre ensemble) という名前の市民教育の授業が設置され、 「討

論jの時聞が週30分設けられている。小学校の深化学習課程 (cycle3)では、 「横断的領域J

(domaines transversales)の「市民教育」の授業が週1時間あり、そのうち「討論」形式の「共

同生活」としづ枠組みが週30分定められている。コレージュでは市民教育科、リセでは「市

民(公民) ・法律・社会教育J科を中心とした人権教育、民主主義、共和国、制度などを

学び、とくにリセでは討論や資料作成など実践を通じて理解を深めている。そしてコレー

ジュ、リセでは「学級生活の時間 (heurede vie de classe) が年10時間設置され、学級内

の問題解決のための話し合いや学級評議会 (conseilde classe) に向けた準備の時間にあて

られている。

教育問題や暴力の危険にさらされている学校では、しばしば暴力を予防して規則や規範

を遵守する内容がみられる。また、生徒代表の養成や様々な委員会活動を通じて、学校生

活における生徒の責任感を育む。さらに市民性教育の促進のため、学校と地域が連携して

開催される「健康と市民性の教育のための評議会J (→CESC)では、健康教育(食事、喫

煙や麻薬の問題など)や性教育(セックスや妊娠、中絶の問題など)、市民性教育(人や

物に対する暴力の撲滅、人権教育など)を中心に活動計画を立案・作成し、学校に提供し

ている。

【解説】近年、フランスでも力を入れられている「市民性教育Jの柱には、市民教育科に

よる知育教育と道徳教育、そして学校における共同生活に関連した活動、さらに「健康と

市民性の教育のための評議会」が中心となった活動があるo

こうした背景には、社会的・文化的価値が多様化するなかで、自明とされてきたフラン

ス共和国の価値やその「市民の資質J(市民性)が社会的に問い直され、もはや家庭や社会

だけではなく学校においても、子どもたちを「よき市民Jとして育成することが要請され

ていることがある。具体的には、若者による暴力、喫煙や麻薬中毒といった「非市民的な

振舞しリCincivilite)の増加および低年齢化の問題や、若者のアイデンティティー確立の問

題がある。

2003-04年には中等教育課程において 81，000件以上の暴力行為、一校あたり 14.4件が報

告されている。そのうち約 30%が「凶器なしの身体的暴力」、約 25%が「無礼Jや「脅しJ

である一方、 3%と少ないが「人種主義的行為」や「反ユダ、ヤ的行為Jも現れている (MEN，

Note d'information， No. 25， 2004 octobre) 0 また、性暴力、麻薬使用・取引や自殺未遂(→

suicide) も急増しており、仏保健医療研究所などの調査 (2003年)によると 18歳の高校
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生の過半数が大麻経験者であることが明らかになっている(朝日新聞 2004年 4月 22日)。

こうした状況もまた、学校に「市民の育成」という使命を担わせている。

また、 1989年にパリ郊外の公立学校で起こったムスリム系女子生徒たちによるスカーフ

着用(→foulardislamique) は、「市民性Jを社会的に問い直した事件である。今日、フラ

ンスの学校教育に多数を占めている移民(→immigre)の若者たちの間では、フランス社会

で生きていくうえでアイデンティティー(→identite) を確立することに非常な困難をきた

しており、しばしば宗教に帰依する傾向が見られ、彼らの社会統合(→int匂ration)の問題

点としても指摘されている。スカーフ着用事件も自らのアイデンティティーの確認という

側面があり、統合の難しさを強調した事件でもある。

【参考文献】①鈴木規子 (2005)r健康と市民性の教育のための協議会 (CESC)の活動」、

平成 13・15年度科学研究費補助金基礎研究 (C)(1)研究成果報告書(研究代表 新井浅浩)、

pp.59・69.②鈴木規子 (2006)rフランスにおける市民性教育の現状と課題一政治・社会学

的視点からの「市民性」概念の整理と現状分析-J~日仏教育学会年報』、 pp.76・860 ③林

瑞枝 (2001) rイスラム・スカーフ事件と非宗教性一間われる共和国的統合」三浦編『普遍

性か差異か』藤原書庖。④C.Cremieux，La citoyennete a 1 'ecole， Paris :Syros， 2001. ⑤Y.Amrani， 

S.Beaud， Pays de malheur!， Paris : La Decouverte， 2005. 鈴木)

Evaporation 蒸発

【定義/概念】フランスの大学においては日本のような卒業の概念はなく、 DEUG(大

学一般教育免状:バカロレア取得から 2年後に大学において取得できる資格)、リサン

ス (3年後)、メトリーズ (4年後)、マスター (5年後)等の必要な資格を取得して

大学を離れるという形をとるので、 「離学」と表現される。 revaporation (蒸発)Jは、

主として大学の第 1期課程において、登録した学生が DEUGを取得することなく大学か

らいなくなる現象を指す。登録はしたものの、いつの聞にかいなくなってしまう状況を

「蒸発」に例えたものである。

【解説】学生が「蒸発」する理由はいくつか考えられるが、大きくは放棄ないしは中退

(abandon)と進路変更(reorientation)がある。前者については、試験に不合格になって DEUG

取得を断念して離学につながる場合や、基礎学力の不足、大学教育への馴化不能、劣悪

な教育環境、あるいはこれらの複合により欠席が常態化して離学につながる場合などが

ある。後者については、試験不合格や学力不足のためにやむを得ず他のコースに進路変

更する場合、大学教育が自らの適性と合っていないために進路変更する場合などがある。

これらに該当する者には、短期高等教育機関への進学を希望しながら叶わなかった者が

多いとされる。また、進路変更を見越して大学に登録する者も少なからずいる。

より問題が深刻なのは放棄・中退者である。このような者達は、大学入学後最初に取

得できる資格である DEUGを取得することなく離学するのであるから、所有する資格レ

ベルは第4水準のパカロレア (DEUGは1つ上の第 3水準)ということになり、それに

相当する職にしか就けないことになる。資格水準が高い方が就職には有利なため、 「蒸

発Jは長期間の失業や不安定なポストへの就職に繋がる可能性が高くなる。

1980年代には、大学が大量の離学者を生み出していることに対して、効率性の観点か

ら税金の無駄使いであるとの批判もなされた。そのため、 1990年代にかけて資格未取得
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離学者を減らすために、モジュールによる教育編成やセメスター制の導入により不合格

のリスクを減らすこと、進路変更の措置を容易にして学習の継続を図ること、チュータ

ー制の導入や学生受入期間の実施などにより大学生活に馴染ませるようにすること、

等々の改善策が試みられている。

→echec (失敗)、 sedimentation(沈殿現象)、 inscritspar defaut (不本意就学)

【参考文献】①CNE，Ou va I'universite?， 1987.②CNE， I'Enseigrement superieur de masse ， 

1990.③CNE， Nouveaux espaces pour l'Universite: Rapport au president de la Republique 

2000・2004，2005.④服部憲児「フランスにおける大学第 1期課程改革の方向性-職業教育

化と教育の適性化に焦点をあてて-J関西教育行政学会編『教育行財政研究』第22号(1995

年)。⑤服部憲児「フランスにおける大学第 1期課程改革の課題一CNE(全国大学評価

委員会)の大学評価との関連で-J Wフランス教育学会紀要』第 11号 (1999年)。

(服部)

Foulard islamique イスラームのスカーフ

【背景】 個人を一定の集団の一員としてとらえるのではなく、したがってその「所属J

から導き出される思想・信条等を括弧に入れた「ニュートラルのJ(あるいは抽象的)個人

としてとらえ、その連帯によって公的時間空間を機能させようというのがフランス「共和

国Jの原則(=公私の峻別)である。そして、これはフランスの教育政策の基本でもある。つ

まり、学校教育は公的時関空間を構成するものであるから、生徒自身の生活空間における

「所属」は校門のところで置いてこなければならない。すべての者に開かれた教育機会の

平等は、この条件が満たされて成り立つとされている。

【事件と対応】 このような「所属Jの排除に対して、個人の属性の重要性・問題性を印

象づけたのが、イスラームのスカーフ事件(1989年)、つまり、校内でイスラーム教徒の女

子生徒がその宗教を象徴する「スカーフ」をつけたままでいることの是非をめぐる問題で

あった。スカーフの許容か、排除か、学校現場では混乱を招いていた。そこで、大統領直

属の委員会が発足、 2003年 12月 11日の報告書(委員長の名をとって「スタジ報告Jとい

う)を受け法案が提出され、国会の審議を経て、 2004年 3月 15日、学校内での宗教的標章

(、ンンボル)の着用を禁止する法律が成立した。(条文は次の通り。) しかし、このような立

法化は、むしろライシテの原則に反しているのではないか。

「公立初等学夜、コレージ~.:z 、グモデjごJ3'v) で、 !Æ重会話きか演者的iJiJ.事~fl立つ。t ク jご

(ostensiblementノ麦野す-3-t.穿震ゐigneノ反乙物語ぎのまml;t~ぎ:d: ðft -3。学校内務l;t、

懲戒手続ぎの実殖に.~立って!/l.室生徒との対話をff~ クごと~*め-30 J 

【問題点】 禁止される標章・服装は、宗教的所属が直接的に認識されるもの、すなわち

イスラームのスカーフ、キッパ、極端な大きさの十字架などである。着用しているものが

「目立ってJしまえば、禁止の対象になる。しかし、「小さなスカーフ」はありえないので

あるから、イスラームのスカーフはそれ自体着用すれば、禁止の対象になる。つまり、現

実的に公的秩序の混乱等の要因がなくともスカーフ着用は禁止される。これは特定の宗教

の信仰上の行為を法によって制限する政治による宗教的領域への介入であり、本来宗教的

自由を保障するためのライシテの原則に反することになる。

また、通常使用されるアクセサリ一等は禁止対象ではないが、それがたとえばイスラー
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ムのスカーフの代用である場合には禁止される。たとえば、パンダナそのものとしては宗

教的所属を示すものではないが、それを宗教的シンボルとして着用している場合には禁止

となる。これは、宗教的な意味をもたせて着用しているのかどうかをその生徒に確認する

作業を前提とする。つまり、教員から見て生徒がなんらか目立つものを着用していた場合、

それに対して宗教的な意味をもつものかどうかをチェックする必要が出てくる。チェック

の結果、それに宗教的意味があるとわかった瞬間に、外見や行動においてはまったく変化

がなくとも、禁止されることになる。これは、内心の自由を侵す人権侵害である。そもそ

も個人によるこれ見よがしに身につけられた標章の意味について国家が判断することの不

可能を明らかにしたのが政教分離法だったはずである。ライシテとは、本来、多様な価値(信

仰)の保障を約束する原理であるはずだが、それが一定の価値観の共有を前提とした「中立

的な公的空間」の創出の原理となることで、逆に信教の自由を制限する方向で作用するこ

とになってしまったといえよう o

さらに、このスカーフ問題については、その着用そのものが実は多義的であるという点

にも着目しなければならない。それは確かに服従の印でもあるが、一方で強いアイデンテ

ィティのよりどころであり、権利要求のシンボルでもある。さらには、逆説的であるが、

それは解放の手段でもある。つまり、ある女性たちにとってはスカーフ着用によって敬度

なる信者である親から外出を許され、それが学習する権利の保障にもつながっているので

ある。

そもそも宗教は個人の内心において完結するものではなく、社会的活動を含む文化現象

として捉える必要がある。しかし、それが許されず、また、フランス生まれの移民の子ど

もが増え、彼ら自身はフランス社会の一員であると考えているにもかかわらず、現実的に

は差別的扱いを受けることが多い。このことが、都市郊外での「暴動Jの大きな一因とし

て作用していることを認識しなければならない。

【参考文献】①KAHNP.， La laicite， Le Cavalier Bleu，2005，p.70 ②WEIBEL N.-B.， Par-dela le 

voi/e， Complexe， 200，③KHELLIL M.，Sociologie de 1 'integration， PUF，1997 

(池田)

Handicap 障害

【定義】 障害の定義としては、ブロシューレネのもの(1967年)が最も一般的に引用され

る。すなわち、他の者と同じようにあること、また同じように活動することにおいて、さ

まざまな理由で困難を経験している者たちの社会への不適応を表す言葉、ということにな

る。彼らは、その身体的、精神的状況のゆえに、またその社会的状況のゆえに、障害を負

っているとされる。

【問題】 しかし、この定義に対してはいくつかの解釈が可能で、あり、その解釈しだいで

は、障害があるとされる個人の状況や現状の社会のあり方を固定化させることにもなる。

それは障害の理由を個人に責任のある問題とみなすことであり、そこからは問題の解決に

つながる道を何も見出せない。

まず、障害が相対的な概念であるということを確認しなければならない。つまり、障害

と表現される困難な状態は、その時々の社会の状況(環境)との関係において把握されなけ

ればならないということである。障害とは、固定的な状態をさしているのではなく、状況
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の変化を包含した概念なのである。したがって、病気や何らかの身体的・精神的諸特性が

障害と呼ばれるとすれば、それは社会的結果としての困難さを示しているということにな

る。個人の特性それ自体が障害と呼ばれることはないわけである。

また、上の定義の解釈を発展させれば、困難を引き起こす原因として、個人の生活に関

する諸条件も考えなければならないだろう。つまり、収入や居住環境、教育の状態も、社

会的な障害(handicapessociaux)として把握される必要が出てくる。

このような観点からすれば、人は、年を取るにしたがって「障害者」になっていくこと

になる。それは、病気にかかりやすくなり、また退職と共に収入も減ってくるからである。

そして、今日のフランスの社会状況にあっては、移民(→imm訟が)も、障害という社会問題

の枠の中で取り上げられていく必要が出てくる。

【学校教育上の問題】 障害は学業失敗(→echecsco/aire)を伴うことが多い。しかし、こ

の言い方は不正確であり、より実態に即して言えば、学業失敗が何らかの障害を作り出し、

あるいは障害を裏付けるものとして利用されているのである。この場合、その子どもに固

有の身体的・精神的諸特性等によるいわゆる機能的な障害ばかりではなく、家庭や地域と

いった子どもを取り巻く社会的な環境面での「不利Jも「障害Jとして認識しなければな

らない。教育優先地域(→Zep/Rep)の発想、は、社会的な条件との関係において「障害Jをと

らえようとした政策としてとらえなおすことができょう。

「障害Jの定義を押し広げていくことで、学業失敗を子どもが学校の求めるものに順応

できていない状態としてとらえることができる。この場合にはとくに、家庭環境をその代

表とする社会・文化的状況が問題として際立つことになる。各人の学習状況に対応した教

育実践の根本的な改革ではなく、学業水準についての架空の同質性の追求が、そこから逸

脱する子どもたちを排除するよう学校を動かしている。したがって、障害の問題は社会的

な「排除(exclusion)Jの問題を含むことになる。

ところで、知的障害といわれる場合でも、 1989年の通達で確認されているとおり、学業

に関する遅れのみで医療教育施設に入所させることは正当化されない。サラマンカ宣言に

おいて、インクルーシプな学校を目指すことが世界的な改革の方向性として確認されたこ

とは、障害のある子どもに対する分離教育が市民性の剥奪過程(排除)のはじまりであるこ

との確認でもある。

フランス共和国が、「市民」による契約に基づいて形成されているとすれば、そのための

基礎教養を培う学校教育が、ある一定の子どもたちを排除していくことは、まさに共和国

の危機である。しかし、印章害Jを理由にそれが正当化されるとすれば、いくつもの要因の

結果として学業失敗があること、そして困難なケースやその教授法の個別化に対する学校

側の無能を覆い隠すことになる。

【参考文献】①Bloch-LaineF.， Etude du prob/eme genera/ de /'inadaptation des personnes 

handicap命s，rappo口presenteau Premier minister， decembre 1967，La documentation francaise 

②BONJOUR P. et LAPEYRE M.， Le projet individualise， cle de voute de /百co/einclusive?， 

eres，2004 ③BONJOUR P. et LAPEYRE M.， L 'integration sco/aire des enfants a besoins 

specifiques， eres，2000 ④VILLE 1. et RAVAUD J-F.， Personnes handicapees et situations de 

handicap， Problとmespolitiques et sociaux no.892， La documentation合ancaise，2003 ⑤USTERP. 

et JEANNE P.， E.弓fantshandicapes et integration sco/aire， BORDAS，2000 池田)
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Hymne national 国歌

【定義】フランスの国歌「ラ・マルセイエーズJの起源は、 1792年にクロード=ジョゼフ・

ロジェドリルによって作曲されたライン軍の行進曲だったが、次第に「自由・平等・博愛J

のための闘い、反専制君主の歌として広まり、共和国の象徴となった。 1795年には公式に

国歌となり、共和国の一体感を高めるため学校教育に取り入れられた。

2005年3月に採択された通称「フイヨン法」と呼ばれる「教育基本法J (2005年4月23日

法)は、その第26条で教育法典第L.321-3条を改正し、 「国歌及びその歴史の学習を義務

的に含む公民教育を与える」という一文を付け加えた。

これをうけて国民教育省は、 2005年7月26日付通達(第2005-124号)を出し、小学校(深

化課程)の学習指導要領では、「生徒は国民共同体への帰属を徐々に意識するようにする。

教員はフランスや共和国の重要な象徴、すなわち国歌、国旗、記念建造物についての意味

を生徒に説明する」ことをより充実させるよう指導している。こうして、小学校の市民教

育(l'educationcivique)で、国歌の指導が義務化されることとなった。

【解説】フランス国歌「ラ・マルセイエーズJはしばしば、その詩の残虐性から国民の聞

に「国歌としてふさわしくなしリという不満もあがり、批判されていた。他方、 1998年に

フランスで開催されたサッカー・ワールドカヅプ大会では、フランス・ナショナル・チー

ムのメンバーの数名が国歌を斉唱していなかったことから、極右政党をはじめとする右翼

政治家たちから批判があがった。最近では保守政治家を中心に、国歌への尊重を促すため

市民への規制や教育が強まっている。

2001年10月6日、フランス・パリ郊外のフランス・スタジアムで開催されたアルジエリア

との初めてのサッカー公式親善試合の際、フランス国歌演奏中に観客の聞から口笛が吹か

れてスタジアムが騒然とする事態が起こった。この事件はフランス社会に衝撃を与え、共

和国の象徴への侮辱と受け止められ、改めて社会統合の問題を浮き彫りにした0 ・

2003年3月18日には、 2002年7月に採択された「国内治安のための指導および計画法」

(LOPSI)を修正した「圏内治安法J (LSI)が、ニコラ・サルコジ内相によって提出され、

採択された。これにより、国旗および国歌「ラ・マルセイエーズ」への公然たる侮辱行為

に対して6ヶ月の禁固ならびに罰金7，500ユーロ(約105万円、 lユーロ 140円換算)を課され

ることになった。

そして、与党「国民運動連合J (UMP)の国会議員ジエローム・リヴィエール(アルプス・

マリティム県選出)から、 2003年5月22日に小学校における国歌の義務教育化に関する法

案が出され、上記条項を加える提案がなされた。こうして、 2005年に小学校で、の国歌の指

導が強化されたのである。

国歌の指導に関する現行の学習指導要領 (2002年)のなかの「市民教育」の内容をみて

みると、小学校の低学年にあたる基礎学習課程で、は、 「ともに生きるJ (vivre ensemble) 

の授業で国歌についての指導がなされる。 r生徒は国民共同体への帰属について、教師に

よる歴史物語や文学作品の朗読を聞いたり、フランスの地理的位置づけを発見したりする

ことによって、徐々に意識するようにする。教員は生徒にフランスや共和国の重要な象徴、

すなわち国歌、国旗、歴史的建造物の意味を説明するようにするJと説明されている。な
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お、日本では国歌の指導というと音楽の授業との関連も考えられるのだが、フランスの音

楽の学習指導要領には、国歌の指導は定められていなし、。

また、小学校の深化学習課程では「横断的領域」な「市民教育Jと「共同生活」がある。

市民教育の授業では、自治体(コミューヌ)、国家(ナシオン)、ヨーロッパ、世界といっ

た共同体の広がりについて知識を身につけることが目標として定められており、共和国に

関する知識を身につけるため、共和国の大統領や政府の役割、そして国会の議長の役割に

ついて学ぶことが指導内容とされている。しかしとくに国歌に関する指導はなく、音楽の

授業に関しても国歌に関する指導はない。

今後、新教育基本法ならびに2005年7月26日付通達をうけて、市民教育のなかで国歌につ

いて指導がなされる内容に学習指導要領が改訂されるだろう。

【参考資料】①BOENhors必 rieNO.l du 14 fevrier 2002.②BOEN No.30 du 25 aout 2005.③ 

circulaire N02005・124du 26小 2005.④Loid'orientation et de programmation pouぽrla s必ecωu山lri

int低er巾'i匂ieuぽI汀re(LOPSIり).⑤Lωoise伐飢cαωUI汀r悦 i加n叫te剖rieωurκ(L凶SIり)， Loi nO.2003・239du 18 mars 2003.⑥文部科学省

『諸外国の教育の動き 2005~pp. 104-5. 鈴木)

Identite アイデンティティ

【現状】 今日、フランス人の 63%は「フランスにはアラブ人が多すぎるJと感じている。

黒人に対する同様の見方は 43%、アジア人に対しては 21%、ユダヤ人に対しては

19%(Commission nationale consultative des droits de l'hommeによる 2000年 11月の調査)。現

実的な社会が多文化状況にある中でのこのような認識は、フランス人とは何か(誰か)、そ

してフランス人がつくる社会とはどのような特徴をもっ(べき)ものなのかを規定していく。

移民(→immigre)の文化をフランス社会にとって価値あるものとみなそうとする認識は、

少なくとも通達レベルで、の移民の子どもたちへの教育施策においては、 1970年代半ばから

10年間ほど続いていた。しかし、今日においては、移民を起源とした文化的・民族的多様

性はフランス人のアイデンティティの基本的特徴にはなりえていないし、フランス社会に

とっての貴重な遺産であるといった認識にはなっていないのが現実である。では、「純粋な

るJフランス人(ないし文化)が固定的に存在しているのかといえば、けっしてそうではな

い。あくまでもフランス(人)のアイデンティティは、 í~也者J との対比(対立)によって規定

あるいは確認されてきたといえよう。

【問題点】 一方で、革命の精神からすれば、「普遍的なる」フランスは、雑種的(metis)

で多元的なアイデンティティを要求する。あるいは、雑種的であることを求めるからこそ、

たとえば「アラブ人Jであるといった特徴が見えてくると、それは共和国の存立を脅かす

ものとして否定され、排除されることになる。その対象となる人々にとってはその文化的・

民族的特徴はスティグ、マとなり、自己否定への道を用意するものとなる。共和国市民の育

成の主たる機関である学校においてこのことが子どもたちの意欲低下や学力不振、そして

暴力といった病理現象の大きな要因となることは容易に想像がつく o

また、学校をめぐ、つては、一部の学校に外国籍あるいは移民を起源とした生徒が集中す

る現象が確認できる。外国人・移民が特定の地域に集住する現象、そして、受け入れ国側

の人聞が移住者を避ける行動に出ることによって、結果として「集中」を余儀なくされる

ということは、多くの移民受け入れ国でみられる現象であり、フランスもその例外ではな
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し、。

さらに、公立学校でのイスラームのスカーフ着用(→ioulardislamique)は、フランスの普

遍主義的統合モデ、ノレ(→integration)を脅かす「事件J(あるいは少なくともそれを混乱させる

存在)として位置づけられる。ここにおいてアイデンティティと宗教とは、強い結びつきを

もって問題とされ、それは文化に対する評価の問題に発展する。いわゆるスカーフ禁止法

の支持者による議論にみられるように、イスラーム文化の「問題J、すなわち、一夫多妻制、

男女間の不平等、強制的結婚などが挙げられる。しかし、これに関しては、比較宗教学か

ら異論も出ている。つまり、カトリックのミサや結婚式、葬儀で、は女性はベールを着けて

おり、修道女は終日ベールをかぶっている、と o 少なくとも、女性に慎みを求めるという

意味で、「西洋では特別に宗教的な場、ハレの日に女性はベールを着ける。これに対してイ

スラムでは(中略)宗教生活と世俗生活との峻別をしない。毎日がキリスト教でいえば神に

向かう日曜である。したがって、イスラムの女性が毎日ベールを着用するのは、構造的に

一貫性がある。西洋に比べ非常に特異な習慣というわけではないJ (藤原聖子、 45頁)と

いうことになる。あらためて、フランスのアイデンティティあるいは文化の怒意性が問わ

れなければならない。

【参考文献】①BOUAMAMA S. ，L 'affaire du foulard islamique， Le Geai Bleu，2004 ② 

BOUZAR 0.， Monsieur ISLAM 山 xistepas， HACHE廿 E，2004 ③ FELOUZIS G. et 

al.，L 'Apartheid scolaire ， Seuil， 2005 ④GRESH A.，L 'islam， la Republique et le monde， Fayard， 

2004 ⑤ Ribert E.， Liberte， egalite， carte d 'identite，Decouverte，2006 ⑥RIGNAULT S.et 

RICHERT P. ，La representation des hommes et des femmes dans les livres scolaires， Rapport au 

premier ministre， La documentation francaise， 1997⑦SABEG Y.et al.， Discriminαtion positive， 

Calmann-levy，2004 ③藤原聖子「イスラム女性のベールは『民族衣装』か『学校の制服』

か、それとも?J~書斎の窓~ No.547、有斐閣、 2005年 9月号。(池田)

IlIettrisme 非識字(状態)

【定義と解説】 ANLCI (非識字との闘いの全国機関)によれば、次のように定義される

(2003年) 0 r就学にもかかわらず、日常生活のことに関わる文章を読んだり理解するこ

とができない、あるいは簡単な情報を伝えるために書くことができない 16歳以上の人々の

状態。ある者には、これらの読み書きの困難は、様々な程度ではあるが、他の基本的な能

力の習得の不足(口頭コミュニケーション、理論的な推論、数字やその処理の理解と活用、

時空間の把握など)と結びつく D これらの能力不足にもかかわらず、読み書きの能力に支

えられることなく、経験や文化や能力の蓄積を獲得した者もおり、また社会的・職業的活

動に同化できた者もいる。しかし、均衡は脆弱で、恒常的に周縁化のリスクの中にある。

また非識字状態が他の要素と結ひ'ついた排除の状態にある者もいる。」

ここでは次の 3点が重要である。第 1に、就学した者であることである。この点で、ア

ルファベットも数の記号の意味も理解できない l'analphabetismeとは区別される。第2に、

経験等によって一定の能力が獲得できている者もいることである。そのことが、非識字者

の正確な実態統計をとることの困難ともなっている。第3に、単に読み書き算の困難は、

それだけにとどまらず、他の基本的な能力の不足と結びつくことである。したがって、読

み書きを介さないで「一定の能力が獲得Jした者がいるとしても、周縁化や社会的排除に
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陥っている、あるいはその危険性が絶えずつきまとっている。就職促進最低所得保障 (RMI)

受給者の半数以上が非識字者であるという調査結果がそのことを物語っている。

【歴史と現状】 フランスで l'illettrismeが発見されたのは、 1980年頃、 ATDカールモンド

(貧窮者援助を行うアソシアシオン)の日常活動の中であった。当時は、公式にはフラン

ス語を母国語としない移民などに関わる非識字者として l'analphabetismeのみが語られてい

た。ところが、現場で活動する人々が、フランス語を母国語として就学した者でも読み書

きが正確にできない者が多いことに気づき、それまでの l'analphabetismeとは異なる非識字

者<ille仕rees>で、あると指摘したのである。その後は政府も、l'illettrismeの問題状況を検討し

1980年以降諸報告書を公刊し、非識字問題に対応する省庁問機構として GPLI(非識字と

闘う常設グループ)を設置した。それは 2000年には上記 ANLCIとなる。

非識字者の人数把握は困難であるが、全くないわけではない。例えば国立統計経済研究

所 (INSEE)が無作為抽出で 13.000世帯に「日常生活J調査を行った結果から、非識字者

数を推測した統計がある。それによると、 1986/87年-300万人(全人口の 9.1%)、1993/94

年-230万人(同 5.4%)である(ただしこれは、 analphabetesも含む)。

【要因】 非識字者を生み出す要因については、今日大きくは次の 3点が議論されている。

①生理学・認知学・精神医学などの枠組みから説明しようとするものである。ここにおい

ては、個人の心理・医療科学的視点からの治療が探究されることになる。② 社会文化的

なハンデ、イキャップである家庭・社会環境から説明するものである。家族や地域の言語活

動が、書く言語の獲得の困難をもたらしたとする。③ 学校教育の問題を指摘するもので

ある。これは就学しているにもかかわらず非識字状態になることから、とりわけ学業失敗

の問題が議論されることになる。

【対応と課題】 1990年代以降「排除との闘しリが大きな政策課題となっているが、 1998

年には「排除との闘い法 (Loid' orientation nO.98-657 du 29 juillet 1998， relative a la lutte contre 

les exclusions) Jが制定された。そして 149条において、 「非識字との闘し、Jが排除との闘

いの中で優先されるものであることが明記された。また、非識字は職業が求める養成レベ

ルの高まりから生まれる問題である側面を重視し、 29条においては、非識字との闘いが生

涯教育 l'educationperm加 enteの一部をなすことが指摘され、国家・地方公共団体・公共施

設・公私の学校・職業団体・同業組合・家族団体・企業等、それぞれが関わるべき問題と

考えられ対策が講じられている。

学校における学業失敗との関連では、読み方の指導方法および学級で実施されるあらゆ

る教育方法の問題が指摘され、学級での教師の教育的振る舞いと子どもたちの学習獲得の

結果との相関関係の検討の中から、教育方法の改善が求められている。他方では、非識字

問題を学業失敗に結びつけることは、その根本問題を回避することになるとの批判もある。

パリ市では、課外活動を強化することによって、識字教育も含め学校教育を補完する動き

が盛んになっている。

【参考文献】 ① Roger Girod， L'illettrisme， PUF， 1997②Marie-Therese Ge飴oy，Lutter 

contre l'illettrisme， la Documention Francaise， 2002， 

l'illet甘isme，L'H副首attan，2005. 

③ Jean-Pierre Gate (dir.) ， Prevenir 

(岩橋)

円。
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Immigre 移民

【定義】 移民とは、現在フランスに居住している者で、外国籍者として外国で生まれた

者を指す。しかし、すべての移民が外国人なのではない。なぜなら、そのなかにはフラン

ス国籍を取得した者も含まれるからである。逆に、すべての外国人が移民なのでもない。

一定数の外国人はフランスで生まれているからである。 2004年段階で、およそ 55万人が

これに該当する。その多くは 18歳未満である。国立人口統計研究所(INED)のトリパラ

(M.Tribalat)によれば、 1999年段階で、およそ 1400万人のフランス人の両親あるいは祖父

母のうちの一方は移民なのである。つまり、フランスは、古くから移民の固なのである。

このような定義に人口を当てはめれば下図にようになる。 (2004年)

Immigres移民:493万人

Etrangers 

Francais p訂 acquisition

nes a I'etranger : E甘'angersnes a l'知加ger:

外国生まれの 外国生まれの外国人 フランス

フランス国籍取得者 296万人 生まれの

197万人 外国人

55万人

Etrangers外国人:351万人

(INSEE PREMIERE， no.l 098・aout2006くEnquetesannuelles de recensement 2004 et 2005>) 

移民の出身国については、その35%にあたるおよそ 170万人(全人口の2.7%)はEU諸国、

31%にあたるおよそ 150万人(全人口の 2.4%)は、アルジエリア・チュニジア・モロッコの

マグレプ諸国である。また、サハラ以南のアフリカ諸国およびトルコを含むアジア諸国か

らは、それぞれ移民全体の 12--14%のあたる人々が来仏している。

【問題点】 ところが、社会問題としての移民問題は、このような統計的な事実とはズレ

をみせている。フランス人の 63%は「フランスにはアラブ人が多すぎる」と感じており、

黒人に対する同様の見方は 43%、アジア人に対しては 21%との調査があるが、フランスで

もっとも多い移民は EU域内からである。「多すぎるJと認識されているアラブ人とは、具

体的にはマグレプ諸国からの移民のことであり、ここに、人種的、宗教的、歴史的な彼ら

の位置づけの問題をみてとることができる。しかし、フランス人の人種へのこだわりは、

黒人やアジア人への差別的認識がアラブ人よりは低い点を考えると、それほど重要ではな

く、したがって問題は、宗教的、歴史的背景ということになる。歴史的背景とは、アルジ

エリア独立戦争のことであり、宗教へのこだわりとは、イスラームへの「危険視Jのこと

である。フランス場合、 2001年9月のアメリカにおける同時多発テロ以前から、「共和国J

というその政治体制ゆえにイスラームはつねに「問題Jで、あった。つまり、公私の峻別、

とくに宗教に関して公的時関空間にそれをもち込まないこと(=非宗教性)を前提として成

り立つ共和国において、イスラームは、たとえば女子生徒がその宗教的象徴であるスカー
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フを着用したまま学校(=公的時間空間)に入ること(→foulardislamique)でその峻別を犯

してしまうのである。これは、共和国の存立基盤を揺るがす問題であり、それゆえに、イ

スラーム(=アラブ)は目に見えるかたちで「多すぎる」と認識されることになるのである。

なお、教育法典の改正により、これまで通達による施策という方法をとっていた外国人

への特別措置が法律化されたこと、また、国歌の意義を含んだ市民教育(→citoyennetのの実

施は、共和国のあり方、フランス人のアイデンティテイ(→identitのの議論を導くものとな

るだろう o

【参考文献】 TRIBALATM.， Une estimation des populations d 'origine etra略的 enFrance en 

1999， dans Population 2004 no.1， INED (池田)

Inscrits par defaut 不本意就学

【定義/概念】 "inscrits par defaut"は直訳すると「欠員による登録」である。一部の普

通バカロレア取得者が教育条件の悪い大学教育を回避して短期高等教育機関(IUT・STS)

に進学するために、制度設計上はそこへの進学を想定されている技術ノくカロレア取得者

が締め出されている。そのようにして行き場を失った技術ノくカロレア取得者は、入学選

抜がないという理由で、第 1希望ではない大学に不本意ながら進学することになる。

【解説】フランスの高等教育機関の分類方法はいくつか考えられるが、修学年限と選抜

性の観点から、①大学、②短期高等教育機関、③グランゼコーノレ・CPGE(Clぉsepreparatoire 

aux grandes ecoles :グランゼコール準備級)の 3種類に大きく分けられる。これら高等教

育機関への進学の基礎要件となるのは、高校 3年次に受験するパカロレア資格の取得で

ある。大学については、バカロレアを取得していれば原則として入学選抜は無い(医療

系部門を除く) 0 これに対して、短期高等教育機関とグランゼコール・ CPGEには入学

制限があり、バカロレアの取得に加えて別途入学選抜が実施される。

制度設計上は、普通バカロレア取得者は長期教育(大学またはグランゼコ-ール・ CPGE)

への進学を、技術バカロレア取得者は短期教育機関へと進むことが想定されている。し

かし、実際の進学行動は、必ずしもこのような想定通りにはなっておらず、相対的に優

秀なバカロレア取得者(普通パカロレア取得者)の一部は、大学に進学せずに短期高等

教育機関(特に IUT)に進学するという行動を取っている(図 1・2参照)。その結果、

学力的には不利な技術バカロレア取得者が短期高等教育機関から締め出され、やむを得

ず入学選抜のない大学第 1期課程に登録することになる。しかしながら、長期高等教育

には不向きとされる技術ノ《カロレア取得者は、大学教育において成功するのが難しく、

普通パカロレア取得者と比べて、資格を取得せずに離学する者の割合が高かったり、進

路変更をする者が多かったりする。

このように、大学第 1期課程がパカロレア後教育の人数調整機能を背負わされている、

あるいは進路変更を前提とした腰掛けになっているとしづ指摘もある。大学第 1期課程

進学者のうち、第 1希望のコース以外に不本意就学した学生数は約 20%である。このう

ち、大学に進学した技術パカロレア取得者に限定すると、不本意就学者は約 50%となっ

ている o このような者達は職業教育へ進路変更しやすい心理学、 AES (Administration 

economique et sociale :経済・社会管理)、生命科学に集中する傾向にある。

→evaporation (蒸発)、 echec(失敗)、 sedimentation(沈殿現象)
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[参考文献]①CNE，Ou va I'universite?， 1987② CNE.， Priorites pour universite， 1989.③CNE， 

I'Enseigrement superieur de masse ， 1990.@CNE， Nouveaux espaces pour l'Universite: Rapport 

au president de la Republique 2000-2004， 2005⑤S. Lemaire， "Les bacheliers technologiques 

dans l'enseignement superieur"， Education et formations， n 067， mars 2004.⑥服部憲児 「フラン

スにおける大学第 1期課程改革の方向性 職業教育化と教育の適性化に焦点をあてて

-J関西教育行政学会編『教育行財政研究』第 22号 (1995年)。⑦服部員賢児「フランス

における大学第 1期課程改革の課題 CNE (全国大学評価委員会)の大学評価との関連

でーJ Wフランス教育学会紀要』第 11号 (1999年)0 服部)

図 1 制度設計よの進学状況 図 2 実際の進学状況

短期高等教育機関 大 学 短期高等教育機関 大 学

lX l 

技術パカロレア 普通バカロレア 技j柑パカロレア 普通パカロレア

Insertion sociale et professionnelle 職業・社会へ の参 入

[定義]ある特定の職業を選択し実際にその職業に就くこと、それにより社会の中でし

かるべき役割 ・立場を担うこと。社会を構成する一員として社会に対して責任を担うと

ともに、経済的に自立した個人となること。

【解説11970年代後半までのフランス社会では、経済が順調で、かつ総人口も安定して

いたため、 失業問題が社会の重大関心事になることは少なかった。しかし、 1970年代の

第 1次および第 2次石油ショックによる経済不況により、事態は大きく変化した。青年

を中心に失業率が大幅に上昇し、就職が重大な社会問題としてとらえられるようになっ

た。

職業は社会にとっては経済活動の基本的な単位である。個人にとっては、経済的に自

立したり、社会的な役割を担ったりすること、それを通じて社会からの認知を受けたり、

社会との連帯を確認することを可能にするもっとも基本的な活動である。それゆえ、青

年にとって職が得られないことは、個人としての自立を妨げ、社会から孤立する可能性

をもたらす。

就職の条件やそこに至るまでの過程は、取得した職業資格 ・修了証の水準や取得前離
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学をした水準、個人の属性(性別、年齢、出身地、親の状況等)によって異なる。一般

に資格水準が低位であるほど就職は困難である。また、就職できる場合にも期限付き契

約になる場合が多い傾向がある。そのことは女性であったり、移民の子弟であったりす

る場合にもあてはまる。親が地縁等を活用しる場合もあるため、父親が就業していれば

条件は多少緩和される(逆に父親が失業の場合には条件は不利になる) 0 

青年を中心とする失業問題に対処するために、政府は 1977年以降多くの施策を講じて

きた。とくに 1981年に誕生したミッテラン政権下で公布された 1982年 3月 26日付けオ

ルドナンスは、 16--18歳の青年の職業資格取得や就職に関する支援を国の義務と定めた。

この方針の下、政府は青年を中心に、就職支援のための各種施策を講じている。

その中心となっているのが「地域ミッションセンターJ (Missions locales、ML)や「受

入・情報・指導常設センターJ (Permanances d'Accueil， d'Information et d'Orientation，PAIO) 

である。全国に約 600カ所が設置されている。両組織は、 16--25歳の青年を対象に社会

生活・職業生活への参入に向けて個別指導を行うことを目的としており、年間約 70万人

が利用している。専門のカウンセラーを配置し、青年が参入を妨げている障害を克服で

きるように支援したり、教育訓練、健康、住居等の確保、諸権利の行使を通じて市民性

の酒養を行っている。提供するサービスの内容は、次のとおりである。①職業発見アト

リエ、②求人情報の提供、求人企業との個別面接の機会提供、③求職活動アトリエ(履

歴書・志望動機書の書き方、就職面接のテクニツクの指導等)、④能力・適性の分析、

⑤就職・教育訓練等の情報提供、⑥各種の職業訓練・研修、⑦住居・健康維持・諸権利

の行使等の支援である。

【参考文献】 ①G.Po吋01，J.M.Mignon， 2005， Guide de l'animateur socio-culturel， Dunod② 

Dictionnaire encyclopedique de 1百ducationet de la formation， 2002， Nathan.③ 8ernard 

Schwarts， 1998， L'insertion sociale et professionnelle des jeunes. 夏目)

Integration統合

【定義】外国人問題を考えるうえで「統合J(int句ration)という概念は欠かせない。その概

念は「共和国的統合J(int句rationrepublicaine)であり、「社会統合」や「国民統合」の意で

ある。

「統合Jは 1990年代以降、それまで外国人政策の課題であった「同化J(assimilation)や

「編入J(insertion)とし、う概念に代わって登場した。この概念は、異なる文化的出自をもっ

人々が文化的特殊性を否定されることなく、「人権Jや「平等」といった普遍的価値を前提

にフランス社会に積極的に参加するという意味である。

【解説】従来、フランスで奨励されてきた同化政策とは、移民(→immigre)のもつ文化や

慣習を捨てて、受入れ社会の文化や慣習を取り入れることで、あった。ところが、それまで

外国人人口の大半を占めていたヨーロッパ出身者から、次第にアフリカおよびアジア出身

者が場加し、 1980年代初めには移民全体の 4害IJを超え、多文化的様相が明らかになってい

った。これら移民の定住化による多民族共存、ムスリムの定着、フランス国籍をもっ移民

第二世代の存在というに現象に直面し、同化政策が機能しなくなるなかで、代わって「編

入」や「統合」としづ概念が登場するようになった。

「編入」は、受入れ社会への移民の参加にもかかわらず、文化的・民族的要素の放棄・
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変更が必ずしも強制されず、民族的・宗教的なアイデンティティー(→identite) を保持す

ることができる。つまり「同化なき統合Jである。例えば、移民第二世代たちによって担

われた「相違への権利J(le droit a la di俄 rence)や、反人種差別運動、多文化主義がこれに

相当する。しかしこの論理では移民はアイデンティティーを維持するが、社会に基盤を築

くことができず、受入れ社会から一方的に異質な要素として排除されかねないので、移民

の孤立化を招く恐れがある[Costa-Lascoux， 1991 ]0 さらに、「相違への権利Jの論理は極右

政党の国民戦線(Frontnational)によって「フランス人によるフランス」という移民排除の論

理として逆手に取られてしまった。こうした反省から 1990年代になると、異なる文化的出

自をもっ人々が文化的特殊性を否定されることなく、「人権Jや「平等Jを前提にフランス

社会に積極的に参加するという意味の「統合」へと移行転換した[林， 2001;梶田， 1993J。

外国人の子どもたちへの教育的施策においても 1980年代に入って変化がみられた。 1970

年代後半にはフランス語習得を通じた教育への適応が図られる一方、移民の帰国を展望し

て出身文化・言語が教えられた。しかし現実には、 1980年代には移民の定着が進み、初等

教育と中等教育を合わせてその 8.4%に当たる外国人生徒をフランスの学校が受け入れて

いた。こうした状況のなかで、移民をフランス社会に留まる者として国民化(市民化)す

る方向に政策が変化し、フランス社会への移民の統合が課題となった[吉谷， 2001， 

pp.234・235J。

また 1989年以降、フランスの公立学校で起こったムスリムの移民子女のスカーフ着用問

題(→foulardislamique) は、学校教育現場における統合の難しさを露呈した。これは公教

育に宗教を持ちこまないとする共和国の「非宗教性J(凶'cite)の原則への抵触と、信教の自

由および教育を受ける権利の問で問題を投げかけ、 10年余り教育現場を悩ませてきた。つ

いに 2004年春に、公立学校における宗教的標章を身につけることを禁止する法律が定めら

れ、これを受けて国民教育省が通達を出し、同年9月から適用された。

今日でもアラブ系、アフリカ系、アジア系などの移民の若者たちはフランス国籍を取得

していても「移民」というカテゴリーに分類されて、教育や就職などで差別を受けている。

2005年秋に都市郊外で起こった暴力の連鎖はこうした現状に対する若者の社会的不満の

表れと捉えることができ、フランス型統合の機能不全が指摘された。こうした現状の中で、

学校教育への市民性教育(→educationa la citoyennete)の要請や、移民の多くが集住し教育

問題が集中している地域への教育優先政策(→ZEP尽EP) などは、移民の統合に向けた対

応策として捉えることが出来るだろう。

/ 【参考文献】 ① La Documentation 合加c伺ai同S臼e(小ht句tゆp://ww附w.vie-p仰ub刷l日i匂quω胤則l悶瓜凶e.“.f仕kν凶/泊'deωωc∞ouver釘r此teに一同ns凶st山i比wtν 
citωoy戸enlν/たcitωoy戸en凡一3λ一4ι一0札一q5.h加tm刈)②I附NSEE，Re釘cense抑ementde la population， 1962・1999.③ Loi

nO.2004・228du 15-3・2004(JO du 17・3-2004)④CirculaireNO.2004・084Du 18ふ 2004(JO du 

22ふ 2004)⑤Costa-Lascoux， Jacqueline (1991)αassimiler， inserer， integrer >>， Projet， 227， 

pp.7・15.⑥林瑞枝(2001)rイスラム・スカーフ事件と非宗教性」三浦信孝編『普遍性か差異

か』藤原書底、 pp.31-480 ⑦梶田孝道(1993)W統合と分裂のヨーロツノリ岩波新書。③吉

谷武志(2001)rフランスー移民の教育から異文化問教育へJ天野正治・村田翼夫編『多文

化共生社会の教育』玉川|大学出版部、 pp.230・2430 鈴木)
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Non-diplomes 資格未取得者

【定義】教育機関に一定期間在籍しながらも、修了認定を受ける前に離学して、職業資

格や修了証を取得していない者をさす。一般に、教育機関の在籍年数等の点で「資格取

得前離学 (Sortiesans qualification) とは区別される。

【解説】資格を取得していないという点では資格取得前離学 (Sortiesans qualification)と

状態は同じであるが、職業資格未取得者は資格取得前離学よりも教育機関に在籍する期

聞が長い。

資格取得前離学者は全体の修学年限が短く、もっとも基礎的な職業資格である CAP(職

業適任証)や BEP(職業教育修了証)を取得していないことが多い。資格未取得者は、

CAP (職業適任証)および BEP(職業教育修了証)、バカロレア、高等教育第 1期課程

の修了証(大学一般教育修了証、技術短期大学部修了証、上級テタニシャン免状等)な

どの各段階に発生する。そのため、離学後の状況は各段階に応じて異なるとはいえ、全

体に、就職等の条件は資格取得前離学者よりも厳しくはない。

CAP ・BEPレベルで取得前離学者と未取得者の失業率をみると、資格取得前離学者が

34%であるのに対して、資格未取得者は 22%である (2003年)。同レベルの資格未取得

者の性別内訳では男子が全体の 65%であるが、失業率は女子の方が高い(男子 18%に対

して女子 32%)。離学前の専攻領域別では、工業系の方が商業系よりも失業率は低い。

たとえば CAP準備課程または BEP準備課程に在籍経験のある資格未取得者の場合、初職

就職後の失業期間が 3か月以下の者は工業系が 54%であるのに対して、商業系は 36%で

ある。

リセの最終第 3学年まで在学しながらパカロレアを取得できずに離学する生徒はきわ

めて少数であるが、一部に存在する(男子が全体の 60%)。離学 1年後の失業率は平均

で 19%である。一般に離学した際の教育水準が高ければ高いほど、就職は容易になる傾

向があるが、リセ技術教育課程や職業リセ職業バカロレア準備課程の離学者の場合は、

パカロレア取得後 2年の高等教育機関の離学者よりもむしろ就職は容易であるとも言わ

れる。高等教育機関 2年課程の修了前の離学者は 55%が大学、 40%が上級テタニシャン

養成課程および技術短期大学部の出身であり、前者はバカロレア取得前離学者以上に状

況は厳しい。

資格未取得者を減らし、できるだけ多くの青年・成人に職業資格を取得させるために、

職業経験認定制度 (Validationdes acquis professionnels、VAP)が実施されている。これは

5年以上の職業経験をもっ者を対象に、職業経験を通じて習得した知識や技能を評価し、

職業資格試験の一部を免除するなどの便宜を与えること、それを通じて職業資格の取得

を容易にすることを目的とする制度である。 1990年代に普及したこの制度は、 2002年 1

月 17日付け法律により、新たに「経験認定制度J(Validation des aquis de l'experience， VAE) 

へと発展した。これにより、 VAPでは試験免除の対象となる資格は職業資格に限定され

ていたものを、すべての資格が認定の対象された。また、 VAPにみられた評価対象の制

限を緩和し、職業経験だけでなく、ボランティア活動などの広範な活動経験を評価の対

象として加えられた。

【参考文献】ONISEP，2005， De 1活colea l'emploi， ONISEP (Alternatives Economiques pratique， 

no.172005)pp.30-37. 夏目)
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Professionnalisation 職業教育化

【定義/概念】市rofessionnalisation"(直訳すると「職業化J)は、教育の文脈において

は「職業教育化」と訳されることが多い。それは、教育と雇用の関連づけの追究を意味

し、職業経験を教育に-労働において獲得される専門知識を初期教育で取得される資

格・免状に一連接するものである。具体的には、高等教育における職業教育化は、とり

わけ第 1期課程において、より応用的・実用的・職業的な短期教育を行うことを中心に、

機関・コースの新設、免状改革、カリキュラム改革が行われた。

【解説】高等教育における職業教育化は、まず、大学内に新タイプの機関を創設する形

で推進されてきた。その代表例が技術短期大学部(IUT)であり、 1960年代に始まる高

度経済成長に必要な人材の養成を目的として創設され、より産業に密着した第 2 ・第 3

次産業部門の教育を行っている。近年においては、 1991年に創設された大学附設職業教

育センター(Iup)があげられる。この機関は、企業実習を含む 3年間の専門的職業教育

を通じての上級技術者養成、企業派遣教員の登用、教員=研究員と職業界関係者で構成さ

れる判定委員会による修了認定などが特徴である。

次に、より応用的・実用的・職業的な免状の新設という形での職業教育化が看取でき

る。 1つは大学一般教育免状 (DEUG)の改革であり、応用的・学際的性格を持つ専攻(r社
会科学用応用数学J、 「経済・社会管理J、 「コミュニケーション・言語学J等)が新

設された。いま 1つは大学科学・技術教育免状 (DEUST)の創設である。 DEUSTは大学

の第 1期課程の「職業化した短期コースj と評され、職業資格教育が行われる。また、

近年においては職業リサンスが多くの大学で授与されるなど、職業教育化の範囲は拡大

する傾向にある。

最後に、教育課程においても職業教育化の方向に向けて変化が見られる。これについ

ては、 70年代と比べて総教育時間に占める TD・TPの割合が増加してきていること、職

業教育的科目が導入されていることの 2点があげられる。前者は教育条件の改善が主た

る要因であるが、より細かい指導が可能であることから、職業教育目的にも利用可能で

ある。また、歴史の浅い DEUGないしは機関ほど TD・TPの占める割合が高く、相対的

に職業教育化の要素が多く見られる傾向にある。

【参考文献】①CNE，Ou va I'universite?， 1987.②Francis Danvers， 500 mots-clefs pour 

l'education et la formation tout au long de la vie， Presse universitaires du Septentr加 1，2003.③服

部憲児「フランスにおける大学第 1期課程改革の方向性一職業教育化と教育の適性化に

焦点をあてて-J関西教育行政学会編『教育行財政研究』第 22号 (1995年)。④服部憲

児「フランスにおける大学改革一大学教育の改革を中心に一」有本章編『ポスト大衆化

段階の大学組織変容に関する比較研究~ (1997年) 0 ⑤服部憲児「フランスにおける大

学の教育課程と職業教育化・教育条件の改善一経済学系第 1期課程を中心に一」フラン

ス教育課程改革研究会編『フランス教育課程改革~ (2001年)0 服部)

Redoublement 落第

【定義】課程主義を採るフランスでは、義務教育であっても、小学校第 1学年から、落第

が行われる。小学校での落第(及び飛び級)については、 1989年の新教育基本法制定以降、
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一度のみに制限されている。というのも、小学校での落第が、コレージュでの「進路指導」

につながり、さらに無資格での離学から失業へという学業失敗の連鎖の出発点になるから

である(学業失敗、進路指導の項目参照)。現行法令では、小学校については、学年末に教

員会議で各児童の最良の学習条件を決定し、落第の場合は、「教育的成功の個別計画

(PPRE) Jが作成される(教育法典D.321-6)。また、コレージュ・リセについては、落第

は、保護者からの書面による申し出あるいは、学級委員会の提案があった場合に限り、行

われると規定されている(同法典 D.33ト51)。

【現状】フランス国民教育省の統計 (Repereet references statistiques 2006) によると、小学

校の落第率は、 1978年と 1997年を比較すると、第 l学年から順に 13%から 5%へ、 9%か

ら7%へ、 8%から 2%へ、 8%から 2%へ、 8%から 2%へと、この 20年間でかなり減少し

ている。また、小学校おける落第率を社会職業別分類に見ると(1997年)、親が教員であ

れば 3%、管理職の場合は 7%であるのに対し、非就業者の場合は 41%、労働者の場合は

25%に上るなど、児童の落第が親の社会的職業的属性に規定される面が大きい。一方、コ

レージュの落第率 (2005年)は、第 l学年から順に 7%、4%、6%、6%であり、 10年前

と比較するとやはり低下傾向が認められる。それでも、今日においても、小学生の 2割、

コレージュの生徒の 4割の生徒が落第を経験することになる。

【対策】こうした落第の多さは、児童生徒の集団は、一斉教育を受け、できる限り同質的

に、一連の教育課程に基づいた進度に従わなければならないという、フランスの「教育的

心性Jに根ざすものである。また、落第が、困難に直面する児童生徒にとって第 2の機会

になるという考え方も、教員と保護者に広く普及している。しかし、学校評価高等評議会

の報告書及び意見書によると、次の点が確認されている。

①落第は児童生徒の学力向上にとって効果的ではない(同じ成績で落第したものと進

級したものを比較すると、進級したものの方が成績が高し、)。

②落第は児童生徒の動機付け、行動にマイナスに作用する(同様の成績のものであっ

ても、落第経験者のほうが、動機付け、自己評価のいずれも低し、)。

③落第は公正ではない(落第の判断は教員の悉意的な判断によることが少なくない、

早生まれの児童の落第率が高い、社会的出身による差が大きし、)

したがって、自動進級制をとることはなくとも、少なくとも小学校低学年での落第は最

後の手段として位置づけるべきことを提言している。

【参考文献】①Jean-JacquesPAUL et Thierry TRONCIN 2004 : Les apports de la recherche sur 

l'impact du redoublement comme moyen de traiter les difficultes scolaires au cours de la scolarite 

obligatoire， Haut Conseil de l' evaluation de l' ecole.②Haut ConseiI de l' evaluation de l' ecole 

2004 : Le redoublement permet-il de resoudre les difficultes rencontrees au cours de la scolarite 

obligatoire ? Avis n014.③MEN-DEP 2005 : Le redoublement au cours de la scolarite obligatoire， 

Dossier nO 166. 藤井穂)

Sedimentation 沈殿現象

【定義/概念】 「沈殿現象」は必ずしも一般的な教育用語ではなく、 CNE(全国大学評

価委員会)がフランスの高等教育問題の 1つを比喰的に表現したものである。すなわち、

高等教育進学者増による大学第 1期課程の教育条件の悪化から、普通パカロレア取得者
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の一部が短期高等教育機関に進学し、その煽りを受けて大学進学を余儀なくされた技術

バカロレア取得者が、大学教育の中で苦戦を強し、られるという現象を指す。

【解説】制度設計としては、フランスの高等教育機関とパカロレアの種類の関係におい

て、普通パカロレア取得者はその進学先として長期高等教育(大学、グランゼコール・

CPGE) が、技術ノ〈カロレア取得者の進学先としては短期高等教育(IUT、STS) がそれ

ぞれ想定されている。しかし、実際の進学行動は必ずしもこの通りにはなっていなし、。

パカロレア取得者のうち、最も成績の良いグ、ループは入学に際して極めて高い学力水準

を要求される CPGEに進学してグランゼコールへの合格を目指す。そして、相対的に成

績優秀な者逮の多くは大学に進学する。ここまでは制度設計の通りである。しかし、相

対的に優秀なパカロレア取得者(普通パカロレア取得者)の一部が、大学に進学せずに

短期高等教育機関(特に IUT) に進学するという行動を取っている。

とりわけ 80年代以降、進学希望者が増加しても、グランゼコールや短期高等教育機関

は入学選抜があるために一定の教育条件が維持された。しかし、大学は原則として入学

制限がないために学生数が急増し、とりわけその第 1期課程においてはますます教育条

件が悪くなっていった。そのため、普通パカロレア取得者の一部が、教育条件の悪い大

学第 1期課程を回避して、 2年後に大学の第 2期課程に進学することを見越して短期高

等教育機関に進学するようになった。その結果、学力的には不利な技術パカロレア取得

者が短期高等教育機関から締め出され、やむを得ず入学選抜のない大学第 1期課程に登

録することになっている。しかしながら、大学に進学した技術バカロレア取得者は、概

して理論重視の大学教育には向いておらず、第 1期課程の修了も困難で無資格のまま離

学する可能性が高くなっている。かくして一部学生は、マスプロ的大学教育の中で、成

功の道を見出せないままに埋もれ沈み込んで(沈殿して)しまうのである。

→evaporation (蒸発)、 echec(失敗)、 inscritspar defaut (不本意就学)

【参考文献】①CNE，Ou va I'universite?， 1987.②CNE.， Priorites pour universite， 1989.③CNE， 

I'Enseigrement superieur de masse ， 1990.④CNE， Nouveaux espaces pour l'Universite: Rapport 

au president de la Republique 2000-2004， 2005.⑤服部憲児「フランスにおける大学第 1期課

程改革の方向性-職業教育化と教育の適性化に焦点をあてて一」関西教育行政学会編『教

育行財政研究』第 22号 (1995年) 0 ⑥服部憲児「フランスにおける大学第 1期課程改革

の課題一CNE(全国大学評価委員会)の大学評価との関連で-J Wフランス教育学会紀

要』第 11号 (1999年)0 服部)

Sortie sans qualification 資格取得前離学

【定義】所定の教育課程を終える前に教育機関を離れること o その結果として、修了を

認定する証書(修了証)や資格を取得していない状態にあることをさす。

【解説】フランスでは、職業生活を営むうえで職業資格や学校の修了証が不可欠になっ

ている。ひとくちに職業資格・修了証と言ってもレベルは多様で、各省庁等の公的機関

が授与する公的職業資格は大きく 5段階に分類される。これらの職業資格・修了証は一

定期間の準備教育を経て取得するが、その準備教育を主として学校(中等教育および高

等教育機関)が行っていること、その学校は職業資格・修了証の段階ごとに特定されて

いることが特徴である。長期間の学校教育での準備を要する上位の職業資格・修了証を
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取得した者ほど、就職が容易である(就職までに要する期聞が短し、)、失業の可能性が

低い、給与も高いなど、

多くの面で有利な扱いを受ける。 1980年代後半以降、高等教育進学率が高まったことは、

そのことと無関係ではない。

逆に職業資格・修了証を取得していない場合には、経済的・社会的に不利になる。政

府は 1980年代半ばに、同一年齢層の全員に、後期中等教育レベル(コレージュ修了後 2

年)の CAP(職業適任証)およびBEP(職業教育修了証)以上のなんらかの資格を取得

させることを目標として掲げ、そのための施策を講じてきた。その結果、 CAPや BEP以

上の資格を取得していない者の割合は、 1980年代の 15%から 2004年には 6%にまで減

少した。高等教育進学率が高まり、高度の資格を取得する者が増えている状況の中で、

彼らの経済的・社会的環境は相対的に悪化している。

取得取得前離学をする青年の多くは、学校教育で学習困難を抱えている(しばしば小

学校から留年を経験している)。そのため、学校での指導・支援を行うことや、他の生

徒を含めた学校教育全体のあり方を見直すことが追求されている。とくにコレージュ段

階で広範にかつ積極的に取り組まれてきた。学校により実施形態は多様であるが、多く

の場合、

①生徒指導主任教員 (CPE) と担任教員の関係の強化、②管理職チームへの外部専門家

(看護婦、社会福祉専門員)の参加、③教育関連諸機関との連携強化、④生徒の状況把

握のための生徒や家族との会合の開催等が実施されてきた。リセでも、学校生活や個人

生活(社会、家庭、健康問題)で困難を抱える生徒を対象に、①生徒の抱える困難の実

態を把握すること、②早期の離学を減らすこと、③生徒にもっとも適した救済策を実施

することを目的に、問題によっては外部の専門家とも連携して生徒の支援を行っている。

さらに、指導・支援の前提として、離学の可能性のある生徒を早期に発見することが

重視されており、そのためにさまざまなツールが開発、使用されている。①自己診断テ

スト、②困難を抱える生徒の行動特性一覧、③進路指導センターによる進路計画アンケ

ート等である。また、無資格 (decrochage) に陥る危険性の有無を見極める基準として、

欠席 (L'absenteisme) と行動上の問題点(困難な生徒は注目すること、考慮すること、話

を聞くこと、評価されること、悪条件に置かれないことを求めている)である。

【参考文献】 Ministerede l'education nationale， de l'enseignement superieur et de la recherche， 

2005， Sortie sans qualification， Analyse des causes， des evolutions， des solutions pour y remedier 

(夏目)

Suicide，probleme mental 青少年の自殺、心の悩み

【概要】青少年の自殺は、どこの国においても悩みの一つであるが フランスでは 1980

年代に入って、このことの深刻さが世論を喚起し、また政府・行政側の対策はもちろんの

こと、多くのボランティア結社が様々な援助網を張りめぐらせてきた。統計によれば 15

歳--24歳の青年の死亡原因は、交通事故に続いて第2位が自殺となっており、毎年、自殺

を企てる青少年は 40，000人で、このうち約1.000人が死亡。また 3人に 1人が自殺を繰り

返している。 1992 年初頭に家族庁は ~15 歳から 24 歳までの青少年の自殺の予防』と題す

る白書(カルマ・レポート)を出している。
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【解説】青年期の心と体の状態の不安定とともに、その国の社会状況や個人の家族環境も

関係しながら、青少年の自殺問題は議論されてきたが、フランスでは 1960年代から急増し

始め、20年間で倍増している。ある調査によれば、自殺者が多いのはブ‘ルターニュ地方で、

自殺未遂は3分の2が女性であるといわれ、25歳未満では女性は4分の3を占めているが、

死亡者(完遂者)では、全年齢でも若年層でも全体の 3分の 2が男性とされる。最も多い

のは薬物使用(精神安定剤、催眠剤、鎮痛剤)であり、 25歳未満の男性の場合は銃による

ものである。大量の薬物服用→発見→SAMU救急→病院での胃洗浄→回復か死か、とい

うのが典型的なパターンである。 1982年のイヴ・ル・ボ、ニエック著『自殺 もっと楽に死

ねる法~ (アラン・モロ一社刊、日本では 1983年徳間書庖刊)が国内外で大論争を巻き起

こし、発売停止になったことは有名な事件である。

青少年の自殺の場加原因について多様で、あるが、家族や養育の問題もさることながら、

学校教育、特にパカロレアの価値基準の上昇にともなう様々な抑圧も背景にあるとされる。

わが国での学業成績第一主義が指摘されるが、フランスでも御多分に洩れず、若者の自殺

に関する調査では、 15歳から 19歳の自殺者のうち女子の 42%、男子の 61%が学校の成績

のことで悩んでいたとされる。学校で、こういった生徒達の悩みの相談相手となるのが生

徒指導専門員(CPE)であるが、必要に応じてソーシャル・ワーカー、学校看護婦、学校医、

その他の医療や福祉、警察、司法機関と連携をとることになっている。

生徒向けの学校生活ガイドブックには、心の悩みや自殺願望の防止のための各種の機関

が紹介されている。一般的なものとしては「青少年の健康相談電話J(FiI Sante Jeunes)、「親

子関係相談電話J(Conflits parents-enfants)がフリー・ダイヤルによりほぼ 24時間体制で受

け付けている。自殺防止関連でもっとも古く 1960年に創設された「こころの電話J(SOS 

Amitie)、そこから分派した「自殺フェニックスJ(Association Suicide Phenix， 1978年)などが

あり、後者の団体は外来相談もおこなっているが、すべてボランティアで運営されている。

わが国との関連で特記しておく必要があるのは「フランス学生保健財団J(Fondation Sante 

des色刷dian岱 deFrance，FSEF)の存在で、ある。 FSESは20世紀初頭に、結核にかかった学生を

受け入れ健康上の問題を支えながら学業も遂行できるようにするために作られた公施設で

ある(全国に 13の施設、ベッド数は約 1600)。現在では重傷の自殺未遂者をも受け入れ、

精神的ケアとともにコレージュ、リセ、大学での学業遂行を可能にするための体制を整え

ている。例えばパリ市内のジョルジュ・ウイエ・クリニックは、距離的にも近いリセ・ク

ロード・モネ校と提携し、治療と授業が同時並行で行われ、 15人以下のクラスに分けての

少人数教育が施されている。

またリセ段階では、校長や学校管理委員会などの判断と裁量により、専門家を学校に招

いての討論会や学習会を開催する試みが始められている。後掲の『自殺する子どもたち~

自殺大国フランスのケア・レポート』には、普通リセと職業リセで精神科医を招いての討

論会の様子が記されている。

様々な分野の専門家の研究概要を集めた 1992年のカルマ・レポートの中では、現状の分

析、病院での青少年の受け入れ体制の改善、様々な組織や団体問の協力、学校への情報提

供、学校医療の充実・改善、とりわけで「若者を好意的に受け入れる環境の整備」が強く

推奨されている。
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なお自殺は 1790年になって犯罪とは見なされなくなったが、聖書の「汝、殺すなかれJ

は自殺にも適用され、カトリックではこれを禁止してきたため、教会が自殺者の埋葬を拒

否したり、宗教的儀式を拒んだりしてきた。このため自殺はタブーに近いものとして人々

の間で扱われることが多く、自殺者あるいは未遂者、さらにはその家族は世間からも冷視

されることが多かった。しかし 1992年 12月の新カテシスムでは、自殺行為は非難される

が、教会は自殺者を受け入れるとしている。

【参考文献】①エレーヌ・リザシェ/シャンタル・ラパット(白根美保子/中井珠子訳) ~自

殺する子どもたち~自殺大国フランスのケア・レポート』筑摩書房、 1997年、(原題:J'EN

AI MARRE!， 1993 )② Damien DURAND，Delegue flash，edition 2005，SCREEN，CRDP 

de l'academie de Grenoble，2004， pp.365・366. 小野田)

Tabagisme，Alcoolisme タバコ中毒、アルコール中毒

【概要】日本では健康促進法の施行以来、公共の場では喫煙は追放される傾向が急速に進

んでいるが、フランスでも 1991年エヴァン法の制定以後、公共施設での喫煙は禁止され、

喫煙専用の場所に限定されることが進んでいる。しかし法令で禁止されていないこともあ

って、青少年の喫煙率はかなり高い水準にあり、学校教育においても健康問題を考える上

での重要課題となっている。

他方で、飲酒については、健康意識の啓発、未成年者保護や犯罪防止の観点から、 16歳お

よび 18歳段階での酒類の販売は禁止されている。ワインの国という伝統からか、飲酒その

ものは法令で明確には禁じられていないが、過度の飲酒によるアルコール中毒や交通事故

などの問題はっとに指摘されてきた。未成年者の飲酒は、タバコほどには問題とされるこ

とは少ない。

【解説】 1991年 1月に制定された「タバコ中毒およびアルコール中毒対策法J(Loi relative a 

la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme)は、当時の保健大臣・エヴァン(Evin)の名にちなん

でエヴ、アン法といわれる。この法律によって、学校を含めて公共の利用に供される閉鎖空

間では、原則として喫煙が禁止され、レストラン等でも喫煙席と禁煙席を分別し、 1993年

からはタバコの広告が全面禁止となった。またアルコール飲料の広告やスポンサー活動も

禁止されることになった。自動販売機による販売は、法令で明確に禁止されている。

18歳未満の未成年者の飲酒を禁止する法律はないが、販売については制限が設けられて

いる。 16歳未満者に対しては、すべての酒類の販売禁止がなされているが、 16歳---18歳

については、プランデーやウイスキーなどの強い酒(蒸留酒)の販売が禁止されている、

逆に言えばワインやビールなと、の醸造酒については問題とされていなし、。 2003年の調査に

よれば、 17歳のうち飲酒経験がある者は 95%に及び、調査の前月に飲酒した者は男子で

84%、女子で 76%となっている。

アルコール消費量はエヴァン法の影響もあってか、年々減少傾向にあるが、アルコール

中毒患者の数はそれほど減少しておらず、アルコールが原因による死亡は年間で 45，000人

(男性死亡原因の 14%、女性の 3%) となっている。学校現場では、アルコールによる健

康被害について、年に 1回は注意喚起の集会を開催して情報提供することが、 2004年4月

の「公衆衛生政策に関する法律」によって規定されている。

タバコについては、 17歳の未成年のうち 77%が経験者であり、調査前月に喫煙したこと
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がある者は 2人に 1人ということになっている。タバコが原因による死亡者は年間 66，000

人で、そのうち受動喫煙で亡くなる者は 2，500--3，000人といわれる。喫煙者の率はかなり

の減少傾向にあり、 1977年に男性 51%・女性29%だったものが、2005年にはそれぞれ 34%

と27%となっている。エヴァン法の影響もあるが、むしろタバコの値段(税金比率)の上

昇によることが大きいように思われる。ちなみにマルボーロ 1箱 (20本入り)で見ると、

2002年に 2.95ユーロだったものが 2004年以降は 5ユーロ(約 700円、うち税金分は4ユ

ーロ)にまで上げられている。但し隣国の安いタバコを買い求める傾向が、逆に進んでい

ることが悩みの種とされる。

未成年がタバコを経験する年齢は上がっており、 1980年当時は 12.5歳であったのに対

し、 2004年では平均で 14歳となっている。コレージュの生徒で常時喫煙者は 11%、時々

の喫煙者は 8%であるが、リセの生徒になると共に 26%に上昇し、 17歳段階では 37.6%

となっている。親が喫煙者である場合には、当然のことながらその子どもの喫煙率は高く

なる。大学生になって、喫煙率はやや下がるが、それでも 5人に 1人はタバコをやめられ

ず、学業生活のストレスがその背景にあるといわれる。未成年のタバコ中毒を防止するた

めの法律が 2003年 7月に発効され、 16歳未満の者にタバコを販売したり、無料で提供し

たりすることが禁止された。違反者には、最大 150ユーロの罰金が科される。

先のエヴァン法は、学校の構内を含めて閉ざされた空間において喫煙は禁止され、また

教育を受ける際に移動する場合の、閉鎖的な空間でない場所においても禁煙が指定されて

いる。しかし次の 2つの例外が学校にはある。①教員室などの専ら教員や喫煙をする職員

のみが利用する空間(職員向け)、②リセの生徒が専ら利用する教室、集会室、自習室以外

の学校の構内(16歳以上のリセ生徒向け)。但し、これらの場所での喫煙許可については、

生徒代表や親代表も参加し、その学校に設置される「学校管理委員会J(CA)の決議に拠る

ものとされている。

【参考文献】① D.Durand，Delegue flash，edition 2006，SCREEN，CRDP de l'academie de 

Grenoble，2005，pp.290・298.② Dominique et Michele Fremy，Quid 2006， Robert La偽 nt，

pp.1613・1628. (小野田)

Trouble de comportement， Conduct disorder行為障害

【概念】 「行為障害Jという概念は，我が国では，神戸須磨児童連続殺傷事件の精神鑑定

で一般に認知されるようになったが フランスにおいてはこれまであまり知られていなか

ったという。国立保健医学研究所 (INSERM)の報告書 (2005年 9月)は，アングロ=サ

クソン系の臨床分類において用いられてきた「行為障害」を他者の基本的権利及び社

会規範を踏みにじるような行為の反復及び持続によって定義されるものJであり反復

的な怒りや反抗の発作から婦女暴行，傷害，窃盗などの重大な攻撃までを含む幅広い概念J

と説明している。 r行為障害Jは，米国で 1968年に定められた「精神疾患の診断・統計マ

ニュアル第 2版J (DSMll診断基準)で初めて採用され， 1977年には WTO(世界保健機

関)の「国際疾病分類第 9版J (ICD9) にも掲載された。

【解説】 INSERMの報告書「児童及び青少年における行為障害Jによれば，行為障害に関

する疫学研究はこれまでフランスにおいて行われてこなかったが，国際的な推計によると

15歳児の 5--9%がこれに当たるといわれる。行為障害は，注意欠陥・多動性障害(甘ouble
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deficit de l'attention / hyperactivite) とも関係しており個人要因(遺伝，気質，人格)と

環境要因(家庭，社会)の複雑な相互作用の結果Jである。報告書は，家庭や教員などの

聞に行為障害の兆候に関する情報を普及させ，予防を行うよう推奨している。さらに，す

べての 3歳児に検診を行い，兆候が見られた場合には，米国やカナダで実践されている保

護者や本人向けの各種プログラムによって治療を行うべきであるとし，必要に応じて薬物

を用いることも示唆している。

【文献】①LeMonde (2005年9月 23日)。②INSERM，Expertise co//ective Trouble des 

conduites chez I'enfant et I'adolescent， 2005.③J・マークエディ『行為障害ーキレる子の診断

と治療・指導・処遇~ (金子書房， 2002年) 0 (上原)

Violence scolaire 校内暴力

【概要】フランスにおける教育問題あるいは教育病理といえば、誰もが真っ先にこの「校

内暴力j であると指摘することは間違いない。特に大都市近郊を中心に、コレージュやリ

セといった場所でのいわゆる校内暴力だけでなく、地域社会での凶悪な事件(校外暴力)

が頻発し深刻な社会問題となって久しい。多くの者が義務教育終了後も学業生活を続ける

ことができるようになった 1970年代以降、そして 80年代以降においてバカロレア取得者

を同一年齢層の 80%まで押し上げていく政策がとられるようになり、 18歳青年の学校在籍

率は8割を超えるようになってきた。しかし中等教育(とりわけでリセ)の大衆化は、学

校への不適応や様々な問題行動を伴うことになる。 2000年代に入って、年間の発生件数は

約8万件、 1校あたりでみれば 14件、生徒 100人でみれば2.5人が関与しているのが毎年

の実態である。

校内暴力問題は尽きることのない恒常的な悩みとしてフランス社会に存在し、常にその

原因分析と各種の対策が繰り返されてきた。校内暴力の多くは、恐喝や暴行などの他者に

対する強圧的なものであるが、窃盗や器物損壊などの破壊行為以外にも、麻薬使用や自殺

(未遂)などの内向的な問題行動も指摘され続けてきた。背景には青年期特有の問題もあ

るが、選別された進学先での学習意欲の減退、出口の見えない地域的および家庭的な環境

の困難さ、中途怠学と失業の現実などが、系IJ那的・自暴自棄的行動に若者を駆り立ててい

る。

【解説①現況】 2001年のデータによれば、フランスで主要刑法犯により補導された未成年

(18歳未満)は、 107，000人、裁判所への召還者 8，000人、収監された者 3，283人とされてい

る。一方、日本の主要刑法犯で補導された人員は 160，000人であり、フランスの人口は日

本の約半分と考えれば、非行問題の深刻さが見て取れる。これまでも各種の統計によって

校内暴力の発生件数について明らかにされてきたが、 2001年度から新しい専用のコンピュ

タソフト(SIGNA)が開発され、それらが各学校に配置されたことにより、より精度の高い

統計値が算出されるようになった。

最新の 2005・2006年度の統計によれば、この年にフランス国内では都市郊外での各種の

暴動事件および新型雇用契約(CPE)に対する反対デモがあったが、校内暴力については以前

に比較して大きな変化は見られなかったとしている。但しやはり環境的に恵まれない地域

(教育優先地域，ZEP等)での発生率は 7%上昇している。公立中等学校における校内暴力

の加害行為別の数値については次頁の【表】に示すとおりであるが、放火や投石はかなり
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上昇しているのに対して、麻薬密売や使用は減少傾向にある。

長期的に見てみれば、次のようなことが指摘できる。年間の発生件数は約 8万件台、高校

段階であるリセよりは中学校に相当するコレージュの段階で高い(約 70%)が、生徒数の

割合で見れば職業リセで多発しており、普通教育ではなく高等教育への進学の可能性が低

い学校の抱える問題が見て取れる。発生時期としては、新学期が始まる 9-10月はそれ

表:公立中等学校における加害行為別の特徴 (2005-2006年度)

件数割合(%)前年度増減(%)

素手での暴力 24，390 29.7 3.4 

ののしり、脅迫 21，334 26.0 1.1 

武器による暴力 1，611 2.0 -4.4 

恐喝、ゆすり 1，530 1.9 -4.1 

性的暴力 1，052 1.3 -10.8 

いじめ 339 0.4 11.9 

(小計)他者に対する攻撃 50，256 61. 2 1.6 

投石、その他 2.790 3.4 22.5 

校内への部外者の侵入 1，884 2.3 -0.2 

警報機のいたずら 1，598 1.9 4.7 

放火未遂 782 1.0 40.3 

火器以外の武器所持 725 0.9 19.9 

火器所持 35 0.0 竺14.5

[小計]安全の脅かし 7.814 9.5 13.3 

窃盗 7，022 8.6 -14.5 

校舎損壊 3，042 3.7 -2.3 

スプレー落書き 1，553 1.9 -14.2 

安全装置以外の器物損巌 1，293 1.6 -6.2 

車両損壊 1，268 1.5 -3.2 

安全装置の器物損壊 980 1.2 0.2 

車両以外の個人財産損嬢 390 0.5 -8.6 

放火 360 0.4 81.4 

[小計]財産への侵害 15.908 19.4 -8. 7 

麻薬使用 1，311 1.6 -24.8 

自殺未遂 426 0.5 -1.8 

麻薬密売 423 0.5 -32.3 

麻薬以外の物品密売 193 0.2 -17.7 

自殺 27 0.0 41.1 

[小計]その他 2.380 2.9 -22. 1 

上記以外の重大な犯罪 5，706 7.0 18.8 

[合計] 82.064 100.0 0.5 
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ほどでもないが、 11・2月の期間にピークに達し、その後は低下してし、く。しかし気になる

傾向として注意が喚起されているのは、物損や破壊行為よりも、他者に対する暴力や人権

侵害が増えており、特に学校の教職員とりわけで教員がターゲット(対教師暴力)になる

のは、被害者全体から見れば3割近くに達している。

初等教育学校段階での暴力事件の数値も出されるようになったが、年間では 4，000件程

度で、ののしりや脅迫、素手での暴力が 6劃を占め、その中心は児童の保護者であったり

部外者である。

【解説②対策】こういった校内暴力の急滑に関しては、大きな事件が頻発するたび毎に、

1990年代より歴代の内閣や国民教育省が、各方面からの賛否両論を伴いながら、いくつか

の対策を講じてきている。 1992年5月にはラング文相が、 80の問題校を指定して職員の増

員、困難校に志願勤務した教員に特別昇給措置、警察・司法との連携強化、休日の「学校

開放」による児童生徒の受け入れを 100校に拡大した。第 1次バイル一文相案(1995年3

月)では、問題校の生徒定員を削減し、問題解決の支援にあたる斡旋員(mediateur)の創設、

電話相談窓口 rsos暴力」の創設、そして第 2次パイルー案(1996年3月)では、学校不

適応生徒を一時的に受け入れる「復帰準備学級J(classe relais)の試行、生徒指導専門員の増

員、新任教員へのチューター制度が実施された。第 1次アレーグ、ル文相案で、は、特別対策

が必要な 9地域を指定して生徒指導専門員を重点配置したほか、先の復帰準備学級の拡大、

そして暴力被害者支援策を打ち出した。

2000年に入って、再び全国各地で深刻な暴力事件が頻発したのを受け、第2次アレーグ

ル案(2000年 1月)およびラング文相案(2000年 10月)では、市民性教育の推進政策、生徒指

導専門員や教育補助員の増員、「校内暴力対策全国委員会」の設置、各種の暴力反対キャン

ベーンが実施された。その後、フェリ一文相案(2002年 10月)では、それまでの各種の措置

を強化する方向が示され、フィヨン文相案(2004年 10月)では、ついに警察組織内に学校ご

との連絡警察官(中等学校 7，800校に対し 4，600人)を配置し、校長との連携を緊密化す

る方策が進み、 2005年末に起きた教員殺傷事件を契機として、 2006年8月にドロピアン文

相は、必要に応じての警察官の学校への常駐、教員向けの対応マニュアルの交付が打ち出

されている。

校内暴力への対策として、一方では暴力事件への厳格な対応、しかし他方では予防措置

にも配慮した穏やかな環境づくりという腐心の政策が積み重ねられてきている。しかし落

ちこぼれや学校からの排除、劣悪な社会・家庭環境をどのように改善していくかという問

題は不可避であり、学校は知識を教える場であり、教職員は生徒指導はおこなわずに学習

指導しか担当しないというフランス的特徴(分業体制)は、すでに過去のものとなりつつ

あり、教職員だけでなく他の職員そして地域が総がかりで、生徒の教育や生活に関わって

いこうとするベクトルが太くなりつつある。

【解説③市民性教育】校内暴力に対する改善策は、他方で同僚生徒たちの聞に、し、かに自

治と互助の精神を育むかということと切り離すことができない。このために学校内におい

て重視されてきているのが生徒代表参加のシステムであり、市民性教育である。前者につ

いては、コレージュでは生徒代表 3名が、リセでは5名が選挙で選ばれ、学校の校則策定

を含めて学校運営の基本的事項について審議決定する学校管理委員会(CA)に大人代表と
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共に加わるほか、生徒懲戒に関する委員会(CD)にも参加する。大学区段階では「リセ生徒

の生活に関する審議会J(CAVL)が設けられ、中央行政段階の「教育高等審議会J(CSE)に

もリセ生徒代表が参加することによって、 1990年代後半から推し進められてきている暴力

追放キャンベーンの実施に重要な役割を果たしてきている。

後者の市民性教育(educationa la citoyonnete)は、小学校やコレージュでは「公民教育

(education civique)J としづ教科において、リセ段階では「社会・法律・公民教育」によっ

て学習することになっているが、日常的には各学校に 1~3名程度配置されている生徒指

導専門員(CPE)が、各種の支援・助言活動をおこなっている。【参考文献】①Note

d' information，No.06・30，Lesactes de violence recenses dans SIGNA en 2005・2006.12・2006.②

D.Dur釦 d，Delegueflash，edition 2006，SCREEN，CRDP de l'academie de Grenoble，2005，pp.62-71. 

③文部科学省『諸外国の教育の動き』各年度版。④小野田正利「諸外国の教育改革は今~

フランス・『非行・校内暴力』が最大の教育病理JWc S研レポート~ 48号、啓林館、 2003

年4月、 pp.22・29. (小野田)

ZEP /郎P 教育優先地域/教育優先ネットワーク

【定義】社会的不平等を是正するため、 1981年にサヴァリ文相によって学業失敗(→eche

scolaire)の割合が高く社会的に恵まれない環境における教育活動を選別的に強化する教育

優先政策が導入され(1981年 7月 1日付通達)、その対象地域を「教育優先地域J(zones 

d'education prioritaire， ZEP) と呼ぶ。この ZEPに対してその目的にかなった計画に応じて

教育改革、予算や人員の重点的配分が講じられる。 1998年には ZEPを再活性化するため

に、特殊な警戒や援助を受けるに値する問題集中地区にある小学校やコレージュを連携さ

せることでより効果的に対応するために「教育優先ネットワークJ (reseaux d'education 

priori凶re，REP)が設置された。

【解説】 1982年に初めて 363地域が ZEP指定を受け、そこには小学生全体の 8.3%、中学

生全体の 10.2%を占めていた(IGEN)o2001年には 706ZEP、808REPが指定を受け、小

学生全体の 17.5%、中学生全体の 21.5%を占めている(園山 2005，p.63)。

ZEPの選定には実際には移民人口の多さ、失業率や RMI受給率の高さなど構造的な要因

が背景にある。「積極的差別政策Jのーっとしてフランスの普遍主義の原理にそぐわないと

いった批判もあるが、「移民」という特殊な人々ではなく、「ゾーン」つまり領土性に結び

つけることで、特殊主義(particularisme)の批判を回避している。その反面、「移民」の要素が

隠され、移民に特有な問題が見えにくくなってしまった(池田 2001)、あるいは教育の「ゲ

ットー化」を作り出した枠組みを提示した(園山 2005) といった批判があがっている。

ZEP導入から四半世紀が経過したが、一旦はその勢いが失速したものの、 1990年以降「活

性化Jし、「地域社会発展J(DSQ)などの都市政策と連携し展開された。 1997年以降、ジ

ョスパン社会党政権において ZEP政策は「多様性を尊重した平等を実現するという理念J

のもとに 2度目の「活性化」がなされた (1997年 10月 31日通達)。具体的政策として、

REPの設置や、 REP内の学校と大学区の問で契約される教育活動の指針に関する「学業成

功契約J(contrats de reussite)、そして ZEPのスティグマ化されたイメージを改善するため

の「優秀教育センターJ(pole d' exceIIence scolaire)などが登場した (1998年 7月 10日通達、

1999年 1月20日通達、 2000年 2月8日通達)。
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その後の保守政権下では、学校教育の断裂(Iafracture scolaire)を是正するために REP

内の学校の学業成功契約が重点化されたほか、 REP内の学校に通う生徒たちのパカロレア

取得後の養成について高等教育機関の間でパートナーシップを発展させることが示された

(2003年 9月 1日通達)。グランゼコールの一つ、パリ政治学院 Onstitutd百tudespolitiques 

de Paris)では 2001年新学期から ZEPにあるリセの卒業生 20名に門戸を開いたほか、 2002

年に ESSEC、2005年に EcoleCentraleがZEPの高校生に教育的支援を開始した (LeFigaro 

En的 prise，31 janvier 2005) 0 

ドヴィルパン首相は 2005年 12月に発表した教育方針のなかで、 ZEP支援の強化として

「困難な地域j の高校生に対する学業成功のための支援を打ち出した。具体的には、優秀

者への寄宿制度(internatd'excellence)や奨学金制度、グランゼコールや大学による ZEPの優

秀な生徒へのチュートラ制度の設置、アンリ 4世校などの準備学級に入るための個別支援

策などである。さらに 2006年 2月にはロピアン文相は「機会平等の原則に現実味を与える

ため」、コレージュ 1校と同じ学区にある小学校から構成される「成功願望ネットワーク」

(reseau ((釧bition-reussite>>)を設置した。そこにはコレージュ 249校、小学校 1600校が含ま

れている (Lettrej1ash， 1 er decembre 2005 ; 2006年3月 30日通達)。

以上のように、教育優先政策はさまざまな施策を打ち出してきたが、 2005年秋に都市郊

外を中心に若者の暴動が起こったように、社会的不平等は依然として解消されておらず、

学業失敗も改善したとは言えない。

【参考資料】①Circu/aireNo.81・238du 1 er juillet 1981 ②Circu/aire No.90・028du rr fevrier 
1990 ③Circu/aire No. 97-2刀33d;ぬ'u3幻1oct，ωobr，陀'e1997 ④Circ陀Cαu/aωαaire陀'eNo.98-145 d;ぬ'u10 jルui/
⑤ Cαir，陀Cαu/aωαai的redぬu20 j.μαnvν た財r1汐999 ⑥ Circ陀Cαu/aωaire陀'enが。 200ω0-0ω08d;ぬ'uj戸Eめev伊伊村riすi防er200ω0 ⑦ Circ陀'cu/，匂αire 

nO 2003-133 du 01-09・2003 ③Inspectiongenerale de l'education nationale (IGEN)， Rapport no. 

2006-076“La contribution de / 'education prioritaire a / 'egalite des chances des e/eves "， octobre 

2006. ⑨池田賢市 (200I)Wフランスの移民と学校教育』明石書居。⑮園山大祐 (2005)

rZEP政策の展開と教育の民主化~教育不平等論に対する教育社会学的アプローチ'"J Wフ

ランス教育学会紀要』第 17号、 pp.59・68. (鈴木)
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戸}制度解説:フランスの高等教育制度{ザ

フランスの高等教育制度は、図 1に示されるように、様々な機関が存在しており非常に

複雑である。高等教育機関の分類方法も複数考えられるが、ここでは修学年限と選抜性の

観点から、①大学、②短期高等教育機関、③グランゼコール・ CPGEの3種類に分類して

概要を示すこととする。なお、図 1に示される各種学校勺こついては、きわめて多種多様

な学校を含んでおり、その多くは小規模校で、あることから、以下、主要部分であるこれら

3類型を中心に言及することとする。

図1.フランスの高等教育

第3期限ぬ

第2期限組

••••.•• .••••••••... 

グランゼコール

リサンス

メトリーズ IIUP 

IU期限tII I DEUG 

大学

第 1のカテゴリーの大学は全国に約 80校(国立)あり 2)、学生数は約 130万人である。

大学教育は最初の 2年間の第 1期課程、次の 2年間 (3・4年次)の第 2期課程、それ以

降 (5年次以降)の第 3期課程に分かれ、第 1期課程修了時 (2年目修了時)に DEUG

(Diplome d'eωdes universitaires generales:大学一般教育免状)または DEUST(Diplome 

d'etudes universitaires scientifiques et techniques :大学科学・技術教育免状)、 3年目修了時

にリサンス (licence)、4年目修了時にメトリーズ (mai甘ise) をそれぞれ取得できる。 5

年目修了時においては、博士号取得の基礎資格となる研究志向の DEA(Diplome d・etudes

1)学校教育法で規定される日本の「各種学校Jとは性格が異なる。

2)以前は国立大学教は約 90校と紹介されていた。しかし、 20ω 年より国民教育省が統計の取り方を変更し、技術大学

や国立技術学院が外れるなど『大学およびそれに相当する機関Jの定義が変更になり、同年には大学は 81校とされ

ている。
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approfondies :研究深化免状)または高度専門職業資格となる DESS(Diplome d'etudes 

superieurs specialsees :高等専門教育免状)を取得できる。医歯薬学系については例外的に

入学制限が認められている。なお、 2005年度より、欧州高等教育圏構想の一環として 3・

5・8制 (LMD制)に移行し、大学 3年、 5年、 8年の修了時にそれぞれリサンス、マス

ター、 ドクターの学位が授与されることになった。大学本体の学位・免状(資格)を中心

に新旧制度の対照を簡略化して図示すると図 2のようになる。

図2.新体制 (LMD制)移行図

以前の国家免状

研究指導学位制

DEA DESS 
メトリーズ

リサンス
DEUG DEUST 

|第8学年|

新しい学位 (LMD制)議

l 博士(ドクター) I 

修士(マスター)

学士(リサンス)

※現時点ではまだ旧免状と新学位が混在している。ただし、旧免状 (DEUGなど)は『学

位Jとは区別して「資格Jとされている。

※※「研究指導学位Jは表の構成上第8学年に記載しているが、これが標準取得年限を意味

するものではない。

第2のカテゴリーである短期高等教育機関に該当するものは、大学に附設されているが

独立性の高い IUTと、高校(リセ)附設の STSである。前者は約 100校で学生数約 3万

人、後者は約 2000校で学生数約 25万人である。いずれも、電気工学、機械工学、農業、

物理、化学、生物といった第2産業部門、および経営学、会計学、商業、情報技術といっ

た第3次産業部門を中心に 2年(または 3年)の短期高等教育を提供している。 IUTにつ

いては 2年間の課程の修了後に DUT(Diplome universitaire de technologie :大学技術教育

免状)ができ、その後さらに専門領域について学業継続を希望する学生は追加で 1年間の

課程(第 3学年)を修めることで DNTS(Diplome national de technologie specialsee :専門

技術教育国家免状)を取得できる。 STSについては、 2年間の課程修了後には国家試験を

経て BTS(Brevet de technicien superieur :中級技師資格)を取得できる。なお、 DUTとBTS

を比べると、後者の方が前者よりも狭い領域の資格となっている。

第3のカテゴリーに該当するグランゼコールはフランスに独特の教育機関で、その主要

なものは大学よりも高いレベルの教育を提供しており、いわゆるトップ・エリートの養成

を行っている。グランゼコールは国民教育省(日本の文部科学省に相当)所管のものもあ

るが、多くは他省庁の所管となっている。総理府所管の国立行政学院、国防省所管の理工

科大学校、国民教育省所管の高等師範学校、国立技芸学校などが有名である。学校数は約

700校で学生数は約 20万人である白 CPGEは、グランゼコールに入学するための 1--2年

の準備教育を行う機関である。学校数は 500校で学生数は約 8万人である。

このような独特の高等教育制度であるために、総体的に見た場合の入学システムも独特
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なものとなっている。フランスにおいて高等教育進学の基礎要件となるのは、高校 3年次

に受験するパカロレア資格の取得である。大学については、パカロレアを取得していれば

原則として入学選抜は無い(医療系部門を除く)。これに対して、短期高等教育機関とグ

ランゼコール・ CPGEには入学制限があり、パカロレアの取得に加えて別途入学選抜が実

施されるロ

量的な面に目を向けると、フランスの高等教育においては数十年の聞に大衆化が進行し、

とりわけ 1980年代において進学者が急増した。この背景には、西暦 2000年までにパカロ

レア取得者を同一年齢人口の 80%にまで高めることを目標とする「大学 2000年計画Jと

いう政策の影響があり、 1980年から 1996年の聞に高等教育への登録者数は約 120万人か

ら約 210万人に増加し、ほぽ倍増している。このうち大学(IUTを除く)への登録者数は

約 80万人から約 130万人に増加している。伸び率でみると高等教育全体のそれを下回っ

ているものの、絶対数でみると約 50万人の学生増を大学が引き受けたことになる。ただ

し、 1990年代に入ってパカロレア取得者の伸びに陰りが見え始め、 90年代後半には減少

に転じている。

以上のような独特の高等教育制度、特殊な高等教育進学システム、そして高等教育の大

衆化の進行が絡み合って、フランスの高等教育においては様々な教育問題が生じている。

本用語集の高等教育に関する記述は、 LMD体制前のデータを使用しているが、問題状況

は基本的に継続していると考えて差し支えない。

参考文献

(服部憲児)

表.高等教育機関数・学生数 (2004年)

種 類 学校数 学生数

大学(IUTを除く/国立のみ) 81 1， 312，141 

IUT 114 112，395 

STS 2，116 230，275 

(短期高等教育機関計) (2， 230) (342， 670) 

グランゼコール 837 283， 560 

CPGE 487 73，147 

(グランゼコール・ CPGE計) (1， 324) (356， 707) 

私立大学 13 19，973 

IUFM 30 83，622 

各種学校 571 153，310 

出典 Minisitとrede I'education nationale， de l'enseignement superieur et de la recherche， Reperes 

et n併rencesstatistiques sur les enseignements， la formation et la recherche， 2005. 

O上原秀一「フランス」文部科学省編『諸外国の高等教育~ (2004年)。

0松坂浩史『フランスの高等教育制度の概要一一多様な高等教育機関とその課程一一~ (広

島大学大学教育研究センター、 1999年)。
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{ザ制度解説:フランスの大学における学位・資格-

コラム(1)で示したように、 2005年度よりフランスの大学は 3-5 -8 (LMD)制に移

行した。ここでは、新体制下での学位であるリサンス(Iicence)・マスター (mぉter)・ド

クター (doctorat)について若干の説明を行うとともに、本用語集の高等教育に関する部

分の記述との関係で、新体制下では学位とは異なる資格として位置づけられる DEUGに

ついて解説する。

1.新制学位

(1)リサンス

LMD体制において最初に取得できる学位は、大学進学後 3年間 (6学期)で取得可能

なリサンスである。これは、 2年で取得可能な大学一般教育免状 (DEUG) とそれに続く

1年間で取得可能な旧制リサンスに代わるものである。中級技術者資格 (BTS)や大学技

術教育免状 (DUT)、大学科学技術教育免状 (DEUST)、職業リサンスは存続しており、 BTS、

DUT、DEUSTならびにグランゼコール準備級の学生は、この新制リサンスの準備教育へ

の進学を申請できる。また、 BTS、DUT、DEUSTを取得した学生または新制リサンスの

最初の 4学期を認定された者は、その後 1年間 (2学期)で取得可能な職業リサンスへの

登録を申請できる。

(2)マスター

マスターは、新制リサンスまたは職業リサンスに続く 2年間 (4学期)で取得可能な学

位であり、パカロレア+5学年レベルに相当する。学生は、新制リサンスまたは職業リサ

ンスの取得後、研究マスターまたは職業マスターへと進学することができる。研究マスタ

ーはメトリーズとそれに続く DEAに代わるものであり、職業マスターはメトリーズとそ

れに続く DESSに代わるものである。

(3)ドクター

ドクターは、研究マスターに続く 3年間 (6学期)で取得可能な学位であり、バカロレ

ア+8学年レベルに相当する。学生は、研究マスター取得後、博士課程に登録することが

できる。職業マスター取得者がドクター取得を目指す場合には特例措置の適用を享受しな

ければならない。

2. DEUG 

DEUGは大学進学後 2年間で取得可能であり、高等教育第 2期課程での学業継続あるい

は就業に向けて、学生に準備教育を行うことをその目的としている o 旧制下において

DEUSTとならび大学で取得できる最初の免状で、あったロ新体制下でも「学位」とは異な

る「資格」として存続しているが、新制リサンスの取得要件とはなっていない。

学生は、 DEUG取得のための年次登録を 3固まで行うことができる。 DEUG取得には最

低 2年間要するから留年は 1固までとなる。ただし、社会人学生や進路変更した学生等に

対しては、学長または機関長の許可があれば特例で更に最長 2年の年次登録が認められる。

同一年度に異なる DEUGに登録する場合は 1固とみなされる。また、 3年間学業を中断

した場合は年次登録3回のの権利を再取得できる。
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DEUG取得に必要な

要件の概要は省令で分

野ごとに定められてい

る。例えば「経済学・

経営学JDEUGについ

ては、総時間数は 1，000

時間以上(例外として

900時間以上も可)、う

ち演習が 4分の 1以

上、外国語 1以上とな

っている。第 1学年第

1学期は基礎教育、関

連領域教育、学習方法

論の 3科目群で構成さ

れ、それぞれ全体の 40

'-""50%、30.-".， 40 %、 15

.-".， 20 %の範囲の時間

数を設定することに、

第 1学年第 2学期は基

礎教育、学問分野方法

ディジョン大学「経済学・経営学JDEUG
第1学年 第2字年

第1学期 講義 演習 第1学期
基礎教育科目群 I 基礎教育科目群E

マクロ経済学 I 25 ミクロ経済学E
ミクロ経済学 I 25 13 金融・財政 I
経済数学 I 30 19 基礎教育科目群N

関連領域教育科目群 経済数学E
公法 25 統計学E
私j去 25 基礎教育科目群V
社会学 25 総合会計学

方法論科目群 債券法 I
経済理論入門 25 13 公財政
英語 20 
独語(選択) <20> 

第2学期 講義 演習 第2学期
基礎教育科目群E 基礎教育科目群羽

マクロ経済学E 25 13 マクロ経済学E

専門ミ経ク分済ロ野数経方学済法E学論E科目群
25 13 金融・財政E
40 19 基礎教育科目群羽

議主語統計学 I 40 20 
総合文化・表現科目群

経済史 30 
選択科目 (1科目選択) 25 国民経済会計学
地理学 英語

現体代育経学済問題 独語(選択)
選択科目 (1科目選択)
債権法E

※数字lま時間数 経営学入門
現代経済問題
地理学

教体職育学

講義 演習

25 12.5 
25 12.5 

20 10.5 
25 12.5 

30 25 
30 
25 

講義 演習

25 12.5 
25 12.5 

20 10.5 
25 12.5 

10 20 
25 

20 
<20> 

25 

論、総合文化・表現の 3科目群で構成され、それぞれ全体の 50'-""60 %、 20.-".， 25 %、 20

.-".， 25 %の範囲の時間数を設定することになっている。例えばデ、イジョン大学の「経済学

・経営学JDEUG (1999年)の場合は表のようになっている。

これら各科目群には 1または 2の係数が割り当てられる。第2学年修了時に、この係数

と各科目群の得点 (20点満点)を乗し、それを配点指数の合計で割った数値が 10以上で

あれば DEUGに合格したことになる。数式で表せば DEUG取得条件は rL (科目群の得

点×係数)/配点指数合計三 10J となる。科目群聞の得点の補填が可能なシステムにな

っており、特定の科目群に最低点を設定することはできない。不合格の場合は、合格点(10

点)に達している科目群は既得となるので、合格点に達していない科目群を再履修するこ

とになる。第 1学年から第2学年への進級は、原則として指数合計全体の 70%以上に相

当する科目群に合格した場合に認められる。

(服部憲児)
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